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諮問の背景・概要

● 「Ⅰ 公正な競争の促進」、「Ⅱ ドメイン名関係等」について、改正法の施行等に必要な下記の事項に関する省令改

正等を諮問

○ 昨年１２月の情報通信審議会答申※等を踏まえ、今年５月に、「電気通信事業法等の一部を改正する法律」

が成立・公布。施行は、公布の日から１年以内。

※ 情報通信審議会答申： ２０２０年代に向けた情報通信政策の在り方（Ｈ２６．１２．1８）、ドメイン名に関する情報通信政策の在り方（Ｈ２６．１２．１８）

○ 今回は、改正法の施行に必要な省令改正等について諮問するもの。

諮問の背景

1

１．電気通信事業の登録の更新制の導入

２．移動通信分野における禁止行為規制の緩和

３．卸電気通信役務の事後届出制等の導入

４．二種指定制度（携帯電話網の接続ルール）の充実

１．ドメイン名の名前解決サービスの信頼性等の確保

２．その他

（加入光ファイバ関係、海外からの持込端末関係）

Ⅱ ドメイン名関係等Ⅰ 公正な競争の促進
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（参考１）電気通信事業法の改正の概要

■ 今年５月２２日に、電気通信事業法等の一部を改正する法律が公布。公布から１年以内に施行。

接続約款の認可制

接続制度 卸制度 禁止行為規制 合併等の審査

説明義務

消費者保護

管理規程の
作成・届出義務

ドメイン名関係

※青色は、今回の法改正で追加する措置
※赤色は、今回の法改正で緩和する措置

一
種
指
定
事
業
者※

１

二
種
指
定
事
業
者※

２

上
記
以
外
の
事
業
者

・アンバンドル制度

・接続料算定制度
届出内容の

整理・公表制※３

登録の更新制

大規模事業者と合併、
株式取得等した場合

（回線設置事業者の

接続応諾義務）
なし なし

なし

（合併等した旨の

事後届出）

公正な競争の促進

2

卸役務の
事後届出制

届出内容の
整理・公表制※３

卸役務の
事後届出制

接続会計の整理義務

接続約款の届出制

・アンバンドル制度

・接続料算定制度

接続会計の整理義務

接続情報の
目的外利用等の禁止

電気通信事業者への
不当な優遇等の禁止

製造業者等への不当
な規律・干渉の禁止

登録の更新制

大規模事業者と合併、
株式取得等した場合

接続情報の
目的外利用等の禁止

グループ会社への
不当な優遇の禁止

製造業者等への不当
な規律・干渉の禁止

電
気
通
信
事
業
者

代
理
店

書面交付制度

初期契約
解除制度

不実告知等
の禁止

勧誘継続行為
の禁止

代理店
指導措置

説明義務

不実告知等
の禁止

勧誘継続行為
の禁止

なし

電気通信設備
統括管理者の
選任・届出義務

国際的標準
への適合義務

会計の
整理・公表義務
（国別・地理的名称のみ）

役務提供義務

（国別・地理的名称のみ）

国
別
・
地
理
的
名
称
ト
ḕ
プ
レ
ベ
ル
ド
メ
イ
ン
管
理
事
業
者
ᷞ

大
規
模
事
業
者

上
記
以
外
の
事
業
者

移動通信分野の禁止行為規制は、二種指定事業者
のうち、収益シェア４０％超等の者に対する規制

※３ 整理・公表制は、一種・
二種指定事業者の接続
制度関係等も対象

※１ 固定通信市場で、アクセス回線シェアが５０％を超える事業者： ＮＴＴ東西
※２ 移動通信市場で、端末シェアが１０％を超える事業者： ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、沖縄セルラー、ソフトバンク
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（参考２）主な改正法令 3

政令

○ 整備政令

（電気通信事業法施行令等）

○ 施行期日政令

省令

● 施行規則

● 一種接続料規則

● 二種接続料規則

● 一種接続会計規則

● 二種接続会計規則

● 会計規則

● 電気通信主任技術者規則

● 基礎的電気通信役務の提供に係
る交付金及び負担金算定等規則

● 接続料規則一部改正省令

○ 報告規則

○ 工事担任者規則

○ プロバイダ責任制限法省令 等

告示等

● 特定電気通信設備の指定告示

【固定系１本、移動系１本】

● 二種指定告示

（● 優遇禁止対象者の指定告示）

○ 電気通信事業法関係審査基準

○ 禁止行為指定ガイドライン

○ 二種情報開示告示

○ 二種接続料算定告示

○ ＭＶＮＯガイドライン

○ ドメイン名関係の告示

（○ 光卸ガイドライン）

（○ 共同ガイドライン）

（○ 電気通信事業参入マニュアル）等

○ 主な改正法令は、以下のとおり。うち、今回の審議会諮問事項（下の●）は、１２本。

※ 括弧の法令等は、今回の諮問・パブコメの対象外
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Ⅰ 公正な競争の促進

１．電気通信事業の登録の更新制の導入

２．移動通信分野における禁止行為規制の緩和

３．卸電気通信役務の事後届出制等の導入

４．二種指定制度（携帯電話網の接続ルール）の充実

［改正項目］

4
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１．電気通信事業の登録の更新制の導入

○ 一種※１・二種指定事業者※２又はその特定関係法人（グループ会社）が、グループ外の大規模事業者（一種・二種指

定事業者、特定電気通信設備を設置する者）と合併や株式取得等を行った場合、その一種・二種指定事業者に対し、

電気通信事業の登録の更新を義務付ける。

政省令等の規定事項

（１） 特定関係法人の対象

（２） 特定電気通信設備の指定基準と指定対象

（３） 登録の更新の申請書類と審査基準等

３か月
以内

一種・二種指定事業者
又はその特定関係法人が、

合併・分割

事業譲渡

株式取得

一種・二種指定事業者
による

更新申請

総務省の審査

・経理的基礎

・体制の整備

・電気通信の健全な発達

・登録の更新

・条件の付与

・更新拒否

等により、グループ外の

「特定電気通信設備」を設

置する者を吸収等する場合※

法改正の概要

5

諮問事項

※１ 固定通信市場において、アクセス回線シェアが５０％を超える電気通信事業者： ＮＴＴ東西

※２ 移動通信市場において、端末シェアが１０％を超える電気通信事業者： ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、沖縄セルラー、ソフトバンク

※ 新たに一種・二種指定事業者に指定される場合も、登録の更新義務が発生
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［凡例］ ：今般の政令で「特殊の関係」があると規定されることにより、「特定関係法人」に該当することとなる者

政省令等の規定（案） 6

○ 法律では、特定関係法人（グループ会社）について、自己の「①親会社」「②子会社」「③兄弟会社」「④その他政令

で定める特殊の関係にある法人」と規定。

（電気通信事業法施行令第１条）

・ ①自己の「関連会社等」、②自己を「関連会社等」とする法人、③自己の親会社・兄弟会社の「関連会社等」を規定。

一種・二種指定事業者

関連会社等

特定関係法人

一種・二種
指定事業者

法人Ａ

一種・二種指定事業者

特定関係法人

子会社
（兄弟会社）

関連会社等

関連会社等

親会社

特定関係法人

特定関係法人

特定関係法人

特定関係法人

特定関係法人

特定関係法人

関連会社等

①自己の関連会社等
②自己を関連会社等

とする法人
③自己の親会社・兄弟会社の

関連会社等

（１）特定関係法人の対象

１） 特殊の関係にある法人

：法律の規定のみで「特定関係法人」に該当している者
（関連会社等の範囲は、政令制定後、パブコメ）

8



（２）特定電気通信設備の指定基準と指定対象

１） 特定電気通信設備の指定基準

7

諮問事項

３） 指定及び指定の解除は告示で行い、「特定電気通信設備を設置する者」に対し、その旨を通知する。

（施行規則第４条の３第１項、第４条の４第２項）

閾値 地理的区域※ シェアの時点※

固定通信市場 アクセス回線シェア：１０％超 都道府県単位 前年度末の数値

移動通信市場 端末シェア：３％超 業務区域 前々年度末と前年度末の平均値

２） 特定電気通信設備の指定対象 （特定電気通信設備の指定告示）

※ 「地理的区域」、「シェアの時点」： 一種・二種指定制度における指定基準の場合と同じ

都道府県名 指定対象

愛知県 ①中部テレコミュニケーション

滋賀県 ②ケイ・オプティコム

京都府 ②ケイ・オプティコム

大阪府
③ジェイコムウエスト

②ケイ・オプティコム

兵庫県
②ケイ・オプティコム

③ジェイコムウエスト

（７社）

（平成２６年度末）

都道府県名 指定対象 シェア

奈良県
④近鉄ケーブルネットワーク

②ケイ・オプティコム

和歌山県 ②ケイ・オプティコム

徳島県 ⑤STNet

香川県 ⑤STNet

福岡県 ⑥ジェイコム九州

沖縄県 ⑦沖縄通信ネットワーク

固定通信

移動通信 ワイヤレスシティプランニング（ＷＣＰ） （平成２５年度末と平成２６年度末の平均）

諮問事項

委員限り 委員限り

委員限り
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（３）登録の更新の申請書類と審査基準等

（施行規則第４条の２）１） 登録の更新の申請書類

・ 審査要件である「財務的基礎」、「体制」、「電気通信の健全な発達」に対応し、以下の書類を提出させる。

① 所要資金の額及び調達方法を記載した書類、５年間の事業収支見積もり

② 電気通信業務に関する組織図・社内規則等

③ 電気通信設備の概要、接続条件・卸役務の提供条件等を変更し､又は変更をしようとする場合は、その内容 等

２） 審査基準 （電気通信事業法関係審査基準）

・ 事業収支見積もりの算出が適正・明確であることや、資金調達方法が合理的であること等を規定する。

8

3） 審査手数料 （電気通信事業法施行令第１３条・別表第２）

・ ５５,０００円とする。

10



（参考）登録の更新義務が生じる合併・株式取得等 9

「一種・二種指定事業者」又は
その特定関係法人

「一種・二種指定事業者以外の者」
又はその特定関係法人

「吸収」又は「子会社・関連会社化」する相手 「吸収」又は「子会社・関連会社化」する相手

特定電気通信設備
を設置する者（１４社）

左記以外
（１６,０００社超）

特定電気通信設備
を設置する者（１４社）

左記以外
（１６,０００社超）

ᷬ
合
併

分ᷞ
割

事ᷞ
業
譲
渡
ᷭ

自
己
に
吸
収

一種・二種指定事業者に

登録の更新義務

更新義務なし 更新義務なし

ᷬ
株
式
取
得
等
ᷭ

子
会
社
・
関
連
会
社
化

一種・二種指定事業者に

登録の更新義務

同上 同上

自
助
努
力
で
特
定
電

気
通
信
設
備
を
設
置

す
る
者
に
該
当

更新義務なし 同上

相手方：１４社※

固定：ＮＴＴ東西など、９社
移動：ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、沖縄セ

ルラー、ソフトバンク、ＷＣＰ
※ 相手方１４社： 相手方が、既にその一種・二種指定事業者の特定関係法人（グループ会

社）となっている場合は、登録の更新義務は生じない

主体

客体

行為

相手方：１４社※

固定：ＮＴＴ東西など、９社
移動：ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、沖縄セ

ルラー、ソフトバンク、ＷＣＰ
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法改正の概要

２．移動通信分野における禁止行為規制の緩和

○ 市場の環境変化を踏まえ、様々な業種の企業との連携により新事業・新サービスの創出を促進するため、移

動通信市場の市場支配的事業者※（ＮＴＴドコモ）に対する禁止行為規制を緩和。

接続の業務に関し知り得た

情報の目的外利用・提供

特定の事業者に対する

不当に優先的・不利な取扱い

製造業者等への

不当な規律・干渉

改
正
前

総務大臣が指定する

グループ内の事業者

（特定関係法人）に限定
廃 止

改
正
後

維 持

省令等の規定事項

（１） 不当な優遇の禁止対象となる特定関係法人(グループ内の電気通信事業者）の指定及びその指定の手続

（２） 特定関係法人の報告義務

10

※ ［固定通信市場］ アクセス回線シェアが５０％を超える電気通信事業者（一種指定事業者）： ＮＴＴ東西

※ ［移動通信市場］ 二種指定事業者（端末シェア１０％超）のうち、収益シェア４０％超等の者： ＮＴＴドコモ

諮問事項

12



諮問
事項

（１）不当な優遇禁止の対象となる特定関係法人の指定及びその指定の手続

省令等の規定（案）

省令等の規定事項 省令等の規定（案）

１)対象となる特定関係法人

の考え方

（禁止行為指定ガイドライン）

・ その事業内容や事業規模に応じて、公正競争に与える影響が異なること等に鑑み、特定関係法人

のうち、ＦＴＴＨアクセスサービスや携帯電話（通信モジュール向けを除く）等を提供している者（当該

サービスの契約数が５万件以上の者に限る。）とする。

２）指定対象

（優遇禁止対象者の指定告示）

（別途諮問）

３）上記１）の指定の手続

（施行規則第22条の４）

・ 指定及び解除は告示で行い、禁止行為等適用事業者（NTTドコモ）に対し、その旨を通知する。

（２）特定関係法人の報告義務

・ 禁止行為等適用事業者に対し、年に１回、その「特定関係法人である電気通信事業者の名称」の報告を義務付ける。

（報告規則第４条の２）

11

衛星携帯
国際電話等

［提供する電気通信役務]

５万件以上
ᷰ
契
約
数
ᷱ

＜優遇禁止対象の特定関係法人＞

５万件未満

ＦＴＴＨアクセスサービスや携帯電話
（通信モジュール向けを除く）等

13



「通信モジュール向けに提供するサービス」の範囲について

通信モジュール（例） 左記以外のもの（例）

・カーナビ（特定情報（地図等）のダウンロード等に用途が限定されているもの）

・遠隔監視端末（重機/建機・商用車、自販機、家電等）

・位置情報端末

・ホームセキュリティ用機器

・ガス等警報装置

・スマートメーター

・デジタルサイネージ

・フォトフレーム

・体組成計

・リストバンド型･眼鏡型情報端末（健康管理等に用途が限定されているもの）

・電子書籍端末（電子書籍の閲覧・ダウンロード等に用途が限定されているもの）

・携帯電話端末（フィーチャーフォン、スマートフォン）

・タブレット

・モバイルルーター、ＵＳＢモデム

・リストバンド型・眼鏡型情報端末（自由にインターネット等が可能なもの）

・カーナビ（自由にインターネット等が可能なもの）

・電子書籍端末（自由にインターネット等が可能なもの）

・ゲーム機（自由にインターネット等が可能なもの）

・パソコン組込み型端末

● 「通信モジュール向けに提供するサービス」とは、音声サービス・データサービスの区分にかかわらず、「特定の業務の

用に供する通信に用途が限定されているモジュール（通信モジュール）向けに提供する携帯電話、ＰＨＳ又はＢＷＡ

アクセスサービス」という。

● 現在提供されているサービスを例にして、通信モジュールか否かを分類すると、以下のとおり。

12

※ 報告規則様式第１１において、携帯電話・ＰＨＳアクセスサービスを提供する電気通信事業者は、「通信モジュール向けに提供しているサービス」の契約数の報告が義務

付けられている。

14



（３）その他（移動通信分野の禁止行為規制）

13

省令等の規定事項 省令等の規定（案）

１）禁止行為規制の適用基準

（収益シェア）におけるグルー

プ合算

（禁止行為指定ガイドライン）

・ グループ化の進展を踏まえ、移動通信分野の禁止行為規制の適用基準（収益シェア４０％超等）に

ついては、その特定関係法人（ＭＮＯに限る）の収益を合算して判断する。

２）禁止行為規制の適用基準（収

益シェア）における附帯事業営業

収益の除外等

（禁止行為指定ガイドライン、報告

規則第４条）

・ 禁止行為規制の適用基準（収益シェア）は、これまで「電気通信事業営業収益」と「附帯事業営業収益」

を合算して判断。今回の法改正で、「製造業者等への不当な規律・干渉の禁止」規制が廃止されたこと

に伴い、当該規制との関係で合算していた「附帯事業営業収益」を収益シェアの算定から除外する。

・ これに伴い、ＭＮＯに対する「附帯事業営業収益」の報告義務を廃止する。

改正前

１）収益のグループ合算 ２）附帯事業営業収益の扱い

改正後

「収益シェア」に算入する「収益」

電気通信事業
営業収益

附帯事業
営業収益※

電気通信事業
営業収益

改正前 改正後

二種指定事業者
でないＭＮＯ

ＭＶＮＯ
二種指定事業者
でないＭＮＯ

ＭＶＮＯ

二種指定事業者 二種指定事業者

「収益シェア」の算定におけるグループ内の他ＭＮＯの扱い

グループ内の他ＭＮＯ
の収益も合算

合算

※端末の販売収益 等

15



0% 20% 40% 60% 80% 100%

ＮＴＴドコモ

ＫＤＤＩグループ

ソフトバンクグループ

【グループ内取引の増加】

グループ内取引

それ以外

（契約数）（２０１３年１２月末）

26%

51%

64%

○ 卸電気通信役務の提供の本格化を踏まえ、一種指定事業者※１又は二種指定事業者※２が提供する卸電気通

信役務について、事後届出制を導入するとともに、届出内容を総務大臣が整理・公表する制度を整備。

法改正の概要

３．卸電気通信役務の事後届出制等

省令等の規定事項

14

※１ 固定通信市場において、アクセス回線シェアが５０％を超える電気通信事業者： ＮＴＴ東西

※２ 移動通信市場において、端末シェアが１０％を超える電気通信事業者： ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、沖縄セルラー、ソフトバンク

固定通信市場 移動通信市場

【ＮＴＴ東西の光回線の卸売サービス】

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
西

一
般
消
費
者

ＮＴＴグループ
（ドコモなど）

ＭＶＮＯ、ＩＳＰ

移動通信事業者

他分野企業
（警備会社など）

卸売
スマホと光回線のセットな
ど各社が独自サービス

（１） 届出対象となる卸役務と届出事項

（２） 更に詳細な届出を義務付ける卸役務と届出事項

（３） 整理・公表の対象となる情報

公正競争
への懸念

新事業・新
サービス創出

諮問事項

諮問事項

16



省令等の規定（案）

１） 役務表の区分※の単位で、「提供する卸役務」を届出させる。

※ 役務表の区分： ＦＴＴＨアクセスサービス、３.９世代携帯電話アクセスサービス、ＢＷＡアクセスサービスなど（施行規則様式第４）。現在、電気通信事業

の登録・届出時に、提供する電気通信役務を申請させる区分として利用。

２） 届出事項は、氏名・住所等のほか、卸役務の提供の業務の開始日、業務区域等。

（１）届出対象となる卸役務と届出事項

（２）更に詳細な届出を義務付ける卸役務と届出事項

一種指定事業者 二種指定事業者

ＦＴＴＨアクセスサービスに関する卸役務であって、以下のい

ずれかの者に提供するもの

携帯電話又はＢＷＡｱｸｾｽｻーﾋﾞｽに関する卸役務（通信モ

ジュール向けを除く）であって、以下のいずれかの者に提供するもの

①特定関係法人（５万回線以上の卸先） ①特定関係法人（５万回線以上の卸先）

②５０万回線以上の卸先 ②５０万回線以上の卸先

③移動通信事業者（ＭＮＯ）

１） 公正競争を確保する必要性が高い卸役務のうち、不当な優遇等が行われる可能性が高く、その弊害も大きい者に対する卸役務

について、詳細な届出を義務付ける。

15

諮問事項

諮問事項

（施行規則第25条の５から第25条の７の４まで）

（施行規則第25条の７第１項第４号、第25条の７の２）

17



（参考）詳細な届出を義務付ける卸役務の卸先事業者 16

委員限り

18



① 卸役務の内容・料金

② 卸役務に関連して、卸先に支払う金銭その他の財産

③ 他事業者・その利用者の権利・義務に重要な関係を有する卸役務と併せて行う業務の条件 等

２） 主な届出事項は、以下のとおり。

（３）整理・公表の対象となる情報

３） 一種・二種指定事業者が、届出・公表した卸約款により提供する卸役務については、上記２）の事項の届出は不要とする。

17

「法律」で整理・公表の対象となっている情報

（以下に関して作成し、又は取得した情報）

１）一種指定設備の指定又は接続約款の認可（法第３３条）

２）二種指定設備の指定又は接続約款の届出（法第３４条）

３）一種・二種指定事業者による卸役務の届出（法第３８条の２）

①業務改善命令関係

（一種・二種指定事業者に関するものに限る）（法第２９条）

②禁止行為関係

（禁止行為等適用事業者の指定、優遇禁止対象となる特定関
係法人の指定、禁止行為の停止・変更命令）（法第３０条）

③特定関係事業者関係、機能分離関係

（特定関係事業者の指定、禁止行為の指定・変更命令等、機能
分離の遵守措置等の報告）（法第３１条）

④接続約款の変更命令等
（一種・二種指定事業者の接続約款の変更命令等）（法第３３条、
第３４条）

⑤一種・二種指定事業者に対してされた行政指導

省令で対象とする情報
（施行規則第25条の10）

19



（４）その他

省令の規定事項 省令の規定（案）

１）二種指定事業者の特定

関係法人の提供する卸

役務の事後報告制

（報告規則第４条の４）

・ 二種指定事業者の特定関係法人（グループ会社）のＭＮＯに対し、卸役務の事後報告を義務付ける。

ただし、報告内容は整理・公表の対象外。

・ 報告対象や報告事項は、二種指定事業者の場合と同様とする。

18

20



法改正の概要

４．二種指定制度（携帯電話網の接続ルール）の充実

○ ＭＶＮＯの参入促進を図る観点から、二種指定事業者※に関する接続制度（二種指定制度）について、アンバ

ンドル機能（接続料を設定すべき機能）や接続料の算定方法等を制度化。

19

接続会計の
整理・公表義務

᷷
二
種
指
定
設
備

の᷸
指
定

接続約款の
作成・届出義務

接続料

省令等の規定事項

その他の
接続条件

現行制度

・貸借対照表

・損益計算書

・役務別収支表

総
務
省
令
で
規
定
で
き
る
よ
う
に
措
置

改正法

［約款記載事項］

［整理・公表事項］

接続料算定との関係が、
明確でない

（１） アンバンドル機能等

（接続料を設定すべき機能等）

（２） 接続料の算定方法

（３） 接続を円滑に行うために

必要な事項

（接続関連の手続・費用等）

・接続料を設定する機能

（約款に記載する機能）

・その機能に算入する

原価等（算定方法）

二種指定事業者が、

ガイドラインに基づき判断

※ 移動通信市場において、端末シェアが１０％を超える電気通信事業者： ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ、沖縄セルラー、ソフトバンク

［課題］

接続関連の

手続・費用等

諮問事項（いずれも ）

21



省令等の規定（案）

（１）アンバンドル機能等

省令等の規定事項 省令等の規定（案）

１）アンバンドルの要件

（ＭＶＮＯガイドライン）

・ 二種指定事業者とＭＶＮＯとの間のサービス提供時期の同等性を確保するため、現行ガイドラインの「ア

ンバンドルが望ましい機能の判断基準」のうち、「需要の立上げ期にあるサービスに係る機能を除き」と

いう要件を削除※し、以下のとおり規定する。

①他の事業者から機能のアンバンドルに係る要望があること

②アンバンドルすることが技術的に可能であること

③アンバンドルに当たって二種指定事業者に過度な経済的負担を与えることのないこと

④必要性・重要性の高いサービスに係る機能であること

※ 二種指定事業者の設備投資やイノベーションに係るインセンティブに配意する旨も規定

２）アンバンドル機能等

（施行規則第23条の９の４、二

種接続料規則第４条）

・ 上記要件に基づき、アンバンドル機能として、以下の機能を規定する。

・ 標準的接続箇所として､音声伝送交換､データ伝送交換（Ｌ２）､ＳＭＳ伝送交換に係る接続箇所を規定する。

３）開放を促進すべき機能

（ＭＶＮＯガイドライン）

・ アンバンドル要件に該当しない機能でも、上記１）④の要件を満たし、いずれかの事業者に他の事業者

からの要望があり、上記１）②・③の要件を満たす可能性がある場合は、接続又は卸役務による提供が望

ましいため、事業者間協議の更なる促進を図るものとして、「開放を促進すべき機能」に定める。

・ （具体的な機能は、現在総務省において開催している有識者会合※における議論を踏まえ、検討）

※ ＩＣＴサービス安心・安全研究会 携帯電話の料金その他の提供条件に関するタスクフォース

20

諮問
事項

①音声伝送交換
機能

②データ伝送交換
機能（Ｌ２）

③ＭＮＰ転送機能 ④ＳＭＳ伝送交換機能

22



省令等の規定事項 省令等の規定（案）

１）接続料の算定方法

（二種接続料規則第３条から

第16条まで(第４条を除く)）

・ 原価及び利潤は、アンバンドル機能ごとに、接続会計で整理されたサービス別（音声・データ別）の費

用・資産に基づき、算定する。

・ 利潤の算定について、各年度の額の振幅を平準化するため、有利子負債以外の負債に対する利子率

（☞リスクフリーレートの過去３年間平均に）、自己資本利益率（☞過去３年間平均に）の算定方法等を規定する。

・ 接続料（算定期間より前の会計実績等で算定したもの）を計算し変更したときは、原則として算定期間の翌年度の

期首まで遡り精算し、接続料の急激な変化が想定される場合に限り、算定期間の期首まで遡り精算する。

・ 二種接続料規則によらない方法で接続料を算定する場合は、総務大臣の承認を必要とする。

２）接続会計の見直し

（二種接続会計規則第５条）

・ 接続会計において、サービス別（音声・データ別）の固定資産（サービス別の固定資産帰属明細表）を

整理する。

３）接続料の算定根拠の届出

（施行規則第23条の９の３）

・ 接続約款の届出時の添付書類として、接続料の算定根拠（サービス別の指定設備帰属明細表等）を

提出する。

（３）接続を円滑に行うために必要な事項 （施行規則第23条の９の５、二種情報開示告示）

１） 接続請求等を行う場合の手続（接続の請求に必要な情報の開示を受ける手続、接続の請求をし回答を受ける手続等）

２） 回線管理運営費、工事費、網改造料等に関する適正な原価に照らし公正妥当な金額

３） 業務システム（端末回線の開通などの情報の管理等のシステム）・ＳＩＭカード・端末接続試験の提供・情報開示に関する手続、コロケー

ションに関する手続、電気通信事故等に係る情報開示に関する手続 等

（２）接続料の算定方法

21

諮問事項

諮問
事項

諮問
事項

23



（４）その他

１）特定移動端末設備（二種指定設備）の範囲（施行規則第４条の４第１項）

・ 特定移動端末設備（シェア１０％超で二種指定設備）の範囲に、ＢＷＡ端末（ＷｉＭＡＸ２＋、ＡＸＧＰに限る）を追加する（従来は、携帯電話端末のみ）。

ＢＷＡ端末追加後のデュアル端末の扱い

Ａ社
（ＭＮＯ）

Ｂ社
（ＭＮＯ）

卸役務の提供 卸を受けたＡ社のサービス
と自社（Ｂ社）のサービスを
セットで提供

利用者

一台の端末で、Ｂ社のサービ
スとＡ社（契約上はＢ社）の

サービスを利用

デュアル端末

☞ 特定移動端末設備のシェアの算定上、デュアル端末１台は、Ａ社の端末数１、Ｂ社の端末数１として算定

22

諮問事項

２） 番号ポータビリティ手続の迅速化 （ＭＶＮＯガイドライン）

・ ＭＶＮＯへの番号ポータビリティを用いた回線開通時に、元の回線と新しい回線のどちらも利用できない期間が生じないように､例えば、

利用者がインターネットを通じて即時に回線開通を行えるようにする仕組みなどを提供することが望ましい旨を記載する。

・ 店頭でＭＶＮＯへの番号ポータビリティを用いた回線開通を行う場合に、例えば、ＭＶＮＯがＳＩＭを書き換える装置を設置しなくもよい

ように、ＭＮＯは、利用者の端末を用いて遠隔でＳＩＭを書き換える仕組みなどを提供することが望ましい旨を記載する。

24



（参考）二種指定制度の見直しの概要

接
続
会
計
の

整
理
・
公
表
義
務

᷷
二
種
指
定
設
備

の᷸
指
定

［約款の主な記載事項］

接続箇所

サービス別の
収支明細表

接続料

・ 接続に関する手続、情報提供を受ける手続

・ コストベースの回線管理運営費、手続費、工事費、網改造料

・ 業務システム、ＳＩＭ、端末接続試験（不具合時の解消のための試験を含む）の提
供を受けるための手続、これらに関する情報提供を受ける手続

接
続
約
款
の
作
成
・
届
出
義
務

接続を円滑に
行うために
必要な事項

接続料の算定制度

Ｂ
Ｗ
Ａ
端
末
を
追
加

約款に記載すべき標準的接続箇所

音声伝送交換、データ伝送交換（Ｌ２）、ＳＭＳ伝送交換に係る接続箇所

[今回、総務省令で規定する事項］

・ 接続に関する手続（情報提供を受ける手続を含む）

・ コストベースの回線管理運営費、工事費、網改造料等

・ 業務システム・ＳＩＭカード・端末接続試験の提供・情報開示の手続、コロケーション

に関する手続、事故等の情報開示の手続 等

約款に記載すべき接続機能（アンバンドル機能）

音声伝送交換機能、データ伝送交換機能（Ｌ２）、ＭＮＰ転送機能、ＳＭＳ伝送交換機能

従来は、接続料を設定
する機能を二種指定事

業者が判断

従来は、法律で、「適
正な原価・利潤」で算
定するとのみ規定

新

新

新

新

新

新

従来は、記載する接続
箇所を事業者が判断

・ 接続料は、アンバンドル機能ごとに、接続会計のサービス別費用・資産に基づき
算定する原則を規定

・ 自己資本利益率は過去3年間の平均とするなど、利潤算定を平準化

・ 接続料は再計算し､原則、算定年度の翌年度の期首に遡り精算

・ 接続料の算定根拠を約款届出時の添付書類として提出

サービス別の
固定資産帰属明細表

損益計算書

貸借対照表
新

23

MＶＮＯガイドライン

※開放を促進すべき機能は、有識者

会合の議論を踏まえ、検討

●ＭＶＮＯへの番号ポータビリティ手続の迅

速化

新

25



Ⅱ ドメイン名関係等

１．ドメイン名の名前解決サービスの信頼性等の確保

２．加入光ファイバ、海外からの持込端末関係

［改正項目］

24

26



○ 電気通信事業法の適用除外であったドメイン名電気通信役務（名前解決サービスのうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があ

るもの）を提供する電気通信事業を同法の適用対象とし、当該電気通信事業を行う事業者に事業の届出を義務付けた上で、

１．ドメイン名の名前解決サービスの信頼性等の確保

法改正の概要

設備のハード面
(設置)

ドメイン名電気通信役務
を提供する事業者

回線設置事業者等

国際的標準（RFC）
への適合義務

技術基準
への適合義務

設備のソフト面
(運用)

管理規程（自主基準）
の作成・届出義務

電気通信設備統括管理者
の選任・届出義務

電気通信主任技術者
の選任・届出義務

経営レベルの

責任者

現場レベル

の責任者

同左

同左

(省令で適用除外予定）

（１） ドメイン名電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、信頼性確保の規律（管理規程の作成・届出義務、電気通信設備統

括管理者の選任義務等）を課すとともに、

（２） 特定ドメイン名電気通信役務（ドメイン名電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を特に確保する必要があるもの）を提供する電

気通信事業者に対し、透明性確保の規律（会計の整理・公表義務、役務の提供義務）を課す。

省令等の規定事項

（１） ドメイン名電気通信役務の定義

（２） 電気通信主任技術者の選任義務の適用除外

（３） ドメイン名電気通信役務に係る契約数の報告

［信頼性確保に係る規律関係］

（１） 特定ドメイン名電気通信役務の定義

（２） 会計の整理・公表の内容

［透明性確保に係る規律関係］

［参考］ドメイン名電気通信役務を提供する事業者に対する「信頼性確保の規律」

25

諮問事項

諮問事項（３）を除き、
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（参考１）ドメイン名とは

○ ドメイン名とは、IPアドレスを人が扱いやすい形で表記したもの。

（ドメイン名の例）

http://www.ホームページ： soumu.go.jp
ドメイン名

IPアドレス
202.214.160.1

ホスト部
ここでは
「www」＝

「Webサーバー」

トップレベルドメイン
ここでは

「jp」＝「日本」

トップレベルドメインには、
○「国別」（ccTLD）

「uk」（英国）、「cn」（中国）
など国名を表したものが
約２００種類存在。

○「一般」(gTLD)
「com」（商業組織）、
「org」（非営利組織）
など。昨年から「新gTLD」※

が随時追加され急増中。

セカンドレベルドメイン
ここでは

「go」＝「政府機関」

トップレベルドメインが「jp」の場合、
○「属性型」JPドメイン

「ac.jp」（大学、教育機関）、
「co.jp」（企業）､「go.jp」（政府機
関）､「or.jp」（非営利法人）など
組織を表したものが９種類存在。

○「汎用」JPドメイン
「toyota.jp」（トヨタ自動車）
などが存在。

サードレベルドメイン
ここでは

「soumu」＝「総務省」

※ 一般名称トップレベルドメイン（ｇＴＬＤ）は、従来２２種類に限られていたが、２０１２年、ＩＣＡＮＮにより追加割当ての募集が行われた。我が国からは７１件の申請が行わ

れ、２０１５年10月時点で、７種類（「.tokyo」、「.nagoya」、「.yokohama」等）のサービスが提供されている （地名を用いるものは国や地方公共団体の支持が必要）。

26
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（参考２）ドメイン名の名前解決サービス

○ インターネット上の機器は、ＩＰアドレスと呼ばれる番号で管理され、インターネット上の通信は、ＩＰアドレスにより行われる。

ホームページの閲覧やメールの送信をするためには、相手方の機器のＩＰアドレスを知っていることが必要。

○ ＩＰアドレスは、例えば、「202.214.160.1」など、人には認知しにくいため、ＩＰアドレスに対応したドメイン名(例：総務省の

ホームページの場合：www.soumu.go.jp）が利用。

○ このため、総務省のホームページを閲覧するために、「www.soumu.go.jp」を入力（又はクリック）した場合、このドメイン名

（www.soumu.go.jp）に対応したＩＰアドレス（202.214.160.1）を回答するサービス（ドメイン名の名前解決サービス）が必須。

利用者のパソコン 総務省のホームページを
提供する機器

202.214.160.1
（ＩＰアドレス）

www.soumu.go.jp
（ドメイン名）

＜総務省のホームページを見る場合： ＩＰアドレス(202.214.160.1）の入力が必要＞

②「www.soumu.go.jp」
に対応するＩＰアドレス
を教えてください。

名前解決サービスを
提供する事業者

③「202.214.160.1」です。

④「202.214.160.1」を入力（したことになる）

○

①「www.soumu.go.jp」
(ドメイン名)を入力

27
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省令等の規定（案） ①信頼性確保

・ 「ドメイン名電気通信役務」は、「入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してIPアドレスを出力する機能を有する電気通信設備

を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務」のうち、以下の電気通信役務とする。

（１）ドメイン名電気通信役務の定義 （施行規則第59条の２）

28

諮問事項

ドメイン名電気通信役務 （参考）左記役務を提供する者（予定）

① 国別トップレベルドメイン（ｃｃＴＬＤ)、地理的名称一般トップレベルドメイン（ｇ

ＴＬＤ）として総務大臣が告示するものの登録権限者が提供するもの

●４社

・ＪＰＲＳ： 「.jp」

・ＧＭＯドメインレジストリ：「.nagoya」

「.tokyo」「.yokohama」

・インターリンク： 「.osaka」

・ビジネスラリアート： 「.okinawa」

② 契約数が３０万件以上のもの（①を除く） ●４社

● 国別トップレベルドメイン： 「.jp」

● 地理的名称ｇＴＬＤ ： 「.nagoya」、「.tokyo」、「.okinawa」、「.yokohama」、

「.osaka」、「.kyoto※」

告
示

（２）電気通信主任技術者の選任義務の適用除外 （電気通信主任技術者規則第３条の２）

・ インターネットが民間主導で発展してきた経緯や国際ルール等に配慮し、設備管理の体制は、経営レベルの責任者である電気通信設

備統括管理者の責任と判断に委ね、電気通信主任技術者の選任義務は、適用除外とする。

（３）ドメイン名電気通信役務に係る契約数の報告 （報告規則第２条）

・ ドメイン名電気通信役務を提供する者に対し、四半期ごとに、契約数の報告を義務付ける。

諮問事項

委員限り

※ 登録権限者（京都情報大学院大学）が電気通信事業として営むものではないため、規律対象とならない。
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省令等の規定（案） ②透明性確保

・ 「特定ドメイン名電気通信役務」は、ドメイン名電気通信役務のうち、「国別トップレベルドメイン（ｃｃＴＬＤ)※１、地理的名称一般トッ

プレベルドメイン（地理的名称ｇＴＬＤ）※２として総務大臣が告示するもの（前頁（１）①）の登録権限者が提供するもの」とする。

（１）特定ドメイン名電気通信役務の定義 （施行規則第22条の２）

（２）会計の整理・公表の内容 （会計規則第５条、第18条等）

・ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表を整理させる。貸借対照表（固定資産）と損益計算書（営業損益）

については、ドメイン名関連事業とそれ以外の事業で分計させる。

・ 貸借対照表、損益計算書、個別注記表（株主資本等変動計算書に関する注記を除く。）については、公表させる。

会計の整理 会計の公表

貸借対照表 ○※１ ○※１

損益計算書 ○※２ ○※２

株主資本等変動計算書 ○ ×

個別注記表 ○ ○
（株主資本等変動計算書

に係る注記を除く）

※１ ドメイン名関連事業とそれ以外の事業で、固定資産を分計 ※２ ドメイン名関連事業とそれ以外の事業で、営業損益を分計

29

諮問事項

諮問事項

※１ 告示において、「.jp」を定める。

※２ 告示において、「.nagoya」、「.tokyo」、「.okinawa」、「.yokohama」、「.osaka」、「.kyoto」を定める。

具体的には、ＪＰＲＳ、ＧＭＯドメインレジストリ、インターリンク、ビジネスラリアートの４社が対象となる予定。
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８収容の原則が満たされているケース ８収容の原則が満たされていないケース

主端末回線①（2,929円/  月）

主端末回線②（同上）

主端末回線①（2,929円/  月）

主端末回線②（同上）

２．加入光ファイバ、海外からの持込端末関係 30

（１）加入光ファイバに係る「８収容」の原則に関する規定 （施行規則第23条の４第２項第９号）

・ 情報通信審議会答申※１を踏まえ、「８収容」の原則※２を接続約款に規定する。

※１ 「加入光ファイバに係る接続制度の在り方について」（平成２７年９月）

※２ 一の光配線区画で利用する一の主端末回線に、まずは８回線の分岐端末回線を収容し、その後、新たに９回線目の分岐端末回線を収容する必要が生じ

た際に、別の主端末回線に当該分岐端末回線を収容すること。

諮問事項

（２）海外からの持込端末に関する規定
（施行規則第32条第１項第７号、工事担任者規則第３条、技術基準告示）

・ 本邦に入国する者が自ら持ち込む端末（Ｗi-Ｆｉ端末等）について、我が国の技術基準に相当する技術基準として総務大臣が告示す

る技術基準※１に適合しているものであれば、入国の日以後９０日間に限り、電気通信事業者の検査等がなくても利用可能な端末とす

る。また、上記端末を接続するときは、工事担任者による工事を不要とする。

※１ 告示において、ＩＥＥＥ８０２.１１ａｃ等を定める。

※２ 現行制度では、利用者は、電気通信回線設備に端末設備を接続したときは、その端末設備が、適合表示端末機器（技術基準への適合性が確認された端末機器）

である場合又は総務省令で定める場合を除き、電気通信事業者の検査を受け、技術基準に適合していると認められた後でなければ、それを使用してはならない。

※３ 利用者は、総務省令で定める場合を除き、端末設備を接続するときは、工事担任者に工事を行わせなければならない。
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今後のスケジュール（案） 31

● １1月１０日 ● １月下旬頃 ● 来年５月２１日

審
議
会※

１

に
諮
問

ᷯ
二
種
指
定
制
度
関
係
以
外
ᷰ

[

二
種
指
定
制
度
関
係
ᷰ

答
申

施

行
パ
ブ
コ
メ
ᷫ

～

ᷬ※

２

11/11

12/1０
二
次
パ
ブ
コ
メᷫ

～

ᷬ

12月中旬

12月下旬

残
り
の
省
令
・
告
示
等
の
審
議
会
諮
問
・
パ
ブ
コ
メ
等

※１ 情報通信行政・郵政行政審議会 ※２ 「諮問事項以外の事項」も合わせて、パブコメ

ᷬ
答
申
後
速
や
か
に
公
布
ᷭ

※３ 加入光ファイバの８収容原則関係は、来年４月１日施行予定
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（参考）資料中にある省令等の略称 32

略称 省令等

省令

施行規則 改正後の電気通信事業法施行規則

一種接続会計規則 改正後の第一種指定電気通信設備接続会計規則

二種接続会計規則 改正後の第二種指定電気通信設備接続会計規則

一種接続料規則 改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則 ※現在の名称は接続料規則

二種接続料規則 第二種指定電気通信設備接続料規則

会計規則 改正後の電気通信事業会計規則

接続料規則一部改正省令 接続料規則の一部を改正する省令（平成17年総務省令第14号）

報告規則 改正後の電気通信事業報告規則

プロバイダ責任制限法省令 改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第４条第１
項の発信者情報を定める省令

告示

特定電気通信設備の指定告示 電気通信事業法第12条の２第4項第2号ロの電気通信設備を指定する件（固定）
電気通信事業法第12条の２第4項第2号ニの電気通信設備を指定する件（移動）

優遇禁止対象者の指定告示 電気通信事業法第30条第3項第2号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定す
る件

二種指定告示 他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件

二種情報開示告示 電気通信事業法施行規則第23条の9の5第2項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件

二種接続料算定告示 第二種電気通信設備接続料規則第8条第9項の規定に基づき接続料の算定に用いる値を定める件

技術基準告示 電気通信事業法第52条第1項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件

ドメイン名関係の告示 電気通信事業法施行規則第59条の２第１項第１号の規定に基づくドメイン名を定める件

ガイド
ライン

禁止行為指定ガイドライン 改正後の電気通信事業法第30条第1項の規定に基づく禁止行為等の規定の適用を受ける電気通信事業者（移
動通信分野における市場支配的な電気通信事業者）の指定に当たっての基本的考え方

MVNOガイドライン 改正後のＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン

共同ガイドライン 改正後の電気通信事業分野における競争の促進に関する指針

光卸ガイドライン 改正後のNTT東西のFTTHアクセスサービス等の卸電気通信役務に係る電気通信事業法の適用に関するガイ
ドライン
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資料６６－３－２ 

35 

今回整備する省令等 

今回整備する省令等一覧  

■省令 

・電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25号） 

・電気通信事業会計規則（昭和 60年郵政省令第 26号） 

・電気通信主任技術者規則（昭和 60 年郵政省令第 27号） 

・第一種指定電気通信設備接続会計規則（平成９年郵政省令第 91号） 

・接続料規則（平成 12年郵政省令第 64号） 

・基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（平成 14年総務省令第 64号） 

・接続料規則の一部を改正する省令（平成 17年総務省令第 14号） 

・第二種指定電気通信設備接続会計規則（平成 23年総務省令第 24号） 

・第二種指定電気通信設備接続料規則（制定） 

■告示 

・平成 14 年総務省告示第 72 号（他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき

電気通信設備を指定する件） 

・電気通信事業法第 12条の２第４項第２号ロの電気通信設備を指定する件（制定） 

・電気通信事業法第 12条の２第４項第２号ニの電気通信設備を指定する件（制定） 

 

 

【参考】必要的諮問事項はないが、合わせて整備するもの 
■政令 

・電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令（制定） 

■省令 

・工事担任者規則（昭和 60年郵政省令第 28号） 

・電気通信事業報告規則（昭和 63年郵政省令第 46号） 

・東日本電信電話株式会社が西日本電信電話株式会社に交付することができる金銭の額の範囲を定める省令（平成 11 年郵

政省令第 73号） 

・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省

令（平成 14年総務省令第 57号） 

■告示 

・平成６年総務省告示第 72号（端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないもの） 

・平成 13年総務省告示第 395号（電気通信事業法施行規則第 23条の４第３項の規定に基づく情報の開示に関する件） 

・平成 16年総務省告示第 99号（端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件） 

・平成 23年総務省告示第 87号（インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める

件） 

・電気通信事業法施行規則第 23条の９の５第２項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件（制定） 

・電気通信事業法第 52条第１項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件（制定） 

・電気通信事業法施行規則第 59条の２第１項第１号イの規定に基づきドメイン名の一部を定める件（制定） 

・第二種電気通信設備接続料規則第８条第９項の規定に基づき接続料の算定に用いる値を定める件（制定） 

 

■訓令 

・電気通信事業法関係審査基準（平成 13年総務省訓令第 75号） 

■ガイドライン 

・電気通信事業法第 30条第１項及び第３項第２号の規定による電気通信事業者の指定に当たっての考え方 

・ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン 

・第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン《廃止》 



 

○
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
改
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

改 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

（
用
語
） 

第
二
条 

（
略
） 

（
用
語
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 

特
定
移
動
通
信
役
務 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る

特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務 

四 

特
定
移
動
通
信
役
務 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
移
動
端

末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務 

五
～
八 

（
略
） 

五
～
八 

（
略
） 

（
登
録
の
更
新
） 

第
四
条
の
二 

法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一
項

の
申
請
書
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
二
項
の
法
第
十

二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

は
、
様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

３ 

法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
二
項
の
総
務
省

令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一 

様
式
第
三
に
よ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
図 

二 

提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
様
式
第
四
に
よ
る
書
類 

三 

申
請
者
の
行
う
電
気
通
信
事
業
以
外
の
事
業
の
概
要 

 

36



四 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

定
款
の
謄
本
及
び
登
記
事
項
証
明
書 

ロ 

役
員
の
名
簿
及
び
履
歴
書 

ハ 
最
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書 

五 

申
請
者
が
法
人
以
外
の
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

定
款
、
規
約
等
当
該
団
体
の
目
的
、
組
織
、
運
営
等
を
明
ら
か
に
す
る

書
類
の
謄
本 

ロ 

役
員
の
名
簿
、
履
歴
書
並
び
に
氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
を
証
す
る

書
類 

ハ 

団
体
の
財
産
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類 

六 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

イ 

氏
名
、
住
所
及
び
生
年
月
日
を
証
す
る
書
類 

ロ 

履
歴
書 

ハ 

資
産
目
録 

七 

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す

る
事
由
、
当
該
事
由
が
生
じ
た
日
等
に
関
す
る
様
式
第
四
の
二
に
よ
る
書
類 

 

八 

前
号
の
事
由
が
、
申
請
者
が
そ
の
特
定
関
係
法
人
以
外
の
者
（
特
定
電
気

通
信
設
備
を
設
置
す
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
合

併
（
合
併
後
存
続
す
る
法
人
が
申
請
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
し
た
と

き
又
は
そ
の
特
定
関
係
法
人
以
外
の
者
か
ら
分
割
に
よ
り
電
気
通
信
事
業
（

当
該
特
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信

事
業
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
承
継
し

た
と
き
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 
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イ 

合
併
に
関
す
る
契
約
書
又
は
分
割
計
画
書
若
し
く
は
分
割
契
約
書
の
写

し 

ロ 

合
併
又
は
分
割
の
条
件
に
関
す
る
説
明
書 

九 

第
七
号
の
事
由
が
、
申
請
者
の
特
定
関
係
法
人
以
外
の
者
が
申
請
者
に
電

気
通
信
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
し
た
と
き
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に

掲
げ
る
書
類 

イ 

譲
渡
し
に
関
す
る
契
約
書
の
写
し 

ロ 

譲
渡
価
額
の
算
出
の
根
拠
そ
の
他
譲
渡
し
の
実
施
に
関
す
る
細
目
を
記

載
し
た
書
類 

十 

第
七
号
の
事
由
が
生
じ
た
日
以
降
五
年
内
の
日
を
含
む
毎
事
業
年
度
に
お

け
る
様
式
第
四
の
三
の
事
業
収
支
見
積
書 

十
一 

所
要
資
金
（
第
七
号
の
事
由
に
関
し
申
請
者
が
金
銭
等
（
金
銭
そ
の
他

の
財
産
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
支
払
つ
た
場
合
に
お

け
る
当
該
金
銭
等
を
い
う
。
）
の
額
及
び
調
達
方
法
を
記
載
し
た
書
類 

十
二 

電
気
通
信
業
務
に
関
す
る
組
織
図
（
内
部
管
理
に
関
す
る
業
務
を
行
う

部
門
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
） 

 

十
三 

電
気
通
信
業
務
に
関
す
る
社
内
規
則
等
（
法
令
等
の
遵
守
に
関
す
る
方

針
及
び
手
続
を
含
む
社
内
規
則
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
い
う
。
） 

 

十
四 

第
七
号
の
事
由
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
次
に
掲
げ
る
事
項
（
他
の
電
気

通
信
事
業
者
又
は
申
請
者
の
利
用
者
の
権
利
又
は
義
務
に
関
係
を
有
し
な
い

も
の
を
除
く
。
）
を
変
更
し
た
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
内
容
を
記
載
し
た
書
類 

イ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
概
要 
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ロ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
他
の

電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
条
件 

ハ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
他
の

電
気
通
信
事
業
者
と
の
共
用
の
条
件 

ニ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い

る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
条
件 

ホ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い

る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
条
件
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

ヘ 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
又
は

申
請
者
の
利
用
者
の
権
利
又
は
義
務
に
重
要
な
関
係
を
有
す
る
事
項 

十
五 

そ
の
他
そ
の
電
気
通
信
事
業
の
登
録
の
更
新
の
申
請
に
関
し
特
に
必
要

な
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

 

（
特
定
電
気
通
信
設
備
の
基
準
等
） 

 

第
四
条
の
三 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合

は
、
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
そ
の
一
端
が
特
定
の
場
所
に
設
置
さ
れ
る
利

用
者
の
電
気
通
信
設
備
に
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

及
び
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
以
外
の
伝
送
路
設
備
の
別
に
計
算
し
、
固
定
端

末
系
伝
送
路
設
備
に
つ
い
て
十
分
の
一
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
電
気

通
信
回
線
の
数
は
、
電
気
通
信
回
線
の
使
用
用
途
、
周
波
数
帯
域
の
幅
、
伝
送

速
度
又
は
芯
線
数
等
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
の
回
線
に
つ
き
一
と
す
る
。 

 

２ 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
解
除
は

、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該

指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
特
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
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電
気
通
信
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
条
の
四 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
移
動

端
末
設
備
（
以
下
「
特
定
移
動
端
末
設
備
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
無

線
通
信
を
行
う
移
動
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
と
す
る
。 

一 

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第

三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
携
帯
無
線
通
信 

二 

無
線
設
備
規
則
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
時
分
割
・
直
交
周
波
数
分

割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接

続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
同
号
に
規
定
す
る

シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
と
他
の
接
続
方
式
を
組
み

合
わ
せ
た
接
続
方
式
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
の
無
線
局
に
よ
る
無
線

通
信 

 
２ 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分

の
三
と
し
、
前
年
度
末
及
び
前
々
年
度
末
に
お
け
る
割
合
の
合
計
を
二
で
除
し

て
計
算
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
ニ
の
同
一
の
電
気
通
信
事
業
者
が

設
置
す
る
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
業
務
区
域
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
対
象
業
務
区
域
」
と
い
う
。
）
と
同
一
の
区
域
内
に
設
置
さ

れ
て
い
る
全
て
の
同
種
の
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の

数
は
、
次
に
掲
げ
る
数
の
合
計
数
と
す
る
。 

 

一 

当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
当
該
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特

定
移
動
端
末
設
備
の
数 

 

二 

対
象
業
務
区
域
の
う
ち
、
都
道
府
県
の
区
域
と
一
致
す
る
部
分
に
つ
い
て

は
、
そ
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
全
て
の
同
種
の
伝
送
路
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設
備
（
前
号
の
伝
送
路
設
備
を
除
く
。
）
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設

備
の
数 

三 
対
象
業
務
区
域
の
う
ち
、
都
道
府
県
の
区
域
と
一
致
し
な
い
部
分
に
つ
い

て
は
、
当
該
部
分
の
属
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
全
て

の
同
種
の
伝
送
路
設
備
（
第
一
号
の
伝
送
路
設
備
を
除
く
。
）
に
接
続
さ
れ

る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
に
、
当
該
都
道
府
県
の
人
口
に
占
め
る
当
該
部

分
の
人
口
の
割
合
を
乗
じ
た
数 

 

３ 

法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
解
除
は

、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は
、
当
該

指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
特
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る

電
気
通
信
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
範
囲
） 

第
十
四
条 

法
第
七
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
役
務
は
、
次
に
掲
げ
る

電
気
通
信
役
務
（
卸
電
気
通
信
役
務
を
含
む
。
）
と
す
る
。 

一 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
（
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵

政
省
令
第
三
十
号
）
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
、
第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
、
第
二
十
七
条
の
二
第

二
号
イ
並
び
に
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
三
号
及
び
第
十
一
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
設
置
し
て
提
供
す
る
音
声
伝
送
役
務
で
あ
つ
て
、
次
の
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
手
動
に
よ
り
通
信
の
交
換
を
行
う
も
の
及
び
公
衆

電
話
機
を
用
い
て
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

イ 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
み
を
用
い

て
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
範
囲
） 

第
十
四
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

      

イ 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
そ
の
一
端

が
特
定
の
場
所
に
設
置
さ
れ
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
に
接
続
さ
れ
る
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末
系
伝
送
路
設
備
に
対
応
す
る
部
分
に
係
る
も
の 

伝
送
路
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
み
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
電
気

通
信
役
務 

ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
で
あ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に

対
応
す
る
部
分
に
係
る
も
の 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

ロ
・
ハ 

（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

（
指
定
電
気
通
信
役
務
の
料
金
の
減
免
の
基
準
） 

第
十
九
条
の
二
の
二 
法
第
二
十
条
第
六
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
指
定
電
気
通

信
役
務
の
料
金
の
減
免
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
通
信
に
係
る
料
金

の
減
免
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
通
信
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定

電
気
通
信
役
務
の
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
金
額
を
下
ら
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
そ
の
料
金
の
額
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

（
指
定
電
気
通
信
役
務
の
料
金
の
減
免
の
基
準
） 

第
十
九
条
の
二
の
二 

法
第
二
十
条
第
六
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
指
定
電
気
通

信
役
務
の
料
金
の
減
免
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
通
信
に
係
る
料
金

の
減
免
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
通
信
に
あ
つ
て
は
、
当
該
指
定

電
気
通
信
役
務
の
原
価
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
料
金
の
額
を
減
免

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
に
よ
る
警
察
庁
若
し
く

は
都
道
府
県
警
察
の
機
関
、
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二

十
六
号
）
に
規
定
す
る
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
消
防
の
機
関
又
は
政

治
、
経
済
、
文
化
そ
の
他
公
共
的
な
事
項
を
報
道
し
、
若
し
く
は
論
議
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
あ
ま
ね
く
発
売
さ
れ
る
日
刊
新
聞
紙
（
そ
の
発
行
部
数

が
一
の
題
号
に
つ
い
て
八
千
部
以
上
で
あ
る
も
の
）
を
発
行
す
る
新
聞
社
、

放
送
事
業
者
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第

二
十
三
号
に
規
定
す
る
基
幹
放
送
事
業
者
及
び
同
条
第
二
十
四
号
に
規
定
す

る
基
幹
放
送
局
提
供
事
業
者
を
い
う
。
）
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
ニ
ュ
ー
ス
若

し
く
は
情
報
（
広
告
を
除
く
。
）
を
供
給
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る

通
信
社
（
以
下
「
新
聞
社
等
」
と
い
う
。
）
の
事
業
の
た
め
の
通
信
で
あ
つ

一
・
二 

（
略
） 

三 

（
略
） 
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て
専
用
た
る
電
気
通
信
役
務
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
も
の 

 

（
基
準
料
金
指
数
の
算
定
方
法
等
） 

第
十
九
条
の
五 

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
基
準
料
金
指
数
は
、
適
用
期
間
ご
と

に
、
次
の
式
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
基
準
料
金
指
数
の
算
定
方
法
等
） 

第
十
九
条
の
五 

（
略
） 

基
準

料
金

指
数

＝
前

適
用

期
間

の
基

準
料

金
指

数
×

（
１

＋
消

費
者

物
価

指
数

変
動

率
－

生
産

性
向

上
見

込
率

＋
外

生
的

要
因

）
 

 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
の
生
産
性
向
上
見
込
率
は
、
三
年
ご
と
に
現
在
の
生
産
性
に
基
づ
く

将
来
の
原
価
及
び
利
潤
並
び
に
今
後
の
生
産
性
向
上
を
見
込
ん
だ
将
来
の
原
価

及
び
利
潤
か
ら
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

５
・
６ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

第
一
項
の
生
産
性
向
上
見
込
率
は
、
三
年
ご
と
に
現
在
の
生
産
性
に
基
づ
く

将
来
原
価
及
び
今
後
の
生
産
性
向
上
を
見
込
ん
だ
将
来
原
価
か
ら
算
定
す
る
も

の
と
す
る
。 

５
・
６ 

（
略
） 

（
特
定
ド
メ
イ
ン
名
電
気
通
信
役
務
の
範
囲
） 

第
二
十
二
条
の
二 

法
第
二
十
四
条
第
一
号
ハ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
ド
メ
イ
ン
名

電
気
通
信
役
務
は
、
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役

務
と
す
る
。 

 

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
）  

第
二
十
二
条
の
二
の
二 

（
略
） 

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
）  

第
二
十
二
条
の
二 

（
略
） 

（
提
供
条
件
の
説
明
） 

（
提
供
条
件
の
説
明
） 

第
二
十
二
条
の
二
の
三 

（
略
） 
第
二
十
二
条
の
二
の
二 

（
略
） 

（
禁
止
行
為
等
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
等
） 
（
禁
止
行
為
等
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
等
） 

第
二
十
二
条
の
三 

（
略
） 

第
二
十
二
条
の
三 

（
略
） 

２ 

法
第
三
十
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
四
分
の
一
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
二
種
指
定
電
気

２ 

法
第
三
十
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
四
分
の
一
と
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第
三
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
二
種
指
定
電
気
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通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
当
該
第
二
種
指
定
電
気

通
信
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
業
務
区
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
対
象
業
務
区
域
」
と
い
う
。
）
と
同
一
の
区
域
内
に
お
け
る
全
て
の
同
種

の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
に
係
る
収
益
の
額
を
合
算
し
た
額
は
、
次
に

掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

対
象
業
務
区
域
の
う
ち
、
都
道
府
県
の
区
域
と
一
致
す
る
部
分
に
つ
い
て

は
、
そ
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
同
種
の
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し

て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
（
前
号
の
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）
の
全
て

に
つ
い
て
イ
に
掲
げ
る
額
に
ロ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
た
額
を
計
算
し
、
こ

れ
ら
を
合
算
し
た
額 

イ 

（
略
） 

ロ 

当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
同
種
の
電
気
通
信
役
務
に
係
る
特

定
移
動
端
末
設
備
の
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
業
務
区
域
に
お
け
る
総

数
に
占
め
る
当
該
都
道
府
県
に
お
け
る
数
の
割
合 

 三 

対
象
業
務
区
域
の
う
ち
、
都
道
府
県
の
区
域
と
一
致
し
な
い
部
分
に
つ
い

て
は
、
当
該
部
分
が
属
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
同
種
の
電
気
通

信
役
務
を
提
供
し
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
（
第
一
号
の
電
気
通
信
事
業
者

を
除
く
。
）
の
全
て
に
つ
い
て
前
号
イ
に
掲
げ
る
額
に
同
号
ロ
に
掲
げ
る
割

合
と
当
該
都
道
府
県
の
人
口
に
占
め
る
当
該
部
分
の
人
口
の
割
合
を
乗
じ
た

額
を
計
算
し
、
こ
れ
ら
を
合
算
し
た
額 

通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
当
該
第
二
種
指
定
電
気

通
信
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務
に
係
る
業
務
区
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
対
象
業
務
区
域
」
と
い
う
。
）
と
同
一
の
区
域
内
に
お
け
る
す
べ
て
の
同

種
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
に
係
る
収
益
の
額
を
合
算
し
た
額
は
、
次

に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

対
象
業
務
区
域
の
う
ち
、
都
道
府
県
の
区
域
と
一
致
す
る
部
分
に
つ
い
て

は
、
そ
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
同
種
の
電
気
通
信
役
務
を
提
供
し

て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
（
前
号
の
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
）
の
す
べ

て
に
つ
い
て
イ
に
掲
げ
る
額
に
ロ
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
た
額
を
計
算
し
、

こ
れ
ら
を
合
算
し
た
額 

イ 

（
略
） 

ロ 

当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
同
種
の
電
気
通
信
役
務
に
係
る
第

二
十
三
条
の
九
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の
、
当
該

電
気
通
信
事
業
者
の
業
務
区
域
に
お
け
る
総
数
に
占
め
る
当
該
都
道
府
県

に
お
け
る
数
の
割
合 

三 
 

対
象
業
務
区
域
の
う
ち
、
都
道
府
県
の
区
域
と
一
致
し
な
い
部
分
に
つ
い

て
は
、
当
該
部
分
が
属
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
同
種
の
電
気
通

信
役
務
を
提
供
し
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
（
第
一
号
の
電
気
通
信
事
業
者

を
除
く
。
）
の
す
べ
て
に
つ
い
て
前
号
イ
に
掲
げ
る
額
に
同
号
ロ
に
掲
げ
る

割
合
と
当
該
都
道
府
県
の
人
口
に
占
め
る
当
該
部
分
の
人
口
の
割
合
を
乗
じ

た
額
を
計
算
し
、
こ
れ
ら
を
合
算
し
た
額 

（
法
第
三
十
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
者
の
指
定
及
び
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そ
の
解
除
） 

第
二
十
二
条
の
四 

法
第
三
十
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
そ
の

解
除
は
、
告
示
に
よ
つ
て
こ
れ
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
は

、
当
該
指
定
及
び
そ
の
解
除
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
電
気
通
信
事
業
者
に
対
す

る
同
号
の
行
為
の
相
手
方
と
な
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電

気
通
信
事
業
者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
二
十
二
条
の
四 

削
除 

 

（
禁
止
行
為
等
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
等
に
関
す
る
報
告
） 

 

（
禁
止
行
為
等
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
等
に
関
す
る
報
告
） 

第
二
十
二
条
の
八 

法
第
三
十
一
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
、
様
式
第
十
六
の
報
告
書
に
、
当

該
事
業
年
度
に
係
る
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
総
務
大
臣
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
二
条
の
八 

（
略
） 

一 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

法
第
三
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の
遵
守
の
た
め
に
講
じ
た
措
置
及
び
そ
の

実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
と
し
て
次
に
掲
げ
る
事
項 

二 

（
略
） 

イ 

（
略
） 

イ 

（
略
） 

ロ 

監
督
対
象
子
会
社
ご
と
の
、
当
該
会
社
が
法
第
三
十
条
第
四
項
各
号
及

び
第
三
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
、
当
該
会
社

に
対
し
て
行
つ
た
監
督
の
方
法
及
び
そ
の
実
施
状
況 

ロ 

監
督
対
象
子
会
社
ご
と
の
、
当
該
会
社
が
法
第
三
十
条
第
三
項
各
号
及

び
第
三
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
、
当
該
会
社

に
対
し
て
行
つ
た
監
督
の
方
法
及
び
そ
の
実
施
状
況 

ハ 

監
督
対
象
子
会
社
ご
と
の
、
当
該
会
社
に
委
託
を
し
た
業
務
に
関
す
る

法
第
三
十
条
第
四
項
各
号
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の

有
無
及
び
当
該
行
為
が
あ
つ
た
場
合
に
は
そ
の
内
容 

ハ 

監
督
対
象
子
会
社
ご
と
の
、
当
該
会
社
に
委
託
を
し
た
業
務
に
関
す
る

法
第
三
十
条
第
三
項
各
号
及
び
第
三
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
の

有
無
及
び
当
該
行
為
が
あ
つ
た
場
合
に
は
そ
の
内
容 

三 

（
略
） 

三 

（
略
） 

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
約
款
の
認
可
の
基
準

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
約
款
の
認
可
の
基
準
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） 

第
二
十
三
条
の
四 

（
略
） 

 

一
～
十 

（
略
） 

 

十
一 
第
一
種
指
定
市
内
交
換
局
又
は
第
一
種
指
定
中
継
交
換
局
に
設
置
さ
れ

る
ル
ー
タ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
に
よ
り
符
号
を
交
換
す
る
た

め
の
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
第
二
十
三
条
の
九
の
四
第
二
号
及
び
第
二

十
四
条
の
五
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

十
二 

（
略
） 

） 

第
二
十
三
条
の
四 

（
略
） 

 

一
～
十 

（
略
） 

 

十
一 

第
一
種
指
定
市
内
交
換
局
又
は
第
一
種
指
定
中
継
交
換
局
に
設
置
さ
れ

る
ル
ー
タ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
に
よ
り
符
号
を
交
換
す
る
た

め
の
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
） 

  

十
二 

（
略
） 

２ 

法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ホ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

他
事
業
者
が
接
続
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信

事
業
者
が
設
置
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
を

介
し
た
間
接
的
な
接
続
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
必
要

な
装
置
の
設
置
若
し
く
は
保
守
又
は
建
物
、
管
路
、
と
う
道
若
し
く
は
電
柱

等
の
利
用
を
接
続
に
関
し
て
行
う
場
合
に
お
け
る
次
の
事
項 

イ
～
ハ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

二 

（
略
） 

    

イ
～
ハ 

（
略
） 

ニ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す

る
建
物
、
管
路
、
と
う
道
又
は
電
柱
等
の
場
所
に
関
し
て
他
事
業
者
が
負

担
す
べ
き
次
に
掲
げ
る
金
額 

（１） 

建
物
、
管
路
又
は
と
う
道
の
場
所
に
あ
つ
て
は
、
正
味
固
定
資
産
価

額
（
当
該
建
物
、
管
路
又
は
と
う
道
の
取
得
原
価
か
ら
減
価
償
却
相
当

額
を
控
除
し
た
額
）
を
基
礎
と
し
て
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定

ニ 

（
略
） 

 

 
（１） 

建
物
、
管
路
又
は
と
う
道
の
場
所
に
あ
つ
て
は
、
正
味
固
定
資
産
価

額
（
当
該
建
物
、
管
路
又
は
と
う
道
の
取
得
原
価
か
ら
減
価
償
却
相
当

額
を
控
除
し
た
額
）
を
基
礎
と
し
て
接
続
料
の
原
価
の
算
定
方
法
（
自
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方
法
（
自
己
資
本
利
益
率
の
値
に
つ
い
て
は
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設

備
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
）
第
十
二
条
第

五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
）
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
る
金
額 

（２） 
電
柱
等
の
場
所
に
あ
つ
て
は
、
取
得
固
定
資
産
価
額
（
合
理
的
な
予

測
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
電
柱
等
の
購
入
価
格
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る

額
及
び
設
置
工
事
費
等
）
を
基
礎
と
し
て
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の

算
定
方
法
（
自
己
資
本
利
益
率
の
値
に
つ
い
て
は
第
一
種
指
定
電
気
通

信
設
備
接
続
料
規
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
）
に
準

じ
て
計
算
さ
れ
る
金
額 

己
資
本
利
益
率
の
値
に
つ
い
て
は
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省

令
第
六
十
四
号
）
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
）
に
準
じ

て
計
算
さ
れ
る
金
額 

（２） 

電
柱
等
の
場
所
に
あ
つ
て
は
、
取
得
固
定
資
産
価
額
（
合
理
的
な
予

測
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
電
柱
等
の
購
入
価
格
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る

額
及
び
設
置
工
事
費
等
）
を
基
礎
と
し
て
接
続
料
の
原
価
の
算
定
方
法

（
自
己
資
本
利
益
率
の
値
に
つ
い
て
は
接
続
料
規
則
第
十
二
条
第
五
項

の
規
定
を
準
用
す
る
。
）
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
る
金
額 

 

ホ 

イ
（１）
の
情
報
の
開
示
を
受
け
る
場
合
に
他
事
業
者
が
負
担
す
べ
き
能
率

的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
金
額
に
照

ら
し
公
正
妥
当
な
も
の
（
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
方
法
に
準
じ
て

計
算
さ
れ
る
場
合
に
は
、
自
己
資
本
利
益
率
の
値
に
つ
い
て
は
第
一
種
指
定

電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
） 

ホ 

イ
（１）
の
情
報
の
開
示
を
受
け
る
場
合
に
他
事
業
者
が
負
担
す
べ
き
能
率

的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
照
ら
し
公
正
妥
当
な
金
額
（
接

続
料
の
原
価
の
算
定
方
法
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
る
場
合
に
は
、
自
己
資
本

利
益
率
の
値
に
つ
い
て
は
接
続
料
規
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用

す
る
。
） 

ヘ
・
ト 

（
略
） 

三 

（
略
） 

ヘ
・
ト 

（
略
） 

三 

（
略
） 

四 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
工
事
、
保

守
又
は
料
金
の
請
求
若
し
く
は
回
収
そ
の
他
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と

の
接
続
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合
に
、
こ
れ
に
関
し
て
他
事
業
者
が
負
担
す

べ
き
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た

金
額
に
照
ら
し
公
正
妥
当
な
も
の
（
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
方
法

に
準
じ
て
計
算
さ
れ
る
場
合
に
は
、
自
己
資
本
利
益
率
の
値
に
つ
い
て
は
第

一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
を
準
用
す

四 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
工
事
若
し

く
は
保
守
、
料
金
の
請
求
若
し
く
は
回
収
そ
の
他
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設

備
と
の
接
続
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合
に
、
こ
れ
に
関
し
て
他
事
業
者
が
負

担
す
べ
き
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
照
ら
し
公
正
妥
当

な
金
額
（
接
続
料
の
原
価
の
算
定
方
法
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
る
場
合
に
は
、

自
己
資
本
利
益
率
の
値
に
つ
い
て
は
接
続
料
規
則
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定

を
準
用
す
る
。
） 
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る
。
） 

 

五
～
八 

（
略
） 

五
～
八 

（
略
） 

九 
光
信
号
端
末
回
線
伝
送
機
能
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則

第
四
条
の
表
一
の
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
つ
て
光
信
号
分
離

装
置
（
通
信
用
建
物
外
に
設
置
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
用
い
て
光
信
号
伝
送
用
の
回
線
に
よ
り
通
信
を
伝
送
す
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電

気
通
信
事
業
者
が
一
の
光
配
線
区
画
（
一
の
光
信
号
分
離
装
置
に
収
容
し
得

る
光
信
号
伝
送
用
の
回
線
（
加
入
者
側
終
端
装
置
と
接
続
す
る
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域
で

、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
設
定
す
る

も
の
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
光
信
号
伝
送
用
の
回
線
を
各
電
気
通
信
事
業

者
の
光
信
号
分
離
装
置
に
収
容
す
る
際
に
既
に
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
光

信
号
分
離
装
置
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
の
当
該
光
信
号
分
離
装
置
に
光
信

号
伝
送
用
の
回
線
を
収
容
す
る
条
件 

 

十 

番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
機
能
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則

第
四
条
の
表
二
の
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
接
続
料
に
つ
い
て
、

同
令
第
十
五
条
の
二
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
と
き
は
、
固
定
端
末
系
伝
送

路
設
備
を
直
接
収
容
す
る
交
換
等
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当

該
機
能
の
接
続
料
を
負
担
す
べ
き
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
機
能
の
接
続

料
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
取
得
し
、
当
該
機
能
の
接
続
料
を
第
一
種
指
定

電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
支
払
う
こ
と
を
確
保
す
る

た
め
に
必
要
な
事
項 

九 

番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
機
能
（
接
続
料
規
則
第
四
条
の
表
二
の
項
に
規
定

す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
接
続
料
に
つ
い
て
、
同
令
第
十
五
条
の
二
た
だ
し

書
の
規
定
に
よ
る
と
き
は
、
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
を
直
接
収
容
す
る
交

換
等
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
機
能
の
接
続
料
を
負
担
す

べ
き
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
機
能
の
接
続
料
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を

取
得
し
、
当
該
機
能
の
接
続
料
を
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る

電
気
通
信
事
業
者
に
支
払
う
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項 
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十
一
・
十
二 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

十
・
十
一 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
基
準
等
） 

第
二
十
三
条
の
九
の
二 

（
略
） 

   

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
基
準
等
） 

第
二
十
三
条
の
九
の
二 

（
略
） 

２ 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
移
動
端
末
設
備
（
以
下
「
特

定
移
動
端
末
設
備
」
と
い
う
。
）
は
、
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波

監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
携
帯
無
線
通
信
を

行
う
移
動
す
る
無
線
局
の
無
線
設
備
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

３ 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
電
気
通
信
役
務
を

提
供
す
る
た
め
に
設
置
す
る
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

伝
送
路
設
備
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
局
と
、
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
設
備
が
設

置
さ
れ
て
い
る
建
物
（
以
下
「
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
局
」
と
い
う
。

）
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
（
以
下
「
第
二
種
指
定
中
継
系
伝

送
路
設
備
」
と
い
う
。
） 

三
・
四 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

  

一 

（
略
） 

二 

（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
局
と
、
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
設
備
が
設

置
さ
れ
て
い
る
建
物
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
伝
送
路
設
備 

  
三
・
四 

（
略
） 

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
約
款
の
届
出
） 

第
二
十
三
条
の
九
の
三 

法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
接
続
約
款
を

定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
実
施
の
日
の
七
日
前
ま
で
に
、

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
約
款
の
届
出
） 

第
二
十
三
条
の
九
の
三 

法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
接
続
約
款
を

定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
実
施
の
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
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様
式
第
十
七
の
四
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
接
続
約
款

（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
接
続
約
款
の
新
旧
対
照
）
及
び
様
式
第
十
七
の
四

の
二
か
ら
第
十
七
の
四
の
七
ま
で
の
接
続
料
の
算
出
の
根
拠
に
関
す
る
説
明
を

記
載
し
た
書
類
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
掲
記
さ
れ
る
科
目
そ
の
他
の
事
項
の
金
額

は
、
千
円
単
位
又
は
百
万
円
単
位
を
も
つ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
及
び
第
二
種

指
定
電
気
通
信
設
備
に
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者

（
次
条
第
二
号
及
び
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
に
お
い
て
「
他
事
業
者

」
と
い
う
。
）
の
責
任
に
関
す
る
事
項 

五 

第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項 

 

様
式
第
十
七
の
四
の
届
出
書
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
接
続
約
款

（
変
更
の
届
出
の
場
合
は
、
接
続
約
款
の
新
旧
対
照
）
を
添
え
て
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

一
～
三 

（
略
） 

四 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
及
び
第
二
種

指
定
電
気
通
信
設
備
に
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
他
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
責
任
に
関
す
る
事

項 

五 

接
続
協
定
の
締
結
及
び
解
除
の
手
続 

六 

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
す
る
際
の
、
接
続
の
請

求
を
受
け
た
日
か
ら
接
続
の
開
始
の
日
ま
で
の
標
準
的
期
間 

七 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
及
び
他
事
業

者
が
そ
の
利
用
者
に
対
し
て
負
う
べ
き
責
任
に
関
す
る
事
項 

八 

重
要
通
信
の
取
扱
方
法 

九 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
他
事
業
者
の
権
利
又
は
義
務
に
重
要
な

関
係
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
の
接
続
条
件
に
関
す
る
事
項
が
あ
る
と
き
は

、
そ
の
事
項 

十 
有
効
期
間
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
期
間 

十
一 

他
事
業
者
と
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
の
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
若

し
く
は
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
あ
つ
せ
ん
又
は
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
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若
し
く
は
第
百
五
十
七
条
第
三
項
の
仲
裁
に
よ
る
解
決
方
法 

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
箇
所
） 

第
二
十
三
条
の
九
の
四 

法
第
三
十
四
条
第
三
項
第
一
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め

る
箇
所
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
設

備
（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に

お
け
る
、
第
二
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
の
反
対
側
の
箇
所 

二 

第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
設

備
（
他
事
業
者
が
設
置
す
る
電
気
通
信
設
備
を
Ｇ
Ｐ
Ｒ
Ｓ
ト
ン
ネ
リ
ン
グ
プ

ロ
ト
コ
ル
が
用
い
ら
れ
る
通
信
方
式
を
用
い
て
接
続
す
る
ル
ー
タ
で
あ
つ
て

、
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
り
、
専
ら
無
線
設
備

規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
四
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
五
の
無
線
設
備
の
う

ち
、
拡
散
符
号
速
度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ

プ
の
も
の
を
使
用
し
て
、
デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
ル
ー
タ

を
除
く
。
） 

三 

第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
設

備
（
特
定
移
動
端
末
設
備
間
に
お
い
て
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
行
わ
れ
る

文
字
の
伝
送
交
換
の
み
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
け
る
、
第
二

種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
の
反
対
側
の
箇
所 

 

 

（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項

） 

第
二
十
三
条
の
九
の
五 

法
第
三
十
四
条
第
三
項
第
一
号
ホ
の
総
務
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 
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一 

他
事
業
者
が
接
続
の
請
求
等
を
行
う
場
合
に
お
け
る
次
の
事
項 

イ 

他
事
業
者
が
接
続
の
請
求
等
を
行
う
場
合
の
手
続
で
あ
つ
て
次
に
掲
げ

る
事
項
を
含
む
も
の 

(1) 
他
事
業
者
と
の
接
続
箇
所
が
あ
る
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設

置
す
る
場
所
そ
の
他
接
続
の
請
求
に
際
し
て
必
要
な
情
報
の
開
示
を
他

事
業
者
が
受
け
る
手
続 

(2) 

接
続
の
請
求
を
行
い
当
該
請
求
へ
の
回
答
（
当
該
請
求
に
即
応
が
で

き
な
い
旨
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
請
求
に
係
る
現
用
し
て
い
な

い
電
気
通
信
設
備
が
な
い
こ
と
そ
の
他
の
合
理
的
な
理
由
を
含
む
。
）

を
受
け
る
手
続 

(3) 

接
続
協
定
の
締
結
及
び
解
除
の
手
続 

ロ 

接
続
の
請
求
に
際
し
て
必
要
な
情
報
の
開
示
の
請
求
の
日
か
ら
当
該
開

示
の
日
ま
で
の
標
準
的
期
間 

ハ 

接
続
の
請
求
の
日
か
ら
当
該
請
求
へ
の
回
答
を
受
け
接
続
が
開
始
さ
れ

る
日
ま
で
の
標
準
的
期
間 

二 

他
事
業
者
が
接
続
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信

事
業
者
が
設
置
す
る
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
以
外
の
電
気
通
信
設
備
を

介
し
た
間
接
的
な
接
続
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
必
要

な
装
置
の
設
置
若
し
く
は
保
守
又
は
建
物
等
の
利
用
を
接
続
に
関
し
て
行
う

場
合
に
お
け
る
手
続 

三 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
他
事
業
者

に
よ
る
電
気
通
信
役
務
（
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
接
続
す
る
当

該
他
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
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及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
当
該
電
気
通
信
事

業
者
が
設
置
す
る
そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
に
接
続
さ
れ
る
伝
送
路

設
備
に
関
す
る
情
報
の
管
理
等
を
行
う
シ
ス
テ
ム
若
し
く
は
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド

（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
第

十
条
に
規
定
す
る
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
を
い
う
。
）
の
提
供
又
は
特
定
移
動
端
末

設
備
と
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
試
験
を
行
う

場
合
に
お
け
る
手
続 

四 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
他
事
業
者

に
よ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
設

置
す
る
そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
に
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
に
関

す
る
情
報
の
管
理
等
、
工
事
又
は
保
守
そ
の
他
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備

と
の
接
続
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合
に
、
こ
れ
に
関
し
て
他
事
業
者
が
負
担

す
べ
き
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え

た
金
額
に
照
ら
し
公
正
妥
当
な
も
の
（
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
方

法
に
準
じ
て
計
算
さ
れ
る
場
合
に
は
、
自
己
資
本
利
益
率
の
値
に
つ
い
て
は

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第 

 
 

 

号
）
第
九
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
） 

五 

ふ
く
そ
う
、
事
故
等
に
よ
り
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電

気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
生
じ
た
支
障
の
影
響
を
受
け
る

お
そ
れ
の
あ
る
他
事
業
者
の
利
用
者
に
対
す
る
説
明
そ
の
他
の
当
該
電
気
通

信
事
業
者
及
び
他
事
業
者
が
そ
の
利
用
者
に
対
し
て
負
う
べ
き
責
任
に
関
す

る
事
項 

六 

重
要
通
信
の
取
扱
方
法 
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七 

他
事
業
者
が
接
続
に
関
し
て
行
う
請
求
及
び
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備

を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
請
求
に
対
し
て
行
う
回
答
に
お
い
て

用
い
る
べ
き
様
式 

 

八 

他
事
業
者
と
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
の
法
第
百
五
十
四
条
第
一
項
若
し

く
は
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
あ
つ
せ
ん
又
は
法
第
百
五
十
五
条
第
一
項
若

し
く
は
第
百
五
十
七
条
第
三
項
の
仲
裁
に
よ
る
解
決
方
法 

九 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
他
事
業
者
の
権
利
又
は
義
務
に
重
要
な

関
係
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
の
接
続
条
件
に
関
す
る
事
項
が
あ
る
と
き
は

、
そ
の
事
項 

十 

有
効
期
間
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
期
間 

２ 

前
項
第
一
号
イ
(1)
の
情
報
の
開
示
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣

が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
届
け
出
た
接
続
約
款
の
公
表
） 

第
二
十
三
条
の
九
の
六 

（
略
） 

（
届
け
出
た
接
続
約
款
の
公
表
） 

第
二
十
三
条
の
九
の
四 

（
略
） 

（
届
出
を
要
し
な
い
機
能
） 

 

第
二
十
四
条
の
五 

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。 

一
～
八 

（
略
） 

九 

ル
ー
タ
に
よ
り
符
号
を
交
換
す
る
機
能 

 
 十

～
十
三 

（
略
） 

十
四 

Ｓ
Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ
（
ア
イ
・
ピ
ー
・
ア
ド
レ
ス
の
付
与
、
電
気
通
信
役
務

の
品
質
を
分
類
し
帯
域
を
確
保
す
る
た
め
の
制
御
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ

（
届
出
を
要
し
な
い
機
能
） 

 

第
二
十
四
条
の
五 

（
略
） 

 

一
～
八 

（
略
） 

九 

ル
ー
タ
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
に
よ
り
符
号
を
交
換
す
る
電
気

通
信
設
備
を
い
う
。
）
に
よ
り
符
号
を
交
換
す
る
機
能 

十
～
十
三 

（
略
） 

十
四 

Ｓ
Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ
（
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
に

よ
る
通
信
を
行
う
た
め
の
電
気
通
信
設
備
を
識
別
す
る
た
め
に
割
り
当
て
ら
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ト
コ
ル
に
よ
る
パ
ケ
ッ
ト
伝
送
の
制
御
又
は
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
認

証
等
を
行
う
設
備
を
い
う
。
）
に
よ
り
セ
ッ
シ
ョ
ン
制
御
（
呼
を
制
御
す
る

た
め
の
プ
ロ
ト
コ
ル
に
よ
り
通
信
の
確
立
又
は
切
断
を
制
御
す
る
こ
と
を
い

う
。
）
を
行
う
た
め
の
機
能 

れ
る
番
号
を
い
う
。
）
の
付
与
、
電
気
通
信
役
務
の
品
質
を
分
類
し
帯
域
を

確
保
す
る
た
め
の
制
御
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
に
よ
る
パ
ケ
ッ
ト

伝
送
の
制
御
又
は
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
の
認
証
等
を
行
う
設
備
を
い

う
。
）
に
よ
り
セ
ッ
シ
ョ
ン
制
御
（
呼
を
制
御
す
る
た
め
の
プ
ロ
ト
コ
ル
に

よ
り
通
信
の
確
立
又
は
切
断
を
制
御
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
う
た
め
の

機
能 

 

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸

電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
届
出
） 

 

第
二
十
五
条
の
五 

法
第
三
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信

設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の

業
務
の
開
始
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
八
の
五
の
届
出
書
（

第
二
十
五
条
の
七
第
四
号
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

同
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
契
約
書
そ
の
他
の
書
面
の
写
し
を
含
む
。
）
を

総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
五
条
の
五
か
ら
第
二
十
五
条
の
七 

削
除 

 

（
法
第
三
十
八
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
） 

 

第
二
十
五
条
の
六 

法
第
三
十
八
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
電
気

通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
様
式
第
四
の
表
の
一
か
ら
三
十

一
ま
で
に
掲
げ
る
電
気
通
信
役
務
の
区
分
と
す
る
。 

 

 

（
法
第
三
十
八
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
） 

 

第
二
十
五
条
の
七 

法
第
三
十
八
条
の
二
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏

名 
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二 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る

卸
電
気
通
信
役
務
の
種
類
ご
と
の
当
該
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
を

開
始
し
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
た
年
月
日 

 

三 

当
該
卸
電
気
通
信
役
務
の
種
類
ご
と
の
業
務
区
域 

 

四 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す

る
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指

定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
卸
電
気
通
信
役
務
の

提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事

業
者
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
卸
先
電
気
通

信
事
業
者
」
と
い
う
。
）
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項 

 

イ 

当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 

ロ 

当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
を
受
け
る
卸
電
気
通
信
役
務
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
」
と
い
う
。
）
の
内
容 

 

ハ 

当
該
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金 

 

ニ 

当
該
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
に
関
し
て
、
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者

に
対
し
て
支
払
う
金
銭
等
（
金
銭
そ
の
他
の
財
産
を
い
う
。
） 

 

ホ 

当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を

設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
及
び
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
の
責
任
に

関
す
る
事
項 

 

へ 

当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を

設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
及
び
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
が
そ
の
利

用
者
に
対
し
て
負
う
べ
き
責
任
に
関
す
る
事
項 

 

ト 

電
気
通
信
設
備
の
設
置
の
工
事
そ
の
他
の
工
事
に
関
す
る
費
用
の
負
担
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の
方
法 

チ 

電
気
通
信
回
線
設
備
の
使
用
の
態
様
に
関
し
制
限
を
設
け
る
と
き
は
、

そ
の
事
項 

 

リ 
重
要
通
信
の
取
扱
方
法 

 

ヌ 

当
該
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
を
円
滑
に
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術

的
事
項 

 

ル 

イ
か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者

若
し
く
は
そ
の
利
用
者
の
権
利
若
し
く
は
義
務
に
重
要
な
関
係
を
有
す
る

当
該
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
条
件
又
は
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業

者
若
し
く
は
そ
の
利
用
者
の
権
利
若
し
く
は
義
務
に
重
要
な
関
係
を
有
す

る
当
該
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
と
併
せ
て
行
う
業
務
の
条

件
に
関
す
る
事
項
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
項 

 

ヲ 

有
効
期
間
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
期
間 

 

 
 

一 

電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信

事
業
の
用
に
供
す
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア

ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
電
気
通
信
事

業
報
告
規
則
第
一
条
第
二
項
第
七

号
に
規
定
す
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ

ス
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
同
じ
。
） 

一 

当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設

備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者

の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
電
気
通

信
事
業
者
（
そ
の
提
供
を
受
け
る

当
該
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ

ス
に
用
い
ら
れ
る
固
定
端
末
系
伝

送
路
設
備
の
電
気
通
信
回
線
（
当

該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を

設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
設
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置
す
る
共
同
住
宅
等
内
の
Ｖ
Ｄ
Ｓ

Ｌ
設
備
そ
の
他
の
電
気
通
信
設
備

を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ

ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
に
あ
つ
て
は

、
当
該
電
気
通
信
設
備
と
そ
の
利

用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
間
の

電
気
通
信
回
線
。
二
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
数
が
五
万
未
満
の
も
の

を
除
く
。
） 

二 

そ
の
提
供
を
受
け
る
当
該
Ｆ
Ｔ

Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
に
用
い

ら
れ
る
固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備

の
電
気
通
信
回
線
の
数
が
五
十
万

以
上
の
電
気
通
信
事
業
者 

三 

そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設

備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を

設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者 

二 

電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信

事
業
の
用
に
供
す
る
携
帯
電
話
又

は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
一
条

第
二
項
第
十
三
号
に
規
定
す
る
Ｂ

Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち

一 

当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設

備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者

の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
電
気
通

信
事
業
者
（
そ
の
提
供
を
受
け
る

携
帯
電
話
又
は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス

サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
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、
無
線
設
備
規
則
第
三
条
第
十
二

号
に
規
定
す
る
時
分
割
・
直
交
周

波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時

分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波

数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
う

ち
、
同
号
に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル

キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続

方
式
と
他
の
接
続
方
式
を
組
み
合

わ
せ
た
接
続
方
式
を
用
い
る
こ
と

が
可
能
な
も
の
を
使
用
す
る
も
の

に
限
る
。
）
（
通
信
モ
ジ
ュ
ー
ル

（
特
定
の
業
務
の
用
に
供
す
る
通

信
に
用
途
が
限
定
さ
れ
て
い
る
利

用
者
の
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。

）
向
け
に
提
供
す
る
も
の
を
除
く

。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。

） 

設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移
動
端

末
設
備
の
数
が
五
万
未
満
の
も
の

を
除
く
。
） 

二 

そ
の
提
供
を
受
け
る
携
帯
電
話

又
は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス

に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接

続
さ
れ
る
特
定
移
動
端
末
設
備
の

数
が
五
十
万
以
上
の
電
気
通
信
事

業
者 

 

（
卸
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
契
約
約
款
） 

 

第
二
十
五
条
の
七
の
二 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通

信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
前
条
第
四
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
卸
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
（
同
号
（
イ
を
除

く
。
）
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
契
約
約
款
を
定
め
、
公
表
し
て
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い
る
も
の
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
契
約
約
款
に
よ
る
当
該
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
に
係
る
同
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は

、
「
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
す

る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
八
の
六
の
届

出
書
に
、
同
項
の
契
約
約
款
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
総
務
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
契
約
約
款
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
様
式
第
十
八
の
六
の
届
出
書
に
、
当
該
契
約
約
款
の
新
旧
対
照
を
記
載
し
た
書

類
を
添
え
て
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
約
款
の
公
表
は
、
そ
の
実
施
の
日
か
ら
、
営
業
所
そ

の
他
の
事
業
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す

る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
変
更
の
届
出
） 

 

第
二
十
五
条
の
七
の
三 

法
第
三
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
け
出
た
事
項
の

変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
八
の
七
の
届
出
書
（
第
二
十

五
条
の
七
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に

掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
契
約
書
そ
の
他
の
書
面
の
写
し
を
含
む
。
）
を
総
務
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
は
な
い
。 

 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
） 

 

第
二
十
五
条
の
七
の
四 

法
第
三
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
指
定
電
気

 

60



通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提

供
の
業
務
の
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
八
の
八
の
届
出

書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
総
務
大
臣
が
整
理
し
、
公
表
す
る
情
報
） 

 

第
二
十
五
条
の
十 

法
第
三
十
九
条
の
二
第
四
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
情
報
は

、
次
に
掲
げ
る
情
報
と
す
る
。 

 

一 

法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設

備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し

て
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指

定
電
気
通
信
設
備
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取

得
し
た
情
報 

 

二 

法
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
並
び
に
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
情
報 

 

三 

法
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
命
令
及
び
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取

得
し
た
情
報 

 

四 

法
第
三
十
三
条
第
六
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
関
し
て
作
成

し
、
又
は
取
得
し
た
情
報 

 

五 

法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取

得
し
た
情
報 

 

六 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す

る
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
て
し
た
行
政
指
導
（
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年

法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
行
政
指
導
の
う
ち
、
第
一
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種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
関
す
る
も
の
に

限
る
。
）
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
情
報 

（
総
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
電
気
通
信
番
号
） 

第
二
十
九
条
の
四 

法
第
五
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気

通
信
番
号
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

ド
メ
イ
ン
名 

二 

ア
イ
・
ピ
ー
・
ア
ド
レ
ス 

 

（
端
末
設
備
の
接
続
の
検
査
）  

第
三
十
二
条 

法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

七 

本
邦
に
入
国
す
る
者
が
、
自
ら
持
ち
込
む
端
末
設
備
（
法
第
五
十
二
条
第
一
項

に
定
め
る
技
術
基
準
に
相
当
す
る
技
術
基
準
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る

技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
者
の
入
国
の
日

か
ら
同
日
以
後
九
十
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
限
り
使
用
す
る
も
の
を
接
続

す
る
と
き
。 

２ 

（
略
） 

（
端
末
設
備
の
接
続
の
検
査
） 

第
三
十
二
条 

（
略
） 

 

一
～
六 

（
略
） 

     ２ 

（
略
） 

（
利
用
又
は
運
用
に
関
す
る
協
定
等
が
あ
つ
せ
ん
等
の
対
象
と
な
る
設
備
） 

第
五
十
四
条
の
二 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
）
第

八
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
設
備
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
利
用
者

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
情
報
の
集
合
物
で
あ

つ
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

（
利
用
又
は
運
用
に
関
す
る
協
定
等
が
あ
つ
せ
ん
等
の
対
象
と
な
る
設
備
） 

第
五
十
四
条
の
二 

（
略
） 

 
一 
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
利
用
者
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
情
報
の
集
合
物
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の

情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
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に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
取

扱
い
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
設
備 

二
～
四 

（
略
） 

し
た
も
の
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
利
用
者
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
に
関
し
て
用

い
ら
れ
る
設
備 

二
～
四 

（
略
） 

（
ド
メ
イ
ン
名
電
気
通
信
役
務
等
の
範
囲
） 

第
五
十
九
条
の
二 

法
第
百
六
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電

気
通
信
役
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

ド
メ
イ
ン
名
の
一
部
（
ド
メ
イ
ン
名
の
末
尾
を
含
む
も
の
に
限
る
。
以
下

同
じ
。
）
の
前
に
任
意
の
文
字
を
付
し
、
新
た
な
ド
メ
イ
ン
名
と
し
て
使
用

す
る
権
利
を
有
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
当
該
ド
メ
イ
ン
名
の
一
部
に
関

し
て
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ 

国
、
地
方
公
共
団
体
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
名
称
を
表
す
文

字
及
び
ド
ッ
ト
の
記
号
の
組
合
せ
に
よ
る
ド
メ
イ
ン
名
の
一
部
と
し
て
総

務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
関
し
て
提
供
す
る
も
の 

 

ロ 

契
約
数
が
三
十
万
以
上
の
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 

二 

前
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
以
外
の
電
気
通
信
役
務
（
他
人
の
電
気

通
信
設
備
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
複
製
に
よ
り
、
入
力
さ
れ
た
ド
メ
イ
ン
名

の
一
部
又
は
全
部
に
対
応
し
て
ア
イ
・
ピ
ー
・
ア
ド
レ
ス
を
出
力
す
る
機
能

を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
を
用
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
契
約
数

が
三
十
万
以
上
の
も
の 

 

２ 

法
第
百
六
十
四
条
第
二
項
第
二
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
番
号
は

、
文
字
及
び
ド
ッ
ト
の
記
号
の
組
合
せ
を
末
尾
と
す
る
文
字
、
数
字
又
は
記
号

の
組
合
せ
と
す
る
。 

 

３ 

法
第
百
六
十
四
条
第
二
項
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
気
通
信
番
号
は
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、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

数
字
及
び
ド
ッ
ト
の
記
号
の
組
合
せ
で
あ
つ
て
、
三
十
二
ビ
ッ
ト
の
値
を

表
す
も
の 

 
二 

数
字
（
数
字
に
代
わ
つ
て
用
い
ら
れ
る
文
字
を
含
む
。
）
及
び
コ
ロ
ン
の

記
号
の
組
合
せ
で
あ
つ
て
、
百
二
十
八
ビ
ッ
ト
の
値
を
表
す
も
の 

 

（
申
請
等
の
方
法
） 

第
六
十
九
条 

次
に
掲
げ
る
申
請
、
届
出
、
申
立
て
又
は
報
告
（
以
下
「
申
請
等

」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
申
請
等
（
ド
メ
イ
ン
名
電
気
通

信
役
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局

長
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
経
由
し
て
行
う
こ

と
が
で
き
る
。 

一 

（
略
） 

一
の
二 

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
登
録
の
更
新
の
申
請 

二
・
三 

（
略
） 

四 

法
第
十
七
条
第
二
項
の
承
継
の
届
出
（
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
者
に

係
る
も
の
に
限
る
。
） 

五
～
十
七 

（
略
） 

十
八 

法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
届
出 

十
九
～
三
十
四 

（
略
） 

（
申
請
等
の
方
法
） 

第
六
十
九
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請
、
届
出
、
申
立
て
又
は
報
告
（
以
下
「

申
請
等
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
申
請
等
を
そ
の
者
の
住

所
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
（
沖
縄
総
合
通
信
事
務
所
長
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

二
・
三 

（
略
） 

四 

法
第
十
七
条
第
一
項
の
承
継
の
届
出
（
法
第
九
条
の
登
録
を
受
け
た
者
に

係
る
も
の
に
限
る
。
） 

五
～
十
七 

（
略
） 

十
八 

法
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
届
出 

十
九
～
三
十
四 

（
略
） 

２ 

次
に
掲
げ
る
届
出
又
は
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
届
出
又
は
報
告

（
ド
メ
イ
ン
名
電
気
通
信
役
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
そ
の
者
の
住
所
を

管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

２ 
次
に
掲
げ
る
届
出
又
は
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
届
出
又
は
報
告

を
そ
の
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
総
合
通
信
局
長
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る

。 一 

（
略
） 
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二 

法
第
十
七
条
第
二
項
の
承
継
の
届
出
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
届
出
を
し

た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

三
～
六 

（
略
） 

二 

法
第
十
七
条
第
一
項
の
承
継
の
届
出
（
法
第
十
六
条
第
一
項
の
届
出
を
し

た
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
） 

三
～
六 

（
略
） 
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改
 

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行
 

様
式

第
１

（
第

４
条

第
１

項
、

第
４

条
の

２
第

１
項

関
係

）
 

電
気

通
信

事
業

登
録

（
登

録
更

新
）

申
請

書
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

 

総
務

大
臣

 
殿

 
 

郵
便

番
号

 

（
ふ

り
が

な
）

 

住
 

 
所

 

（
ふ

り
が

な
）

 

氏
 

 
名

（
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
。
法
人
に
あ
つ

て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
代
表
者

が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
。
）
  
 
印

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連
 
絡

 
先

（
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
担
当
部
署
等
が

あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部
署
名
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
）

 

電
気

通
信

事
業

法
第

９
条

（
第

1
2
条

の
２

）
の

規
定

に
よ

り
、

電
気

通
信

事
業

の
登

録
（

登
録

の
更

新
）

を
受

け
た

い
の

で
、

次
の

と
お

り
申

請
し

ま
す

。
 

１
～

３
 

（
略

）
 

注
 

（
略

）
 

          

様
式

第
１

（
第

４
条

第
１

項
関

係
）

 電
気

通
信

事
業

登
録

申
請

書
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

 

総
務

大
臣

 
殿

 
 

郵
便

番
号

 

（
ふ

り
が

な
）

 

住
 

 
所

 

（
ふ

り
が

な
）

 

氏
 

 
名

（
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
。
法
人
に
あ
つ

て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
代
表
者

が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
。
）
  
 
印

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連
 
絡

 
先

（
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
担
当
部
署
等
が

あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部
署
名
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
）

 

電
気

通
信

事
業

法
第

９
条

の
規

定
に

よ
り

、
電

気
通

信
事

業
の

登
録

を
受

け
た

い
の

で
、

次
の

と
お

り
申

請
し

ま
す

。
 

１
～

３
 

（
略

）
 

注
 

（
略

）
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様
式

第
２

（
第

４
条

第
２

項
、

第
４

条
の

２
第

２
項

、
第

1
0
条

第
４

項
、

第
1
1
条

第
５

項
第

７
号

、

第
4
0
条

の
９

第
３

項
第

９
号

、
第

4
0
条

の
1
8
第

１
項

第
４

号
、

第
4
0
条

の
1
8
第

２
項

第
６

号
、

第

4
0
条

の
1
8
第

３
項

第
1
0
号

関
係

）
 

 

誓
約

書
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

 

総
務

大
臣

 
殿

 
 

郵
便

番
号

 

（
ふ

り
が

な
）

 

住
 

 
所

 

（
ふ

り
が

な
）

 

氏
 

 
名

（
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
。
法
人
に
あ
つ

て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
代
表
者

が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
。
）
  
 
印

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連
 
絡

 
先

（
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
担
当
部
署
等
が

あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部
署
名
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
）

 

 

登
録

（
登

録
の

更
新

）
（

認
定

）
（

認
可

）
申

請
者

（
報

告
を

行
う

電
気

通
信

事
業

者
）

（
電

気

通
信

事
業

を
承

継
し

た
者

）
が

電
気

通
信

事
業

法
第

1
2
条

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
３

号
ま

で
（

電
気

通
信

事
業

法
第

1
2
条

の
２

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
準

用
す

る
同

法
第

1
2
条

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
３

号
ま

で
）

（
及

び
）

（
第

1
1
8条

第
１

号
か

ら
第

３
号

ま
で

）
に

該
当

し
な

い
こ

と
を

誓
約

し
ま

す

。
 

 注
 

（
略

）
 

             

 

様
式

第
２

（
第

４
条

第
２

項
、

第
1
0
条

第
４

項
、

第
1
1
条

第
５

項
第

７
号

、
第

4
0
条

の
９

第
３

項
第

９
号

、
第

4
0
条

の
1
8
第

１
項

第
４

号
、

第
4
0
条

の
1
8
第

２
項

第
６

号
、

第
4
0
条

の
1
8
第

３
項

第
1
0

号
関

係
）

 

 

誓
約

書
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

 

総
務

大
臣

 
殿

 
 

郵
便

番
号

 

（
ふ

り
が

な
）

 

住
 

 
所

 

（
ふ

り
が

な
）

 

氏
 

 
名

（
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
。
法
人
に
あ
つ

て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
代
表
者

が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
。
）
  
 
印

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連
 
絡

 
先

（
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
担
当
部
署
等
が

あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部
署
名
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
）

 

 

登
録

（
認

定
）

（
認

可
）

申
請

者
（

報
告

を
行

う
電

気
通

信
事

業
者

）
（

電
気

通
信

事
業

を
承

継

し
た

者
）

が
電

気
通

信
事

業
法

第
1
2
条

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
３

号
ま

で
（

及
び

）
（

第
1
1
8条

第

１
号

か
ら

第
３

号
ま

で
）

に
該

当
し

な
い

こ
と

を
誓

約
し

ま
す

。
 

 

  注
 

（
略

）
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様
式

第
３

（
第

４
条

第
３

項
第

１
号

、
第

４
条

の
２

第
３

項
第

１
号

、
第

５
条

第
１

項
及

び
第

２
項

、
第

８
条

第
１

項
及

び
第

２
項

、
第

９
条

第
１

項
第

１
号

、
第

９
条

第
３

項
及

び
第

４
項

、
第

1
1

条
第

５
項

第
２

号
、

第
1
2条

第
４

項
及

び
第

５
項

、
第

6
0条

の
２

第
１

号
関

係
）

 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

構
成

図
 

(
略

)
 

 

 

                        

 

   

 

 

様
式

第
３

（
第

４
条

第
３

項
第

１
号

、
第

５
条

第
１

項
及

び
第

２
項

、
第

８
条

第
１

項
及

び
第

２
項

、
第

９
条

第
１

項
第

１
号

、
第

９
条

第
３

項
及

び
第

４
項

、
第

1
1条

第
５

項
第

２
号

、
第

1
2条

第

４
項

及
び

第
５

項
、

第
6
0条

の
２

第
１

号
関

係
）

 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

構
成

図
 

（
略

）
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様
式

第
４

（
第

４
条

第
３

項
第

２
号

、
第

４
条

の
２

第
３

項
第

２
号

、
第

９
条

第
１

項
第

２
号

、
第

1
0
条

第
２

項
、

第
6
0
条

の
２

第
２

号
関

係
）

 

 

提
供

す
る

電
気

通
信

役
務

 

電
気

通
信

役
務

の
種

類
 

提
供

す
る

役

務
 

１

～

2
7
 

（
略

）
 

 

2
8
 

仮
想

移
動

電
気

通
信

サ
ー

ビ
ス

 

携
帯

電
話

に
係

る
も

の
 

 

Ｐ
Ｈ

Ｓ
に

係
る

も
の

 
 

Ｂ
Ｗ

Ａ
ア

ク
セ

ス
サ

ー
ビ

ス
に

係
る

も
の

 
 

2
9
 

ド
メ

イ
ン

名
電

気
通

信
役

務
 

第
5
9
条

の
２

第
１

項
第

１
号

イ
に

掲
げ

る
も

の
 

 

第
5
9
条

の
２

第
１

項
第

１
号

ロ
に

掲
げ

る
も

の
 

 

第
5
9
条

の
２

第
１

項
第

２
号

に
掲

げ
る

も
の

 
 

3
0
 

電
報

 

受
付

及
び

配
達

の
業

務
を

行
う

場
合

 
 

受
付

及
び

配
達

の
業

務
を

行
わ

な
い

場
合

 
 

3
1
 

上
記

１
か

ら
3
0
ま

で
に

掲
げ

る
電

気
通

信
役

務
以

外
の

電
気

通
信

役
務

 
 

 

様
式

第
４

（
第

４
条

第
３

項
第

２
号

、
第

９
条

第
１

項
第

２
号

、
第

1
0

条
第

２
項

、
第

6
0

条
の

２

第
２

号
関

係
）

 

 

提
供

す
る

電
気

通
信

役
務

 

電
気

通
信

役
務

の
種

類
 

提
供

す
る

役

務
 

１

～

2
7
 

（
略

）
 

 

2
8
 

（
略

）
 

 

 

 

2
9
 

（
略

）
 

  

3
0
 

上
記

１
か

ら
2
9
ま

で
に

掲
げ

る
電

気
通

信
役

務
以

外
の

電
気

通
信

役
務

 
 

 

注
１

 
提

供
す

る
電

気
通

信
役

務
の

種
類

に
つ

い
て

、
右

の
欄

に
「

○
」

を
記

入
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

２
、

５
及

び
８

に
該

当
す

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

２
・

３
 

（
略

）
 

４
 

３
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
電

気
通

信
役

務
の

種
類

の
定

義
に

つ
い

て
は

、
電

気
通

信
事

業
報

告
規

則
（

以
下

「
報

告
規

則
」

と
い

う
。

）
第

１
条

第
２

項
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
。

 

 ５
～

７
 

（
略

）
 

８
 

ド
メ

イ
ン

名
電

気
通

信
役

務
の

う
ち

「
第

5
9

条
の

２
第

１
項

第
１

号
イ

に
掲

げ
る

も
の

」
又

は
「

第
5
9

条
の

２
第

１
項

第
１

号
ロ

に
掲

げ
る

も
の

」
を

提
供

す
る

場
合

は
、

当
該

ド
メ

イ
ン

名
電

気
通

信
役

務
に

係
る

ド
メ

イ
ン

名
の

一
部

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

９
・

1
0
 

（
略

）
 

 

 

注
１

 
提

供
す

る
電

気
通

信
役

務
の

種
類

に
つ

い
て

、
右

の
欄

に
「

○
」

を
記

入
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

２
及

び
５

に
該

当
す

る
場

合
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。
 

２
・

３
 

（
略

）
 

４
 

３
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
電

気
通

信
役

務
の

種
類

の
定

義
に

つ
い

て
は

、
電

気
通

信
事

業
報

告
規

則
（

昭
和

6
3
年

郵
政

省
令

第
4
6
号

。
以

下
「

報
告

規
則

」
と

い
う

。
）

第
１

条
第

２
項

に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

る
こ

と
。

 

５
～

７
 

（
略

）
 

   ８
・

９
 

（
略

）
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様
式

第
４

の
２

（
第

４
条

の
２

第
３

項
第

７
号

関
係

）
 

 

電
気

通
信

事
業

の
登

録
の

更
新

を
必

要
と

す
る

事
由

等
 

１
 

登
録

の
更

新
を

受
け

る
事

由
 

 

２
 

１
の

項
の

事
由

が
生

じ
た

日
 

 

３
 

新
た

に
指

定
を

さ
れ

た
電

気
通

信
設

備
の

種
別

 
 

４
 

合
併

、
分

割
に

よ
る

電
気

通
信

事
業

の
全

部
若

し
く

は
一

部
の

承
継

又
は

電
気

通
信

事
業

の
全

部

若
し

く
は

一
部

の
譲

受
け

（
以

下
「

合
併

等
」

と

い
う

。
）

の
事

由
の

別
 

 

５
 

合
併

等
の

当
事

者
の

住
所

、
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
 

 

６
 

合
併

等
の

理
由

 
 

７
 

法
第

1
2
条

の
２

第
１

項
第

４
号

の
事

由
の

発
生

に
係

る
当

事
者

の
住

所
、

名
称

及
び

代
表

者
の

氏

名
 

 

８
 

申
請

者
の

特
定

関
係

法
人

と
な

つ
た

事
由

 
 

参
考

事
項

 
 

注
１

 
１

の
項

に
つ

い
て

は
、

法
第

1
2
条

の
２

第
１

項
各

号
に

掲
げ

る
事

由
の

別
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

２
 

３
の

項
に

つ
い

て
は

、
法

第
1
2
条

の
２

第
１

項
第

１
号

の
事

由
に

該
当

す
る

場
合

に
、

法
第

3
3
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
も

の
又

は
第

3
4
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
も

の
の

別
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

３
 

４
か

ら
６

ま
で

の
項

に
つ

い
て

は
、

法
第

1
2
条

の
２

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
３

号
ま

で
に

該

当
す

る
場

合
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

４
 

７
及

び
８

の
項

に
つ

い
て

は
、

法
第

1
2
条

の
２

第
１

項
第

４
号

に
該

当
す

る
場

合
に

記
載

す

る
こ

と
。

 

５
 

注
記

す
べ

き
事

情
が

あ
る

場
合

に
は

、
「

参
考

事
項

」
の

項
に

そ
の

内
容

を
記

載
す

る
こ

と

。
 

６
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
。
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様
式

第
４

の
３

（
第

４
条

の
２

第
３

項
第

1
0
号

関
係

）
 

 

電
気

通
信

事
業

の
登

録
の

更
新

に
係

る
事

業
収

支
見

積
書

 

項
 

目
 

 
年

 
月

 
日

～
 

年
 

月
 
日

 
備

 
考

 

収 入 

 電
気

通
信

事
業

収
入

 

千
円

 

 

 

（
何

）
事

業
収

入
 

 
 

そ
の

他
の

収
入

 
 

 

計
 

 
 

支 出 

電
気

通
信

事
業

支
出

 

人
件

費
 

経
費

 

借
料

・
損

料
 

修
繕

費
 

そ
の

他
 

減
価

償
却

費
 

通
信

設
備

使
用

料
 

租
税

公
課

 

そ
の

他
 

 
 

（
何

）
事

業
支

出
 

 
 

そ
の

他
の

支
出

 
 

 

法
人

税
、

住
民

税
及

び
事

業
税

 
 

 

計
 

 
 

差
 

引
 

利
 

益
 

 
 

注
１

 
電

気
通

信
事

業
以

外
の

事
業

に
つ

い
て

、
（

何
）

事
業

収
入

及
び

（
何

）
事

業
支

出
と

し
て

記
載

す
る

こ
と

。
 

２
 

備
考

欄
に

は
、

算
出

の
根

拠
そ

の
他

参
考

事
項

と
な

る
事

項
を

記
載

す
る

こ
と

。
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様
式

第
1
7
の

４
の

２
(
第

2
3
条

の
９

の
３

関
係

)
 

 １
 

音
声

伝
送

交
換

機
能

、
Ｍ

Ｎ
Ｐ

転
送

機
能

及
び

Ｓ
Ｍ

Ｓ
伝

送
交

換
機

能
の

接
続

料
原

価
の

算
出

 

 

音
声

伝

送
役

務
 

に
係

る

費
用

 

 
 

 
 

 

契
約

数

連
動

費

用
 

ト
ラ

ヒ

ッ
ク

連

動
費

用
 

 
 

 
接

続
料

対
象

外

費
用

 

接
続

料
原

価
 

音
声

伝

送
交

換

機
能

 

Ｍ
Ｎ

Ｐ
 

転
送

機
能

 

Ｓ
Ｍ

Ｓ
 

伝
送

交
換

機
能

 

営
業

費
 

 
 

 
 

 
 

 

運
用

費
 

 
 

 
 

 
 

 

施
設

保

全
費

 

 
 

 
 

 
 

 

共
通

費
 

 
 

 
 

 
 

 

管
理

費
 

 
 

 
 

 
 

 

試
験

研

究
費

 

 
 

 
 

 
 

 

研
究

費

償
却

 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償

却
費

 

 
 

 
 

 
 

 

固
定

資

産
除

却

費
 

 
 

 
 

 
 

 

通
信

設

備
使

用

料
 

 
 

 
 

 
 

 

租
税

公

課
 

 
 

 
 

 
 

 

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

注
１

 
「

音
声

伝
送

交
換

機
能

」
、

「
Ｍ

Ｎ
Ｐ

転
送

機
能

」
及

び
「

Ｓ
Ｍ

Ｓ
伝

送
交

換
機

能
」

は
、

そ
れ

ぞ
れ

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
４

条
第

１
号

、
第

３
号

及
び

第
４

号
に

掲
げ

る
機

能
を

い
う

。
 
 

２
 

「
音

声
伝

送
役

務
に

係
る

費
用

」
の

欄
に

は
、

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
会

計
規

則

（
平

成
二

十
三

年
総

務
省

令
第

二
十

四
号

）
別

表
第

三
の

「
音

声
伝

送
役

務
」

の
項

の
う

ち
、

「
携

帯
電

話
」

に
係

る
営

業
費

用
の

各
勘

定
科

目
の

数
値

の
合

計
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

３
 

「
接

続
料

原
価

」
の

欄
に

営
業

費
を

算
入

し
た

値
を

記
載

し
た

場
合

に
は

、
こ

の
様

式
の

３

（
機

能
別

接
続

料
原

価
算

入
営

業
費

明
細

表
）

を
併

せ
て

提
出

す
る

こ
と

。
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２
 

デ
ー

タ
伝

送
交

換
機

能
の

接
続

料
原

価
の

算
出

 

 
デ

ー
タ

伝

送
役

務
に

係
る

費
用

 

 
 

 
 

 
回

線
容

量
課

金
対

象
外

費

用
 

回
線

容
量

課
金

対
象

費
用

 

 
 

 
接

続
料

対
象

外
費

用
 

接
続

料
原

価
 

営
業

費
 

 
 

 
 

 

運
用

費
 

 
 

 
 

 

施
設

保
全

費
 

 
 

 
 

 

共
通

費
 

 
 

 
 

 

管
理

費
 

 
 

 
 

 

試
験

研
究

費
 

 
 

 
 

 

研
究

費
償

却
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

費
 

 
 

 
 

 

固
定

資
産

 

除
却

費
 

 
 

 
 

 

通
信

設
備

 

使
用

料
 

 
 

 
 

 

租
税

公
課

 
 

 
 

 
 

合
計

 
 

 
 

 
 

注
１

 
「

デ
ー

タ
伝

送
交

換
機

能
」

は
、

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
４

条
第

２
号

に
掲

げ
る

機
能

を
い

う
。

 

２
 

「
デ

ー
タ

伝
送

役
務

に
係

る
費

用
」

の
欄

に
は

、
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

会
計

規
則

別
表

第
三

の
「

デ
ー

タ
伝

送
役

務
」

の
項

の
う

ち
、

「
携

帯
電

話
・

Ｂ
Ｗ

Ａ
」

に
係

る
営

業
費

用
の

各
勘

定
科

目
の

数
値

の
合

計
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

３
 

「
接

続
料

対
象

外
費

用
」

の
欄

に
は

、
「

デ
ー

タ
伝

送
役

務
に

係
る

費
用

」
の

う
ち

、
自

ら
が

設
置

す
る

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
を

用
い

て
提

供
す

る
デ

ー
タ

伝
送

交
換

機
能

に
係

る
費

用
で

な
い

も
の

が
あ

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
費

用
が

個
別

に
分

か
る

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

４
 

「
接

続
料

原
価

」
の

欄
に

営
業

費
を

算
入

し
た

値
を

記
載

し
た

場
合

に
は

、
こ

の
様

式
の

３

（
機

能
別

接
続

料
原

価
算

入
営

業
費

明
細

表
）

を
併

せ
て

提
出

す
る

こ
と

。
 

 

３
 

機
能

別
接

続
料

原
価

算
入

営
業

費
明

細
表

 

 

音
声

伝
送

交

換
機

能
に

算

入
す

る
営

業

費
の

額
 

デ
ー

タ
伝

送

交
換

機
能

に

算
入

す
る

営

業
費

の
額

 

Ｍ
Ｎ

Ｐ
転

送

機
能

に
算

入

す
る

営
業

費

の
額

 

Ｓ
Ｍ

Ｓ
伝

送

交
換

機
能

に

算
入

す
る

営

業
費

の
額

 

営
業

費
 

 
 

 
 

 
電

気
通

信
の

啓
発

活
動

に
係

る
も

の
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エ
リ

ア
整

備
・

改

善
を

目
的

と
す

る

情
報

収
集

に
係

る

も
の

 

 
 

 
 

周
波

数
再

編
の

周

知
に

係
る

も
の

 
 

 
 

 

合
計

 
 

 
 

 

注
 

「
音

声
伝

送
交

換
機

能
」

、
「

デ
ー

タ
伝

送
交

換
機

能
」

、
「

Ｍ
Ｎ

Ｐ
転

送
機

能
」

及
び

「
Ｓ

Ｍ
Ｓ

伝
送

交
換

機
能

」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４
条

各
号

に

掲
げ

る
機

能
を

い
う

。
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様
式

第
1
7
の

４
の

３
(
第

2
3
条

の
９

の
３

関
係

)
 

 １
 

機
能

に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
 

項
目

 
金

額
（

単
位

：
円

）
 

備
考

 

機
能

に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
 

 
 

 
当

該
機

能
に

係
る

正
味

固
定

資
産

 
 

 

 
当

該
機

能
に

係
る

繰
延

資
産

 
 

 

 
当

該
機

能
に

係
る

投
資

そ
の

他
の

資
産

 
 

 

 
当

該
機

能
に

係
る

貯
蔵

品
 

 
 

 
当

該
機

能
に

係
る

運
転

資
本

 
 

 

注
１

 
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４
条

各
号

に
掲

げ
る

機
能

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
。

 

 
２

 
「

当
該

機
能

に
係

る
正

味
固

定
資

産
」

の
項

に
は

、
様

式
第

1
7
の

４
の

６
（

役
務

別
指

定
設

備
帰

属
明

細
表

）
に

よ
り

算
定

さ
れ

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

 
３

 
「

当
該

機
能

に
係

る
運

転
資

本
」

の
項

に
は

、
様

式
第

1
7
の

４
の

７
（

機
能

別
運

転
資

本
計

算
表

）
に

よ
り

算
定

さ
れ

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

 

 

２
 

資
本

構
成

比
 

貸
借

対
照

表

の
額

 

原
価

及
び

利
潤

の

算
定

期
間

の
貸

借

対
照

表
の

額
（

期

首
値

）
 

原
価

及
び

利
潤

の

算
定

期
間

の
貸

借

対
照

表
の

額
（

期

末
値

）
 

平
均

値
 

負
債

の
額

 
 

 
 

 
他

人
資

本

比
率

 

 

純
資

産
の

額
 

 
 

 
 

自
己

資
本

比
率

 

 

合
計

額
 

 
 

 
 

 

 

３
 

他
人

資
本

費
用

 

項
目

 
数

値
（

単
位

：
円

又
は

 

パ
ー

セ
ン

ト
）

 

備
考

 

他
人

資
本

費
用

 
 

 
 

 
機

能
に

係
る

レ
ー

ト
ベ

ー
ス

 
 

 

 
他

人
資

本
比

率
 

 
 

 
他

人
資

本
利

子
率

 
 

 

 
 

有
利

子
負

債
に

対
す

る
利

子
率

 

 
 

  

 
有

利
子

負
債

以
外

の

負
債

に
対

す
る

利
子
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相

当
率

 
  

 

 
 注

１
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
４

条
各

号
に

掲
げ

る
機

能
ご

と
に

作
成

す
る

こ

と
。

 

 
２

 
「

他
人

資
本

比
率

」
の

項
に

は
、

こ
の

様
式

の
２

（
資

本
構

成
比

）
に

よ
り

算
定

さ
れ

た
値

を
用

い
る

こ
と

。
 

 
３

 
「

有
利

子
負

債
に

対
す

る
利

子
率

」
の

項
に

は
、

こ
の

様
式

の
５

（
有

利
子

負
債

に
対

す
る

利
子

率
）

に
よ

り
算

定
さ

れ
た

値
を

用
い

る
こ

と
。

 

 
４

 
「

有
利

子
負

債
以

外
の

負
債

に
対

す
る

利
子

相
当

率
」

の
項

に
は

、
平

成
2
8
年

総
務

省
告

示

第
 

 
号

（
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

８
条

第
９

項
の

規
定

に
基

づ
き

接
続

料
の

算
定

に
用

い
る

値
を

定
め

る
件

）
第

２
条

に
規

定
す

る
値

を
用

い
る

こ
と

。
 

 ４
 

有
利

子
負

債
・

有
利

子
負

債
以

外
の

負
債

構
成

比
 

負
債

の
勘

定
科

目
 

原
価

及
び

利

潤
の

算
定

期

間
の

期
首

値
 

原
価

及
び

利

潤
の

算
定

期

間
の

期
末

値
 

平
均

値
 

 

有
利

子
負

債
に

該

当
す

る
勘

定
科

目
 

 
 

 
 

有
利

子
 

負
債

比
率

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

有
利

子
負

債
の

合

計
額

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

有
利

子
負

債
以

外

の
負

債
に

該
当

す

る
勘

定
科

目
 

 
 

 
 

有
利

子
負

債
以

外
の

負
債

比
率

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

有
利

子
負

債
以

外

の
負

債
の

合
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

合
計

額
 

 
 

 
 

 
 

注
 

「
有

利
子

負
債

に
該

当
す

る
勘

定
科

目
」

及
び

「
有

利
子

負
債

以
外

の
負

債
に

該
当

す
る

勘
定

科
目

」
の

項
は

、
必

要
に

応
じ

、
適

宜
増

減
す

る
こ

と
。

 

 

 ５
 

有
利

子
負

債
に

対
す

る
利

子
率

 

損
益

計
算

書
上

の
 

勘
定

科
目

 

原
価

及
び

利
潤

の
算

定
期

間
の

損
益

計
算

書
の

額
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合
計

 
 

 
 

貸
借

対
照

表
上

の
 

勘
定

科
目

 

原
価

及
び

利
潤

の
算

定
期

間
の

貸
借

対
照

表
の

額
（

期
首

値
）

 

原
価

及
び

利
潤

の
算

定
期

間
の

貸
借

対
照

表
の

額
（

期
末

値
）

 

平
均

値
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計

 
 

 
 

 

有
利

子
負

債
に

対
す

る
利

子
率

 
 

  

注
１

 
「

損
益

計
算

書
上

の
勘

定
科

目
」

の
欄

は
、

営
業

外
費

用
の

勘
定

科
目

に
限

る
。

 

２
 

「
貸

借
対

照
表

上
の

勘
定

科
目

」
の

欄
は

、
有

利
子

負
債

に
該

当
す

る
勘

定
科

目
に

限
る

。
 

３
 

「
損

益
計

算
書

上
の

勘
定

科
目

」
及

び
「

貸
借

対
照

表
上

の
勘

定
科

目
」

の
項

は
、

必
要

に
 

応
じ

、
適

宜
増

減
す

る
こ

と
。

 

 ６
 

自
己

資
本

費
用

 

項
目

 
 

数
値

（
単

位
：

円
又

は
パ

ー
セ

ン
ト

）
 

備
考

 

自
己

資
本

費
用

 
 

 
 

 
機

能
に

係
る

レ
ー

ト
ベ

ー

ス
 

 
 

 
自

己
資

本
比

率
 

 
 

 
自

己
資

本
利

益
率

 
 

 

注
１

 
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４
条

各
号

に
掲

げ
る

機
能

ご
と

に
作

成
す

る
こ

と
。

 

 
２

 
「

自
己

資
本

比
率

」
の

項
に

は
、

こ
の

様
式

の
２

（
資

本
構

成
比

）
に

よ
り

算
定

さ
れ

た
値

を
用

い
る

こ
と

。
 

 
３

 
「

自
己

資
本

利
益

率
」

の
項

に
は

、
こ

の
様

式
の

７
（

自
己

資
本

利
益

率
）

に
よ

り
算

定
さ

れ
た

値
を

用
い

る
こ

と
。

 

 

 ７
 

自
己

資
本

利
益

率
 

 

原
価

及
び

利

潤
の

前
々

算

定
期

間
の

自

己
資

本
利

益

率
 

原
価

及
び

利

潤
の

前
算

定

期
間

の
自

己

資
本

利
益

率
 

原
価

及
び

利
潤

の
算

定
期

間
の

自
己

資
本

利
益

率
 

過
去

三
期

平
均

値
 

リ
ス

ク
の

低
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い
金

融
商

品

の
平

均
金

利
 

β
 

 
 

 
 

主
要

企
業

の

平
均

自
己

資

本
利

益
率

－

リ
ス

ク
の

低

い
金

融
商

品

の
平

均
金

利
 

 
 

 
 

自
己

資
本

利

益
率

 
 

 
 

 

注
１

 
「

リ
ス

ク
の

低
い

金
融

商
品

の
平

均
金

利
」

は
、

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
９

条
第

３
項

に
規

定
す

る
も

の
を

い
う

。
 

 
２

 
「

β
」

は
、

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
９

条
第

４
項

に
規

定
す

る
も

の
を

い
う

。
 

 
３

 
「

主
要

企
業

の
平

均
自

己
資

本
利

益
率

－
リ

ス
ク

の
低

い
金

融
商

品
の

平
均

金
利

」
は

、
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

９
条

第
３

項
に

規
定

す
る

も
の

を
い

う
。

 

 ８
 

β
 

 

原
価

及
び

利
潤

の
前

々
算

定
期

間
の

β
 

原
価

及
び

利
潤

の

前
算

定
期

間
の

β
 

原
価

及
び

利
潤

の
算

定
期

間
の

β
 

算
定

式
 

 
 

 

上
記

算
定

式
を

用
い

る
理

由
 

 
 

 

算
定

式
に

代
入

す
る

入
力

値
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

β
 

 
 

 

注
１

 
「

β
」

は
、

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
９

条
第

４
項

に
規

定
す

る
も

の
を

い
う

。
 

２
 

「
算

定
式

」
の

項
に

は
、

検
証

可
能

な
形

で
算

定
式

を
示

す
こ

と
。

 

３
 

「
算

定
式

に
代

入
す

る
入

力
値

」
の

項
は

、
必

要
に

応
じ

、
適

宜
増

減
す

る
こ

と
。

 

４
 

「
算

定
式

に
代

入
す

る
入

力
値

」
の

項
に

は
、

原
則

と
し

て
、

貸
借

対
照

表
の

値
（

簿
価

）

等
公

表
さ

れ
て

い
る

値
を

用
い

る
こ

と
。

 

 

 

９
 

利
益

対
応

税
 

項
目

 
 

数
値

（
単

位
：

円
又

は
 

パ
ー

セ
ン

ト
）

 

備
考

 

利
益

対
応

税
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自

己
資

本
費

用
 

 
 

 
利

益
対

応
税

率
 

 
 

 
機

能
に

係
る

レ
ー

ト
ベ

ー

ス
×

他
人

資
本

比
率

×
有

利
子

負
債

以
外

の
負

債
比

率
×

利
子

相
当

率
 

 
 

注
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
４

条
各

号
に

掲
げ

る
機

能
ご

と
に

作
成

す
る

こ

と
。

 

 １
０

 
利

益
対

応
税

率
 

利
益

対
応

税
率

の
算

定
式

 

 

利
益

対
応

税
率

の
算

定
式

に
代

入
す

る
入

力
値

（
税

率
等

）
 

 

 
 

 

 
 

利
益

対
応

税
率

 
 

注
１

 
「

利
益

対
応

税
率

の
算

定
式

」
の

項
に

は
、

検
証

可
能

な
形

で
算

定
式

を
示

す
こ

と
。

 

２
 

「
利

益
対

応
税

率
の

算
定

式
に

代
入

す
る

入
力

値
（

税
率

等
）

」
の

項
は

、
必

要
に

応
じ

、
 

適
宜

増
減

す
る

こ
と

。
 

 

 

１
１

 
利

潤
 

項
目

 
 

数
値

（
単

位
：

円
）

 
備

考
 

利
潤

 
 

 
 

 
他

人
資

本
費

用
 

 
 

 
自

己
資

本
費

用
 

 
 

 
利

益
対

応
税

 
 

 

注
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
４

条
各

号
に

掲
げ

る
機

能
ご

と
に

作
成

す
る

こ

と
。
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様
式

第
1
7
の

４
の

４
(
第

2
3
条

の
９

の
３

関
係

)
 

１
 

デ
ー

タ
伝

送
交

換
機

能
に

係
る

需
要

 

項
目

 
数

値
（

単
位

：
M
b
p
s
）

 
備

考
 

需
要

 
 

 

注
１

 
「

デ
ー

タ
伝

送
交

換
機

能
」

は
、

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
接

続
料

規
則

第
４

条
第

２
号

に
掲

げ
る

機
能

を
い

う
。

 

２
 

備
考

欄
に

は
、

需
要

の
算

定
方

法
の

概
要

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

 

 

２
 

Ｍ
Ｎ

Ｐ
転

送
機

能
に

係
る

需
要

 

項
目

 
数

値
（

単
位

：
秒

）
 

備
考

 

転
送

呼
の

通
信

時
間

 
 

 

注
 

「
Ｍ

Ｎ
Ｐ

転
送

機
能

」
は

、
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４
条

第
３

号
に

掲
げ

る
機

能
を

い
う

。
 

 ３
 

Ｓ
Ｍ

Ｓ
伝

送
交

換
機

能
に

係
る

需
要

 

項
目

 
数

値
（

単
位

：
回

数
）

 
備

考
 

自
網

内
発

着
数

 
 

 

相
互

接
続

に
係

る
発

着
数

 
 

 
 

 

注
 

「
Ｓ

Ｍ
Ｓ

伝
送

交
換

機
能

」
は

、
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４
条

第
４

号
に

掲
げ

る
機

能
を

い
う

。
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様
式

第
1
7
の

４
の

５
(
第

2
3
条

の
９

の
３

関
係

)
 

１
 

デ
ー

タ
伝

送
交

換
機

能
の

接
続

料
 

項
目

 
 

数
値

（
単

位
：

円
）

 
備

考
 

接
続

料
 

 
 

 

原
価

 
 

 

利
潤

 
 

 

需
要

 
 

 

注
 

「
デ

ー
タ

伝
送

交
換

機
能

」
は

、
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４
条

第
２

号
に

掲
げ

る
機

能
を

い
う

。
 

 ２
 

Ｍ
Ｎ

Ｐ
転

送
機

能
の

接
続

料
 

項
目

 
 

数
値

（
単

位
：

円
）

 
備

考
 

接
続

料
 

 
 

 

原
価

 
 

 

利
潤

 
 

 

需
要

 
 

 

注
 

「
Ｍ

Ｎ
Ｐ

転
送

機
能

」
は

、
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４
条

第
３

号
に

掲
げ

る
機

能
を

い
う

。
 

 ３
 

Ｓ
Ｍ

Ｓ
伝

送
交

換
機

能
の

接
続

料
 

項
目

 
 

数
値

（
単

位
：

円
）

 
備

考
 

接
続

料
 

 
 

 

原
価

 
 

 

利
潤

 
 

 

需
要

 
 

 
 

 

注
 

「
Ｓ

Ｍ
Ｓ

伝
送

交
換

機
能

」
は

、
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４
条

第
４

号
に

掲
げ

る
機

能
を

い
う

。
 

     

 

 
 

81



４
 

音
声

伝
送

交
換

機
能

に
係

る
接

続
料

（
設

備
区

分
別

明
細

表
）

 

 
 

(１
)

第二種指定端末系交換設備 

(２
)

第二種指定中継系伝送路設備 

(３
)

第二種指定中継系交換設備 

(４
)

第二種指定中継系交換設備間の伝送路設備 

(５
)

第二種指定端末系無線基地局 

 

(６
)

第二種指定端末系無線基地局と第二種指定端末系交換局間の伝送路設備 

(７
)

信号用伝送路設備 

(８
)

信号用中継交換機 

(９
)

携帯電話の端末の認証等を行うために用いられるサービス制御局 

(10)
他事業者の電気通信設備と(１

)
～(９

)
との間に設置される伝送路設備 

(11)
設備への帰属が認められないもの 

（何）  

計 

接続料原価 

営業費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

運用費 
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施設保全費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

共通費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

管理費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

試験研究費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

研究費償却 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

減価償却費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

固定資産除却費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

通信設備使用料 
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租税公課 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

利
潤

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

需
要

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

接
続

料
（

相

当
額

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

注
１

 
同

一
設

備
区

分
の

設
備

で
あ

つ
て

も
、

需
要

が
異

な
る

設
備

に
つ

い
て

は
区

分
し

て
記

載
す

る
こ

と
。

 

２
 

(
１

)
か

ら
(
1
1
)
ま

で
の

設
備

区
分

に
よ

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
場

合
に

は
、

必
要

に
応

じ
、

当
該

設
備

区
分

の
欄

を
変

更
し

て
記

載
す

る
こ

と
。
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様
式

第
1
7
の

４
の

６
(
第

2
3
条

の
９

の
３

関
係

)
 

役
務

別
指

定
設

備
帰

属
明

細
表

（
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
の

正
味

固
定

資
産

の
算

定
）

 

事
業

年
度

 
自

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

至
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

（
単

位
：

円
）

 

 

役
務

の
種

類
 

移
動

電
気

通
信

役
務

 

音
声

伝
送

役
務

 
デ

ー
タ

伝
送

役
務

 

 

合
計

 

 

合
計

 
二

種
指

定

設
備

 

二
種

指
定

設
備

以
外

 

二
種

指
定

設
備

 

二
種

指
定

設
備

以
外

 

期首値
 

期末値
 

平均値
 

期首値
 

期末値
 

平均値
 

期首値
 

期末値
 

平均値
 

期首値
 

期末値
 

平均値
 

期首値
 

期末値
 

平均値
 

期首値
 

期末値
 

平均値
 

電
気

通
信

事
業

固
定

資
産

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

有
形

固
定

資
産

 

（
帳

簿
価

額
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

機
械

設
備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

空
中

線
設

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

通
信

衛
星

設
備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

端
末

設
備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

市
内

線
路

設
備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

市
外

線
路

設
備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

土
木

設
備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

海
底

線
設

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建
物

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

構
築

物
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

機
械

及
び

装
置

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

車
両

及
び

船
舶

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

工
具

、
器

具
 

及
び

備
品

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

休
止

設
備

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

土
地

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

リ
ー

ス
資

産
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建
設

仮
勘

定
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

有
形

固
定

資
産

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

無
形

固
定

資
産

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

海
底

線
使

用
権

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

衛
星

利
用

権
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

施
設

利
用

権
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

の
れ

ん
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

特
許

権
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

借
地

権
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

リ
ー

ス
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他
無

形
 

固
定

資
産

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

無
形

固
定

資
産

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
気

通
信

事
業

固
定

資
産

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

注
１

 
「

音
声

伝
送

役
務

」
の

欄
に

は
、

携
帯

電
話

に
係

る
も

の
の

み
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

２
 

「
デ

ー
タ

伝
送

役
務

」
の

欄
に

は
、

携
帯

電
話

、
Ｂ

Ｗ
Ａ

に
係

る
も

の
の

み
を

記
載

す
る

こ

と
。

 

 
３

 
「

デ
ー

タ
伝

送
役

務
」

の
欄

は
、

携
帯

電
話

、
Ｂ

Ｗ
Ａ

等
の

区
分

の
別

に
従

い
、

レ
ー

ト
ベ

ー
ス

の
算

定
を

分
け

る
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
区

分
ご

と
に

分
割

す
る

こ
と

。
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様
式

第
1
7
の

４
の

７
(
第

2
3
条

の
９

の
３

関
係

)
 

機
能

別
運

転
資

本
計

算
表

（
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
の

運
転

資
本

の
算

定
）

 

 

音
声

伝
送

交
換

機
能

に
係

る
運

転
資

本
の

額
 

デ
ー

タ
伝

送

交
換

機
能

に

係
る

運
転

資

本
の

額
 

Ｍ
Ｎ

Ｐ
転

送

機
能

に
係

る

運
転

資
本

の

額
 

Ｓ
Ｍ

Ｓ
伝

送
交

換
機

能
に

係
る

運
転

資
本

の
額

 

運
転

資
本

（
年

額
）

 
 

 
 

 

 
営

業
費

用
 

 
 

 
 

―
）

減
価

償
却

費
 

 
 

 
 

―
）

固
定

資
産

除
却

費
 

 
 

 
 

―
）

租
税

公
課

 
 

 
 

 

小
計

 
 

 
 

 

接
続

料
の

収
納

ま
で

の
平

均
的

な
期

間
 

 
 

 
 

運
転

資
本

（
期

間
額

）
 

 
 

 
 

注
１

 
「

音
声

伝
送

交
換

機
能

」
、

「
デ

ー
タ

伝
送

交
換

機
能

」
、

「
Ｍ

Ｎ
Ｐ

転
送

機
能

」
及

び

「
Ｓ

Ｍ
Ｓ

伝
送

交
換

機
能

」
は

、
そ

れ
ぞ

れ
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

接
続

料
規

則
第

４
条

各
号

に
掲

げ
る

機
能

を
い

う
。

 

２
 

「
音

声
伝

送
交

換
機

能
に

係
る

運
転

資
本

の
額

」
の

欄
に

は
、

様
式

1
7

の
４

の
２

表
１

（
音

声
伝

送
交

換
機

能
、

Ｍ
Ｎ

Ｐ
転

送
機

能
及

び
Ｓ

Ｍ
Ｓ

伝
送

交
換

機
能

の
接

続
料

原
価

の
算

出
）

の

「
接

続
料

原
価

」
の

「
音

声
伝

送
交

換
機

能
」

の
値

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

 
３

 
「

デ
ー

タ
伝

送
交

換
機

能
に

係
る

運
転

資
本

の
額

」
の

欄
に

は
、

様
式

1
7

の
４

の
２

表
２

（
デ

ー
タ

交
換

伝
送

機
能

の
接

続
料

原
価

の
算

出
）

の
「

接
続

料
原

価
」

の
欄

の
値

を
記

載
す

 

る
こ

と
。

 

 
４

 
「

Ｍ
Ｎ

Ｐ
転

送
機

能
に

係
る

運
転

資
本

の
額

」
の

欄
に

は
、

様
式

1
7
の

４
の

２
表

１
（

音
声

伝
送

交
換

機
能

、
Ｍ

Ｎ
Ｐ

転
送

機
能

及
び

Ｓ
Ｍ

Ｓ
伝

送
交

換
機

能
の

接
続

料
原

価
の

算
出

）
の

「
接

続
料

原
価

」
の

「
Ｍ

Ｎ
Ｐ

転
送

機
能

」
の

値
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

５
 

「
Ｓ

Ｍ
Ｓ

伝
送

交
換

機
能

に
係

る
運

転
資

本
の

額
」

の
欄

に
は

、
様

式
1
7
の

４
の

２
表

１

（
音

声
伝

送
交

換
機

能
、

Ｍ
Ｎ

Ｐ
転

送
機

能
及

び
Ｓ

Ｍ
Ｓ

伝
送

交
換

機
能

の
接

続
料

原
価

の
算

出
）

の
「

接
続

料
原

価
」

の
「

Ｓ
Ｍ

Ｓ
伝

送
交

換
機

能
」

の
値

を
記

載
す

る
こ

と
。
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様
式

第
1
8
の

５
（

第
2
5
条

の
５

関
係

）
 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

 

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

業
務

開
始

届
出

書
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

 

総
務

大
臣

 
殿

 
 

郵
便

番
号

 

（
ふ

り
が

な
）

 

住
 

 
所

 

（
ふ

り
が

な
）

 

氏
 

 
名

（
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
。
法
人
に
あ
つ

て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
代
表
者

が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
。
）
 
 
 
印

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連
 
絡

 
先

（
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
担
当
部
署
等
が

あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部
署
名
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
）

 

 
第

一
種

指
定

電
気

通
信

設
備

又
は

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
を

用
い

る
卸

電
気

通
信

役
務

の
提

供
の

業
務

を
開

始
し

た
の

で
、

電
気

通
信

事
業

法
第

3
8
条

の
２

の
規

定
に

よ
り

、
届

け
出

ま
す

。
 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を

用
い

る
卸

電
気

通
信

役
務

の
種

類
 

 

当
該

卸
電

気
通

信
役

務
の

種
類

ご
と

の
当

該
卸

電
気

通
信

役
務

の

提
供

の
業

務
開

始
年

月
日

 

 

当
該

卸
電

気
通

信
役

務
の

種
類

ご
と

の
業

務
区

域
 

 

卸
先

電
気

通
信

事
業

者

ご
と

の
次

に
掲

げ
る

事

項
 

当
該

卸
先

電
気

通
信

事
業

者
の

氏
名

又
は

名
称

 

 
 

 

当
該

提
供

卸
電

気
通

信
役

務
の

内
容

 
 

 
 

当
該

提
供

卸
電

気
通

信
役

務
に

関
す

る
料

金
 

 
 

 

当
該

提
供

卸
電

気
通

信
役

務
に

関
し

て
、

当
該

卸
先

電
気

通
信

事
業

者
に

対
し

て
支

払
う

金
銭

等
（

金
銭

そ
の

他
の

財
産

を
い

う
。

）
 

 
 

 

当
該

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
設

置
す

る
電

気
通

信
事

業
者

及
び

当
該

卸
先

電
気

通
信

事
業

者
の

責
任

に
関

す
る

事
項

 

 
 

 

当
該

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又
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は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
設

置
す

る
電

気
通

信
事

業
者

及
び

当
該

卸
先

電
気

通
信

事
業

者
が

そ
の

利
用

者
に

対
し

て
負

う
べ

き
責

任
に

関
す

る
事

項
 

電
気

通
信

設
備

の
設

置
の

工
事

そ
の

他
の

工
事

に
関

す
る

費
用

の
負

担
の

方
法

 

 
 

 

電
気

通
信

回
線

設
備

の
使

用
の

態
様

に
関

し
制

限
を

設
け

る
と

き
は

、
そ

の
事

項
 

 
 

 

 
重

要
通

信
の

取
扱

方
法

 
 

 
 

当
該

提
供

卸
電

気
通

信
役

務
を

円
滑

に
提

供
す

る
た

め
に

必
要

な
技

術
的

事
項

 

 
 

 

上
記

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

当
該

卸
先

電
気

通
信

事
業

者
若

し
く

は
そ

の
利

用
者

の
権

利
若

し
く

は
義

務
に

重
要

な
関

係
を

有
す

る
当

該
提

供
卸

電
気

通
信

役
務

の
提

供
条

件
又

は
当

該
卸

先
電

気
通

信
事

業
者

若
し

く
は

そ
の

利
用

者
の

権
利

若
し

く
は

義
務

に
重

要
な

関
係

を
有

す
る

当
該

提
供

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

の
業

務
と

併
せ

て
行

う
業

務
の

条
件

に
関

す
る

事
項

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
事

項
 

 
 

 

有
効

期
間

を
定

め
る

と
き

は
、

そ
の

期
間

 

 
 

 

注
１

 
「

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

種
類

」
の

項
に

は
、

様
式

第
４

の
表

の
１

か
ら

３
１

ま
で

に
掲

げ
る

電
気

通
信

役
務

の
別

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

２
 

添
付

す
る

契
約

書
そ

の
他

の
書

面
の

写
し

に
記

載
が

あ
る

項
目

に
つ

い
て

は
、

該
当

箇
所

を

示
す

こ
と

。
 

３
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
。
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様
式

第
1
8
の

６
（

第
2
5
条

の
７

の
２

第
２

項
、

第
３

項
関

係
）

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

 

卸
電

気
通

信
役

務
に

関
す

る
契

約
約

款
設

定
（

変
更

）
届

出
書

 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 

総
務

大
臣

 
殿

 

郵
便

番
号

 

（
ふ

り
が

な
）

 

住
 

 
所

 

（
ふ

り
が

な
）

 

氏
 

 
名

（
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
。
法
人
に
あ
つ

て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
代
表
者

が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
。
）
 
 
印

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連
 
絡

 
先

（
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
担
当
部
署
等
が

あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部
署
名
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
）

 

電
気

通
信

事
業

法
施

行
規

則
第

2
5

条
の

７
第

２
項

（
第

３
項

）
の

規
定

に
よ

り
､
別

紙
の

と
お

り

契
約

約
款

を
設

定
（

変
更

）
す

る
の

で
届

け
出

ま
す

。
 

設
定

（
変

更
）

期
日

 
 

設
定

（
変

更
）

を
必

要
と

す
る

理
由

 
 

注
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

4
番

と
す

る
こ

と
。
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様
式

第
1
8
の

７
（

第
2
5
条

の
７

の
３

関
係

）
 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

 

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

業
務

変
更

届
出

書
 

 

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 

総
務

大
臣

 
殿

 
 

郵
便

番
号

 

（
ふ

り
が

な
）

 

住
 

 
所

 

（
ふ

り
が

な
）

 

氏
 

 
名

（
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
。
法
人
に
あ
つ

て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
代
表
者

が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
。
）
 
 
印

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連
 
絡

 
先

（
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
担
当
部
署
等
が

あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部
署
名
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
）

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

提

供
の

業
務

に
つ

い
て

次
の

と
お

り
変

更
し

た
の

で
、

電
気

通
信

事
業

法
第

3
8

条
の

２
の

規
定

に
よ

り

、
届

け
出

ま
す

。
 

変
更

事
項

 
  

変
更

内
容

 
変

 
更

 
前

 
変

 
更

 
後

 

 
 

変
更

し
た

年
月

日
 

 

変
更

の
理

由
 

  

注
１

 
添

付
す

る
契

約
書

そ
の

他
の

書
面

の
写

し
に

記
載

が
あ

る
項

目
に

つ
い

て
は

、
該

当
箇

所

を
示

す
こ

と
。

 

 
 

２
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
。
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様
式

第
1
8
の

８
（

第
2
5
条

の
７

の
４

関
係

）
 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

 

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

業
務

廃
止

届
出

書
  

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

総
務

大
臣

 
殿

 
 

郵
便

番
号

 

（
ふ

り
が

な
）

 

住
 

 
所

 

（
ふ

り
が

な
）

 

氏
 

 
名

（
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
。
法
人
に
あ
つ

て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
と
し
、
代
表
者

が
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
。
）
 
 
 
印

 
 
 

連
 
絡

 
先

（
連
絡
の
と
れ
る
電
話
番
号
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
担
当
部
署
等
が

あ
る
場
合
は
、
当
該
担
当
部
署
名
等
を
記
載
す
る
こ
と
。
）

 

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
又

は
第

二
種

指
定

電
気

通
信

設
備

を
用

い
る

卸
電

気
通

信
役

務
の

提

供
の

業
務

を
廃

止
し

た
の

で
、

電
気

通
信

事
業

法
第

3
8
条

の
２

の
規

定
に

よ
り

届
け

出
ま

す
。

 

廃
止

し
た

年
月

日
 

 

電
気

通
信

事
業

法
第

1
8

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

利
用

者
に

周
知

さ
せ

る
た

め
に

行
つ

た
措

置
の

内
容

 

 

注
１

 
「

電
気

通
信

事
業

法
第

1
8

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

利
用

者
に

周
知

さ
せ

る
た

め
に

行
つ

た

措
置

の
内

容
」

に
つ

い
て

は
、

周
知

さ
せ

た
事

項
、

時
期

、
利

用
者

の
範

囲
及

び
方

法
等

を
具

体
的

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

２
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
。
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附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。)

の
施
行
の
日(

平
成
二
十
八
年

月 
 

日)

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一 

次
項
、
附
則
第
三
項
及
び
第
七
項
の
規
定 

公
布
の
日 

二 

第
二
十
三
条
の
四
第
二
項
第
八
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
附
則
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定 

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
第
一
種
指
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第

三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と

い
う
。
）
の
規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
日
前
に
お
い
て
も
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
が
新
施
行
規
則
の
規
定
に
合
致
し
て
い
る
場
合
は
、
附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
日
前
に
お
い
て
も
当
該
申
請
を
認
可
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

４ 

第
一
種
指
定
事
業
者
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事

業
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
新
施
行
規
則
の
規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
日

か
ら
三
月
以
内
に
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
て
い
る
接
続
約
款
は
、
前
項
の
申
請
に
基
づ
く
認
可
に
関
す
る
処

分
が
あ
る
ま
で
の
間
は
、
新
施
行
規
則
の
規
定
に
合
致
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。 

６ 

附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
新
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
四
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
項
第
九
号
中
「
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
」
と
あ
る
の
は
、
「
接
続
料
規
則
」
と
す
る
。 

７ 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
第
二
種
指
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第

三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
新
施
行
規
則
の
規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
同
項
の
規
定
に
基
づ
く

変
更
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

第
二
種
指
定
事
業
者
は
、
施
行
日
ま
で
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
新
施
行
規
則
の
規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
施
行
日
か
ら
三
月
以
内
に
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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９ 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
接
続
約
款
は
、
前
項
の
変
更
届
出
が
あ
る
ま
で
の
間
は
、
新
施

行
規
則
の
規
定
に
合
致
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。 

10 
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
附
則
第
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
者
に
係
る
新
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
五
、
第
二
十
五
条
の
七

及
び
様
式
第
十
八
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
五
中
「
の
開
始
の
」
と
あ
る
の
は
「
の
」
と
、
新
施
行
規
則
第
二
十
五
条
の
七

中
「
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
新
施
行
規
則
様
式
第
十
八
の
五
中
「
提
供
業

務
開
始
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
業
務
」
と
、
「
を
開
始
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
に
つ
い
て
」
と
す
る
。 
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○
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
六
号
）
一
部
改
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

改 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者

（
以
下
「
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
提
供
事
業
者
」
と
い
う
。
）
及
び
指
定
電
気

通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
指
定
電
気
通
信
役
務
提
供

事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
会
計
の
基
準
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
財
政
状

態
及
び
経
営
成
績
を
明
ら
か
に
し
、
も
つ
て
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
及
び
指
定

電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
の
適
正
な
算
定
に
資
す
る
こ
と
並
び
に
特
定
ド

メ
イ
ン
名
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
特
定
ド
メ
イ

ン
名
電
気
通
信
役
務
提
供
事
業
者
」
と
い
う
。
）
並
び
に
電
気
通
信
事
業
法
（

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気

通
信
事
業
者
及
び
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信

設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
禁
止
行
為
等
規
定
適
用
事
業
者

」
と
い
う
。
）
の
会
計
の
基
準
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
財
政
状
態
及
び

経
営
成
績
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者

（
以
下
「
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
提
供
事
業
者
」
と
い
う
。
）
及
び
指
定
電
気

通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
指
定
電
気
通
信
役
務
提
供

事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
会
計
の
基
準
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
財
政
状

態
及
び
経
営
成
績
を
明
ら
か
に
し
、
も
つ
て
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
及
び
指
定

電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
の
適
正
な
算
定
に
資
す
る
こ
と
並
び
に
電
気
通

信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
及
び
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
第
一
種
指

定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
禁
止
行
為
等
規
定

適
用
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
会
計
の
基
準
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
財

政
状
態
及
び
経
営
成
績
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
遵
守
義
務
） 

第
二
条 

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
提
供
事
業
者
、
指
定
電
気
通
信
役
務
提
供
事
業

者
、
特
定
ド
メ
イ
ン
名
電
気
通
信
役
務
提
供
事
業
者
及
び
禁
止
行
為
等
規
定
適

用
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
会
計
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
別
の
理
由

（
遵
守
義
務
） 

第
二
条 

基
礎
的
電
気
通
信
役
務
提
供
事
業
者
、
指
定
電
気
通
信
役
務
提
供
事
業

者
及
び
禁
止
行
為
等
規
定
適
用
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
は
、

こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
会
計
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
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が
あ
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
ら

な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

（
事
業
年
度
） 

第
三
条 
事
業
者
の
事
業
年
度
は
、
一
年
又
は
六
月
と
し
、
そ
の
始
期
は
、
一
年

の
も
の
に
あ
つ
て
は
四
月
一
日
と
し
、
六
月
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
四
月
一
日

及
び
十
月
一
日
と
す
る
。 

２ 

特
定
ド
メ
イ
ン
名
電
気
通
信
役
務
提
供
事
業
者
（
当
該
特
定
ド
メ
イ
ン
名
電

気
通
信
役
務
提
供
事
業
者
が
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
提
供
事
業
者
、
指
定
電

気
通
信
役
務
提
供
事
業
者
又
は
禁
止
行
為
等
規
定
適
用
事
業
者
で
あ
る
場
合
を

除
く
。
）
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
と
し
、
そ

の
始
期
は
、
一
年
の
も
の
に
あ
つ
て
は
四
月
一
日
と
し
、
六
月
の
も
の
に
あ
つ

て
は
、
四
月
一
日
及
び
十
月
一
日
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
す
る
」
と
す

る
。 

（
事
業
年
度
） 

第
三
条 

（
略
） 

（
勘
定
科
目
及
び
財
務
諸
表
） 

第
五
条 

事
業
者
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
別
表
第
一
に
よ
り

そ
の
勘
定
科
目
を
分
類
し
、
か
つ
、
別
表
第
二
の
様
式
に
よ
り
貸
借
対
照
表
、

損
益
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
諸
表
（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
に
つ

い
て
は
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
提
供
事
業
者
に
限
り
、
指
定
電
気
通
信
役
務
損

益
明
細
表
に
つ
い
て
は
指
定
電
気
通
信
役
務
提
供
事
業
者
に
限
り
、
移
動
電
気

通
信
役
務
損
益
明
細
表
に
つ
い
て
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
に
限
る
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
財
務
諸
表
の
う
ち
、
附
属
明
細
書
と
し
て
記
載
す
べ
き
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

（
勘
定
科
目
及
び
財
務
諸
表
） 

第
五
条 

事
業
者
は
、
別
表
第
一
に
よ
り
そ
の
勘
定
科
目
を
分
類
し
、
か
つ
、
別

表
第
二
の
様
式
に
よ
り
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
諸
表
（
基

礎
的
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
に
つ
い
て
は
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
提
供
事

業
者
に
限
り
、
指
定
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
に
つ
い
て
は
指
定
電
気
通
信

役
務
提
供
事
業
者
に
限
り
、
移
動
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
に
つ
い
て
は
法

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
に
限
る
。
）

を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
財
務
諸
表
の
う
ち
、

附
属
明
細
書
と
し
て
記
載
す
べ
き
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

。 
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一
～
十
二 

（
略
） 

一
～
十
二 

（
略
） 

２ 

第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
ド
メ
イ
ン
名
電
気
通
信
役
務
提
供
事
業
者

は
、
別
表
第
一
の
二
に
よ
り
そ
の
勘
定
科
目
を
分
類
し
、
か
つ
、
別
表
第
二
の

二
の
様
式
に
よ
り
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
諸
表
を
作
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
電
気
通
信
事
業
以
外
の
事
業
及
び
ド
メ
イ
ン
名
関
連
事
業
以
外
の
事
業
） 

第
六
条 

電
気
通
信
事
業
以
外
の
事
業
に
属
す
る
固
定
資
産
、
収
益
又
は
費
用
で

あ
つ
て
、
別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
定
め
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の

内
容
を
明
示
す
る
科
目
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

ド
メ
イ
ン
名
関
連
事
業
（
入
力
さ
れ
た
ド
メ
イ
ン
名
の
一
部
又
は
全
部
に
対

応
し
て
ア
イ
・
ピ
ー
・
ア
ド
レ
ス
を
出
力
す
る
機
能
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備

を
電
気
通
信
事
業
者
の
通
信
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気

通
信
事
業
並
び
に
当
該
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介

、
取
次
ぎ
及
び
代
理
の
事
業
そ
の
他
の
ド
メ
イ
ン
名
に
関
連
す
る
事
業
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
以
外
の
事
業
に
属
す
る
固
定
資
産
、
収
益
又
は
費
用
で
あ
つ

て
、
別
表
第
一
の
二
及
び
別
表
第
二
の
二
に
定
め
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

そ
の
内
容
を
明
示
す
る
科
目
を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
電
気
通
信
事
業
以
外
の
事
業
） 

第
六
条 

（
略
） 

（
減
価
償
却
） 

 

第
十
条 

電
気
通
信
事
業
固
定
資
産
及
び
ド
メ
イ
ン
名
関
連
事
業
固
定
資
産
の
減

価
償
却
は
、
有
形
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
定
率
法
又
は
定
額
法
に
よ
り
、
無
形

固
定
資
産
に
つ
い
て
は
定
額
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

電
気
通
信
事
業
固
定
資
産
及
び
ド
メ
イ
ン
名
関
連
事
業
固
定
資
産
に
対
す
る

減
価
償
却
費
の
額
は
、
そ
の
計
上
の
つ
ど
、
個
々
の
資
産
に
適
正
に
配
賦
し
な

（
減
価
償
却
） 

 

第
十
条 

電
気
通
信
事
業
固
定
資
産
の
減
価
償
却
は
、
有
形
固
定
資
産
に
つ
い
て

は
定
率
法
又
は
定
額
法
に
よ
り
、
無
形
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
定
額
法
に
よ
り

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

電
気
通
信
事
業
固
定
資
産
に
対
す
る
減
価
償
却
費
の
額
は
、
そ
の
計
上
の
つ

ど
、
個
々
の
資
産
に
適
正
に
配
賦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
個
々
の
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
個
々
の
資
産
に
配
賦
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合

は
、
耐
用
年
数
の
異
な
る
資
産
の
区
分
ご
と
に
配
賦
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

資
産
に
配
賦
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
耐
用
年
数
の
異
な
る
資
産
の
区
分

ご
と
に
配
賦
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
共
用
固
定
資
産
の
整
理
） 

 

第
十
一
条 
電
気
通
信
事
業
と
電
気
通
信
事
業
以
外
の
事
業
又
は
ド
メ
イ
ン
名
関

連
事
業
と
ド
メ
イ
ン
名
関
連
事
業
以
外
の
事
業
と
に
共
用
さ
れ
る
固
定
資
産

は
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
勘
定
に
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
基
準
に
よ
つ
て
整
理
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合

は
、
そ
の
全
部
を
主
た
る
用
途
の
事
業
の
勘
定
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
共
用
固
定
資
産
の
整
理
） 

 

第
十
一
条 

電
気
通
信
事
業
と
電
気
通
信
事
業
以
外
の
事
業
と
に
共
用
さ
れ
る
固

定
資
産
は
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
勘
定
に
整
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
基
準
に
よ
つ
て
整
理
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難

な
場
合
は
、
そ
の
全
部
を
主
た
る
用
途
の
事
業
の
勘
定
に
整
理
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

（
関
連
収
益
及
び
関
連
費
用
） 

 

第
十
五
条 

電
気
通
信
事
業
と
電
気
通
信
事
業
以
外
の
事
業
と
に
関
連
す
る
収
益

及
び
費
用
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
ほ
か
、
適
正
な
基
準
に
よ
り

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
配
賦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
 

２ 

ド
メ
イ
ン
名
関
連
事
業
と
ド
メ
イ
ン
名
関
連
事
業
以
外
の
事
業
と
に
関
連
す

る
収
益
及
び
費
用
は
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
に
配
賦
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

二
以
上
の
種
類
（
別
表
第
二
様
式
第
14
の
表
か
ら
様
式
第
16
の
表
ま
で
の

役
務
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
種
類
を
い
う
。
）
の
電
気
通
信
役
務
に
関
連
す
る

収
益
及
び
費
用
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
ほ
か
、
適
正
な
基
準
に

よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
役
務
に
配
賦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

前
三
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
基
準
に
よ
つ
て
配
賦
す
る
こ
と
が
著
し
く

困
難
な
と
き
は
、
そ
の
全
部
を
主
た
る
関
連
を
有
す
る
事
業
又
は
役
務
に
整
理

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
関
連
収
益
及
び
関
連
費
用
） 

 

第
十
五
条 

（
略
） 

 

     

２ 

（
略
） 

 

   
３ 
前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
基
準
に
よ
つ
て
配
賦
す
る
こ
と
が
著
し
く

困
難
な
と
き
は
、
そ
の
全
部
を
主
た
る
関
連
を
有
す
る
事
業
又
は
役
務
に
整
理

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
収
支
の
状
況
そ
の
他
会
計
に
関
す
る
事
項
の
公
表
） 

（
禁
止
行
為
等
規
定
適
用
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
収
支
の
状
況
そ
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の
他
会
計
に
関
す
る
事
項
の
公
表
） 

第
十
八
条 

法
第
三
十
条
第
六
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
別
表
第
二
の

様
式
に
よ
る
次
に
掲
げ
る
財
務
諸
表
（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
に

つ
い
て
は
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
提
供
事
業
者
に
限
り
、
指
定
電
気
通
信
役
務

損
益
明
細
表
に
つ
い
て
は
指
定
電
気
通
信
役
務
提
供
事
業
者
に
限
り
、
移
動
電

気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
に
つ
い
て
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指

定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
に
限
る
。
）
に
記
載
す
る
事
項
と
す
る
。 

第
十
八
条 

法
第
三
十
条
第
五
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
別
表
第
二
の

様
式
に
よ
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
財
務
諸
表
（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
損
益
明

細
表
に
つ
い
て
は
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
提
供
事
業
者
に
限
り
、
指
定
電
気
通

信
役
務
損
益
明
細
表
に
つ
い
て
は
指
定
電
気
通
信
役
務
提
供
事
業
者
に
限
り
、

移
動
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
に
つ
い
て
は
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
に
限
る
。
）
に
記
載
す
る
事
項
と
す
る
。 

一
～
十 

（
略
） 

 

一
～
十 

（
略
） 

 

２ 

法
第
三
十
九
条
の
三
第
三
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
別
表
第
二
の

二
の
様
式
に
よ
る
次
に
掲
げ
る
財
務
諸
表
に
記
載
す
る
事
項
と
す
る
。 

 

一 

貸
借
対
照
表 

 

二 

損
益
計
算
書 

 

三 

個
別
注
記
表
（
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
に
関
す
る
注
記
を
除
く
。
） 

 

３ 

法
第
三
十
条
第
六
項
又
は
第
三
十
九
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通

信
役
務
に
関
す
る
収
支
の
状
況
そ
の
他
会
計
に
関
す
る
事
項
の
公
表
は
、
毎
事

業
年
度
ご
と
に
、
当
該
事
業
年
度
経
過
後
三
月
以
内
に
営
業
所
そ
の
他
の
事
業

所
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
備
置
き
の
日
か
ら

七
日
以
内
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

法
第
三
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
収
支
の
状
況

そ
の
他
会
計
に
関
す
る
事
項
の
公
表
は
、
毎
事
業
年
度
ご
と
に
、
当
該
事
業
年

度
経
過
後
三
月
以
内
に
営
業
所
そ
の
他
の
事
業
所
に
備
え
置
き
、
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
備
置
き
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
公
表
は
、
同
項
の
備
置
き
の
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
ま

で
の
間
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 
（
略
） 

 
 

 

附 

則 

１ 

（
略
） 

附 

則 

１ 

（
略
） 
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２ 

事
業
者
の
作
成
す
る
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
五
条
第
一

項
第
九
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 
３ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
第
一
項
第
九
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
の
規

定
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
間
、
事
業
者
は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

財
務
諸
表
の
提
出
の
際
、
併
せ
て
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
、
指

定
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
及
び
移
動
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
が
こ
の

省
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
適
正
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
職
業
的
に
資
格
の

あ
る
会
計
監
査
人
に
よ
る
証
明
書
並
び
に
当
該
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
損
益
明

細
表
、
指
定
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
及
び
移
動
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細

表
を
作
成
す
る
際
に
準
拠
し
た
収
益
及
び
費
用
の
配
賦
の
基
準
及
び
手
順
を
記

載
し
た
書
類
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
基
礎
的
電
気
通
信
役

務
損
益
明
細
表
、
指
定
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
及
び
移
動
電
気
通
信
役
務

損
益
明
細
表
を
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
法
に
よ
り
開
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

事
業
者
の
作
成
す
る
附
属
明
細
書
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
五
条
第
九

号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
五
条
第
九
号
、
第
十
号
及
び
第
十
一
号
の
規
定
が
適

用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
間
、
事
業
者
は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
財
務
諸

表
の
提
出
の
際
、
併
せ
て
、
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
、
指
定
電
気

通
信
役
務
損
益
明
細
表
及
び
移
動
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
が
こ
の
省
令
の

規
定
に
基
づ
い
て
適
正
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
職
業
的
に
資
格
の
あ
る
会

計
監
査
人
に
よ
る
証
明
書
並
び
に
当
該
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
、

指
定
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
及
び
移
動
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
を
作

成
す
る
際
に
準
拠
し
た
収
益
及
び
費
用
の
配
賦
の
基
準
及
び
手
順
を
記
載
し
た

書
類
を
総
務
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
当
該
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
損
益

明
細
表
、
指
定
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
及
び
移
動
電
気
通
信
役
務
損
益
明

細
表
を
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
法
に
よ
り
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 
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改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 

別
表

第
一

の
二

（
第

５
条

及
び

第
６

条
関

係
）

 
 

勘
 

定
 

科
 

目
 

表
 

資
産
 

流
動

資
産
 

科
 

 
 

 
 

目
 

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

考
 

現
金

及
び

預
金

 

受
取

手
形

 

 売
掛

金
 

リ
ー

ス
債

権
 

             リ
ー

ス
投

資
債

権
 

      有
価

証
券

 

  親
会

社
株

式
 

  

期
限

が
決

算
期

後
１

年
を

超
え

る
も

の
を

除
く

。
 

通
常

の
取

引
に

基
づ

い
て

発
生

し
た

手
形

（
金

融
手

形
を

除
く

。
）

上
の

債
権

 

通
常

の
取

引
に

基
づ

い
て

発
生

し
た

事
業

上
の

未
収

額
 

所
有

権
移

転
フ

ァ
イ

ナ
ン

ス
・

リ
ー

ス
取

引
（

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

・
リ

ー
ス

取
引

（
リ

ー
ス

取
引

の
う

ち
、

リ
ー

ス
契

約
に

基
づ

く
期

間
の

中
途

に
お

い
て

当
該

リ
ー

ス
契

約
を

解
除

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
も

の
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
も

の
で

、
リ

ー
ス

物
件

（
当

該
リ

ー
ス

契
約

に
よ

り
使

用
す

る
物

件
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
の

借
主

が
、

当
該

リ
ー

ス
物

件
か

ら
も

た
ら

さ
れ

る
経

済
的

利
益

を
実

質
的

に
享

受
す

る
こ

と
が

で
き

、
か

つ
、

当
該

リ
ー

ス
物

件
の

使
用

に
伴

つ
て

生
じ

る
費

用
等

を
実

質
的

に
負

担
す

る
こ

と
と

な
る

も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
う

ち
、

リ
ー

ス
契

約
上

の
諸

条
件

に
照

ら
し

て
リ

ー
ス

物
件

の
所

有
権

が
借

主
に

移
転

す
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

に
お

け
る

も
の

の
う

ち
、

通
常

の
取

引
に

基
づ

い
て

発
生

し
た

も
の

（
破

産
更

生
債

権
等

で
決

算
期

後
１

年
以

内
に

弁
済

を
受

け
ら

れ
な

い
こ

と
が

明
ら

か
な

も
の

を
除

く
。

）
及

び
通

常
の

取
引

以
外

の
取

引
に

基
づ

い
て

発
生

し
た

も
の

で
決

算
期

後
１

年
以

内
に

期
限

が
到

来
す

る
も

の
 

所
有

権
移

転
外

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

・
リ

ー
ス

取
引

（
フ

ァ
イ

ナ
ン

ス
・

リ
ー

ス
取

引
の

う
ち

、
所

有
権

移
転

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

・
リ

ー
ス

取
引

以
外

の
も

の
を

い
う

。
）

に
お

け
る

も
の

の
う

ち
、

通
常

の
取

引
に

基
づ

い
て

発
生

し
た

も
の

（
破

産
更

生
債

権
等

で
決

算
期

後
１

年
以

内
に

弁
済

を
受

け
ら

れ
な

い
こ

と
が

明
ら

か
な

も
の

を
除

く
。

）
及

び
通

常
の

取
引

以
外

の
取

引
に

基
づ

い
て

発
生

し
た

も
の

で
決

算
期

後
１

年
以

内
に

期
限

が
到

来
す

る
も

の
 

売
買

目
的

有
価

証
券

（
時

価
の

変
動

に
よ

り
利

益
を

得
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

保
有

す
る

有
価

証
券

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

及
び

１
年

以
内

に
満

期
の

到
来

す
る

有
価

証
券

 

親
会

社
株

式
（

会
社

法
（

平
成

1
7
年

法
律

第
8
6
号

）
第

1
3
5
条

第
２

項

及
び

第
8
0
0
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
取

得
し

た
も

の
に

限
る

。
以

下
同

じ
。

）
の

う
ち

貸
借

対
照

表
日

後
１

年
以

内
に

処
分

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ
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  商
品

及
び

製
品

 

仕
掛

品
 

原
材

料
及

び
貯

蔵
品

 

前
渡

金
 

 前
払

費
用

 

繰
延

税
金

資
産

 

   未
収

収
益

 

社
内

短
期

債
権

 

短
期

貸
付

金
 

未
収

入
金

 

そ
の

他
の

流
動

資
産

 

 （
何

）
貸

倒
引

当
金

（
貸

方
）

 

る
も

の
（

そ
の

額
が

重
要

で
な

い
と

き
は

、
注

記
に

よ
る

こ
と

を
妨

げ
な

い
。

）
 

   通
常

の
取

引
に

基
づ

く
物

品
の

購
入

、
外

注
加

工
等

の
た

め
の

手
付

金
又

は
前

渡
金

 

決
算

期
後

１
年

以
内

に
費

用
と

な
る

も
の

の
前

払
額

 

⑴
 

流
動

資
産

に
属

す
る

資
産

又
は

流
動

負
債

に
属

す
る

負
債

に
関

連
す

る
繰

延
税

金
資

産
 

⑵
 

特
定

の
資

産
又

は
負

債
に

関
連

し
な

い
繰

延
税

金
資

産
で

決
算

期
後

１
年

以
内

に
取

り
崩

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
 

 株
主

、
役

員
又

は
従

業
員

に
対

す
る

短
期

債
権

 

期
限

が
決

算
期

後
１

年
以

内
の

貸
付

金
 

 １
年

以
内

に
現

金
化

さ
れ

る
資

産
及

び
期

限
が

決
算

期
後

１
年

以
内

の
債

権
で

他
の

流
動

資
産

科
目

に
属

さ
な

い
も

の
 

短
期

金
銭

債
権

の
貸

倒
損

失
に

備
え

る
た

め
の

引
当

額
（

一
括

し
て

掲
記

す
る

こ
と

を
妨

げ
な

い
。

）
 

固
定

資
産
 

科
 

 
 

 
 

目
 

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

考
 

１
 

ド
メ

イ
ン

名
関

連
事

業
固

定
資

産
 

 
⑴

 
有

形
固

定
資

産
 

 
 

建
物

 

 
 

構
築

物
 

 
 

機
械

及
び

装
置

 

 
 

車
両

運
搬

具
 

 
 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

 
 

土
地

 

 
 

リ
ー

ス
資

産
 

 
 

 建
設

仮
勘

定
 

 
 

 そ
の

他
の

有
形

固
定

 

資
産

 

 
⑵

 
無

形
固

定
資

産
 

 
 

の
れ

ん
 

   附
属

設
備

を
含

む
。

 

      事
業

者
が

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

・
リ

ー
ス

取
引

に
お

け
る

リ
ー

ス
物

件
の

借
主

で
あ

る
資

産
（

有
形

固
定

資
産

に
属

す
る

も
の

に
限

る
。

）
 

設
備

の
建

設
の

た
め

に
支

出
し

た
こ

と
が

明
ら

か
な

手
付

金
及

び
前

渡
金

を
含

む
。

 

   会
社

計
算

規
則

（
平

成
1
8
年

法
務

省
令

第
1
3
号

）
第

1
1
条

の
規

定
に
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 特
許

権
 

 
 

借
地

権
 

 
 

商
標

権
 

 
 

実
用

新
案

権
 

 
 

意
匠

権
 

 
 

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

 

 
 

リ
ー

ス
資

産
 

 
 

 そ
の

他
の

無
形

固
定

 

資
産

 

２
 

（
何

）
業

固
定

資
産

 

 
⑴

 
有

形
固

定
資

産
 

 
 

（
何

）
 

 
 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

（
貸

方
）

 

 
⑵

 
無

形
固

定
資

産
 

 
 

（
何

）
 

３
 

投
資

そ
の

他
の

資
産

 

 
投

資
有

価
証

券
 

 
 親

会
社

株
式

 

 関
係

会
社

株
式

 

 
 関

係
会

社
社

債
 

 

 
そ

の
他

の
関

係
会

社
有

 

価
証

券
 

 
出

資
金

 

 
関

係
会

社
出

資
金

 

 
長

期
貸

付
金

 

 
 

 

社
内

長
期

貸
付

金
 

関
係

会
社

長
期

貸
付

金
 

 
破

産
更

生
債

権
等

 

 
 長

期
前

払
費

用
 

 
前

払
年

金
費

用
 

よ
り

資
産

に
計

上
す

る
も

の
 

有
償

取
得

し
た

も
の

に
限

る
。

 

同
上

（
地

上
権

を
含

む
。

）
 

有
償

取
得

し
た

も
の

に
限

る
。

 

同
上

 

同
上

 

電
子

計
算

機
又

は
交

換
機

用
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
等

 

事
業

者
が

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

・
リ

ー
ス

取
引

に
お

け
る

リ
ー

ス
物

件
の

借
主

で
あ

る
資

産
（

無
形

固
定

資
産

に
属

す
る

も
の

に
限

る
。

）
 

   （
何

）
業

の
用

に
供

す
る

有
形

固
定

資
産

 

 有
形

固
定

資
産

に
対

す
る

減
価

償
却

の
累

計
額

 

 （
何

）
業

の
用

に
供

す
る

無
形

固
定

資
産

 

  親
会

社
株

式
、

関
係

会
社

株
式

、
関

係
会

社
社

債
及

び
そ

の
他

の
関

係
会

社
有

価
証

券
以

外
の

も
の

。
流

動
資

産
に

属
す

る
も

の
を

除
く

。
 

親
会

社
株

式
の

う
ち

流
動

資
産

に
属

さ
な

い
も

の
（

そ
の

額
が

重
要

で
な

い
と

き
は

、
注

記
に

よ
る

こ
と

を
妨

げ
な

い
。

）
 

売
買

目
的

有
価

証
券

に
該

当
す

る
株

式
及

び
親

会
社

株
式

以
外

の
も

の
。

流
動

資
産

に
属

す
る

も
の

を
除

く
。

 

売
買

目
的

有
価

証
券

に
該

当
す

る
社

債
以

外
の

も
の

。
流

動
資

産
に

属
す

る
も

の
を

除
く

。
 

関
係

会
社

有
価

証
券

の
う

ち
、

親
会

社
株

式
、

関
係

会
社

株
式

及
び

関
係

会
社

社
債

以
外

の
も

の
。

流
動

資
産

に
属

す
る

も
の

を
除

く
。

 

関
係

会
社

出
資

金
を

除
く

。
 

流
動

資
産

に
属

す
る

も
の

を
除

く
。

 

期
限

が
決

算
期

後
１

年
を

超
え

る
貸

付
金

（
関

係
会

社
（

会
社

計
算

規
則

第
２

条
第

３
項

第
2
2

号
に

規
定

す
る

も
の

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

、

株
主

、
役

員
又

は
従

業
員

に
対

す
る

も
の

を
除

く
。

）
 

株
主

、
役

員
又

は
従

業
員

に
対

す
る

長
期

貸
付

金
 

関
係

会
社

に
対

す
る

長
期

貸
付

金
 

破
産

債
権

、
再

生
債

権
、

更
生

債
権

そ
の

他
こ

れ
ら

に
準

ず
る

債
権

を
い

う
。

 

決
算

期
後

１
年

を
超

え
た

後
に

費
用

と
な

る
も

の
の

前
払

額
 

 

                                        

103



 
繰

延
税

金
資

産
 

 
投

資
不

動
産

 

 
そ

の
他

の
投

資
及

び
そ

 

の
他

の
資

産
 

 
 

 （
何

）
貸

倒
引

当
金

（
貸

方
）

 

流
動

資
産

に
属

す
る

も
の

を
除

く
。

 

 期
限

が
決

算
期

後
１

年
を

超
え

る
債

権
で

、
他

の
投

資
科

目
に

属
さ

な
い

も
の

及
び

売
掛

金
、

受
取

手
形

そ
の

他
営

業
取

引
に

よ
つ

て
生

じ
た

金
銭

債
権

の
う

ち
破

産
更

生
債

権
等

で
、

決
算

期
後

１
年

以
内

に
弁

済
を

受
け

ら
れ

な
い

こ
と

が
明

ら
か

な
も

の
 

長
期

金
銭

債
権

の
貸

倒
損

失
に

備
え

る
た

め
の

引
当

額
（

一
括

し
て

掲
記

す
る

こ
と

を
妨

げ
な

い
。

）
 

繰
延

資
産
 

科
 

 
 

 
 

目
 

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

考
 

創
立

費
 

開
業

費
 

株
式

交
付

費
 

社
債

発
行

費
 

開
発

費
 

   

負
債
 

流
動

負
債
 

科
 

 
 

 
 

目
 

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

考
 

支
払

手
形

 

 買
掛

金
 

短
期

借
入

金
 

 リ
ー

ス
債

務
 

 未
払

金
 

未
払

費
用

 

 未
払

法
人

税
等

 

 繰
延

税
金

負
債

 

   前
受

金
 

預
り

金
 

 前
受

収
益

 

 

通
常

の
取

引
に

基
づ

い
て

発
生

し
た

手
形

（
金

融
手

形
を

除
く

。
）

上
の

債
務

 

通
常

の
取

引
に

基
づ

い
て

発
生

し
た

事
業

上
の

未
払

額
 

金
融

手
形

そ
の

他
の

期
限

が
決

算
期

後
１

年
以

内
の

借
入

金
（

株
主

、
役

員
又

は
従

業
員

か
ら

の
も

の
を

除
く

。
）

 

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

・
リ

ー
ス

取
引

に
お

け
る

も
の

の
う

ち
、

決
算

期
後

１
年

以
内

に
期

限
が

到
来

す
る

も
の

 

未
払

配
当

金
そ

の
他

買
掛

金
又

は
未

払
費

用
に

属
さ

な
い

も
の

 

利
息

、
賃

借
料

、
給

与
等

の
費

用
で

、
当

該
事

業
年

度
以

前
に

属
す

る
も

の
の

未
払

額
 

法
人

税
、

住
民

税
（

都
道

府
県

民
税

及
び

市
町

村
民

税
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
及

び
事

業
税

の
未

納
付

額
 

⑴
 

流
動

資
産

に
属

す
る

資
産

又
は

流
動

負
債

に
属

す
る

負
債

に
関

連
す

る
繰

延
税

金
負

債
 

⑵
 

特
定

の
資

産
又

は
負

債
に

関
連

し
な

い
繰

延
税

金
負

債
で

決
算

期
後

１
年

以
内

に
取

り
崩

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
 

受
注

品
等

に
対

す
る

内
入

金
そ

の
他

前
受

収
益

に
属

さ
な

い
も

の
 

他
か

ら
預

か
つ

た
現

金
、

手
形

、
小

切
手

及
び

有
価

証
券

（
株

主
、

役
員

又
は

従
業

員
か

ら
の

も
の

を
除

く
。

）
 

利
息

、
賃

貸
料

等
の

収
益

で
、

翌
事

業
年

度
以

後
に

属
す

る
も

の
の

前
受

額
 

 

                                        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

104



修
繕

引
当

金
 

（
何

）
引

当
金

 

資
産

除
去

債
務

 

 社
内

短
期

借
入

金
 

従
業

員
預

り
金

 

そ
の

他
の

流
動

負
債

 

そ
の

性
質

に
よ

り
流

動
負

債
に

計
上

す
る

こ
と

が
相

当
な

も
の

 

資
産

除
去

債
務

の
う

ち
、

決
算

期
後

１
年

以
内

に
履

行
さ

れ
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

 

株
主

、
役

員
又

は
従

業
員

か
ら

の
短

期
借

入
金

 

社
内

預
金

等
従

業
員

か
ら

の
預

り
金

 

期
限

が
決

算
期

後
１

年
以

内
の

債
務

で
他

の
流

動
負

債
科

目
に

属
さ

な
い

も
の

 

固
定

負
債
 

科
 

 
 

 
 

目
 

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

考
 

社
債

 

長
期

借
入

金
 

 関
係

会
社

長
期

借
入

金
 

社
内

長
期

借
入

金
 

リ
ー

ス
債

務
 

 長
期

未
払

金
 

繰
延

税
金

負
債

 

退
職

給
付

引
当

金
 

（
何

）
引

当
金

 

資
産

除
去

債
務

 

そ
の

他
の

固
定

負
債

 

期
限

が
決

算
期

後
１

年
を

超
え

る
も

の
 

金
融

手
形

そ
の

他
の

期
限

が
決

算
期

後
１

年
を

超
え

る
借

入
金

（
関

係
会

社
、

株
主

、
役

員
又

は
従

業
員

か
ら

の
も

の
を

除
く

。
）

 

関
係

会
社

か
ら

の
長

期
借

入
金

 

株
主

、
役

員
又

は
従

業
員

か
ら

の
長

期
借

入
金

 

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

・
リ

ー
ス

取
引

に
お

け
る

も
の

の
う

ち
、

流
動

負
債

に
属

す
る

も
の

以
外

の
も

の
 

 繰
延

税
金

負
債

の
う

ち
流

動
負

債
に

属
さ

な
い

も
の

 

 そ
の

性
質

に
よ

り
固

定
負

債
に

整
理

す
る

こ
と

が
相

当
な

も
の

 

資
産

除
去

債
務

の
う

ち
、

流
動

負
債

に
属

す
る

も
の

以
外

の
も

の
 

期
限

が
決

算
期

後
１

年
を

超
え

る
債

務
で

他
の

固
定

負
債

科
目

に
属

さ
な

い
も

の
 

純
資

産
 

株
主

資
本
 

科
 

 
 

 
 

目
 

内
 

 
訳

 
 

科
 

 
目

 
備

 
 

 
 

 
 

 
考

 

資
本

金
 

新
株

式
申

込
証

拠
金

 

資
本

剰
余

金
 

 
資

本
準

備
金

 

 
そ

の
他

資
本

剰
余

金
 

利
益

剰
余

金
 

 
利

益
準

備
金

 

 
そ

の
他

利
益

剰
余

金
 

   自
己

株
式

（
借

方
）

 

        （
何

）
積

立
金

（
又

は
（

何
）

準

備
金

）
 

繰
越

利
益

剰
余

金
 

        任
意

積
立

金
を

目
的

別
に

科
目

を

設
け

て
整

理
す

る
。

 

自
己

株
式

申
込

証
拠

金
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評
価

・
換

算
差

額
等
 

科
 

 
 

 
 

目
 

内
 

 
訳

 
 

科
 

 
目

 
備

 
 

 
 

 
 

 
考

 

そ
の

他
有

価
証

券
評

価
差

額
金

 

繰
延

ヘ
ッ

ジ
損

益
 

土
地

再
評

価
差

額
金

 

 
   土

地
の

再
評

価
に

関
す

る
法

律

（
平

成
1
0
年

法
律

第
3
4
号

）
第

７
条

第
２

項
に

規
定

す
る

再
評

価

差
額

金
 

新
株

予
約

権
 

科
 

 
 

 
 

目
 

内
 

 
訳

 
 

科
 

 
目

 
備

 
 

 
 

 
 

 
考

 

新
株

予
約

権
 

 
 

費
用
 

営
業

費
用
 

科
 

 
 

 
 

目
 

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

考
 

１
 

ド
メ

イ
ン

名
関

連
事

業
営

業
費

用
 

売
上

原
価

 

 
販

売
費

及
び

一
般

管
理

費
 

２
 

（
何

）
業

営
業

費
用

 

 
売

上
原

価
 

 
販

売
費

及
び

一
般

管
理

費
 

  役
務

原
価

を
含

む
。

 

   役
務

原
価

を
含

む
。

 

営
業

外
費

用
 

科
 

 
 

 
 

目
 

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

考
 

支
払

利
息

 

社
債

利
息

 

社
債

発
行

費
償

却
 

売
上

割
引

 

雑
支

出
 

借
入

金
に

係
る

利
息

 

社
債

の
支

払
利

息
 

繰
延

資
産

に
計

上
し

た
社

債
発

行
費

の
償

却
額

 

 他
の

営
業

外
費

用
科

目
に

属
さ

な
い

も
の

 

特
別

損
失
 

科
 

 
 

 
 

目
 

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

考
 

固
定

資
産

売
却

損
 

減
損

損
失

 

災
害

に
よ

る
損

失
 

（
何

）
 

固
定

資
産

の
売

却
差

損
 

固
定

資
産

の
評

価
差

損
 

  

法
人

税
、

住
民

税
及

び
事

業
税

 

科
 

 
 

 
 

目
 

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

考
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法
人

税
、

住
民

税
及

び
事

業
税

 

法
人

税
等

調
整

額
 

法
人

税
、

住
民

税
及

び
事

業
税

 

 税
効

果
会

計
の

適
用

に
よ

り
計

上
さ

れ
る

法
人

税
、

住
民

税
及

び
事

業
税

の
調

整
額

 収
益
 

営
業

収
益
 

科
 

 
 

 
 

目
 

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

考
 

１
 

ド
メ

イ
ン

名
関

連
事

業
営

業
収

益
 

 
売

上
高

 

２
 

（
何

）
業

営
業

収
益

 

 
売

上
高

 

ド
メ

イ
ン

名
関

連
事

業
に

係
る

営
業

収
益

 

  （
何

）
業

に
係

る
営

業
収

益
 

 

営
業

外
収

益
 

科
 

 
 

 
 

目
 

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

考
 

受
取

利
息

 

有
価

証
券

利
息

 

受
取

配
当

金
 

仕
入

割
引

 

投
資

不
動

産
賃

貸
料

 

雑
収

入
 

預
貯

金
及

び
貸

付
金

に
係

る
利

息
 

国
債

、
地

方
債

、
社

債
等

に
係

る
利

息
 

株
式

の
配

当
金

、
出

資
金

の
分

配
金

等
 

  他
の

営
業

外
収

益
科

目
に

属
さ

な
い

も
の

 

特
別

利
益
 

科
 

 
 

 
 

目
 

備
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

考
 

固
定

資
産

売
却

益
 

負
の

の
れ

ん
発

生
益

 

（
何

）
 

固
定

資
産

の
売

却
差

益
 

負
の

の
れ

ん
の

発
生

益
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別
表

第
二

（
第

５
条

、
第

６
条

及
び

第
1
5
条

関
係

）
 

財
務

諸
表

様
式

 

様
式

第
１

 

貸
借

対
照

表
 

 
 

 
事

業
者

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

（
単

位
 

円
）

 

（
略

）
 

 （
記

載
上

の
注

意
）

 

１
 

事
業

者
が

特
定

ド
メ

イ
ン

名
電

気
通

信
役

務
を

提
供

す
る

場
合

に
お

け
る

「
（

何
）

業
固

定
資

産
」

は

、
「

ド
メ

イ
ン

名
関

連
事

業
固

定
資

産
」

及
び

「
（

何
）

業
固

定
資

産
」

に
分

類
し

掲
記

す
る

こ
と

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

特
定

ド
メ

イ
ン

名
電

気
通

信
役

務
に

係
る

固
定

資
産

は
「

ド
メ

イ
ン

名
関

連
事

業
固

定
資

産
」

に
の

み
表

示
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

２
 

前
号

の
場

合
に

お
い

て
、

「
ド

メ
イ

ン
名

関
連

事
業

固
定

資
産

」
に

属
す

る
資

産
は

、
別

表
第

１
の

２

に
よ

り
そ

の
勘

定
科

目
を

分
類

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

３
～

1
8
 

（
略

）
 

    様
式

第
２

 

損
益

計
算

書
 

 
 

 
事

業
者

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

（
単

位
 

円
）

 

（
略

）
 

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

１
 

事
業

者
が

特
定

ド
メ

イ
ン

名
電

気
通

信
役

務
を

提
供

す
る

場
合

に
お

け
る

「
（

何
）

業
営

業
損

益
」

は

、
「

ド
メ

イ
ン

名
関

連
事

業
営

業
損

益
」

及
び

「
（

何
）

業
営

業
損

益
」

に
分

類
し

掲
記

す
る

こ
と

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

特
定

ド
メ

イ
ン

名
電

気
通

信
役

務
に

係
る

収
益

又
は

費
用

は
「

ド
メ

イ
ン

名
関

連
事

業
営

業
損

益
」

に
の

み
表

示
す

る
こ

と
と

す
る

。
 

２
 

前
号

の
場

合
に

お
い

て
、

「
ド

メ
イ

ン
名

関
連

事
業

営
業

損
益

」
に

属
す

る
収

益
又

は
費

用
は

、
別

表

第
１

の
２

に
よ

り
そ

の
勘

定
科

目
を

分
類

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

３
～

1
5
 

（
略

）
 

   

別
表

第
二

（
第

５
条

、
第

６
条

及
び

第
1
5
条

関
係

）
 

財
務

諸
表

様
式

 

様
式

第
１

 

貸
借

対
照

表
 

 
 

 
事

業
者

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

（
単

位
 

円
）

 

（
略

）
 

 （
記

載
上

の
注

意
）

 

      １
～

1
6
 

（
略

）
 

    様
式

第
２

 

損
益

計
算

書
 

 
 

 
事

業
者

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

（
単

位
 

円
）

 

（
略

）
 

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

      １
～

1
3
 

（
略

）
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様
式

第
1
4
 

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
損

益
明

細
表

 

 
事

業
者

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

（
単

位
 

円
）

 

役
務

の
種

類
 

営
業

収
益

 
営

業
費

用
 

営
業

利
益

 
摘

要
 

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
 

 
 

 
 

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
以

外
の

電

気
通

信
役

務
 

 
 

 
 

合
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

１
 

（
略

）
 

２
 

第
1
5
条

第
２

項
に

規
定

す
る

基
準

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
・

(
2
)
 
 

（
略

）
 

３
～

５
 

（
略

）
 

                

様
式

第
1
4
 

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
損

益
明

細
表

 

 
事

業
者

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

（
単

位
 

円
）

 

役
務

の
種

類
 

営
業

収
益

 
営

業
費

用
 

営
業

利
益

 
摘

要
 

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
 

 
 

 
 

基
礎

的
電

気
通

信
役

務
以

外
の

電

気
通

信
役

務
 

 
 

 
 

合
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

１
 

（
略

）
 

２
 

第
1
6
条

第
２

項
に

規
定

す
る

基
準

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
・

(
2
)
 

（
略

）
 

３
～

５
 

（
略

）
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様
式

第
1
5
 

指
定

電
気

通
信

役
務

損
益

明
細

表
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

（
単

位
 

円
）

 

役
務

の
種

類
 

営
業

収
益

 
営

業
費

用
 

営
業

利
益

 
摘

要
 

指定電気通信役務
 

特
定

電
気

通
信

役
務

 

音声伝送役務 

基
本

料
 

 
 

 
 

 
 

 
 

市
内

・
市

外
通

信
 

 
 

 
 

 
 

 
 

公
衆

電
話

 
 

 
 

 
 

 
 

 

そ
の

他
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 

特
定

電
気

通
信

役
務

以
外

の
指

定
電

気
通

信
役

務
 

Ｆ
Ｔ

Ｔ
Ｈ

ア
ク

セ
ス

サ
ー

ビ
ス

 
 

 
 

 
 

 
 

 

専
用

役
務

 
 

 
 

 
 

 
 

 

そ
の

他
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 

指
定

電
気

通
信

役
務

以
外

の
電

気
通

信
役

務
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

１
 

第
1
5
条

第
２

項
に

規
定

す
る

基
準

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
(
1
)
・

（
2
）

 
（

略
）

 

２
・

３
 

（
略

）
 

様
式

第
1
5
 

指
定

電
気

通
信

役
務

損
益

明
細

表
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

（
単

位
 

円
）

 

役
務

の
種

類
 

営
業

収
益

 
営

業
費

用
 

営
業

利
益

 
摘

要
 

指定電気通信役務
 

特
定

電
気

通
信

役
務

 

音声伝送役務 

基
本

料
 

 
 

 
 

 
 

 
 

市
内

・
市

外
通

信
 

 
 

 
 

 
 

 
 

公
衆

電
話

 
 

 
 

 
 

 
 

 

そ
の

他
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 

特
定

電
気

通
信

役
務

以
外

の
指

定
電

気
通

信
役

務
 

Ｆ
Ｔ

Ｔ
Ｈ

ア
ク

セ
ス

サ
ー

ビ
ス

 
 

 
 

 
 

 
 

 

専
用

役
務

 
 

 
 

 
 

 
 

 

そ
の

他
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 

指
定

電
気

通
信

役
務

以
外

の
電

気
通

信
役

務
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

１
 

第
1
6
条

第
２

項
に

規
定

す
る

基
準

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
・

（
2
）

 
（

略
）

 

２
・

３
 

（
略

）
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様
式

第
1
6
 

移
動

電
気

通
信

役
務

損
益

明
細

表
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

 
（

単
位

 
円

）
 

役
務

の
種

類
 

営
業

収
益

 
営

業
費

用
 

営
業

利
益

 
摘

 
 

要
 

移動電気通信役務
 

音
声

伝

送
役

務
 

携
帯

電
話

 
 

 
 

 

そ
の

他
 

 
 

 
 

小
計

 
 

 
 

 

デ
ー

タ
伝

送
 

携
帯

電
話

 
 

 
 

 

そ
の

他
 

 
 

 
 

小
計

 
 

 
 

 

小
計

 
 

 
 

 

移
動

電
気

通
信

役
務

以
外

の
電

気
通

信
役

務
 

 
 

 
 

合
計

 
 

 
 

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

１
 

第
1
5
条

第
２

項
に

規
定

す
る

基
準

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

(
1
)
 
二

以
上

の
種

類
の

役
務

に
関

連
す

る
営

業
収

益
は

、
原

則
と

し
て

営
業

費
用

額
比

に
よ

っ
て

各
種

類

の
役

務
に

配
賦

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
・

(
3
)
 

（
略

）
 

２
・

３
 

（
略

）
 

         

様
式

第
1
6
 

移
動

電
気

通
信

役
務

損
益

明
細

表
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

 
（

単
位

 
円

）
 

役
務

の
種

類
 

営
業

収
益

 
営

業
費

用
 

営
業

利
益

 
摘

 
 

要
 

移動電気通信役務
 

音
声

伝

送
役

務
 

携
帯

電
話

 
 

 
 

 

Ｐ
Ｈ

Ｓ
 

 
 

 
 

そ
の

他
の

移

動
体

通
信

 

 
 

 
 

小
計

 
 

 
 

 

デ
ー

タ
伝

送
役

務
 

 
 

 
 

小
計

 
 

 
 

 

移
動

電
気

通
信

役
務

以
外

の
電

気
通

信
役

務
 

 
 

 
 

合
計

 
 

 
 

 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

１
 

第
1
6
条

第
２

項
に

規
定

す
る

基
準

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

  

(
1
)
 
・

(
2
)
 

（
略

）
 
 

２
・

３
 

（
略

）
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別
表

第
二

の
二

（
第

５
条

及
び

第
６

条
関

係
）

 財
務

諸
表

様
式

 

様
式

第
１

 

貸
借

対
照

表
 

 
 

 
事

業
者

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

（
単

位
 

円
）

 

資
産

の
部

 

Ⅰ
 

流
動

資
産

 

 
１

 
現

金
及

び
預

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
２

 
受

取
手

形
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
３

 
売

掛
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

４
 

リ
ー

ス
債

権
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
５

 
リ

ー
ス

投
資

債
権

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

６
 

有
価

証
券

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

７
 

親
会

社
株

式
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

８
 

商
品

及
び

製
品

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

９
 

仕
掛

品
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

1
0
 

原
材

料
及

び
貯

蔵
品

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
1
1
 

前
渡

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
1
2
 

前
払

費
用

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
1
3
 

繰
延

税
金

資
産

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
1
4
 

未
収

収
益

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

1
5
 

社
内

短
期

債
券

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

1
6
 

短
期

貸
付

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

1
7
 

未
収

入
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

1
8
 

そ
の

他
の

流
動

資
産

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
 

 
（

何
）

貸
倒

引
当

金
（

貸
方

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

流
動

資
産

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

Ⅱ
 

固
定

資
産

 

 
Ａ

 
ド

メ
イ

ン
名

関
連

事
業

固
定

資
産

 

 
 

(
1
)
 
有

形
固

定
資

産
 

 
 

 
１

 
建

物
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
 

 
減

価
償

却
累

計
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
２

 
構

築
物

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
 

 
減

価
償

却
累

計
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
３

 
機

械
及

び
装

置
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
 

 
減

価
償

却
累

計
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
４

 
車

両
運

搬
具

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
 

 
減

価
償

却
累

計
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

×
×

×
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５

 
工

具
、

器
具

及
び

備
品

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
 

 
減

価
償

却
累

計
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
６

 
土

地
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

７
 

リ
ー

ス
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
 

 
 

 
減

価
償

却
累

計
額

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
８

 
建

設
仮

勘
定

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

９
 

そ
の

他
の

有
形

固
定

資
産

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
 

 
 

有
形

固
定

資
産

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

(
2
)
 
無

形
固

定
資

産
 

 
 

 
１

 
の

れ
ん

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
２

 
特

許
権

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
３

 
借

地
権

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

４
 

商
標

権
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

５
 

実
用

新
案

権
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

６
 

意
匠

権
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

７
 

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

８
 

リ
ー

ス
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
 

 
９

 
そ

の
他

の
無

形
固

定
資

産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
 

無
形

固
定

資
産

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
 

ド
メ

イ
ン

名
関

連
事

業
固

定
資

産
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
Ｂ

 
（

何
）

業
固

定
資

産
 

 
 

(
1
)
 
有

形
固

定
資

産
 

 
 

 
１

 
・

・
・

・
・

・
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
 

減
価

償
却

累
計

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
 

有
形

固
定

資
産

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

(
2
)
 
無

形
固

定
資

産
 

 
 

 
１

 
・

・
・

・
・

・
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
 

無
形

固
定

資
産

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
 

（
何

）
業

固
定

資
産

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
Ｃ

 
投

資
そ

の
他

の
資

産
 

 
 

１
 

投
資

有
価

証
券

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

２
 

親
会

社
株

式
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

３
 

関
係

会
社

株
式

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

４
 

関
係

会
社

社
債

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

５
 

そ
の

他
の

関
係

会
社

有
価

証
券

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

６
 

出
資

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

７
 

関
係

会
社

出
資

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

８
 

長
期

貸
付

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

９
 

社
内

長
期

貸
付

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

1
0
 

関
係

会
社

長
期

貸
付

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
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1
1
 

破
産

更
生

債
権

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

1
2
 

長
期

前
払

費
用

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

1
3
 

前
払

年
金

費
用

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

1
4
 

繰
延

税
金

資
産

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

1
5
 

投
資

不
動

産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

1
6
 

そ
の

他
の

投
資

及
び

そ
の

他
の

資
産

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
 

（
何

）
貸

倒
引

当
金

（
貸

方
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
投

資
そ

の
他

の
資

産
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
固

定
資

産
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

Ⅲ
 

繰
延

資
産

 

 
１

 
創

立
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
２

 
開

業
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
３

 
株

式
交

付
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
４

 
社

債
発

行
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
５

 
開

発
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

繰
延

資
産

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

資
産

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

負
債

の
部

 

Ⅰ
 

流
動

負
債

 

 
１

 
支

払
手

形
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
２

 
買

掛
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
３

 
短

期
借

入
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
４

 
リ

ー
ス

債
務

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
５

 
未

払
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
６

 
未

払
費

用
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
７

 
未

払
法

人
税

等
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
８

 
繰

延
税

金
負

債
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
９

 
前

受
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
1
0
 

預
り

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
1
1
 

前
受

収
益

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
1
2
 

修
繕

引
当

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

1
3
 

（
何

）
引

当
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
1
4
 

資
産

除
去

債
務

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
1
5
 

社
内

短
期

借
入

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

1
6
 

従
業

員
預

り
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

1
7
 

そ
の

他
の

流
動

負
債

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
 

流
動

負
債

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

Ⅱ
 

固
定

負
債

 

 
１

 
社

債
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
２

 
長

期
借

入
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
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３

 
関

係
会

社
長

期
借

入
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

４
 

社
内

長
期

借
入

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

５
 

リ
ー

ス
債

務
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
６

 
長

期
未

払
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

７
 

繰
延

税
金

負
債

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
８

 
退

職
給

付
引

当
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
９

 
（

何
）

引
当

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
1
0
 

資
産

除
去

債
務

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

1
1
 

そ
の

他
の

固
定

負
債

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
 

固
定

負
債

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

負
債

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

純
資

産
の

部
 

Ⅰ
 

株
主

資
本

 

１
 

資
本

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

２
 

新
株

式
申

込
証

拠
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

３
 

資
本

剰
余

金
 

 
 
(
a
)
 

資
本

準
備

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
 
(
b
)
 

そ
の

他
資

本
剰

余
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
 

 
資

本
剰

余
金

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
４

 
利

益
剰

余
金

 

 
 
(
a
)
 

利
益

準
備

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

×
×

×
 

 
 
(
b
)
 

そ
の

他
利

益
剰

余
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

何
）

積
立

金
（

又
は

（
何

）
準

備
金

）
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
 

 
 

 
繰

越
利

益
剰

余
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
 

 
利

益
剰

余
金

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
５

 
自

己
株

式
（

借
方

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

６
 

自
己

株
式

申
込

証
拠

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
株

主
資

本
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

Ⅱ
 

評
価

・
換

算
差

額
等

 

 
１

 
そ

の
他

有
価

証
券

評
価

差
額

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
２

 
繰

延
ヘ

ッ
ジ

損
益

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
３

 
土

地
再

評
価

差
額

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

評
価

・
換

算
差

額
等

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

Ⅲ
 

新
株

予
約

権
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

純
資

産
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

負
債

・
純

資
産

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

１
 

貸
借

対
照

表
日

に
お

い
て

、
こ

の
表

に
掲

げ
た

科
目

に
計

上
す

べ
き

金
額

が
な

い
と

き
は

、
当

該
科

目
の

記
載

を
省

略
す

る
こ

と
。

こ
の

場
合

、
当

該
省

略
科

目
の

次
位

の
科

目
を

省
略

科
目

の
位

置
に

記

載
し

、
以

下
順

次
繰

り
上

げ
る

こ
と

。
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２
 

同
一

の
工

事
契

約
（

請
負

契
約

の
う

ち
、

土
木

、
建

築
、

造
船

、
機

械
装

置
の

製
造

そ
の

他
の

仕
事

に
係

る
基

本
的

な
仕

様
及

び
作

業
内

容
が

注
文

者
の

指
図

に
基

づ
い

て
い

る
も

の
を

い
う

。
）

に
係

る

た
な

卸
資

産
及

び
工

事
損

失
引

当
金

が
あ

る
場

合
に

は
、

両
者

を
相

殺
し

た
差

額
を

た
な

卸
資

産
又

は

工
事

損
失

引
当

金
と

し
て

流
動

資
産

又
は

流
動

負
債

に
表

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

３
 

各
資

産
に

係
る

引
当

金
は

、
当

該
各

資
産

の
項

目
に

対
す

る
控

除
項

目
と

し
て

、
貸

倒
引

当
金

そ
の

他
当

該
引

当
金

の
設

定
目

的
を

示
す

名
称

を
付

し
た

項
目

を
も

つ
て

表
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

た

だ
し

、
流

動
資

産
、

有
形

固
定

資
産

、
無

形
固

定
資

産
、

投
資

そ
の

他
の

資
産

又
は

繰
延

資
産

の
区

分

に
応

じ
、

こ
れ

ら
の

資
産

に
対

す
る

控
除

項
目

と
し

て
一

括
し

て
表

示
す

る
こ

と
を

妨
げ

な
い

。
 

４
 

各
有

形
固

定
資

産
に

対
す

る
減

価
償

却
累

計
額

は
、

当
該

各
有

形
固

定
資

産
の

項
目

に
対

す
る

控
除

項
目

と
し

て
、

減
価

償
却

累
計

額
の

項
目

を
も

つ
て

表
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

５
 

各
有

形
固

定
資

産
に

対
す

る
減

損
損

失
累

計
額

は
、

当
該

各
有

形
固

定
資

産
の

金
額

か
ら

直
接

控
除

し
、

そ
の

控
除

残
高

を
当

該
各

有
形

固
定

資
産

の
金

額
と

し
て

表
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

６
 

各
無

形
固

定
資

産
に

対
す

る
減

価
償

却
累

計
額

及
び

減
損

損
失

累
計

額
は

、
当

該
各

無
形

固
定

資
産

の
金

額
か

ら
直

接
控

除
し

、
そ

の
控

除
残

高
を

当
該

各
無

形
固

定
資

産
の

金
額

と
し

て
表

示
し

な
け

れ

ば
な

ら
な

い
。

 

７
 

有
形

固
定

資
産

に
分

類
さ

れ
る

リ
ー

ス
資

産
に

つ
い

て
は

、
有

形
固

定
資

産
に

分
類

さ
れ

る
他

の
科

目
（

建
設

仮
勘

定
を

除
く

。
）

に
含

め
て

表
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

８
 

無
形

固
定

資
産

に
分

類
さ

れ
る

リ
ー

ス
資

産
に

つ
い

て
は

、
無

形
固

定
資

産
に

分
類

さ
れ

る
他

の
科

目
（

の
れ

ん
を

除
く

。
）

に
含

め
て

表
示

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

９
 

流
動

資
産

に
属

す
る

繰
延

税
金

資
産

の
金

額
及

び
流

動
負

債
に

属
す

る
繰

延
税

金
負

債
の

金
額

に
つ

い
て

は
、

そ
の

差
額

の
み

を
繰

延
税

金
資

産
又

は
繰

延
税

金
負

債
と

し
て

流
動

資
産

又
は

流
動

負
債

に

表
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

1
0
 

固
定

資
産

に
属

す
る

繰
延

税
金

資
産

の
金

額
及

び
固

定
負

債
に

属
す

る
繰

延
税

金
負

債
の

金
額

に
つ

い
て

は
、

そ
の

差
額

の
み

を
繰

延
税

金
資

産
又

は
繰

延
税

金
負

債
と

し
て

固
定

資
産

又
は

固
定

負
債

に

表
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

1
1
 

各
繰

延
資

産
に

対
す

る
償

却
累

計
額

は
、

当
該

各
繰

延
資

産
の

金
額

か
ら

直
接

控
除

し
、

そ
の

控
除

残
高

を
各

繰
延

資
産

の
金

額
と

し
て

表
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

1
2
 

自
己

新
株

予
約

権
の

額
は

、
新

株
予

約
権

の
金

額
か

ら
直

接
控

除
し

、
そ

の
控

除
残

高
を

新
株

予
約

権
の

金
額

と
し

て
表

示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
自

己
新

株
予

約
権

を
控

除
項

目
と

し
て

表

示
す

る
こ

と
を

妨
げ

な
い

。
 

1
3
 

流
動

資
産

、
投

資
そ

の
他

の
資

産
、

繰
延

資
産

、
流

動
負

債
及

び
固

定
負

債
に

属
す

る
資

産
又

は
負

債
で

、
別

に
表

示
す

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
に

つ
い

て
、

当
該

資
産

又
は

負
債

を

示
す

名
称

を
付

し
た

科
目

を
も

つ
て

別
に

掲
記

す
る

こ
と

を
妨

げ
な

い
。

 

1
4
 

「
そ

の
他

の
流

動
資

産
」

、
「

そ
の

他
の

有
形

固
定

資
産

」
、

「
そ

の
他

の
無

形
固

定
資

産
」

又
は

「
そ

の
他

の
投

資
及

び
そ

の
他

の
資

産
」

に
属

す
る

資
産

で
、

そ
の

金
額

が
資

産
の

総
額

の
1
0
0
分

の

１
を

超
え

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
資

産
を

明
示

す
る

科
目

を
用

い
て

掲
記

す
る

こ
と

。
 

1
5
 

前
号

の
規

定
は

、
負

債
の

表
示

に
準

用
す

る
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

資
産

の
総

額
と

あ
る

の
は

、
負

債
及

び
純

資
産

の
合

計
額

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

 

1
6
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
。

 

 

116



様
式

第
２

 

損
益

計
算

書
 

 
 

 
事

業
者

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

（
単

位
 

円
）

 

Ⅰ
 

ド
メ

イ
ン

名
関

連
事

業
営

業
損

益
 

 
(
1
)
 
売

上
高

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

(
2
)
 
売

上
原

価
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
売

上
総

利
益

（
又

は
売

上
総

損
失

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
(
3
)
 
販

売
費

及
び

一
般

管
理

費
 

 
 

１
 

・
・

・
・

・
・

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
ド

メ
イ

ン
名

関
連

事
業

営
業

利
益

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

（
又

は
ド

メ
イ

ン
名

関
連

事
業

営
業

損
失

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ⅱ
 

（
何

）
業

営
業

損
益

 

 
(
1
)
 
売

上
高

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

(
2
)
 
売

上
原

価
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
売

上
総

利
益

（
又

は
売

上
総

損
失

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
(
3
)
 
販

売
費

及
び

一
般

管
理

費
 

 
 

１
 

・
・

・
・

・
・

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
（

何
）

業
営

業
利

益
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 
（

又
は

（
何

）
業

営
業

損
失

）
 

 
 

 
営

業
利

益
（

又
は

営
業

損
失

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

Ⅲ
 

営
業

外
収

益
 

 
１

 
受

取
利

息
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
２

 
有

価
証

券
利

息
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
３

 
受

取
配

当
金

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
４

 
仕

入
割

引
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

５
 

投
資

不
動

産
賃

貸
料

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
×

×
×

 

 
６

 
雑

収
入

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

×
×

×
 

Ⅳ
 

営
業

外
費

用
 

 
１

 
支

払
利

息
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
２

 
社

債
利

息
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
３

 
社

債
発

行
費

償
却

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
４

 
売

上
割

引
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
５

 
雑

支
出

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

×
×

×
 

 
 

経
常

利
益

（
又

は
経

常
損

失
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

Ⅴ
 

特
別

利
益

 

 
１

 
固

定
資

産
売

却
益

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
２

 
負

の
の

れ
ん

発
生

益
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
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３

 
・

・
・

・
・

・
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

×
×

×
 

Ⅵ
 

特
別

損
失

 

 
１

 
固

定
資

産
売

却
損

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
２

 
減

損
損

失
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
３

 
災

害
に

よ
る

損
失

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

 

 
４

 
・

・
・

・
・

・
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

×
×

×
 

 
 

税
引

前
当

期
純

利
益

（
又

は
税

引
前

当
期

純
損

失
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

法
人

税
、

住
民

税
及

び
事

業
税

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

法
人

税
等

調
整

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

 
 

当
期

純
利

益
（

又
は

当
期

純
損

失
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

×
×

×
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

 
１

 
当

該
事

業
年

度
に

お
い

て
、

こ
の

表
に

掲
げ

た
科

目
に

計
上

す
べ

き
金

額
が

な
い

と
き

は
、

当
該

科

目
の

記
載

を
省

略
す

る
こ

と
。

こ
の

場
合

、
当

該
省

略
科

目
の

次
位

の
科

目
を

省
略

科
目

の
位

置
に

記

載
し

、
以

下
順

次
繰

り
上

げ
る

こ
と

。
 

 
２

 
営

業
外

収
益

に
属

す
る

収
益

で
、

別
に

表
示

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

も
の

に
つ

い

て
、

当
該

収
益

を
示

す
名

称
を

付
し

た
科

目
を

も
つ

て
別

に
掲

記
す

る
こ

と
を

妨
げ

な
い

。
 

 
３

 
営

業
外

収
益

に
属

す
る

収
益

の
う

ち
そ

の
金

額
が

営
業

外
収

益
の

総
額

の
1
0
0
分

の
1
0
以

下
の

も
の

で
一

括
し

て
記

載
す

る
こ

と
が

適
当

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
当

該
収

益
を

一
括

し

て
示

す
名

称
を

付
し

た
科

目
を

も
つ

て
掲

記
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
４

 
雑

収
入

に
属

す
る

収
益

で
営

業
外

収
益

の
総

額
の

1
0
0
分

の
1
0
を

超
え

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
そ

れ

ぞ
れ

当
該

収
益

を
明

示
す

る
科

目
を

用
い

て
掲

記
す

る
こ

と
。

 

 
５

 
営

業
外

収
益

に
属

す
る

収
益

の
う

ち
、

関
係

会
社

に
係

る
収

益
の

金
額

が
営

業
外

収
益

の
総

額
の

1
0
0
分

の
1
0
を

超
え

る
も

の
に

つ
い

て
は

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
収

益
を

明
示

す
る

科
目

を
用

い
て

、
個

別

注
記

表
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

 
６

 
特

別
利

益
項

目
の

う
ち

、
「

固
定

資
産

売
却

益
」

の
記

載
に

つ
い

て
は

、
当

該
固

定
資

産
の

種
類

又

は
内

容
を

、
そ

の
他

の
項

目
に

つ
い

て
は

、
当

該
項

目
の

発
生

原
因

又
は

性
格

を
示

す
名

称
を

付
し

た

科
目

に
よ

つ
て

掲
記

す
る

こ
と

。
た

だ
し

、
当

該
事

項
を

科
目

に
よ

つ
て

表
示

す
る

こ
と

が
困

難
な

場

合
に

は
、

個
別

注
記

表
に

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
７

 
第

２
号

及
び

第
３

号
の

規
定

は
、

営
業

外
費

用
に

属
す

る
費

用
、

特
別

利
益

に
属

す
る

利
益

及
び

特

別
損

失
に

属
す

る
損

失
の

記
載

に
準

用
す

る
。

 

 
８

 
第

４
号

の
規

定
は

、
雑

支
出

に
属

す
る

費
用

の
記

載
に

準
用

す
る

。
 

 
９

 
第

５
号

の
規

定
は

、
営

業
外

費
用

に
属

す
る

費
用

の
記

載
に

準
用

す
る

。
 

 
1
0
 

第
６

号
の

規
定

は
、

特
別

損
失

に
属

す
る

損
失

の
記

載
に

準
用

す
る

。
 

 
1
1
 

損
益

計
算

書
に

は
、

包
括

利
益

に
関

す
る

事
項

を
表

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

 
1
2
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
。
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改 
 

正 
 

案 
様

式
第

３
 

株
主

資
本

等
変

動
計

算
書

 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
年

 
 

月
 

 
日

か
ら

 
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

単
位

 
円

）
 

 

株
主

資
本

 
評

価
・

換
算

差
額

等
 

新
株

 

予
約

権
 

純
資

産
 

合
計

 
資

本

金
 

新
株

式
申

込
証

拠
金

 

資
本

剰
余

金
 

利
益

剰
余

金
 

自
己

 

株
式

 

自
己

 

株
式

 

申
込

 

証
拠

金
 

株
主

 

資
本

 

合
計

 

そ
の

他
 

有
価

証
券

 

評
価

 

差
額

金
 

繰
延

 

ヘ
ッ

ジ
 

損
益

 

土
地

 

再
評

価
 

差
額

金
 

評
価

・

換
算

 

差
額

等
 

合
計

 

資
本

準
備

金
 

そ
の

他

資
本

 

剰
余

金
 

資
本

 

剰
余

金

合
計

 

利
益

 

準
備

金
 

そ
の

他
利

益
剰

余

金
 

利
益

 

剰
余

金
 

合
計

 
×

×
 

積
立

金
 

繰
越

 

利
益

 

剰
余

金
 

当
期

首
残

高
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
期

変
動

額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

新
株

の
発

行
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

剰
余

金
の

配
当

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

当
期

純
利

益
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

自
己

株
式

の

処
分

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

・
・

・
・

・
・

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
株

主
資

本
以

外

の
項

目
の

当
期

変
動

額
（

純

額
）

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

当
期

変
動

額

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

当
期

末
残

高
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

１
 

こ
の

表
に

掲
げ

た
項

目
に

計
上

す
べ

き
金

額
が

な
い

場
合

は
、

当
該

項
目

を
省

略
し

た
様

式
に

よ
り

作
成

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

２
 

株
主

資
本

の
各

項
目

は
、

当
期

首
残

高
、

当
期

変
動

額
及

び
当

期
末

残
高

に
区

分
し

、
当

期
変

動
額

は
変

動
事

由
ご

と
に

記
載

す
る

こ
と

。
変

動
事

由
及

び
金

額
の

記
載

は
、

お
お

む
ね

貸
借

対
照

表
に

お
け

る
記

載
の

順
序

に
よ

る
こ

と
。

 

３
 

株
主

資
本

以
外

の
項

目
に

つ
い

て
、

当
期

変
動

額
を

、
変

動
事

由
ご

と
に

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

は
、

変
動

事
由

及
び

金
額

の
記

載
は

、
お

お
む

ね
貸

借
対

照
表

に
お

け
る

記
載

の
順

序
に

よ
る

こ
と

。
 

４
 

そ
の

他
利

益
剰

余
金

は
、

科
目

ご
と

の
記

載
に

代
え

て
そ

の
他

利
益

剰
余

金
の

合
計

額
を

、
当

期
首

残
高

、
当

期
変

動
額

及
び

当
期

末
残

高
に

区
分

し
て

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

は
、

科
目

ご
と

の
そ

れ
ぞ

れ
の

金
額

を
注

記
す

る
こ

と
。

 

５
 

評
価

・
換

算
差

額
等

は
、

科
目

ご
と

の
記

載
に

代
え

て
評

価
・

換
算

差
額

等
の

合
計

額
を

、
当

期
首

残
高

、
当

期
変

動
額

及
び

当
期

末
残

高
に

区
分

し
て

記
載

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
に

は
、

科
目

ご
と

の
そ

れ
ぞ

れ
の

金
額

を
注

記
す

る
こ

と
。

 

６
 

資
本

剰
余

金
、

利
益

剰
余

金
、

評
価

・
換

算
差

額
等

及
び

純
資

産
の

各
合

計
欄

の
記

載
は

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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７
 

当
期

首
残

高
は

、
遡

及
適

用
又

は
誤

謬
ご

び
ゆ

う

の
訂

正
を

し
た

場
合

に
あ

つ
て

は
、

当
期

首
残

高
及

び
こ

れ
に

対
す

る
影

響
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

８
 

配
当

財
産

が
金

銭
の

場
合

に
は

、
株

式
の

種
類

ご
と

の
配

当
金

の
総

額
、

１
株

当
た

り
配

当
額

、
基

準
日

及
び

効
力

発
生

日
を

付
記

す
る

こ
と

。
 

９
 

配
当

財
産

が
金

銭
以

外
の

場
合

に
は

、
株

式
の

種
類

ご
と

に
配

当
財

産
の

種
類

並
び

に
配

当
財

産
の

帳
簿

価
額

、
１

株
当

た
り

配
当

額
、

基
準

日
及

び
効

力
発

生
日

を
付

記
す

る
こ

と
。

 

1
0
 

基
準

日
が

当
期

に
属

す
る

配
当

の
う

ち
、

配
当

の
効

力
発

生
日

が
翌

期
と

な
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

配
当

の
原

資
及

び
第

７
号

又
は

第
８

号
に

準
ず

る
事

項
を

付
記

す
る

こ
と

。
 

1
1
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
。
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改 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

様
式

第
４

 

個
別

注
記

表
 

 
 

 
事

業
者

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
か

ら
 

年
 

 
月

 
 

日
ま

で
 

１
 

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
注

記
 

２
 

重
要

な
会

計
方

針
に

係
る

事
項

に
関

す
る

注
記

 

３
 

会
計

方
針

の
変

更
に

関
す

る
注

記
 

４
 

表
示

方
法

の
変

更
に

関
す

る
注

記
 

５
 

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

に
関

す
る

注
記

 

６
 

誤
謬

ご
び

ゆ
う

の
訂

正
に

関
す

る
注

記
 

７
 

貸
借

対
照

表
に

関
す

る
注

記
 

８
 

損
益

計
算

書
に

関
す

る
注

記
 

９
 

株
主

資
本

等
変

動
計

算
書

に
関

す
る

注
記

 

1
0
 

税
効

果
会

計
に

関
す

る
注

記
 

1
1
 

リ
ー

ス
に

よ
り

使
用

す
る

固
定

資
産

に
関

す
る

注
記

 

1
2
 

金
融

商
品

に
関

す
る

注
記

 

1
3
 

賃
貸

等
不

動
産

に
関

す
る

注
記

 

1
4
 

持
分

法
損

益
等

に
関

す
る

注
記

 

1
5
 

関
連

当
事

者
と

の
取

引
に

関
す

る
注

記
 

1
6
 

１
株

当
た

り
情

報
に

関
す

る
注

記
 

1
7
 

重
要

な
後

発
事

象
に

関
す

る
注

記
 

1
8
 

連
結

配
当

規
制

適
用

会
社

に
関

す
る

注
記

 

1
9
 

資
産

除
去

債
務

に
関

す
る

注
記

 

2
0
 

そ
の

他
の

注
記

 

 （
記

載
上

の
注

意
）

 

１
 

次
に

掲
げ

る
注

記
表

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

の
記

載
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

⑴
 

会
計

監
査

人
設

置
会

社
（

会
社

法
第

２
条

第
1
1

号
に

規
定

す
る

会
社

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

以

外
の

株
式

会
社

（
公

開
会

社
（

会
社

法
第

２
条

第
５

号
に

規
定

す
る

会
社

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を

除
く

。
）

の
個

別
注

記
表

 
１

、
５

、
７

、
８

及
び

1
0
か

ら
1
8
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
 
 

⑵
 

会
計

監
査

人
設

置
会

社
以

外
の

公
開

会
社

の
個

別
注

記
表

 
１

、
５

、
1
4
及

び
1
8
に

掲
げ

る
事

項
 
 

⑶
 

会
計

監
査

人
設

置
会

社
で

あ
つ

て
、

会
社

法
第

4
4
4
条

第
３

項
に

規
定

す
る

も
の

以
外

の
株

式
会

社

の
個

別
注

記
表

 
1
4
に

掲
げ

る
事

項
 
 

⑷
 

持
分

会
社

（
会

社
法

第
5
7
5
条

第
１

項
に

規
定

す
る

会
社

を
い

う
。

）
の

個
別

注
記

表
 

１
、

５
及

び
７

か
ら

1
8
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
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２
 

貸
借

対
照

表
、

損
益

計
算

書
又

は
株

主
資

本
等

変
動

計
算

書
の

特
定

の
項

目
に

関
連

す
る

注
記

に
つ

い

て
は

、
そ

の
関

連
が

明
ら

か
に

な
る

よ
う

に
記

載
す

る
こ

と
。

 

３
 

継
続

企
業

の
前

提
に

関
す

る
注

記
は

、
当

該
会

社
の

事
業

年
度

の
末

日
に

お
い

て
、

当
該

会
社

が
将

来

に
わ

た
つ

て
事

業
活

動
を

継
続

す
る

と
の

前
提

（
以

下
「

継
続

企
業

の
前

提
」

と
い

う
。

）
に

重
要

な
疑

義
を

生
じ

さ
せ

る
よ

う
な

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
場

合
で

あ
つ

て
、

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消

し
、

又
は

改
善

す
る

た
め

の
対

応
を

し
て

も
な

お
継

続
企

業
の

前
提

に
関

す
る

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

る
と

き
（

当
該

事
業

年
度

の
末

日
後

に
お

い
て

、
当

該
重

要
な

不
確

実
性

が
認

め
ら

れ
な

く
な

つ
た

場
合

を
除

く
。

）
に

お
け

る
次

に
掲

げ
る

事
項

と
す

る
。

 
 

⑴
 

当
該

事
象

又
は

状
況

が
存

在
す

る
旨

及
び

そ
の

内
容

 
 

⑵
 

当
該

事
象

又
は

状
況

を
解

消
し

、
又

は
改

善
す

る
た

め
の

対
応

策
 
 

⑶
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
が

認
め

ら
れ

る
旨

及
び

そ
の

理
由

 

⑷
 

当
該

重
要

な
不

確
実

性
の

影
響

の
計

算
書

類
（

会
社

法
第

4
3
5

条
第

２
項

に
規

定
す

る
も

の
を

い

う
。

以
下

同
じ

。
）

へ
の

反
映

の
有

無
 

４
 

重
要

な
会

計
方

針
に

係
る

事
項

に
関

す
る

注
記

は
、

計
算

書
類

の
作

成
に

当
た

つ
て

採
用

す
る

会
計

処

理
の

原
則

及
び

手
続

（
以

下
「

会
計

方
針

」
と

い
う

。
）

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
事

項
（

重
要

性
の

乏
し

い
も

の
を

除
く

。
）

と
す

る
。

 
 

⑴
 

資
産

の
評

価
基

準
及

び
評

価
方

法
 
 

⑵
 

固
定

資
産

の
減

価
償

却
の

方
法

 
 

⑶
 

引
当

金
の

計
上

基
準

 
 

⑷
 

収
益

及
び

費
用

の
計

上
基

準
 
 

⑸
 

そ
の

他
計

算
書

類
の

作
成

の
た

め
の

基
本

と
な

る
重

要
な

事
項

 

５
 

会
計

方
針

の
変

更
に

関
す

る
注

記
は

、
一

般
に

公
正

妥
当

と
認

め
ら

れ
る

会
計

方
針

を
他

の
一

般
に

公

正
妥

当
と

認
め

ら
れ

る
会

計
方

針
に

変
更

し
た

場
合

に
お

け
る

次
に

掲
げ

る
事

項
（

重
要

性
の

乏
し

い
も

の
を

除
く

。
）

と
す

る
。

た
だ

し
、

会
計

監
査

人
設

置
会

社
以

外
の

株
式

会
社

及
び

持
分

会
社

に
あ

つ
て

は
、

⑷
イ

及
び

ウ
に

掲
げ

る
事

項
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 
 

⑴
 

当
該

会
計

方
針

の
変

更
の

内
容

 
 

⑵
 

当
該

会
計

方
針

の
変

更
の

理
由

 
 

⑶
 

遡
及

適
用

（
新

た
な

会
計

方
針

を
当

該
事

業
年

度
よ

り
前

の
事

業
年

度
に

係
る

計
算

書
類

に
遡

つ
て

適
用

し
た

と
仮

定
し

て
会

計
処

理
を

す
る

こ
と

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
し

た
場

合
に

は
、

当
該

事

業
年

度
の

期
首

に
お

け
る

純
資

産
額

に
対

す
る

影
響

額
 
 

⑷
 

当
該

事
業

年
度

よ
り

前
の

事
業

年
度

の
全

部
又

は
一

部
に

つ
い

て
遡

及
適

用
を

し
な

か
つ

た
場

合
に

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
（

当
該

会
計

方
針

の
変

更
を

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

（
新

た
に

入
手

可
能

と

な
つ

た
情

報
に

基
づ

き
、

当
該

事
業

年
度

よ
り

前
の

事
業

年
度

に
係

る
計

算
書

類
の

作
成

に
当

た
つ

て

し
た

会
計

上
の

見
積

り
（

計
算

書
類

に
表

示
す

べ
き

項
目

の
金

額
に

不
確

実
性

が
あ

る
場

合
に

お
い

て
、

計
算

書
類

の
作

成
時

に
入

手
可

能
な

情
報

に
基

づ
き

、
そ

れ
ら

の
合

理
的

な
金

額
を

算
定

す
る

こ

と
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
を

変
更

す
る

こ
と

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

と
区

別
す

る
こ

と
が

困
難

な

と
き

は
、

イ
に

掲
げ

る
事

項
を

除
く

。
）

 

ア
 

計
算

書
類

の
主

な
項

目
に

対
す

る
影

響
額

 

イ
 

当
該

事
業

年
度

よ
り

前
の

事
業

年
度

の
全

部
又

は
一

部
に

つ
い

て
遡

及
適

用
を

し
な

か
つ

た
理

由

並
び

に
当

該
会

計
方

針
の

変
更

の
適

用
方

法
及

び
適

用
開

始
時

期
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ウ
 

当
該

会
計

方
針

の
変

更
が

当
該

事
業

年
度

の
翌

事
業

年
度

以
降

の
財

産
又

は
損

益
に

影
響

を
及

ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
場

合
で

あ
つ

て
、

当
該

影
響

に
関

す
る

事
項

を
注

記
す

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
と

き
は

、
当

該
事

項
 

６
 

表
示

方
法

（
計

算
書

類
の

作
成

に
当

た
つ

て
採

用
す

る
表

示
の

方
法

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

の
変

更

に
関

す
る

注
記

は
、

一
般

に
公

正
妥

当
と

認
め

ら
れ

る
表

示
方

法
を

他
の

一
般

に
公

正
妥

当
と

認
め

ら
れ

る
表

示
方

法
に

変
更

し
た

場
合

に
お

け
る

次
に

掲
げ

る
事

項
（

重
要

性
の

乏
し

い
も

の
を

除
く

。
）

と
す

る
。

 
 

⑴
 

当
該

表
示

方
法

の
変

更
の

内
容

 
 

⑵
 

当
該

表
示

方
法

の
変

更
の

理
由

 

７
 

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

に
関

す
る

注
記

は
、

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

を
し

た
場

合
に

お
け

る
次

に

掲
げ

る
事

項
（

重
要

性
の

乏
し

い
も

の
を

除
く

。
）

と
す

る
。

 
 

⑴
 

当
該

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

の
内

容
 
 

⑵
 

当
該

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

の
計

算
書

類
の

項
目

に
対

す
る

影
響

額
 
 

⑶
 

当
該

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

が
当

該
事

業
年

度
の

翌
事

業
年

度
以

降
の

財
産

又
は

損
益

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
と

き
は

、
当

該
影

響
に

関
す

る
事

項
 

８
 

誤
謬

ご
び

ゆ
う

の
訂

正
（

当
該

事
業

年
度

よ
り

前
の

事
業

年
度

に
係

る
計

算
書

類
に

お
け

る
誤

謬
ご

び
ゆ

う

（
意

図
的

で

あ
る

か
ど

う
か

に
か

か
わ

ら
ず

、
計

算
書

類
の

作
成

時
に

入
手

可
能

な
情

報
を

使
用

し
な

か
つ

た
こ

と
又

は
誤

つ
て

使
用

し
た

こ
と

に
よ

り
生

じ
た

誤
り

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

を
訂

正
し

た
と

仮
定

し
て

計
算

書
類

を
作

成
す

る
こ

と
を

い
う

。
）

に
関

す
る

注
記

は
、

誤
謬

ご
び

ゆ
う

の
訂

正
を

し
た

場
合

に
お

け
る

次
に

掲

げ
る

事
項

（
重

要
性

の
乏

し
い

も
の

を
除

く
。

）
と

す
る

。
 
 

⑴
 

当
該

誤
謬

ご
び

ゆ
う

の
内

容
 
 

⑵
 

当
該

事
業

年
度

の
期

首
に

お
け

る
純

資
産

額
に

対
す

る
影

響
額

 

９
 

貸
借

対
照

表
に

関
す

る
注

記
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

と
す

る
。

 

⑴
 

資
産

が
担

保
に

供
さ

れ
て

い
る

場
合

に
お

け
る

次
に

掲
げ

る
事

項
 

ア
 

資
産

が
担

保
に

供
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

イ
 

ア
の

資
産

の
内

容
及

び
そ

の
金

額
 

ウ
 

担
保

に
係

る
債

務
の

金
額

 

⑵
 

保
証

債
務

、
手

形
遡
そ

求
債

務
、

重
要

な
係

争
事

件
に

係
る

損
害

賠
償

義
務

そ
の

他
こ

れ
ら

に
準

ず

る
債

務
（

負
債

の
部

に
計

上
し

た
も

の
を

除
く

。
）

が
あ

る
と

き
は

、
当

該
債

務
の

内
容

及
び

金
額

 
 

⑶
 

関
係

会
社

に
対

す
る

金
銭

債
権

又
は

金
銭

債
務

を
そ

の
金

銭
債

権
又

は
金

銭
債

務
が

属
す

る
項

目
ご

と
に

、
他

の
金

銭
債

権
又

は
金

銭
債

務
と

区
分

し
て

表
示

し
て

い
な

い
と

き
は

、
当

該
関

係
会

社
に

対

す
る

金
銭

債
権

又
は

金
銭

債
務

の
当

該
関

係
会

社
に

対
す

る
金

銭
債

権
又

は
金

銭
債

務
が

属
す

る
項

目

ご
と

の
金

額
又

は
２

以
上

の
項

目
に

つ
い

て
一

括
し

た
金

額
 
 

⑷
 

取
締

役
、

監
査

役
及

び
執

行
役

と
の

間
の

取
引

に
よ

る
取

締
役

、
監

査
役

及
び

執
行

役
に

対
す

る
金

銭
債

権
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

総
額

 
 

⑸
 

取
締

役
、

監
査

役
及

び
執

行
役

と
の

間
の

取
引

に
よ

る
取

締
役

、
監

査
役

及
び

執
行

役
に

対
す

る
金

銭
債

務
が

あ
る

と
き

は
、

そ
の

総
額

 
 

⑹
 

当
該

株
式

会
社

の
親

会
社

株
式

（
資

産
の

部
に

計
上

す
る

も
の

を
除

く
。

）
の

各
表

示
区

分
別

の
金

額
 

⑺
 

会
社

法
以

外
の

法
令

の
規

定
に

よ
り

準
備

金
又

は
引

当
金

の
名

称
を

も
つ

て
計

上
し

な
け

れ
ば

な
ら
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な
い

準
備

金
又

は
引

当
金

が
あ

る
場

合
に

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
（

イ
の

区
別

を
す

る
こ

と
が

困
難

で

あ
る

場
合

に
あ

つ
て

は
、

ア
に

掲
げ

る
事

項
）

 

 
ア

 
当

該
法

令
の

条
項

 

 
イ

 
当

該
準

備
金

又
は

引
当

金
が

１
年

内
に

使
用

さ
れ

る
と

認
め

ら
れ

る
も

の
で

あ
る

か
ど

う
か

の
区

別
 

⑻
 

第
８

条
の

規
定

に
よ

り
控

除
し

た
額

 

⑼
 

申
込

期
日

経
過

後
に

お
け

る
新

株
式

申
込

証
拠

金
に

係
る

株
式

の
発

行
数

、
資

本
金

増
加

の
日

及
び

当
該

金
額

の
う

ち
資

本
金

に
繰

り
入

れ
ら

れ
る

こ
と

が
予

定
さ

れ
て

い
る

金
額

 

⑽
 

会
社

法
以

外
の

法
律

の
規

定
又

は
契

約
に

よ
り

、
剰

余
金

の
配

当
に

つ
い

て
制

限
を

受
け

て
い

る
場

合
に

は
、

そ
の

旨
及

び
そ

の
内

容
 

⑾
 

受
取

手
形

を
割

引
に

付
し

又
は

債
務

の
弁

済
の

た
め

に
裏

書
譲

渡
し

た
金

額
は

、
受

取
手

形
割

引
高

又
は

受
取

手
形

裏
書

譲
渡

高
の

名
称

を
付

し
て

注
記

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

⑿
 

前
号

の
規

定
は

、
割

引
に

付
し

又
は

債
務

の
弁

済
の

た
め

に
裏

書
譲

渡
し

た
受

取
手

形
以

外
の

手
形

に
つ

い
て

準
用

す
る

。
た

だ
し

、
こ

の
場

合
に

お
け

る
割

引
高

又
は

裏
書

譲
渡

高
の

注
記

は
、

当
該

手

形
債

権
の

発
生

原
因

を
示

す
名

称
を

付
し

て
記

載
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

1
0
 

損
益

計
算

書
に

関
す

る
注

記
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

と
す

る
。

 

⑴
 

関
係

会
社

と
の

営
業

取
引

に
よ

る
取

引
高

の
総

額
及

び
営

業
取

引
以

外
の

取
引

に
よ

る
取

引
高

の
総

額
 

⑵
 

減
損

損
失

を
認

識
し

た
資

産
又

は
資

産
グ

ル
ー

プ
（

複
数

の
資

産
が

一
体

と
な

つ
て

キ
ャ

ッ
シ

ュ
・

フ
ロ

ー
を

生
み

出
す

場
合

に
お

け
る

当
該

資
産

の
集

ま
り

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

が
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

資
産

又
は

資
産

グ
ル

ー
プ

ご
と

に
、

次
に

掲
げ

る
事

項
。

た
だ

し
、

重
要

性
が

乏
し

い
場

合

に
は

、
注

記
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

 
ア

 
当

該
資

産
又

は
資

産
グ

ル
ー

プ
に

つ
い

て
、

用
途

、
種

類
、

場
所

の
概

要
。

ま
た

そ
の

他
当

該
資

産
又

は
資

産
グ

ル
ー

プ
の

内
容

を
理

解
す

る
た

め
に

必
要

と
認

め
ら

れ
る

事
項

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

内
容

 

 
イ

 
減

損
損

失
を

認
識

す
る

に
至

つ
た

経
緯

 

 
ウ

 
減

損
損

失
の

金
額

及
び

主
な

固
定

資
産

の
種

類
ご

と
の

当
該

金
額

の
内

訳
 

 
エ

 
資

産
グ

ル
ー

プ
が

あ
る

場
合

に
は

、
当

該
資

産
グ

ル
ー

プ
に

係
る

資
産

を
グ

ル
ー

プ
化

し
た

方
法

 

 
オ

 
回

収
可

能
価

額
が

正
味

売
却

価
額

の
場

合
に

は
そ

の
旨

及
び

時
価

の
算

定
方

法
、

回
収

可
能

価
額

が
使

用
価

値
の

場
合

に
は

そ
の

旨
及

び
割

引
率

 

1
1
 

株
主

資
本

等
変

動
計

算
書

に
関

す
る

注
記

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
と

す
る

。
 

⑴
 

当
該

事
業

年
度

の
末

日
に

お
け

る
発

行
済

株
式

の
数

（
種

類
株

式
発

行
会

社
（

会
社

法
第

２
条

第

1
3
号

に
規

定
す

る
会

社
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

あ
つ

て
は

、
種

類
ご

と
の

発
行

済
株

式
の

数
）

 
 

⑵
 

当
該

事
業

年
度

の
末

日
に

お
け

る
自

己
株

式
の

数
（

種
類

株
式

発
行

会
社

に
あ

つ
て

は
、

種
類

ご
と

の
自

己
株

式
の

数
）

 
 

⑶
 

当
該

事
業

年
度

中
に

行
つ

た
剰

余
金

の
配

当
（

当
該

事
業

年
度

の
末

日
後

に
行

う
剰

余
金

の
配

当
の

う
ち

、
剰

余
金

の
配

当
を

受
け

る
者

を
定

め
る

た
め

の
会

社
法

第
1
2
4
条

第
１

項
に

規
定

す
る

基
準

日

が
当

該
事

業
年

度
中

の
も

の
を

含
む

。
）

に
関

す
る

次
に

掲
げ

る
事

項
そ

の
他

の
事

項
 

ア
 

配
当

財
産

が
金

銭
で

あ
る

場
合

に
お

け
る

当
該

金
銭

の
総

額
 

イ
 

配
当

財
産

が
金

銭
以

外
の

財
産

で
あ

る
場

合
に

お
け

る
当

該
財

産
の

帳
簿

価
額

（
当

該
剰

余
金

の
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配
当

を
し

た
日

に
お

い
て

そ
の

時
の

時
価

を
付

し
た

場
合

に
あ

つ
て

は
、

当
該

時
価

を
付

し
た

後
の

帳
簿

価
額

）
の

総
額

 

⑷
 

当
該

事
業

年
度

の
末

日
に

お
け

る
当

該
株

式
会

社
が

発
行

し
て

い
る

新
株

予
約

権
（

会
社

法
第

2
3
6

条
第

１
項

第
４

号
の

期
間

の
初

日
が

到
来

し
て

い
な

い
も

の
を

除
く

。
）

の
目

的
と

な
る

当
該

株
式

会

社
の

株
式

の
数

（
種

類
株

式
発

行
会

社
に

あ
つ

て
は

、
種

類
及

び
種

類
ご

と
の

数
）

 

1
2
 

税
効

果
会

計
に

関
す

る
注

記
は

、
次

に
掲

げ
る

も
の

（
重

要
で

な
い

も
の

を
除

く
。

）
の

発
生

の
主

な

原
因

と
す

る
。

 
 

⑴
 

繰
延

税
金

資
産

（
そ

の
算

定
に

当
た

り
繰

延
税

金
資

産
か

ら
控

除
さ

れ
た

金
額

が
あ

る
場

合
に

お
け

る
当

該
金

額
を

含
む

。
）

 
 

⑵
 

繰
延

税
金

負
債

 

1
3
 

リ
ー

ス
に

よ
り

使
用

す
る

固
定

資
産

に
関

す
る

注
記

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
と

す
る

。
 

⑴
 

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

・
リ

ー
ス

取
引

の
借

主
で

あ
る

事
業

者
が

当
該

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

・
リ

ー
ス

取
引

に
つ

い
て

通
常

の
売

買
取

引
に

係
る

方
法

に
準

じ
て

会
計

処
理

を
行

つ
て

い
な

い
場

合
に

お
け

る
リ

ー
ス

物

件
（

固
定

資
産

に
限

る
。

以
下

同
じ

。
）

に
関

す
る

事
項

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

リ
ー

ス
物

件

の
全

部
又

は
一

部
に

係
る

次
に

掲
げ

る
事

項
（

各
リ

ー
ス

物
件

に
つ

い
て

一
括

し
て

注
記

す
る

場
合

に

あ
つ

て
は

、
一

括
し

て
注

記
す

べ
き

リ
ー

ス
物

件
に

関
す

る
事

項
）

を
含

め
る

こ
と

。
 
 

ア
 

当
該

事
業

年
度

の
末

日
に

お
け

る
取

得
原

価
相

当
額

 
 

イ
 

当
該

事
業

年
度

の
末

日
に

お
け

る
減

価
償

却
累

計
額

相
当

額
 
 

ウ
 

当
該

事
業

年
度

の
末

日
に

お
け

る
未

経
過

リ
ー

ス
料

相
当

額
 
 

エ
 

ア
か

ら
ウ

ま
で

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

当
該

リ
ー

ス
物

件
に

係
る

重
要

な
事

項
 

⑵
 

フ
ァ

イ
ナ

ン
ス

・
リ

ー
ス

取
引

に
よ

り
使

用
す

る
リ

ー
ス

物
件

の
ド

メ
イ

ン
名

関
連

事
業

固
定

資
産

の
額

及
び

ド
メ

イ
ン

名
関

連
事

業
以

外
の

事
業

固
定

資
産

の
額

。
ド

メ
イ

ン
名

関
連

事
業

固
定

資
産

に

つ
い

て
は

固
定

資
産

の
種

類
別

に
記

載
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

重
要

で
な

い
も

の
は

、
一

括
し

て
記

載

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

1
4
 

金
融

商
品

（
金

融
資

産
（

金
融

債
権

、
有

価
証

券
及

び
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
に

よ
り

生
じ

る
債

権
（

こ

れ
ら

に
準

ず
る

も
の

を
含

む
。

）
を

い
う

。
）

及
び

金
融

負
債

（
金

融
債

務
及

び
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
に

よ
り

生
じ

る
債

務
（

こ
れ

ら
に

準
ず

る
も

の
を

含
む

。
）

を
い

う
。

）
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

関
す

る
注

記
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

（
重

要
性

の
乏

し
い

も
の

を
除

く
。

）
と

す
る

。
 
 

⑴
 

金
融

商
品

の
状

況
に

関
す

る
事

項
 
 

⑵
 

金
融

商
品

の
時

価
等

に
関

す
る

事
項

 

1
5
 

賃
貸

等
不

動
産

（
た

な
卸

資
産

に
分

類
さ

れ
る

不
動

産
以

外
の

不
動

産
で

あ
つ

て
、

賃
貸

又
は

譲
渡

に

よ
る

収
益

又
は

利
益

を
目

的
と

し
て

所
有

す
る

不
動

産
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
に

関
す

る
注

記
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

（
重

要
性

の
乏

し
い

も
の

を
除

く
。

）
と

す
る

。
 
 

⑴
 

賃
貸

等
不

動
産

の
状

況
に

関
す

る
事

項
 
 

⑵
 

賃
貸

等
不

動
産

の
時

価
に

関
す

る
事

項
 

1
6
 

持
分

法
損

益
等

に
関

す
る

注
記

は
、

次
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定
め

る
事

項

と
す

る
。

た
だ

し
、

⑴
に

定
め

る
事

項
に

つ
い

て
は

、
損

益
及

び
利

益
剰

余
金

か
ら

み
て

重
要

性
の

乏
し

い
関

連
会

社
（

事
業

者
が

他
の

会
社

等
の

財
務

及
び

事
業

の
方

針
の

決
定

に
対

し
て

重
要

な
影

響
を

与
え

る
こ

と
が

で
き

る
場

合
に

お
け

る
当

該
他

の
会

社
等

（
子

会
社

を
除

く
。

）
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
を

除
外

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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⑴
 

関
連

会
社

が
あ

る
場

合
 

関
連

会
社

に
対

す
る

投
資

の
金

額
並

び
に

当
該

投
資

に
対

し
て

持
分

法
を

適
用

し
た

場
合

の
投

資
の

金
額

及
び

投
資

利
益

又
は

投
資

損
失

の
金

額
 
 

⑵
 

開
示

対
象

特
別

目
的

会
社

（
会

社
法

施
行

規
則

（
平

成
1
8
年

法
務

省
令

第
1
2
号

）
第

４
条

に
規

定

す
る

特
別

目
的

会
社

（
同

条
の

規
定

に
よ

り
当

該
特

別
目

的
会

社
に

対
す

る
出

資
者

又
は

当
該

特
別

目

的
会

社
に

資
産

を
譲

渡
し

た
会

社
の

子
会

社
に

該
当

し
な

い
も

の
と

推
定

さ
れ

る
も

の
に

限
る

。
）

を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
が

あ
る

場
合

 
開

示
対

象
特

別
目

的
会

社
の

概
要

、
開

示
対

象
特

別
目

的
会

社

と
の

取
引

の
概

要
及

び
取

引
金

額
そ

の
他

の
重

要
な

事
項

 

1
7
 

関
連

当
事

者
（

会
社

計
算

規
則

第
1
1
2
条

第
４

項
に

規
定

す
る

関
連

当
事

者
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）

と
の

取
引

に
関

す
る

注
記

は
、

事
業

者
と

関
連

当
事

者
と

の
間

に
取

引
（

当
該

事
業

者
と

第
三

者
と

の
間

の
取

引
で

当
該

事
業

者
と

当
該

関
連

当
事

者
と

の
間

の
利

益
が

相
反

す
る

も
の

を
含

む
。

）
が

あ
る

場
合

に
お

け
る

次
に

掲
げ

る
事

項
で

あ
つ

て
、

重
要

な
も

の
と

す
る

。
注

記
は

⑴
か

ら
⑻

ま
で

に
掲

げ
る

区
分

に
従

い
、

関
連

当
事

者
ご

と
に

表
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
⑴

 
当

該
関

連
当

事
者

が
会

社
等

（
会

社
計

算
規

則
第

２
条

第
３

項
第

1
6

号
に

規
定

す
る

会
社

等
を

い

う
。

）
で

あ
る

と
き

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
 

ア
 

そ
の

名
称

 

イ
 

当
該

関
連

当
事

者
の

総
株

主
の

議
決

権
の

総
数

に
占

め
る

当
該

事
業

者
が

有
す

る
議

決
権

の
数

の

割
合

 

ウ
 

当
該

事
業

者
の

総
株

主
の

議
決

権
の

総
数

に
占

め
る

当
該

関
連

当
事

者
が

有
す

る
議

決
権

の
数

の

割
合

 

⑵
 

当
該

関
連

当
事

者
が

個
人

で
あ

る
と

き
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

 

ア
 

そ
の

氏
名

 

イ
 

当
該

事
業

者
の

総
株

主
の

議
決

権
の

総
数

に
占

め
る

当
該

関
連

当
事

者
が

有
す

る
議

決
権

の
数

の

割
合

 

⑶
 

当
該

事
業

者
と

当
該

関
連

当
事

者
と

の
関

係
 
 

⑷
 

取
引

の
内

容
 
 

⑸
 

取
引

の
種

類
別

の
取

引
金

額
 
 

⑹
 

取
引

条
件

及
び

取
引

条
件

の
決

定
方

針
 
 

⑺
 

取
引

に
よ

り
発

生
し

た
債

権
又

は
債

務
に

係
る

主
な

項
目

別
の

当
該

事
業

年
度

の
末

日
に

お
け

る
残

高
 
 

⑻
 

取
引

条
件

の
変

更
が

あ
つ

た
と

き
は

、
そ

の
旨

、
変

更
の

内
容

及
び

当
該

変
更

が
計

算
書

類
に

与
え

て
い

る
影

響
の

内
容

 
 

1
8
 

関
連

当
事

者
と

の
間

の
取

引
の

う
ち

次
に

掲
げ

る
取

引
に

つ
い

て
は

、
前

号
に

規
定

す
る

注
記

を
要

し

な
い

。
 
 

⑴
 

一
般

競
争

入
札

に
よ

る
取

引
並

び
に

預
金

利
息

及
び

配
当

金
の

受
取

そ
の

他
取

引
の

性
質

か
ら

み
て

取
引

条
件

が
一

般
の

取
引

と
同

様
で

あ
る

こ
と

が
明

白
な

取
引

 
 

⑵
 

取
締

役
、

会
計

参
与

、
監

査
役

又
は

執
行

役
に

対
す

る
報

酬
等

の
給

付
 
 

⑶
 

⑴
、

⑵
に

掲
げ

る
取

引
の

ほ
か

、
当

該
取

引
に

係
る

条
件

に
つ

き
市

場
価

格
そ

の
他

当
該

取
引

に
係

る
公

正
な

価
格

を
勘

案
し

て
一

般
の

取
引

の
条

件
と

同
様

の
も

の
を

決
定

し
て

い
る

こ
と

が
明

白
な

場

合
に

お
け

る
当

該
取

引
 
 

1
9
 

１
株

当
た

り
情

報
に

関
す

る
注

記
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

と
す

る
。
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⑴
 

１
株

当
た

り
の

純
資

産
額

 
 

⑵
 

１
株

当
た

り
の

当
期

純
利

益
金

額
又

は
当

期
純

損
失

金
額

 
 

⑶
 

株
式

会
社

が
当

該
事

業
年

度
又

は
当

該
事

業
年

度
の

末
日

後
に

お
い

て
株

式
の

併
合

又
は

株
式

の
分

割
を

し
た

場
合

に
お

い
て

、
当

該
事

業
年

度
の

期
首

に
株

式
の

併
合

又
は

株
式

の
分

割
を

し
た

と
仮

定

し
て

⑴
及

び
⑵

に
掲

げ
る

額
を

算
定

し
た

と
き

は
、

そ
の

旨
 

2
0
 

重
要

な
後

発
事

象
に

関
す

る
注

記
は

、
当

該
事

業
者

の
事

業
年

度
の

末
日

後
、

当
該

事
業

者
の

翌
事

業

年
度

以
降

の
財

産
又

は
損

益
に

重
要

な
影

響
を

及
ぼ

す
事

象
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

当
該

事
象

と
す

る
。

 

2
1
 

連
結

配
当

規
制

適
用

会
社

（
会

社
計

算
規

則
第

２
条

第
３

項
第

5
1

号
に

規
定

す
る

会
社

を
い

う
。

以

下
同

じ
。

）
に

関
す

る
注

記
は

、
当

該
事

業
年

度
の

末
日

が
最

終
事

業
年

度
の

末
日

と
な

る
時

後
、

連
結

配
当

規
制

適
用

会
社

と
な

る
旨

と
す

る
。

 

2
2
 

資
産

除
去

債
務

に
関

す
る

注
記

は
、

次
に

掲
げ

る
資

産
除

去
債

務
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

次
に

定

め
る

事
項

（
重

要
性

の
乏

し
い

も
の

を
除

く
。

）
と

す
る

。
 

 
⑴

 
資

産
除

去
債

務
の

う
ち

貸
借

対
照

表
に

計
上

し
て

い
る

も
の

 

 
 

ア
 

当
該

資
産

除
去

債
務

の
概

要
 

 
 

イ
 

当
該

資
産

除
去

債
務

の
金

額
の

算
定

方
法

 

 
 

ウ
 

当
該

事
業

年
度

に
お

け
る

当
該

資
産

除
去

債
務

の
総

額
の

増
減

 

 
 

エ
 

当
該

資
産

除
去

債
務

の
金

額
の

見
積

り
を

変
更

し
た

と
き

は
、

そ
の

旨
、

変
更

の
内

容
及

び
影

響

額
 

⑵
 

⑴
に

掲
げ

る
資

産
除

去
債

務
以

外
の

資
産

除
去

債
務

 

 
ア

 
当

該
資

産
除

去
債

務
の

金
額

を
貸

借
対

照
表

に
計

上
し

て
い

な
い

旨
 

 
イ

 
当

該
資

産
除

去
債

務
の

金
額

を
貸

借
対

照
表

に
計

上
し

て
い

な
い

理
由

 

 
ウ

 
当

該
資

産
除

去
債

務
の

概
要

 

2
3
 

そ
の

他
の

注
記

は
、

３
か

ら
2
2

ま
で

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

貸
借

対
照

表
、

損
益

計
算

書
及

び
株

主
資

本
等

変
動

計
算

書
に

よ
り

会
社

の
財

産
又

は
損

益
の

状
態

を
正

確
に

判
断

す
る

た
め

に
必

要
な

事
項

と
す

る
。
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附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

日
）
か
ら
施
行

す
る
。 

２ 

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始

し
た
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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○
電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
改
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

日
）
か
ら
施
行
す

る
。 

 

 

改 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

（
電
気
通
信
主
任
技
術
者
の
選
任
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
三
条
の
二 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は

、
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
設
置
の
範
囲
が
一
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

）
の
区
域
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十

二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
第
七
項
に
お
い
て
単
に
「
指
定
都
市
」
と

い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
区
の
区
域
）
を
超
え
な
い
場
合
の
う
ち
、
当
該

区
域
に
お
け
る
利
用
者
の
数
が
三
万
未
満
で
あ
る
と
き
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
配
置
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
そ
の
事
業
用
電
気

通
信
設
備
が
専
ら
ド
メ
イ
ン
名
関
連
事
業
（
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
（
昭
和

六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
六
号
）
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ド
メ
イ
ン
名
関

連
事
業
を
い
う
。
）
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
と
す
る
。 

 

（
電
気
通
信
主
任
技
術
者
の
選
任
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
三
条
の
二 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は

、
事
業
用
電
気
通
信
設
備
の
設
置
の
範
囲
が
一
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

）
の
区
域
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十

二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
第
七
項
に
お
い
て
単
に
「
指
定
都
市
」
と

い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
そ
の
区
の
区
域
）
を
超
え
な
い
場
合
の
う
ち
、
当
該
区

域
に
お
け
る
利
用
者
の
数
が
三
万
未
満
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
配
置
さ
れ
て
い
る
場
合
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

２
～
７ 

（
略
） 

２
～
７ 

（
略
） 
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○
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
（
平
成
九
年
十
二
月
十
九
日
郵
政
省
令
第
九
十
一
号
）
の
一
部
改
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

改 
 
 
 
 
 

正 
 

 
 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行 

（
用
語
） 

第
二
条 

（
略
） 

（
用
語
） 

第
二
条 

（
略
） 

２ 

こ
の
省
令
の
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

五 

「
一
般
第
一
種
指
定
設
備
」
と
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則

（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
。
以
下
「
接
続
料
規
則
」
と
い
う
。
）
第

四
条
の
表
六
の
二
の
項
の
う
ち
一
般
収
容
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機

能
、
一
般
中
継
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
、
関
門
交
換
機
接
続
ル
ー

テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
及
び
表
六
の
三
の
項
の
機
能
（
以
下
別
表
第
一
及
び
別
表
第

二
に
お
い
て
「
一
般
収
容
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
等
」
と
い
う
。
）

に
係
る
設
備
並
び
に
Ｓ
Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ
と
連
携
し
て
提
供
す
る
セ
ッ
シ
ョ
ン
制
御

の
機
能
に
係
る
設
備
を
い
う
。 

六
・
七 

（
略
） 

五 

「
一
般
第
一
種
指
定
設
備
」
と
は
、
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第

六
十
四
号
）
第
四
条
の
表
六
の
二
の
項
の
う
ち
一
般
収
容
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ

ン
グ
伝
送
機
能
、
一
般
中
継
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
、
関
門
交
換

機
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能
及
び
表
六
の
三
の
項
の
機
能
（
以
下
別
表
第
一

及
び
別
表
第
二
に
お
い
て
「
一
般
収
容
ル
ー
タ
接
続
ル
ー
テ
ィ
ン
グ
伝
送
機
能

等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
設
備
並
び
に
Ｓ
Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ
と
連
携
し
て
提
供
す
る
セ

ッ
シ
ョ
ン
制
御
の
機
能
に
係
る
設
備
を
い
う
。 

 

六
・
七 

（
略
） 
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改 
 
 
 
 
 

正 
 

 
 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行 

別
表

第
三

〔
第

６
条

・
第

１
０

条
〕
 

（
前

略
）
 

第
一

部
 
概

要
紹

介
 

１
・

２
 
（

略
）
 

３
 
会
計

処
理

の
基

準
 

(
1)・

(2) 
（

略
）

 

(
3)そ

の
他

（
接

続
料

原
価

及
び

利
潤

の
算

定
上

の
重
要
な
変
更
措
置
等
）
 

４
～

６
 
（
略
）
 

第
二

部
・

第
三

部
 
（
略
）
 

別
表
第
三
〔
第
６
条
・
第
１

０
条

〕
 

（
前

略
）
 

第
一
部
 

概
要
紹
介
 

１
・
２
 

（
略
）
 

３
 

会
計
処
理
の
基
準
 

(
1)・

(2) 
（
略
）
 

(
3)そ

の
他
（
接
続
料
原

価
算
定

上
の

重
要

な
変

更
措

置
等
）
 

４
～
６
 

（
略
）
 

第
二
部
・
第
三
部
 

（
略
）
 

第
四

部
 
参

考
情

報
 

 
１

・
２

 
（

略
）
 

 
３

 
接
続

料
原

価
及
び

利
潤

の
算
定

上
の

重
要

な
変

更
に
伴
う
影
響
額
 

 
４

～
７

 
（

略
）
 

第
四
部
 

参
考
情
報
 

 
１
・
２
 

（
略
）
 

 
３
 

接
続
料
原
価
算
定
上
の

重
要
な

変
更

に
伴

う
影

響
額
 

 
４
～
７
 

（
略
）
 

附 

則 
 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

日
）
か
ら
施
行
す
る
。 
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○
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
改
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

改 
 
 
 
 
 

正 
 

 
 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行 

 
 
 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則 

目
次 

 

第
一
章
～
第
三
章 
（
略
） 

 

第
四
章 

原
価
及
び
利
潤
の
算
定
（
第
七
条
―
第
十
三
条
） 

 

第
五
章
～
第
７
章 

（
略
） 

 

附
則 

 
 
 

接
続
料
規
則 

目
次 

 

第
一
章
～
第
三
章 

（
略
） 

 

第
四
章 

原
価
算
定
（
第
七
条
―
第
十
三
条
） 

 

第
五
章
～
第
７
章 

（
略
） 

 

附
則 

（
目
的
） 

（
目
的
） 

第
一
条 

 

こ
の
省
令
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
当
該
第
一
種

指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）

が
取
得
す
べ
き
接
続
料
に
関
し
て
、
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ロ
の
機
能
（
以
下
「
機
能
」
と
い
う
。
）、
機
能
ご
と
の

適
正
な
原
価
及
び
適
正
な
利
潤
の
算
定
方
法
、
通
信
量
等
の
記
録
及
び
再
計
算
に
関

す
る
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
機
能
ご
と
の
接
続
料
が
、
適
正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
、

能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
金
額
に
照

ら
し
公
正
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

第
一
条 

 

こ
の
省
令
は
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
当
該
第
一
種

指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）

が
取
得
す
べ
き
接
続
料
に
関
し
て
、
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ロ
の
機
能
（
以
下
「
機
能
」
と
い
う
。
）、
機
能
ご
と
の

適
正
な
原
価
の
算
定
方
法
、
通
信
量
等
の
記
録
及
び
再
計
算
に
関
す
る
事
項
を
定

め
、
も
っ
て
機
能
ご
と
の
接
続
料
が
、
適
正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
、
能
率
的
な
経

営
の
下
に
お
け
る
原
価
に
照
ら
し
公
正
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 

（
機
能
） 

第
四
条 

 

法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
は
、
次
の
表

の
上
欄
及
び
中
欄
の
と
お
り
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
に
対
応
し
た
設
備
等
を
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
対
象
設
備
及
び
こ
れ
の
附
属
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
を
設
置
す
る

土
地
及
び
施
設
（
以
下
「
対
象
設
備
等
」
と
い
う
。）
と
す
る
。 

表
・
備
考 

（
略
） 

（
機
能
） 

第
四
条 

 

法
第
三
十
三
条
第
四
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
は
、
次
の
表

の
上
欄
及
び
中
欄
の
と
お
り
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
に
対
応
し
た
設
備
等
を
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
対
象
設
備
、
こ
れ
の
附
属
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
を
設
置
す
る
土
地

及
び
施
設
（
以
下
「
対
象
設
備
等
」
と
い
う
。）
と
す
る
。 

表
・
備
考 
（
略
） 

 

第
四
章 

原
価
及
び
利
潤
の
算
定 

第
四
章 
原
価
算
定 
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（
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
に
用
い
る
資
産
及
び
費
用
） 

第
七
条 

 

事
業
者
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
に
あ
っ
て
は
前

条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
資
産
及
び
費
用
に

基
づ
い
て
、
そ
れ
以
外
の
機
能
に
係
る
接
続
料
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
に
規
定

す
る
第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
に
整
理
さ
れ
た
資
産
及
び
費
用
に
基
づ
い
て
、
原

価
及
び
利
潤
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
原
価
算
定
に
用
い
る
資
産
及
び
費
用
） 

第
七
条 

 

事
業
者
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
に
あ
っ
て
は
前

条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
資
産
及
び
費
用
に

基
づ
い
て
、
そ
れ
以
外
の
機
能
に
係
る
接
続
料
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
に
規
定

す
る
第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門
に
整
理
さ
れ
た
資
産
及
び
費
用
に
基
づ
い
て
、
原

価
を
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
） 

第
八
条 

接
続
料
（
第
四
条
の
表
一
の
項
の
う
ち
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送

機
能
及
び
同
表
十
三
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
原
価
及
び
利
潤
は
、
同
条
に
規
定
す
る
機
能
（
同
表
一
の
項

の
う
ち
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
同
表
十
三
の
項
の
機
能
を

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
当
該
機
能
に
係
る
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費

に
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
他
人
資
本
費
用
、

自
己
資
本
費
用
、
調
整
額
及
び
利
益
対
応
税
の
合
計
額
を
加
え
て
算
定
す
る
も
の
と

す
る
。 

（
接
続
料
の
原
価
） 

第
八
条 

接
続
料
（
第
四
条
の
表
一
の
項
の
う
ち
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送

機
能
及
び
同
表
十
三
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
原
価
は
、
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
（
第
四
条
の
表
一
の
項

の
う
ち
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
同
表
十
三
の
項
の
機
能
を

除
く
。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
当
該
機
能
に
係
る
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費

に
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
計
算
さ
れ
る
他
人
資
本
費
用
、

自
己
資
本
費
用
、
調
整
額
及
び
利
益
対
応
税
の
合
計
額
を
加
え
て
算
定
す
る
も
の
と

す
る
。 

２ 

接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
は
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る

場
合
は
、
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間

を
五
年
ま
で
の
期
間
の
範
囲
内
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

接
続
料
の
原
価
の
算
定
期
間
は
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、

第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
接
続
料
の
原
価
の
算
定
期
間
を
五
年
ま
で
の
期

間
の
範
囲
内
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
そ
の
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
電
気
通
信

事
業
者
が
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
を
除
く
。
）

を
利
用
し
て
提
供
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
役
務
が
新
規
で
あ
り
、
か
つ
、
今
後

相
当
の
需
要
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合 

二 
(

略) 
一 

第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
そ
の
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
電
気
通
信

事
業
者
が
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
（
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
を
除
く
。
）

を
利
用
し
て
提
供
し
よ
う
と
す
る
電
気
通
信
役
務
が
新
規
で
あ
り
、
か
つ
、
今
後

相
当
の
需
要
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。 

二 
(

略) 

３ 

第
四
条
の
表
一
の
項
の
う
ち
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
同

表
十
三
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
は
、
当
該
機
能
と
同
等
の
機

能
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
か
ら
、
当
該
電
気
通
信
役

務
に
関
す
る
料
金
の
原
価
（
営
業
費
、
減
価
償
却
費
、
諸
税
及
び
報
酬
に
相
当
す
る

３ 

第
四
条
の
表
一
の
項
の
う
ち
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
同

表
十
三
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
の
原
価
は
、
当
該
機
能
と
同
等
の
機
能
を
用
い

て
提
供
さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
か
ら
、
当
該
電
気
通
信
役
務
に
関
す

る
料
金
の
原
価
（
営
業
費
、
減
価
償
却
費
、
諸
税
及
び
報
酬
に
相
当
す
る
費
用
）
に
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費
用
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
営
業
費
か
ら
接
続
会
計

規
則
別
表
第
二
様
式
第
四
の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
る
費
用
に
相

当
す
る
も
の
を
差
し
引
い
た
も
の
が
占
め
る
比
率
を
当
該
電
気
通
信
役
務
に
関
す

る
料
金
に
乗
じ
た
額
を
差
し
引
い
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
電
気

通
信
事
業
者
の
選
択
に
よ
り
、
事
業
者
が
、
当
該
他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
に

お
け
る
接
続
の
申
込
受
付
及
び
故
障
対
応
に
関
す
る
連
絡
調
整
を
行
う
業
務
を
行

う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
算
定
し
て
得
た
額
に
、
当
該
業
務
に
係
る
費
用
の
料
金
の
原

価
に
占
め
る
比
率
を
当
該
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
に
乗
じ
た
額
を
合
算
し

て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

対
し
て
営
業
費
か
ら
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
四
の
設
備
区
分
別
費
用
明

細
表
に
記
載
さ
れ
る
費
用
に
相
当
す
る
も
の
を
差
し
引
い
た
も
の
が
占
め
る
比
率

を
当
該
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
に
乗
じ
た
額
を
差
し
引
い
て
算
定
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
選
択
に
よ
り
、
事
業
者
が
、
当
該

他
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
間
に
お
け
る
接
続
の
申
込
受
付
及
び
故
障
対
応
に
関

す
る
連
絡
調
整
を
行
う
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
算
定
し
て
得
た
額
に
、
当

該
業
務
に
係
る
費
用
の
料
金
の
原
価
に
占
め
る
比
率
を
当
該
電
気
通
信
役
務
に
関

す
る
料
金
に
乗
じ
た
額
を
合
算
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
算
定
） 

第
九
条 

第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
は
、
同
条

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
能
の
区
分
ご
と
に
、
そ
の
対
象
設
備
等
に
係
る
費
用
の
額

を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
算
定
） 

第
九
条 

第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
は
、
第
四

条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
能
の
区
分
ご
と
に
、
そ
の
対
象
設
備
等
に
係
る
費
用
の

額
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
費
用
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
表

第
五
の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
と
し
、
そ
の
他
の
機
能
に
係

る
も
の
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
四
の
設
備
区
分
別
費
用
明

細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係

る
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
は
、
同
表
様
式
第
四
の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表

に
記
載
さ
れ
た
費
用
の
額
及
び
通
信
量
等
の
実
績
値
を
基
礎
と
し
て
、
合
理
的
な
将

来
の
予
測
に
基
づ
き
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
費
用
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
表

第
五
の
設
備
区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
と
し
、
そ
の
他
の
機
能
に
係

る
も
の
に
あ
っ
て
は
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
四
の
設
備
区
分
別
費
用
明

細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係

る
第
一
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
は
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
四
の
設
備

区
分
別
費
用
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
の
額
及
び
通
信
量
等
の
実
績
値
を
基
盤

と
し
て
、
合
理
的
な
将
来
の
予
測
に
基
づ
き
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
他
人
資
本
費
用
） 

第
十
一
条 

第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
他
人
資
本
費
用
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る

式
に
よ
り
計
算
す
る
。 

（
他
人
資
本
費
用
） 

第
十
一
条 

第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
他
人
資
本
費
用
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る

式
に
よ
り
計
算
す
る
。 

 
他

人
資

本
費

用
＝

当
該

機
能

に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
×

他
人

資
本

比
率

×
他

人
資

本
利
子
率
 

 
他

人
資

本
費

用
＝

第
四

条
に

規
定

す
る

機
能

に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
×

他
人

資
本

比
率
×
他
人
資
本
利
子
率
 

２ 
 

第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ

２ 
 

第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
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り
計
算
す
る
。 

り
計
算
す
る
。 

当
該
機
能
に
係

る
レ

ー
ト

ベ
ー

ス
＝
（
対

象
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産
価
額
×
（
１
 

＋
繰
延
資
産
比
率
＋
投
資
等
比
率
＋
貯
蔵
品
 

比
率
）
＋
運
転
資
本
）
×
原
価
及
び
利
潤
の
 

算
定
期
間
 

第
四
条
に
規
定
す
る

機
能
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
＝
（
対
象
設
備
等
の
正
味
固
定
資

産
価
額
×
（
１
＋
繰
延
資
産
比

率
＋

投
資

等
比

率
＋

貯
蔵

品

比
率
）
＋
運
転
資
本
）
×
原
価

の
算
定
期
間
 

３ 

前
項
の
対
象
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産
価
額
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
表
第
三
様
式
第
二
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
正
味

固
定
資
産
価
額
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
他
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
接
続
会

計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
三
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
を
基
礎
と
し

て
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
機
能

の
対
象
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産
価
額
は
、
同
表
様
式
第
三
の
固
定
資
産
帰
属
明
細

表
の
帳
簿
価
額
及
び
通
信
量
等
の
実
績
値
を
基
礎
と
し
て
合
理
的
な
予
測
に
基
づ

き
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
。 

４ 
 

第
二
項
の
繰
延
資
産
比
率
、
投
資
等
比
率
及
び
貯
蔵
品
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
二
に
記
載
さ
れ
た
第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門

の
電
気
通
信
事
業
固
定
資
産
の
額
に
対
す
る
繰
延
資
産
及
び
投
資
そ
の
他
の
資
産

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
に
不
可
欠
で
あ
り
、
か
つ
、
収
益
の
見

込
ま
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
占
め
る
比
率
並
び
に
電
気
通
信
事
業
会
計
規

則
別
表
第
二
様
式
第
一
に
記
載
さ
れ
た
固
定
資
産
の
額
か
ら
同
様
式
に
記
載
さ
れ

た
投
資
そ
の
他
の
資
産
の
額
を
除
い
た
額
に
対
す
る
貯
蔵
品
の
額
の
占
め
る
比
率

の
実
績
値
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。 

３ 

前
項
の
対
象
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産
価
額
は
、
法
第
三
十
三
条
第
五
項
の
機
能

に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
別
表
第
三
様
式
第
二
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
正
味

固
定
資
産
価
額
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
他
の
機
能
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
接
続
会

計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
三
の
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
を
基
礎
と
し

て
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
機
能

の
対
象
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産
価
額
は
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
三
の

固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
及
び
通
信
量
等
の
実
績
値
を
基
礎
と
し
て
合

理
的
な
予
測
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
。 

４ 
 

第
二
項
の
繰
延
資
産
比
率
、
投
資
等
比
率
及
び
貯
蔵
品
比
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
二
に
記
載
さ
れ
た
第
一
種
指
定
設
備
管
理
部
門

の
電
気
通
信
事
業
固
定
資
産
の
額
に
対
す
る
繰
延
資
産
及
び
投
資
そ
の
他
の
資
産

（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
に
不
可
欠
、
か
つ
、
収
益
の
見
込
ま
れ

な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
額
の
占
め
る
比
率
並
び
に
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
別
表

第
二
様
式
第
一
に
記
載
さ
れ
た
固
定
資
産
の
額
か
ら
同
様
式
に
記
載
さ
れ
た
投
資

そ
の
他
の
資
産
の
額
を
除
い
た
額
に
対
す
る
貯
蔵
品
の
額
の
占
め
る
比
率
の
実
績

値
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。 

５
・
６ 

（
略
） 

５
・
６ 

（
略
） 

７ 

第
一
項
の
他
人
資
本
利
子
率
は
、
社
債
、
借
入
金
及
び
リ
ー
ス
債
務
（
以
下
「
有

利
子
負
債
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
利
子
率
並
び
に
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
に
対

す
る
利
子
相
当
率
を
、
有
利
子
負
債
及
び
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
が
負
債
の
合
計

に
占
め
る
比
率
に
よ
り
加
重
平
均
し
た
も
の
と
す
る
。 

７ 

第
一
項
の
他
人
資
本
利
子
率
は
、
社
債
及
び
借
入
金
（
以
下
「
有
利
子
負
債
」
と

い
う
。
）
に
対
す
る
利
子
率
並
び
に
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
の
利
子
相
当
率
を
、

有
利
子
負
債
及
び
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
が
負
債
の
合
計
に
占
め
る
比
率
に
よ

り
加
重
平
均
し
た
も
の
と
す
る
。 

135



８
・
９ 

（
略
） 

８
・
９ 

（
略
） 

（
自
己
資
本
費
用
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

（
自
己
資
本
費
用
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
の
自
己
資
本
利
益
率
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
期
待
自
己

資
本
利
益
率
の
過
去
三
年
間
（
リ
ス
ク
（
通
常
の
予
測
を
超
え
て
発
生
し
得
る
危
険

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
低
い
金
融
商
品
の
平
均
金
利
が
、
他

産
業
に
お
け
る
主
要
企
業
平
均
自
己
資
本
利
益
率
に
比
し
て
高
い
年
度
を
除
く
。
）

の
平
均
値
又
は
他
産
業
に
お
け
る
主
要
企
業
の
過
去
五
年
間
の
平
均
自
己
資
本
利

益
率
の
い
ず
れ
か
低
い
方
を
上
限
と
し
た
合
理
的
な
値
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
の
自
己
資
本
利
益
率
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
期
待
自
己

資
本
利
益
率
の
過
去
三
年
間
（
リ
ス
ク
（
通
常
の
予
測
を
超
え
て
発
生
し
得
る
危
険

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
低
い
金
融
商
品
の
平
均
金
利
が
、
他
産
業
に
お
け
る
主

要
企
業
平
均
自
己
資
本
利
益
率
に
比
し
て
高
い
年
度
を
除
く
。
）
の
平
均
値
又
は
他

産
業
に
お
け
る
主
要
企
業
の
過
去
五
年
間
の
平
均
自
己
資
本
利
益
率
の
い
ず
れ
か

低
い
方
を
上
限
と
し
た
合
理
的
な
値
と
す
る
。 

期
待
自
己
資
本
利
益
率
＝
リ
ス
ク
の
低
い
金
融
商
品
の
平
均
金
利
＋
β
×
（
他
産
業

に
お

け
る

主
要

企
業

の
平

均
自

己
資

本
利

益
率

－
リ

ス

ク
の
低
い
金
融
商
品
の
平
均
金
利
）
 

期
待
自
己
資
本
利
益
率
＝
リ
ス
ク
の
低
い
金
融
商
品
の
平
均
金
利
＋
β
×
（
他
産
業

に
お

け
る

主
要

企
業

の
平

均
自

己
資

本
利

益
率

－
リ

ス

ク
の
低
い
金
融
商
品
の
平
均
金
利
）
 

４ 

前
項
の
β
は
、
主
要
企
業
の
実
績
自
己
資
本
利
益
率
の
変
動
に
対
す
る
事
業
者
の

実
績
自
己
資
本
利
益
率
の
変
動
に
よ
り
計
測
さ
れ
た
数
値
を
基
礎
と
し
、
他
産
業
に

お
け
る
同
様
の
値
を
勘
案
し
た
合
理
的
な
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
実
績
自
己
資
本
利

益
率
に
代
え
て
株
式
価
格
を
採
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

５ 

（
略
） 

４ 

第
三
項
の
β
は
、
主
要
企
業
の
実
績
自
己
資
本
利
益
率
の
変
動
に
対
す
る
事
業
者

の
実
績
自
己
資
本
利
益
率
の
変
動
に
よ
り
計
測
さ
れ
た
数
値
を
基
礎
と
し
、
他
産
業

に
お
け
る
同
様
の
値
を
勘
案
し
た
合
理
的
な
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
実
績
自
己
資
本

利
益
率
に
替
え
て
株
式
価
格
を
採
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

５ 

（
略
） 

（
調
整
額
） 

第
十
二
条
の
二 

第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
調
整
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。 

 

一 

第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

基
づ
き
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
を
算
定
す
る
場
合
並
び
に
当
該
原
価
及
び
利

潤
に
基
づ
き
設
定
し
た
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合 

（
調
整
額
） 

第
十
二
条
の
二 

（
略
） 

  
一 

第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

基
づ
き
接
続
料
の
原
価
を
算
定
す
る
場
合
及
び
当
該
原
価
に
基
づ
き
設
定
し
た

接
続
料
を
変
更
す
る
場
合 

 
 
調
整
額
＝

０
 

 
 
調
整
額
＝
０
 

 

二 

第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

基
づ
き
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
を
算
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
前
号
に
掲
げ
る

 

二 

第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

基
づ
き
接
続
料
の
原
価
を
算
定
す
る
場
合
で
あ
っ
て
前
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
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場
合
以
外
の
場
合
（
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
が
一
年
を
超
え
る
場
合
に
限

る
。
）
並
び
に
当
該
原
価
及
び
利
潤
に
基
づ
き
設
定
し
た
接
続
料
を
変
更
す
る
場

合 

の
場
合
（
原
価
の
算
定
期
間
が
一
年
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
当
該
原
価

に
基
づ
き
設
定
し
た
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合 

 

 
 
調
整
額
＝
当
該
機
能
に
係
る
前
算
定
期
間
（
前
算
定
期
間
及
び
前
々
算
定
期
間
が

１
年
で
あ
る
場
合
は
、
前
算
定
期

間
及
び
前
々
算
定
期
間
と
す
る
。
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

同
じ
。
）
に

お
け

る
費

用
（

前
年

度
の
費

用
に

つ

い
て

は
、

合
理

的
な

予
測

に
基

づ
き

算
定

す
る

も
の

と
す
る

。
）

＋
当

該
機
能
に
係
る
前
算
定
期
間
に
お

け
る
調
整
額
（
当
該
調
整
額
に
係
る

費
用

及
び

需
要

は
実

績
値

に
基

づ
き

算
定

す
る

も
の

と
す
る

。
）

－
当

該
機
能
に
係
る
前
算
定
期
間
に
お

け
る
接
続
料
に
係
る
収
入
（
前
年
度

の
需

要
に

つ
い

て
は

合
理

的
な

予
測

に
基

づ
き

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。
）
 

調
整
額
＝
当
該
機
能
に
係
る
前
算
定
期
間
（
前
算
定
期
間
及
び
前
々
算
定
期
間
が

１
年
で
あ

る
場
合
は
、
前
算
定
期
間
及
び
前
々
算
定
期
間
と
す
る
。
以

下
こ

の
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
お

け
る

費
用

（
前

年
度

の
費

用
に

つ

い
て

は
、

合
理

的
な

予
測

に
基

づ
き

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。
）

＋
当

該
機
能
に
係
る
前
算
定
期
間
に
お
け
る
調
整
額
（
当
該
調
整
額
に
係
る

費
用

及
び

需
要

は
実

績
値

に
基

づ
き

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。
）

－
当

該
機
能
に
係
る
前
算
定
期
間
に
お
け
る
接
続
料
に
係
る
収
入
（
前
年
度

の
需

要
に

つ
い

て
は

合
理

的
な

予
測

に
基

づ
き

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。
）
 

 

三 

前
々
算
定
期
間
に
お
け
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
が
、
第
八
条
第
二
項
第
一 

号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
場
合
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。） 

 

三 

前
々
算
定
期
間
に
お
け
る
接
続
料
の
原
価
が
、
第
八
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当 

す
る
も
の
と
し
て
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

場
合
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。） 

調
整
額
＝

０
 

調
整
額
＝
０
 

 

四 

前
々
算
定
期
間
に
お
け
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
が
、
第
八
条
第
二
項
第
二

号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
も

の
（
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
が
一
年
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
場

合
（
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。） 

 

四 

前
々
算
定
期
間
に
お
け
る
接
続
料
の
原
価
が
、
第
八
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当

す
る
も
の
と
し
て
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
も
の
（
原
価
の

算
定
期
間
が
一
年
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
る
場
合
（
第
二
号
に
該
当
す

る
場
合
を
除
く
。） 

調
整
額
＝
当
該
機
能
に
係
る
費
用
及
び
需
要

を
実
績
値
に
基
づ
き
算
定
し
た
前
算

定
期
間
の
調
整
額
－
当
該
機
能
に
係
る
前
算
定
期
間
の
調
整
額
 

調
整
額
＝
当
該
機
能
に
係
る
費
用
及
び
需
要
を
実
績
値
に
基
づ
き
算
定
し
た
前
算

定
期
間
の
調
整
額
－
当
該
機
能
に
係
る
前
算
定
期
間
の
調
整
額
 

 

五 

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
資
産
及

び
費
用
に
基
づ
き
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
を
算
定
す
る
場
合 

 
五 
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
整
理
さ
れ
た
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
資
産
及

び
費
用
に
基
づ
き
接
続
料
の
原
価
を
算
定
す
る
場
合 

 
 
調
整
額
＝

０
 

 
 
調
整
額
＝
０
 

 

六 
(

略) 
 

六 
(

略) 

２ 
(

略) 

２ 
(

略) 
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（
利
益
対
応
税
） 

第
十
三
条 

第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
利
益
対
応
税
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式

に
よ
り
計
算
す
る
。 

（
利
益
対
応
税
） 

第
十
三
条 

第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
に
係
る
利
益
対
応
税
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式

に
よ
り
計
算
す
る
。 

利
益
対
応
税
＝
（
自
己
資
本
費
用
＋
当
該
機
能
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
×
他
人
資
本

比
率
×
有
利
子
負
債
以
外
の
負

債
比
率
×
利
子
相
当
率
）
×
利
益
対

応
税
率
 

利
益
対
応
税
＝
（
自
己
資
本
費
用
＋
（
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
の
額
×
利
子
相
当

率
）
）
×
利
益
対
応
税
率
 

 

２ 

前
項
の
他
人
資
本
比
率
は
、
第
十
一
条
第
一
項
の
他
人
資
本
比
率
と
す
る
。 
 

３ 

第
一
項
の
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
比
率
は
、
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
の
額
が

負
債
の
額
に
占
め
る
比
率
の
実
績
値
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。 

 

４ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

第
十
七
条
の
二 

第
四
条
の
表
一
の
項
（
一
般
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
及
び
特

別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
の
機
能
の
接
続
料
は
、
回
線
数
を
単

位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
七
条
の
二 

（
略
） 

２ 

前
項
の
機
能
（
一
般
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
の
接
続
料
は
、

第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設

備
（
ア
ナ
ロ
グ
信
号
伝
送
用
の
電
話
回
線
と
同
等
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
設
備
の

一
部
に
光
信
号
伝
送
用
の
回
線
を
設
置
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
原
価
及
び
利
潤
の
総
額
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送

機
能
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
、
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
係
る
回
線

の
総
数
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
除
し
て

得
た
額
を
も
っ
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
機
能
（
一
般
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限
る
。
）
の
接
続
料
は
、

第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設

備
（
ア
ナ
ロ
グ
信
号
伝
送
用
の
電
話
回
線
と
同
等
の
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
設
備
の

一
部
に
光
信
号
伝
送
用
の
回
線
を
設
置
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
原
価
の
総
額
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係

る
も
の
を
除
く
。）
を
、
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
係
る
回
線
の
総
数
（
特

別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
で
除
し
て
得
た
額
を
も

っ
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
機
能
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限
る
。）
の
接
続
料
は
、

第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設

備
に
係
る
原
価
及
び
利
潤
の
総
額
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
を
、
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
係
る
回
線
の
総
数
（
特
別

帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
除
し
て
得
た
額
を
も
っ

て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
機
能
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限
る
。）
の
接
続
料
は
、

第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設

備
に
係
る
原
価
の
総
額
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
を
、
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
係
る
回
線
の
総
数
（
特
別
帯
域
透

過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
除
し
て
得
た
額
を
も
っ
て
設
定

す
る
も
の
と
す
る
。 
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４ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
係
る
回
線
の

総
数
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
零
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
機
能
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限

る
。
）
の
接
続
料
は
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
第
一
種
指

定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
係
る
原
価
及
び
利
潤
の
総
額
（
き
線
点
近
傍
の
電
柱
等
か

ら
第
一
種
指
定
市
内
交
換
局
ま
で
の
間
の
設
備
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
、
第
一

種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
係
る
回
線
の
総
数
で
除
し
て
得
た
額
を
も
っ
て
設

定
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
種
指
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
係
る
回
線
の

総
数
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
零
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項
の
機
能
（
特
別
帯
域
透
過
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限

る
。
）
の
接
続
料
は
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
第
一
種
指

定
端
末
系
伝
送
路
設
備
に
係
る
原
価
の
総
額
（
き
線
点
近
傍
の
電
柱
等
か
ら
第
一
種

指
定
市
内
交
換
局
ま
で
の
間
の
設
備
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
、
第
一
種
指
定
端

末
系
伝
送
路
設
備
に
係
る
回
線
の
総
数
で
除
し
て
得
た
額
を
も
っ
て
設
定
す
る
も

の
と
す
る
。 

 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

日
）
か
ら
施
行
す
る
。 
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○
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
係
る
交
付
金
及
び
負
担
金
算
定
等
規
則
（
平
成
十
四
年
六
月
十
九
日
総
務
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
改
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

改 
 
 
 
 
 

正 
 

 
 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行 

（
用
語
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。）
、
電
気
通
信

事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と

い
う
。
）
、
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
六
号
）
、
端

末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信

設
備
接
続
会
計
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
九
十
一
号
。
以
下
「
接
続
会
計
規
則
」

と
い
う
。
）
及
び
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省

令
第
六
十
四
号
。
以
下
「
接
続
料
規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の

例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
用
語
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。）
、
電
気
通
信

事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と

い
う
。
）
、
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
六
号
）
、
端

末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信

設
備
接
続
会
計
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
九
十
一
号
。
以
下
「
接
続
会
計
規
則
」

と
い
う
。
）
及
び
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
）
に
お
い
て

使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
六 

（
略
） 

一
～
六 

（
略
） 

 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 

140



○
接
続
料
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
改
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
、□

 

は
諮
問
さ
れ
た
改
正
反
映
部
分
） 

改 
 
 
 
 
 

正 
 

 
 
 
 

案 

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日
付
諮
問
第
三
〇
七
七
号
に
よ
る
改
正
案 

 
 
 

附 
則 

 
 
 

附 

則 

１
～
５ 

（
略
） 

１
～
５ 

（
略
） 

６ 

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
能
に
限
る
。
）
の
機
能
の
接

続
料
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
価
及
び
利
潤
は
別
表
第
１
の
１
に
掲
げ
る
第

一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設

備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤

を
控
除
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
二
の
項
（
加
入
者
交
換
機
能
に
限
る
。
）
の
機
能
の
接

続
料
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
価
は
別
表
第
１
の
１
に
掲
げ
る
第
一
種
指
定

加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る

費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
を
控
除
し
て
算
定
す

る
も
の
と
す
る
。 

７ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
、
そ
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る

た
め
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応

じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原

価
及
び
利
潤
の
一
部
を
加
入
者
交
換
機
能
の
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
に
加
算
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

７ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
者
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
、
そ
の
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
に
及
ぼ
す
影
響
を
緩
和
す
る

た
め
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応

じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原

価
の
一
部
を
加
入
者
交
換
機
能
の
接
続
料
の
原
価
に
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

前
項
の
加
算
は
、
次
の
要
件
を
確
保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

８ 

（
略
） 

一
～
七 

（
略
） 

一
～
七 

（
略
） 

 

八 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加

入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設
置
遠
隔

収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
及
び
局
設

置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も

の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る

 

八 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加

入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設
置
遠
隔

収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
及
び
局
設

置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も

の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
を
超
え
な
い
額
を
加
算
す
る
も
の
で
あ
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も
の
で
あ
る
こ
と
。 

る
こ
と
。 

９ 

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
十
二
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
原
価
及
び
利
潤
は
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う

ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続

に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
（
公
衆
電
話
機
か
ら
発
信
さ
れ
る
通
信
に
係
る

も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
加
算
し
て
算
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

９ 

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
十
二
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
原
価
は
、
第
一
種
指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数

の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る

接
続
料
の
原
価
（
公
衆
電
話
機
か
ら
発
信
さ
れ
る
通
信
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。）
の
全
部
又
は
一
部
を
加
算
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

10 

前
項
の
加
算
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
の
要
件
を
確
保

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

10 

前
項
の
加
算
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
の
要
件
を
確
保

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

六 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加

入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設
置
遠
隔

収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
及
び
局
設

置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も

の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
に
つ
い
て
は
、
加
算
し
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

 

六 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加

入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設
置
遠
隔

収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
及
び
局
設

置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も

の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、
加
算
し
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

11 

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
一
の
項
（
基
地
局
設
備
用
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限 

る
。
）
の
機
能
の
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
価
及
び
利
潤
は
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設

備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤

（
基
地
局
設
備
と
の
間
を
伝
送
す
る
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
専
ら

ア
ナ
ロ
グ
信
号
の
伝
送
に
用
い
ら
れ
る
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
加
算
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

11 

事
業
者
は
、
第
四
条
の
表
一
の
項
（
基
地
局
設
備
用
端
末
回
線
伝
送
機
能
に
限 

る
。
）
の
機
能
の
接
続
料
を
変
更
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
価
は
第
一
種
指
定
加
入

者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該
設
備
に
係
る

費
用
が
増
減
す
る
も
の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
（
基
地
局
設
備
と
の
間

を
伝
送
す
る
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
も
の
に
限
り
、
専
ら
ア
ナ
ロ
グ
信
号
の
伝
送

に
用
い
ら
れ
る
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
全
部
又
は
一
部
を
加
算
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

12 

前
項
の
加
算
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
の
要
件
を
確 

保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

12 

前
項
の
加
算
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
の
要
件
を
確 

保
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一
～
四 

（
略
） 

 

一
～
四 

（
略
） 

五 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加

入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設
置
遠
隔

収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
及
び
局
設

置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も

の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
に
つ
い
て
は
、
加
算
し
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

五 

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
あ
っ
て
は
、
第
一
種

指
定
加
入
者
交
換
機
に
係
る
設
備
区
分
の
う
ち
回
線
数
の
増
減
に
応
じ
て
当
該

設
備
に
係
る
費
用
が
増
減
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
線
点
遠
隔
収
容
装
置
か
ら
加

入
者
交
換
機
間
の
う
ち
、
局
設
置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
又
は
局
設
置
遠
隔

収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も
の
及
び
局
設

置
簡
易
遠
隔
収
容
装
置
設
置
局
か
ら
加
入
者
交
換
機
設
置
局
間
に
設
置
す
る
も

の
と
の
接
続
に
関
す
る
接
続
料
の
原
価
に
つ
い
て
は
、
加
算
し
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

13
～
16 

（
略
） 

13
～
16 

（
略
） 

17 

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
事
業
者
は
、
自
ら
が
持
株
会
社
の
子

会
社
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
持
株
会
社
の
他
の
子
会
社
と
し
て
他
の
事
業
者
が
存

在
す
る
場
合
は
、
第
四
条
の
表
二
の
項
、
三
の
四
の
項
、
四
の
項
、
五
の
項
、
六
の

項
（
一
般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
を
除
く
。
）
及

び
八
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
が
、
当
該
機
能
と
同
等
の
機
能
に
つ
い
て
当
該
他

の
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
接
続
料
と
同
額
と
な
る
よ
う
、
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料

の
原
価
及
び
利
潤
及
び
通
信
量
等
を
当
該
他
の
事
業
者
の
も
の
と
合
算
し
て
算
定

す
る
も
の
と
す
る
。 

17 

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
事
業
者
は
、
自
ら
が
持
株
会
社
の
子

会
社
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
持
株
会
社
の
他
の
子
会
社
と
し
て
他
の
事
業
者
が
存

在
す
る
場
合
は
、
第
四
条
の
表
二
の
項
、
三
の
四
の
項
、
四
の
項
、
五
の
項
、
六
の

項
（
一
般
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
及
び
特
別
光
信
号
中
継
伝
送
機
能
を
除
く
。
）
及

び
八
の
項
の
機
能
に
係
る
接
続
料
が
、
当
該
機
能
と
同
等
の
機
能
に
つ
い
て
当
該
他

の
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
接
続
料
と
同
額
と
な
る
よ
う
、
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料

の
原
価
及
び
通
信
量
等
を
当
該
他
の
事
業
者
の
も
の
と
合
算
し
て
算
定
す
る
も
の

と
す
る
。 

18
・
19 

（
略
） 

18
・
19 

（
略
） 

 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

日
）
か
ら
施
行
す
る
。 
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○
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
改
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

改 
 
 

 
 
 

正 
 
 

 
 

 

案 

現 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

行 

（
勘
定
科
目
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

 

第
四
条 

事
業
会
計
規
則
第
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
は
、
事
業
者
に
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
前
段
中
「
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
会
計
規
則
別

表
第
一
」
と
、
「
別
表
第
二
の
様
式
に
よ
り
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
そ
の
他
の

財
務
諸
表
（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
に
つ
い
て
は
基
礎
的
電
気
通
信
役

務
提
供
事
業
者
に
限
り
、
指
定
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
に
つ
い
て
は
指
定
電
気

通
信
役
務
提
供
事
業
者
に
限
り
、
移
動
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
に
つ
い
て
は
法

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
に
限
る
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
事
業
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
一
に
よ
る
貸
借
対
照
表
及
び
同
表
様
式

第
二
に
よ
る
損
益
計
算
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
個
別
注
記
表
、
役
務
別
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
、
移
動
電
気
通
信
役
務
収
支
表
、

接
続
会
計
報
告
書
及
び
配
賦
整
理
書
） 

第
五
条 

事
業
者
は
、
別
表
第
一
に
よ
る
個
別
注
記
表
、
別
表
第
二
に
よ
る
役
務
別
固

定
資
産
帰
属
明
細
表
、
別
表
第
三
に
よ
る
移
動
電
気
通
信
役
務
収
支
表
、
別
表
第
四

に
よ
る
接
続
会
計
報
告
書
並
び
に
当
該
役
務
別
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
及
び
当
該

移
動
電
気
通
信
役
務
収
支
表
を
作
成
す
る
際
に
準
拠
し
た
資
産
の
整
理
の
基
準
及

び
手
順
並
び
に
費
用
及
び
収
益
の
配
賦
の
基
準
及
び
手
順
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下

「
配
賦
整
理
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
勘
定
科
目
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

 

第
四
条 

事
業
会
計
規
則
第
五
条
前
段
の
規
定
は
、
事
業
者
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
前
段
中
「
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
会
計
規
則
別
表
第
一
」

と
、
「
別
表
第
二
の
様
式
に
よ
り
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
そ
の
他
の
財
務
諸
表

（
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
に
つ
い
て
は
基
礎
的
電
気
通
信
役
務
提
供

事
業
者
に
限
り
、
指
定
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
に
つ
い
て
は
指
定
電
気
通
信
役

務
提
供
事
業
者
に
限
り
、
移
動
電
気
通
信
役
務
損
益
明
細
表
に
つ
い
て
は
法
第
三
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
電
気
通
信
事
業
者
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は

「
事
業
会
計
規
則
別
表
第
二
様
式
第
一
に
よ
る
貸
借
対
照
表
及
び
同
表
様
式
第
二

に
よ
る
損
益
計
算
書
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
個
別
注
記
表
、
移
動
電
気
通
信
役
務
収
支
表
、
接
続
会
計
報
告
書
及
び
配
賦
整
理

書
） 

第
五
条 

事
業
者
は
、
別
表
第
一
に
よ
る
個
別
注
記
表
、
別
表
第
二
に
よ
る
移
動
電
気

通
信
役
務
収
支
表
、
別
表
第
三
に
よ
る
接
続
会
計
報
告
書
並
び
に
当
該
移
動
電
気
通

信
役
務
収
支
表
を
作
成
す
る
際
に
準
拠
し
た
費
用
及
び
収
益
の
配
賦
の
基
準
及
び

手
順
を
記
載
し
た
書
類
（
以
下
「
配
賦
整
理
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
金
額
の
表
示
の
単
位
） 

第
六
条 

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
事
業
会
計
規
則
第
五
条
第

一
項
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
前
条
の
個
別
注
記
表
、
役
務
別
固
定

資
産
帰
属
明
細
表
及
び
移
動
電
気
通
信
役
務
収
支
表
（
以
下
「
接
続
会
計
財
務
諸
表
」

（
金
額
の
表
示
の
単
位
） 

第
六
条 
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
事
業
会
計
規
則
第
五
条
前

段
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
第
五
条
の
個
別
注
記
表
及
び
移
動
電

気
通
信
役
務
収
支
表
（
以
下
「
接
続
会
計
財
務
諸
表
」
と
い
う
。
）
に
掲
記
さ
れ
る
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と
い
う
。
）
に
掲
記
さ
れ
る
科
目
そ
の
他
の
事
項
の
金
額
は
、
千
円
単
位
又
は
百
万

円
単
位
を
も
っ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

科
目
そ
の
他
の
事
項
の
金
額
は
、
千
円
単
位
又
は
百
万
円
単
位
を
も
っ
て
表
示
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

（
資
産
及
び
負
債
・
純
資
産
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
七
条 
事
業
会
計
規
則
第
二
章
の
規
定
は
、
接
続
会
計
財
務
諸
表
の
作
成
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
一
条 

電
気
通
信
事
業
と
電
気
通

信
事
業
以
外
の
事
業
又
は
ド
メ
イ
ン

名
関
連
事
業
と
ド
メ
イ
ン
名
関
連
事

業
以
外
の
事
業
と
に
共
用
さ
れ
る
固

定
資
産
は
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
そ
れ

ぞ
れ
の
事
業
の
勘
定
に
整
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
基
準

に
よ
つ
て
整
理
す
る
こ
と
が
著
し
く

困
難
な
場
合
は
、
そ
の
全
部
を
主
た
る

用
途
の
事
業
の
勘
定
に
整
理
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

第
十
一
条 

電
気
通
信
事
業
と
電
気
通

信
事
業
以
外
の
事
業
又
は
ド
メ
イ
ン

名
関
連
事
業
と
ド
メ
イ
ン
名
関
連
事

業
以
外
の
事
業
と
に
共
用
さ
れ
る
固

定
資
産
は
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
そ
れ

ぞ
れ
の
事
業
の
勘
定
に
整
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

二
以
上
の
種
類
（
別
表
第
二
の
役
務

の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
種
類
を
い

う
。
）
の
電
気
通
信
役
務
に
共
用
さ
れ

る
固
定
資
産
は
、
適
正
な
基
準
に
よ
り

そ
れ
ぞ
れ
の
役
務
の
勘
定
に
整
理
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
基

準
に
よ
っ
て
整
理
す
る
こ
と
が
著
し

く
困
難
な
と
き
は
、
そ
の
全
部
を
主
た

る
関
連
を
有
す
る
事
業
の
勘
定
又
は

役
務
の
勘
定
に
整
理
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

（
資
産
及
び
負
債
・
純
資
産
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

第
七
条 

事
業
会
計
規
則
第
二
章
の
規
定
は
、
接
続
会
計
財
務
諸
表
の
作
成
に
つ
い
て

準
用
す
る
。 

 

（
収
益
及
び
費
用
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 

（
収
益
及
び
費
用
に
関
す
る
規
定
の
準
用
） 
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第
八
条 

事
業
会
計
規
則
第
三
章
の
規
定
は
、
接
続
会
計
財
務
諸
表
の
作
成
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
章
の
規
定
中
「
関
連
収
益
及
び
関
連
費
用
」

と
あ
る
の
は
「
関
連
費
用
及
び
関
連
収
益
」
と
、
「
収
益
及
び
費
用
」
と
あ
る
の
は

「
費
用
及
び
収
益
」
と
、「
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
会
計
規
則
別
表
第
一
」

と
、「
別
表
第
二
様
式
第
１４
の
表
か
ら
様
式
第
１６
の
表
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
別
表

第
三
」
と
、
「
別
表
第
二
に
掲
げ
る
基
準
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
三
に
掲
げ
る
基

準
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
八
条 

事
業
会
計
規
則
第
三
章
の
規
定
は
、
接
続
会
計
財
務
諸
表
の
作
成
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
章
の
規
定
中
「
関
連
収
益
及
び
関
連
費
用
」

と
あ
る
の
は
「
関
連
費
用
及
び
関
連
収
益
」
と
、
「
収
益
及
び
費
用
」
と
あ
る
の
は

「
費
用
及
び
収
益
」
と
、「
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
事
業
会
計
規
則
別
表
第
一
」

と
、「
別
表
第
二
様
式
第
１４
の
表
か
ら
様
式
第
１６
の
表
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
別
表

第
二
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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改 
 
 

 
 
 

正 
 
 

 
 

 

案 

現 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

行 

別
表

第
二

 
役

務
別

固
定

資
産

帰
属

明
細

表
の

様
式

（
第

５
条

及
び

第
６
条

関
係

）
 

役
務

別
固

定
資

産
帰

属
明

細
表

 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事
業

年
度

 
自

 
 

 
年

 
 

月
 
 

日
 

 
 

 
 

 
至

 
 

 
年

 
 

月
 
 

日
 

（
単

位
 

円
）

 

役
務

の
種

類
 

移
動

電
気

通
信

役
務
 

移
動

電
気

通

信
役

務
以

外

の
電

気
通

信

役
務

 

合
計

 

音
声

伝
送

役
務
 

デ
ー

タ
伝

送
役

務
 

小
計

 
携

帯
 

電
話

 

そ
の

他
 

小
計

 

携
帯

 

電
話

・
 

Ｂ
Ｗ

Ａ
 そ

の
他
 
小

計
 

電
気

通
信

事
業

固
定

資
産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

有
形

固
定

資
産
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

機
械

設
備
 取

 
得

 
価

 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

空
中

線
 

設
備

 

取
 

得
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

通
信

衛
星

設
備

 

取
 

得
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

端
末

設
備
 取

 
得

 
価

 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

市
内

線
路

設
備

 

取
 

得
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

市
外

線
路

設
備

 

取
 

得
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

土
木

設
備
 取

 
得

 
価

 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
新

設
）
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減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

海
底

線
 

設
備

 

取
 

得
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

建
物

 

取
 

得
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

構
築

物
 

取
 

得
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

機
械

及
び

装
置

 

取
 

得
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

車
両

及
び

船
舶

 

取
 

得
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

工
具

、
器

具
及

び
備

品
 

取
 

得
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

休
止

設
備
 取

 
得

 
価

 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

土
地

 

取
 

得
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

リ
ー

ス
 

資
産

 

取
 

得
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

建
設

仮
 

勘
定

 

取
 

得
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

有
形

固
定
 

資
産

合
計
 

取
 

得
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

減
価

償
却

累
計
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

148



無
形

固
定
 

資
産

合
計
 

帳
 

簿
 

価
 
額
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
気

通
信

事
業

固
定

資
産
合

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(
記

載
上

の
注

意
) 

１
 
「

役
務

の
種

類
」
の

各
欄

に
記

載
す

べ
き

事
項

が
な

い
場

合
は

、
当
該

各
欄

を
省

略
し

た
様

式
に

よ
り

 

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

２
 

用
紙

の
大

き
さ

は
日

本
工

業
規

格
Ａ

列
４

番
と

す
る

こ
と

。
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別
表

第
三

 
移

動
電

気
通

信
役

務
収

支
表

の
様

式
（

第
５

条
及

び
第

６
条
関

係
）

 

移
動

電
気

通
信

役
務

収
支

表
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事
業

年
度

 
自

 
 

 
年

 
 

月
 
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
至

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日
 

（
単

位
 

円
）

 

役
務

の
種

類
 

営
業

 

収
益

 

営
業

 

費
用

 

 

営業
 

利益
 

摘要
 

営業費
 

運用費
 

施設
 

保全費
 

共通費
 

管理費
 

試験
 

研究費
 

研究費
 

償却
 

減価
 

償却費
 

固定
 

資産
 

除却費
 

通信
 

設備
 

使用料
 

租税
 

公課
 

移動電気通信役務 

音声伝送役務 

携
帯

電
話

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

データ伝送役務 

携
帯

電

話
・
Ｂ

Ｗ
Ａ

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

小
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

移
動

電
気

通
信
役

務
以

外
の

電
気

通
信
役

務
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
表

第
二

 
移

動
電

気
通

信
役

務
収

支
表

の
様

式
（

第
５

条
及

び
第

６
条

関
係

）
 

移
動

電
気

通
信

役
務

収
支

表
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事
業

年
度

 
自

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
至

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

（
単

位
 

円
）
 

役
務

の
種

類
 

営
業

 

収
益

 

営
業

 

費
用

 

 

営業
 

利益
 

摘要
 

営業費
 

運用費
 

施設
 

保全費
 

共通費
 

管理費
 

試験
 

研究費
 

研究費
 

償却
 

減価
 

償却費
 

固定
 

資産
 

除却費
 

通信
 

設備
 

使用料
 

租税
 

公課
 

移動電気通信役務 

音声伝送役務 

携
帯

電
話
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ｐ
Ｈ

Ｓ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他
の

移
動

体
通

信
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

デ
ー

タ
伝

送
役
務
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
 

 
 

 
 
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

移
動

電
気

通
信

役
務

以

外
の

電
気

通
信

役
務
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

合
 

 
 

 
 

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

（
記

載
上

の
注

意
）

 

 
１

 
第

８
条

の
規

定
に

よ
り

読
み

替
え

て
準

用
す

る
事

業
会

計
規

則
第

1
5
条

第
２

項
に

規
定

す
る
基

準

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
 

 
 

(
1
)
 
 
二

以
上

の
種

類
の

役
務

に
関

連
す

る
営

業
収

益
は

、
原

則
と

し
て

営
業

費
用

額
比

に
よ

っ
て

各

種
類

の
役

務
に

配
賦

す
る

こ
と

。
 

（
記

載
上

の
注

意
）

 

 
１

 
（

略
）
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(
2
)
・

(
3
)
 

(
略

) 

 
２

・
３

 
(
略

) 

                                      

 
 

(
1
)
・

(
2
)
 

(
略

)
  

 
２

・
３

 
(
略

) 
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別
表

第
四

（
第

５
条

、
第

９
条

及
び

第
１

０
条

関
係

）
 

接
 

続
 

会
 

計
 

報
 

告
 

書
 

（
電

気
通

信
事

業
法

第
3
4
条

第
6
項

に
基

づ
く

報
告

書
）

 

事
業

年
度

 
自

 
 

 
年

 
 

月
 
 

日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
至

 
 

 
年

 
 

月
 
 

日
 

 
総

務
大

臣
 

殿
 

 
年

 
 

月
 

 
日

提
出
 

会
社

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

代
表

者
の

役
職

氏
名

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
印

 

（
代

表
者

が
氏

名
を

自
筆

で
記

入
し
た

と
き

は
、
押

印

を
省

略
で

き
る

。
）

 

本
店

の
所

在
の

場
所

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

連
絡

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

接
続

会
計

報
告

書
の

写
し

を
縦

覧
に
供

す
る

場
所

 

名
称

 
 

 
 

 
 

 
所

在
地

 
 
 

 
 

 
 

 
 

第
一

部
 

概
要

紹
介
 

１
～

３
 

(
略

)
 

４
 

接
続

会
計

財
務

諸
表

の
構

成
 

(
1
)
 
～

(
3
)
 

(
略

) 

(
4
)
 
役

務
別

固
定

資
産

帰
属

明
細

表
 

(
5
)
 

(
略

)
 

５
・

６
 

(
略

)
 

第
二

部
 

(
略

)
 

第
三

部
 

接
続

会
計

財
務

諸
表

 

１
～

３
 

(
略

)
 

４
 

役
務

別
固

定
資

産
帰

属
明

細
表

（
別

表
第

二
の

様
式

に
よ

る
）

 

５
 

移
動

電
気

通
信

役
務

収
支

表
（

別
表

第
三

の
様

式
に

よ
る

）
 

第
四

部
 

参
考

情
報
 

１
 

(
略

)
 

２
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
と

他
の

電
気

通
信

事
業

者
の

電
気

通
信

設
備

と
の

接
続

に
関

し
取

得

す
べ

き
金

額
の

、
原

価
及

び
利

潤
の

算
定

上
の

重
要

な
変

更
に

伴
う

影
響
額

 

３
～

５
 

(
略

)
 

別
表

第
三

（
第

５
条

、
第

９
条

及
び

第
1
0
条

関
係

）
 

接
 

続
 

会
 

計
 

報
 

告
 

書
 

（
電

気
通

信
事

業
法

第
3
4
条

第
6
項

に
基

づ
く

報
告

書
）

 

事
業

年
度

 
自

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
至

 
 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
総

務
大

臣
 

殿
 

 
年

 
 

月
 

 
日

提
出

 

会
社

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

代
表

者
の

役
職

氏
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

印
 

（
代

表
者

が
氏

名
を

自
筆

で
記

入
し

た
と

き
は

、
押

印

を
省

略
で

き
る

。
）

 

本
店

の
所

在
の

場
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

連
絡

者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

接
続

会
計

報
告

書
の

写
し

を
縦

覧
に

供
す

る
場

所
 

名
称

 
 

 
 

 
 

 
所

在
地

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
一

部
 

概
要

紹
介
 

１
～

３
 

(
略

)
 

４
 

接
続

会
計

財
務

諸
表

の
構

成
 

(
1
)
 
～

(
3
)
 

(
略

) 

 (
4
)
 

(
略

)
 

５
・

６
 

(
略

)
 

第
二

部
 

(
略

)
 

第
三

部
 

接
続

会
計

財
務

諸
表

 

１
～

３
 

(
略

)
 

 ４
 

移
動

電
気

通
信

役
務

収
支

表
（

別
表

第
二

の
様

式
に

よ
る

）
 

第
四

部
 

参
考

情
報
 

１
 

(
略

)
 

２
 

第
二

種
指

定
電

気
通

信
設

備
と

他
の

電
気

通
信

事
業

者
の

電
気

通
信

設
備

と
の

接
続

に
関

し
取

得

す
べ

き
金

額
の

、
原

価
算

定
上

の
重

要
な

変
更

に
伴

う
影

響
額

 

３
～

５
 

(
略

)
 

 
 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

日
）
か
ら
施
行
し
、
施

行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
す
る
。 
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○
総
務
省
令
第

号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
施
行
す
る
た
め
、
第
二
種
指
定

電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年

月

日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
三
条
）

第
二
章

機
能
（
第
四
条
）

第
三
章

原
価
及
び
利
潤
の
算
定
（
第
五
条
―
第
十
条
）

第
四
章

接
続
料
設
定
（
第
十
一
条
―
第
十
五
条
）

第
五
章

精
算
（
第
十
六
条
）

附
則
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第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
し
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気

通
信
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
取
得
す
べ
き
金
額
（
以
下
「
接
続
料
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
、
電
気
通

信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
三
項
第
一
号
ロ
の
機
能
（
以
下
「
機
能
」
と
い
う
。
）
、
機
能
ご
と

の
適
正
な
原
価
及
び
適
正
な
利
潤
の
算
定
方
法
並
び
に
精
算
に
関
す
る
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
機
能
ご
と
の
接
続
料
が
、
適

正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
、
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確

保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
用
語
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号

）
、
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
六
号
）
及
び
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則

（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
。
以
下
「
接
続
会
計
規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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一

第
二
種
指
定
中
継
交
換
機

主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
設
備
を
い
う
。

二

第
二
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
に
必
要
な
費
用
の
総
額
を
い
う
。

（
遵
守
義
務
）

第
三
条

事
業
者
は
、
機
能
ご
と
の
接
続
料
に
関
し
て
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章

機
能

（
機
能
）

第
四
条

法
第
三
十
四
条
第
三
項
第
一
号
ロ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
機
能
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

音
声
伝
送
交
換
機
能

第
二
種
指
定
中
継
交
換
機
に
よ
り
音
声
そ
の
他
の
音
響
の
伝
送
交
換
を
行
う
機
能

二

デ
ー
タ
伝
送
交
換
機
能

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
そ
の
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
（

以
下
「
他
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
設
置
す
る
当
該
電
気
通
信
設
備
と
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
Ｇ
Ｐ
Ｒ
Ｓ
ト
ン
ネ

リ
ン
グ
プ
ロ
ト
コ
ル
が
用
い
ら
れ
る
通
信
方
式
を
用
い
て
接
続
し
た
上
で
、
当
該
他
事
業
者
が
設
置
す
る
電
気
通
信
設
備
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と
特
定
移
動
端
末
設
備
と
の
間
で
専
ら
符
号
又
は
影
像
の
伝
送
交
換
を
行
う
機
能
（
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電

波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
六
の
四
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
五
の
無
線
設
備
で
あ
っ
て
、
拡
散
符

号
速
度
が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
を
使
用
し
て
、
符
号
又
は
影
像
の
伝
送
交
換
を

行
う
も
の
を
除
く
。
）
。

三

番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
転
送
機
能

番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
（
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二

年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
）
第
四
条
の
表
二
の
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
、
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受

け
る
電
気
通
信
事
業
者
を
変
更
し
た
利
用
者
に
係
る
特
定
移
動
端
末
設
備
へ
着
信
す
る
通
信
を
第
二
種
指
定
中
継
交
換
機

を
介
し
て
他
事
業
者
と
の
相
互
接
続
点
に
転
送
す
る
機
能

四

シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
送
交
換
機
能

特
定
移
動
端
末
設
備
間
に
お
い
て
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
行
わ
れ
る
文
字

の
伝
送
交
換
を
行
う
機
能

第
三
章

原
価
及
び
利
潤
の
算
定

（
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
に
用
い
る
費
用
及
び
資
産
）

第
五
条

事
業
者
は
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
三
の
移
動
電
気
通
信
役
務
収
支
表
に
整
理
さ
れ
た
費
用
及
び
接
続
会
計
規
則
別
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表
第
二
の
役
務
別
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
に
整
理
さ
れ
た
資
産
に
基
づ
い
て
、
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
を
算
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
）

第
六
条

接
続
料
の
原
価
は
、
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
機
能
ご
と
に
、
当
該
機
能
に
係
る
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
管
理
運

営
費
と
す
る
。

２

接
続
料
の
利
潤
は
、
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
機
能
ご
と
に
、
当
該
機
能
に
係
る
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ

き
計
算
さ
れ
る
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及
び
利
益
対
応
税
の
合
計
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
算
定
に
用

い
る
資
産
の
額
は
、
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
の
利
潤
の
算
定
期
間
に
係
る
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
期
首
及
び
期
末
の

額
の
合
計
を
二
で
除
し
た
も
の
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

３

接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
は
一
年
と
す
る
。

（
第
二
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
算
定
）

第
七
条

第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
機
能
に
係
る
第
二
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
は
、
当
該
機
能
の
区
分
ご
と
に
、
当
該
機
能
に

対
応
し
た
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
及
び
こ
れ
の
附
属
設
備
並
び
に
こ
れ
ら
を
設
置
す
る
土
地
及
び
施
設
（
以
下
「
対
象
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設
備
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
費
用
の
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
費
用
は
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
三
の
移
動
電
気
通
信
役
務
収
支
表
に
記
載
さ
れ
た
費
用
を
基
礎
と
し
て
算
定
す

る
。

（
他
人
資
本
費
用
）

第
八
条

第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
機
能
に
係
る
他
人
資
本
費
用
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。

他
人

資
本

費
用

当
該

機
能

に
係

る
レ

ト
ベ

ス
×

他
人

資
本

比
率

×
他

人
資

本
利

子
率

＝

ー
ー

２

第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
機
能
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。

当
該

機
能

に
係

る
レ

ト
ベ

ス
対

象
設

備
等

の
正

味
固

定
資

産
価

額
＋

繰
延

資
産

＋
投

資
そ

の
他

の
資

産
＋

貯
蔵

品
＋

＝

ー
ー

運
転

資
本

３

前
項
の
対
象
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産
価
額
は
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
二
の
役
務
別
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価

額
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
た
額
と
す
る
。

４

第
二
項
の
繰
延
資
産
、
投
資
そ
の
他
の
資
産
及
び
貯
蔵
品
の
額
は
、
接
続
会
計
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

準
用
す
る
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
第
五
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
す
る
貸
借
対
照
表
に
記
載
さ
れ
た
繰
延
資
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産
、
投
資
そ
の
他
の
資
産
及
び
貯
蔵
品
の
額
の
う
ち
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
に
不
可
欠
で
あ
り
、
か
つ

、
収
益
の
見
込
ま
れ
な
い
も
の
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。

５

第
二
項
の
運
転
資
本
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。

対
象

設
備

等
の

第
二

種
指

定
設

備
管

理
運

営
第

四
条

各
号

に
掲

げ
る

機
能

の
提

供
か

ら
当

該

運
転

資
本

費
減

価
償

却
費

固
定

資
産

除
却

損
及

び
機

能
に

係
る

接
続

料
の

収
納

ま
で

の
平

均
的

な
日

数

＝

（

､

×

租
税

公
課

相
当

額
を

除
く

｡

三
百

六
十

五
日

）

６

第
一
項
の
他
人
資
本
比
率
は
、
負
債
の
額
が
負
債
資
本
合
計
の
額
に
占
め
る
割
合
の
実
績
値
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。

７

第
一
項
の
他
人
資
本
利
子
率
は
、
社
債
、
借
入
金
及
び
リ
ー
ス
債
務
（
以
下
「
有
利
子
負
債
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
利

子
率
並
び
に
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
に
対
す
る
利
子
相
当
率
を
、
有
利
子
負
債
及
び
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
が
負
債
の

合
計
に
占
め
る
比
率
に
よ
り
加
重
平
均
し
た
も
の
と
す
る
。

８

前
項
の
有
利
子
負
債
に
対
す
る
利
子
率
は
、
有
利
子
負
債
の
額
に
対
す
る
営
業
外
費
用
の
う
ち
有
利
子
負
債
に
係
る
も
の

の
額
の
比
率
の
実
績
値
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。

９

第
七
項
の
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
に
対
す
る
利
子
相
当
率
は
、
当
該
負
債
の
性
質
及
び
安
全
な
資
産
に
対
す
る
資
金
運
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用
を
行
う
場
合
に
合
理
的
に
期
待
し
得
る
利
回
り
を
勘
案
し
た
値
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。

（
自
己
資
本
費
用
）

第
九
条

第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
機
能
に
係
る
自
己
資
本
費
用
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。

自
己

資
本

費
用

当
該

機
能

に
係

る
レ

ト
ベ

ス
×

自
己

資
本

比
率

×
自

己
資

本
利

益
率

＝
ー

ー

２

前
項
の
自
己
資
本
比
率
は
、
一
か
ら
前
条
第
一
項
の
他
人
資
本
比
率
を
差
し
引
い
た
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
自
己
資
本
利
益
率
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
期
待
自
己
資
本
利
益
率
の
過
去
三
年
間
（
リ
ス
ク

（
通
常
の
予
測
を
超
え
て
発
生
し
得
る
危
険
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
低
い
金
融
商
品
の
平
均
金
利
が

、
主
要
企
業
平
均
自
己
資
本
利
益
率
に
比
し
て
高
い
年
度
を
除
く
。
）
の
平
均
値
を
基
礎
と
し
た
合
理
的
な
値
と
す
る
。

期
待

自
己

資
本

利
益

率
リ

ス
ク

の
低

い
金

融
商

品
の

平
均

金
利

＋
β

×
主

要
企

業
の

平
均

自
己

資
本

利
益

率
リ

ス
ク

＝

（

－

）

の
低

い
金

融
商

品
の

平
均

金
利

４

前
項
の
β
は
、
主
要
企
業
の
実
績
自
己
資
本
利
益
率
の
変
動
に
対
す
る
事
業
者
の
実
績
自
己
資
本
利
益
率
の
変
動
に
よ
り

計
測
さ
れ
た
数
値
を
基
礎
と
し
、
移
動
電
気
通
信
事
業
（
そ
の
一
端
が
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
用
い

て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
を
い
う
。
）
に
係
る
リ
ス
ク
及
び
当
該
事
業
者
の
財
務
状
況
に
係
る
リ
ス
ク
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を
勘
案
し
た
合
理
的
な
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
実
績
自
己
資
本
利
益
率
に
代
え
て
株
式
価
格
を
採
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
利
益
対
応
税
）

第
十
条

第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
機
能
に
係
る
利
益
対
応
税
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。

利
益

対
応

税
自

己
資

本
費

用
当

該
機

能
に

係
る

レ
ト

ベ
ス

他
人

資
本

比
率

有
利

子
負

債
以

外
の

負
債

比
率

＝
（

＋

×

×

ー
ー

利
子

相
当

率
利

益
対

応
税

率

×

）
×

２

前
項
の
他
人
資
本
比
率
は
、
第
八
条
第
一
項
の
他
人
資
本
比
率
と
す
る
。

３

第
一
項
の
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
比
率
は
、
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
の
額
が
負
債
の
額
に
占
め
る
比
率
の
実
績
値
を

基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。

４

第
一
項
の
利
益
対
応
税
率
は
、
法
人
税
、
事
業
税
及
び
そ
の
他
所
得
に
課
さ
れ
る
税
の
税
率
の
合
計
を
基
礎
と
し
て
算
定

さ
れ
た
値
と
す
る
。

第
四
章

接
続
料
設
定

（
接
続
料
設
定
の
原
則
）

第
十
一
条

接
続
料
は
、
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
機
能
ご
と
に
、
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
合
計
額
を
当
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該
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
に
係
る
需
要
で
除
す
こ
と
に
よ
り
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
需
要
は
、
当
該
接
続
料
を
算
定
す
る
機
能
ご
と
の
通
信
量
等
の
実
績
値
と
す
る
。

３

接
続
料
の
体
系
は
、
当
該
接
続
料
に
係
る
第
二
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
の
発
生
の
態
様
を
考
慮
し
、
回
線
容
量
、
通
信

回
数
、
通
信
時
間
等
を
単
位
と
し
、
社
会
的
経
済
的
に
み
て
合
理
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

４

接
続
料
の
水
準
は
、
当
該
接
続
料
が
事
業
者
と
他
事
業
者
と
の
間
に
不
当
な
競
争
を
引
き
起
こ
さ
な
い
も
の
と
な
る
よ
う

に
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
音
声
伝
送
交
換
機
能
の
接
続
料
）

第
十
二
条

第
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
機
能
の
接
続
料
は
、
通
信
時
間
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
デ
ー
タ
伝
送
交
換
機
能
の
接
続
料
）

第
十
三
条

第
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
機
能
の
接
続
料
は
、
回
線
容
量
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
転
送
機
能
の
接
続
料
）

第
十
四
条

第
四
条
第
三
号
に
掲
げ
る
機
能
の
接
続
料
は
、
通
信
時
間
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
送
交
換
機
能
の
接
続
料
）

162



第
十
五
条

第
四
条
第
四
号
に
掲
げ
る
機
能
の
接
続
料
は
、
通
信
回
数
を
単
位
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

精
算

第
十
六
条

事
業
者
は
、
法
第
三
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
会
計
の
整
理
の
結
果
及
び
通
信
量
等
の
実
績
値
に
基
づ
き
接

続
料
を
計
算
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
接
続
料
を
変
更
し
た
と
き
は
、
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
機
能
ご
と
に
、
当
該
機
能
に

係
る
接
続
料
の
算
定
に
用
い
た
原
価
及
び
利
潤
が
当
該
接
続
料
の
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
よ
り
前
で
あ
る
も
の
に
よ
り

定
め
た
接
続
料
の
変
更
前
後
の
差
額
に
当
該
機
能
に
対
す
る
需
要
の
実
績
値
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
当
該
算
定
期
間
の
翌

年
度
の
期
首
ま
で
遡
及
し
て
、
他
事
業
者
と
精
算
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
の
急
激
な
変
動

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
金
額
を
、
当
該
算
定
期
間
の
期
首
ま
で
遡
及
し
て
、
他
事
業
者
と
精
算
す

る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
八
年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

２

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
以
下｢

第
二
種
指
定
事
業
者｣

と
い
う
。
）
は
、
現
に
電
気

通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
こ
の

省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
合
致
さ
せ
る
た
め
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
同

項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

総
務
大
臣
は
、
前
項
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

４

第
二
種
指
定
事
業
者
は
、
施
行
日
ま
で
に
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
際

現
に
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
接
続
約
款
に
つ
い
て
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
合
致
さ
せ
る
た
め

、
施
行
日
か
ら
三
月
以
内
に
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
て
い
る
接
続
約
款
は
、
前
項
の
変
更
届
出
が

あ
る
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
合
致
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。
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○
平
成
十
四
年
総
務
省
告
示
第
七
十
二
号
（
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
の
適
正
か
つ
円
滑
な
接
続
を
確
保
す
べ
き
電
気
通
信
設
備
を
指
定
す
る
件
）
一
部
改
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

改 
 
 
 
 
 

正 
 

 
 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行 

別
表
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ

る
電
気
通
信
設
備 

一 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の

九
の
二
第
三
項
第
一
号
の
交
換
設
備
（
ル
ー
タ
に
あ
っ
て
は
、
ル
ー
タ
を
設
置
す
る

電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら
れ
る

も
の
の
う
ち
、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら
れ
る
顧
客
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
へ
の
振
り
分
け
機
能
を
有
す
る
も
の
は
除
く
。） 

二 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
三
項
第
一
号
ロ
の
交
換
設
備
相
互
間
に
設

置
さ
れ
る
伝
送
路
設
備 

三 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
三
項
第
二
号
の
伝
送
路
設
備 

四
～
六 

（
略
） 

 

別
表
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
掲
げ

る
電
気
通
信
設
備
。 

一 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の

九
の
二
第
四
項
第
一
号
の
交
換
設
備
（
ル
ー
タ
に
あ
っ
て
は
、
ル
ー
タ
を
設
置
す
る

電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら
れ
る

も
の
の
う
ち
、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら
れ
る
顧
客
の
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
へ
の
振
り
分
け
機
能
を
有
す
る
も
の
は
除
く
。） 

二 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
四
項
第
一
号
ロ
の
交
換
設
備
相
互
間
に
設

置
さ
れ
る
伝
送
路
設
備 

三 

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
四
項
第
二
号
の
伝
送
路
設
備 

四
～
六 

（
略
） 

別
表 

（
略
） 

別
表 

（
略
） 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

日
）
か
ら
施
行
す
る
。 
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○
総
務
省
告
示
第

号

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電

気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
の
電
気
通
信
設
備
を
次
の
よ

う
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
八
年

月

日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
で
あ
っ
て
、
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
単
位
指
定
区
域
に
お
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
も
の

一

固
定
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
加
入
者
側
終
端
装
置
、
第
一
種
指
定
市
内
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
主
配
線
盤
、
加
入

者
系
半
固
定
パ
ス
伝
送
装
置
、
光
信
号
用
の
屋
内
配
線
設
備
（
主
と
し
て
一
戸
建
て
の
建
物
に
設
置
さ
れ
る
形
態
に

よ
り
設
置
す
る
も
の
に
限
る

）
及
び
加
入
者
線
終
端
装
置
を
含
む

）

。

。

二

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う

）
第
二
十

。

三
条
の
二
第
四
項
第
一
号
の
交
換
等
設
備
（
次
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
掲
げ
る
条
件
に
該
当
す

る
も
の
に
限
る

）
。

イ

ル
ー
タ

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
へ
の
振
り
分
け
機
能
を
有
す
る
こ
と
又
は
当
該
機
能
を
有

す
る
ル
ー
タ
と
相
互
に
対
向
す
る
こ
と
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ロ

デ
ジ
タ
ル
加
入
者
回
線
ア
ク
セ
ス
多
重
化
装
置
（
国
際
電
気
通
信
連
合
電
気
通
信
標
準
化
部
門
勧
告G

.
9
9
2
.
1
A

n
n
e
x
C

又
はG

.
9
9
2
.
2

A
n
n
e
x
C

に
準
拠
す
る
伝
送
方
式
に
よ
る
も
の
に
限
る

）
又
は
デ
ジ
タ
ル
加
入
者
回
線
信

。

号
分
離
装
置

接
続
を
請
求
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
同
種
の
設
備
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
所
に
設
置

さ
れ
て
い
る
こ
と

三

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
二
第
四
項
第
二
号
の
伝
送
路
設
備

四

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号
用
中
継
交
換
機

五

Ｓ
Ｉ
Ｐ
サ
ー
バ

六

電
気
通
信
番
号
の
案
内
に
用
い
ら
れ
る
番
号
案
内
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
サ
ー
ビ
ス
制
御
局
及
び
サ
ー
ビ
ス
制
御
統
括

局
七

Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
と
の
接
続
に
用
い
る
Ｐ
Ｈ
Ｓ
加
入
者
モ
ジ
ュ
ー
ル
並
び
に
端
末
の

認
証
等
を
行
う
た
め
に
用
い
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
制
御
局
及
び
サ
ー
ビ
ス
制
御
統
括
局

八

公
衆
電
話
機
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
設
備

九

電
気
通
信
番
号
の
案
内
又
は
手
動
に
よ
る
通
信
に
用
い
ら
れ
る
交
換
機
（
第
二
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

、
。
）

案
内
台
装
置
及
び
伝
送
路
設
備
（
第
一
項
又
は
第
三
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

）
。

十

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
前
各
項
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
伝
送
路
設

備
（
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
又
は
前
項
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

）
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
八
年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

別
表

単
位
指
定
区
域

電
気
通
信
事
業
者

愛
知
県

中
部
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

滋
賀
県

株
式
会
社
ケ
イ
・
オ
プ
テ
ィ
コ
ム

京
都
府

株
式
会
社
ケ
イ
・
オ
プ
テ
ィ
コ
ム

大
阪
府

株
式
会
社
ケ
イ
・
オ
プ
テ
ィ
コ
ム

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
ウ
エ
ス
ト

兵
庫
県

株
式
会
社
ケ
イ
・
オ
プ
テ
ィ
コ
ム

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
ウ
エ
ス
ト

奈
良
県

株
式
会
社
ケ
イ
・
オ
プ
テ
ィ
コ
ム

近
鉄
ケ
ー
ブ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社

和
歌
山
県

株
式
会
社
ケ
イ
・
オ
プ
テ
ィ
コ
ム
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徳
島
県

株
式
会
社
Ｓ
Ｔ
Ｎ
ｅ
ｔ

香
川
県

株
式
会
社
Ｓ
Ｔ
Ｎ
ｅ
ｔ

福
岡
県

株
式
会
社
ジ
ェ
イ
コ
ム
九
州

沖
縄
県

沖
縄
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社
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○
総
務
省
告
示
第

号

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電

気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
の
電
気
通
信
設
備
を
次
の
よ

う
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
八
年

月

日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

Ｗ
ｉ
ｒ
ｅ
ｌ
ｅ
ｓ
ｓ

Ｃ
ｉ
ｔ
ｙ

Ｐ
ｌ
ａ
ｎ
ｎ
ｉ
ｎ
ｇ
株
式
会
社
が
設
置
す
る
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
掲
げ

る
電
気
通
信
設
備

一

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う

）
第
二
十

。

三
条
の
九
の
二
第
三
項
第
一
号
の
交
換
設
備
（
ル
ー
タ
に
あ
っ
て
は
、
ル
ー
タ
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
提

供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
用
い
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に

用
い
ら
れ
る
顧
客
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
振
り
分
け
機
能
を
有
す
る
も
の
は
除
く

）
。

二

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
三
項
第
一
号
ロ
の
交
換
設
備
相
互
間
に
設
置
さ
れ
る
伝
送
路
設
備

三

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
二
第
三
項
第
二
号
の
伝
送
路
設
備

四

信
号
用
伝
送
路
設
備
及
び
信
号
用
中
継
交
換
機

五

携
帯
電
話
の
端
末
の
認
証
等
を
行
う
た
め
に
用
い
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
制
御
局
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六

他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
前
各
項
に
掲
げ
る
電
気
通
信
設
備
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
伝
送
路
設

備
（
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く

）
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
八
年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
案 

 

新
旧
対
照
表 

 

※
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
の
み
抜
粋 

○
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

（
特
殊
の
関
係
） 

第
一
条 

電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
二
第
四
項

第
一
号
ニ
の
政
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
は
、
次
に
掲
げ
る
関
係
と
す
る
。 

一 

当
該
法
人
が
当
該
電
気
通
信
事
業
者
た
る
法
人
の
関
連
会
社
等
で
あ
る
こ

と
。 

二 

当
該
電
気
通
信
事
業
者
た
る
法
人
が
当
該
法
人
（
当
該
電
気
通
信
事
業
者

た
る
法
人
と
の
間
に
前
号
に
掲
げ
る
関
係
が
あ
る
法
人
を
除
く
。
）
の
関
連

会
社
等
で
あ
る
こ
と
。 

三 

当
該
法
人
が
当
該
電
気
通
信
事
業
者
た
る
法
人
を
子
会
社
等
（
会
社
法
（

平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
子
会
社

等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
法
人
の
関
連
会
社
等
（
当
該

電
気
通
信
事
業
者
た
る
法
人
と
の
間
に
前
二
号
に
掲
げ
る
関
係
が
あ
る
法
人

を
除
く
。
）
で
あ
る
こ
と
。 

 

２ 

前
項
の
「
関
連
会
社
等
」
と
は
、
会
社
等
（
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に

準
ず
る
事
業
体
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。

）
が
出
資
、
取
締
役
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
役
職
へ
の
当
該
会
社
等
の
役
員
若
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し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
で
あ
つ
た
者
の
就
任
、
融
資
、
債

務
の
保
証
若
し
く
は
担
保
の
提
供
、
技
術
の
提
供
又
は
営
業
上
若
し
く
は
事
業

上
の
取
引
等
を
通
じ
て
、
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て

重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
会
社
等
（
子
会
社
等
を
除
く
。
）

と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

（
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
し
た
提
供
） 

第
二
条 

電
気
通
信
事
業
者
は
、
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に

規
定
す
る
事
項
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
あ
ら
か
じ
め
、
利
用
者
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
を
い
う
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
そ
の
用
い
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
方
法
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
内
容
を
示
し
、
書
面
又

は
電
磁
的
方
法
に
よ
る
承
諾
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
得
た
電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該
利
用
者
か
ら
書
面

又
は
電
磁
的
方
法
に
よ
り
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
申
出
が
あ
つ

た
と
き
は
、
当
該
利
用
者
に
対
し
、
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項

の
提
供
を
電
磁
的
方
法
に
よ
つ
て
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
利
用
者
が
再

び
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
諾
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

（
登
録
講
習
機
関
に
係
る
登
録
の
有
効
期
間
） 

第
三
条 

法
第
八
十
五
条
の
四
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る

。 
（
登
録
講
習
機
関
に
係
る
登
録
の
有
効
期
間
） 

第
一
条 

電
気
通
信
事
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
十
五
条
の
四
第
一

項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
と
す
る
。 

第
四
条
～
第
九
条 

（
略
） 

第
二
条
～
第
七
条 

（
略
） 

（
あ
つ
せ
ん
等
の
対
象
と
な
る
協
定
等
） 

第
十
条 

法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
協
定
又
は
契
約
は
、
次
に

（
あ
つ
せ
ん
等
の
対
象
と
な
る
協
定
等
） 

第
八
条 

法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
協
定
又
は
契
約
は
、
次
に
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掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 
一 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
等
の
業
務
及
び
こ

れ
に
付
随
す
る
業
務
そ
の
他
業
務
の
委
託
に
関
す
る
協
定
又
は
契
約 

 

二 

電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代

理
そ
の
他
業
務
の
委
託
に
関
す
る
協
定
又
は
契
約 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
気
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
の
確
保

の
た
め
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す

る
利
用
者
に
係
る
情
報
の
集
合
物
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
電
子
計
算

機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
を

い
う
。
）
、
自
家
発
電
設
備
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
設
備
の
利
用
又

は
運
用
に
関
す
る
協
定
又
は
契
約 

 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
電
気
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
の
確
保

の
た
め
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
利
用
者
に
係

る
情
報
の
集
合
物
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検

索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
を
い
う
。
）
、
自

家
発
電
設
備
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
設
備
の
利
用
又
は
運
用
に
関
す

る
協
定
又
は
契
約 

（
関
係
行
政
機
関
の
長
と
の
協
議
等
） 

第
十
一
条 

法
第
百
六
十
八
条
の
政
令
で
定
め
る
総
務
省
令
は
、
次
に
掲
げ
る
総

務
省
令
と
す
る
。 

一 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
（
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
関
し
定
め

ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

  

二
～
四 

（
略
） 

（
関
係
行
政
機
関
の
長
と
の
協
議
等
） 

第
九
条 

法
第
百
六
十
八
条
の
政
令
で
定
め
る
総
務
省
令
は
、
次
に
掲
げ
る
総
務

省
令
と
す
る
。 

一 

法
第
二
十
六
条
の
総
務
省
令
（
電
気
通
信
役
務
を
定
め
る
も
の
を
除
き
、

電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介

、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
業
と
し
て
行
う
者
に
関
し
定
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る

。
） 

二
～
四 

（
略
） 

２ 

法
第
百
六
十
八
条
の
政
令
で
定
め
る
命
令
そ
の
他
の
処
分
は
、
次
に
掲
げ
る

命
令
そ
の
他
の
処
分
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
（
電
気
通
信
事
業
に
関
し

行
わ
れ
る
も
の
又
は
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
対
し
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。

２ 

法
第
百
六
十
八
条
の
政
令
で
定
め
る
命
令
そ
の
他
の
処
分
は
、
次
に
掲
げ
る

命
令
そ
の
他
の
処
分
と
す
る
。 

一 
（
略
） 

二 

法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
（
電
気
通
信
事
業
又
は
電

気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
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） 

 
三
・
四 

（
略
） 

取
次
ぎ
若
し
く
は
代
理
を
業
と
し
て
行
う
者
に
関
し
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る

。
） 

三
・
四 

（
略
） 

３
～
５ 
（
略
） 

３
～
５ 

（
略
） 

第
十
二
条
・
第
十
三
条 

（
略
） 

第
十
条
・
第
十
一
条 

（
略
） 

別
表
第
一
（
第
八
条
関
係
） 

一
～
三 

（
略
） 

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
） 

一
～
三 

（
略
） 

別
表
第
二
（
第
十
三
条
関
係
） 

 

（
略
） 

別
表
第
二
（
第
十
一
条
関
係
） 

 

（
略
） 
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○
工
事
担
任
者
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
改
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

日
）
か
ら
施
行
す

る
。 

改 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

（
工
事
担
任
者
を
要
し
な
い
工
事
）  

第
三
条 

法
第
七
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。  

一
・
二 

（
略
）  

三 

適
合
表
示
端
末
機
器
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
三
十
二
条
第
一
項
第
四

号
に
規
定
す
る
端
末
設
備
、
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
端
末
機
器
又
は
同
項
第
七

号
に
規
定
す
る
端
末
設
備
を
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
式
に
よ
り
接
続
す

る
と
き
。 

（
工
事
担
任
者
を
要
し
な
い
工
事
）  

第
三
条 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
）  

三 

適
合
表
示
端
末
機
器
又
は
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大

臣
の
認
可
を
受
け
て
定
め
る
技
術
的
条
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
（
同
項
に
規
定

す
る
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
法
第
五
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
登
録
認
定
機
関
若
し
く
は
法
第
百
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る

承
認
認
定
機
関
が
認
定
し
た
端
末
機
器
を
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
方
式
に

よ
り
接
続
す
る
と
き
。 
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○
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
改
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

改 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

（
電
気
通
信
役
務
契
約
等
状
況
報
告
等
） 

第
二
条 

（
略
） 

（
電
気
通
信
役
務
契
約
等
状
況
報
告
等
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

報
告
対
象
役
務 

報 
告 

対 

象 

事 

業 

者 

様
式
番
号 

（
略
） 

仮
想
移
動
電
気

通
信
サ
ー
ビ
ス 

仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
携
帯
電

話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
又
は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
基
地
局
を
設
置
し

て
い
な
い
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
つ

て
、
毎
四
半
期
末
に
お
け
る
仮
想
移

動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
（
当
該
基
地

局
を
設
置
し
て
い
る
電
気
通
信
事
業

者
の
電
気
通
信
回
線
設
備
と
接
続
し

、
又
は
当
該
電
気
通
信
事
業
者
か
ら

卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
る

こ
と
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
の
契
約
数
が
三
万
未
満
で
あ

る
も
の
を
除
く
。
） 

様
式
第
十
五
の

二 

 

報
告
対
象
役
務 

報 

告 

対 

象 

事 

業 

者 

様
式
番
号 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

             

（
略
） 
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ド
メ
イ
ン
名
電

気
通
信
役
務 

ド
メ
イ
ン
名
電
気
通
信
役
務
を
提
供

す
る
電
気
通
信
事
業
者 

様
式
第
十
五
の

三 

 

２
～
４ 
（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

（
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務

の
業
務
に
係
る
収
益
報
告
等
） 

第
四
条 

電
気
通
信
事
業
法
第
十
二
条
の
二
第
四
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
特
定

移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供

の
業
務
を
行
う
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
二
十
三
に
よ
り
、
毎
報
告
年
度

経
過
後
三
月
以
内
に
、
当
該
報
告
年
度
の
当
該
業
務
に
係
る
収
益
に
つ
い
て
、

書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務

の
業
務
に
係
る
収
益
報
告
） 

 

第
四
条 

電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
移
動
端
末
設

備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
を
行

う
電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
二
十
三
に
よ
り
、
毎
報
告
年
度
経
過
後
三
月

以
内
に
、
当
該
報
告
年
度
の
当
該
業
務
に
係
る
収
益
に
つ
い
て
、
書
面
等
に
よ

り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
条
の
二 

電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

電
気
通
信
事
業
者
は
、
様
式
第
二
十
三
の
二
に
よ
り
、
毎
報
告
年
度
経
過
後
三

月
以
内
に
、
そ
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
電
気
通
信
事
業
者
の
名
称
に
つ
い
て

、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
契
約
代
理
業
者
へ
の
支
払
金
支
出
状
況
報
告
） 

 

第
四
条
の
三 

電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
し
て
携
帯
電
話
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
電
気

通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
契
約
代
理
業
者
へ
の
支
払
金

（
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関

す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
業
と
し
て
行
う
者
に
対
し
て

支
払
う
金
銭
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
支
出
状
況
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十

三
の
三
に
よ
り
、
毎
四
半
期
経
過
後
一
月
以
内
に
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
契
約
代
理
業
者
へ
の
支
払
金
支
出
状
況
報
告
） 

 

第
四
条
の
二 

電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
し
て
携
帯
電
話
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
電
気

通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
は
、
契
約
代
理
業
者
へ
の
支
払
金

（
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関

す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取
次
ぎ
又
は
代
理
を
業
と
し
て
行
う
者
に
対
し
て

支
払
う
金
銭
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
支
出
状
況
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十

三
の
二
に
よ
り
、
毎
四
半
期
経
過
後
一
月
以
内
に
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
関
す
る
報
告
） 

 

第
四
条
の
四 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
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定
関
係
法
人
で
あ
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
つ
て
、
そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端

末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
も
の
（
第
二
種
指
定
電
気
通

信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
当
該
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法

人
で
あ
る
電
気
通
信
事
業
者
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
当
該
伝
送
路
設
備
を
用
い

る
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
携
帯
電
話
又
は
Ｂ
Ｗ
Ａ

ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
無
線
設
備
規
則
第
三
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
時
分
割

・
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
又
は
時
分
割
・
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波

数
分
割
多
元
接
続
方
式
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
同
号

に
規
定
す
る
シ
ン
グ
ル
キ
ャ
リ
ア
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
と
他
の
接
続
方

式
を
組
み
合
わ
せ
た
接
続
方
式
を
用
い
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
を
使
用
す
る
も

の
に
限
る
。
）
（
通
信
モ
ジ
ュ
ー
ル
（
特
定
の
業
務
の
用
に
供
す
る
通
信
に
用

途
が
限
定
さ
れ
て
い
る
利
用
者
の
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
向

け
に
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る

特
定
移
動
端
末
設
備
の
数
が
五
万
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
提
供
を

受
け
る
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
特
定
移

動
端
末
設
備
の
数
が
五
十
万
以
上
の
も
の
（
以
下
「
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
」

と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
を
行
う
と
き
は
、

当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
ご
と
の
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
様
式
第
二

十
三
の
四
に
よ
り
、
当
該
事
項
に
関
す
る
契
約
書
そ
の
他
の
書
面
の
写
し
を
添

え
て
、
遅
滞
な
く
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

一 

当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 

二 

当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
が
提
供
を
受
け
る
卸
電
気
通
信
役
務
（
以
下

「
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
」
と
い
う
。
）
の
内
容 
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三 

当
該
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金 

 

四 

当
該
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
に
関
し
て
、
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
に

対
し
て
支
払
う
金
銭
等
（
金
銭
そ
の
他
の
財
産
を
い
う
。
） 

 
五 
当
該
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
及
び
当
該
卸
先
電
気
通

信
事
業
者
の
責
任
に
関
す
る
事
項 

 

六 

当
該
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
及
び
当
該
卸
先
電
気
通

信
事
業
者
が
そ
の
利
用
者
に
対
し
て
負
う
べ
き
責
任
に
関
す
る
事
項 

 

七 

電
気
通
信
設
備
の
設
置
の
工
事
そ
の
他
の
工
事
に
関
す
る
費
用
の
負
担
の

方
法 

 

八 

電
気
通
信
回
線
設
備
の
使
用
の
態
様
に
関
し
制
限
を
設
け
る
と
き
は
、
そ

の
事
項 

 

九 

重
要
通
信
の
取
扱
方
法 

 

十 

当
該
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
を
円
滑
に
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
技
術
的

事
項 

 

十
一 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
若
し
く

は
そ
の
利
用
者
の
権
利
若
し
く
は
義
務
に
重
要
な
関
係
を
有
す
る
当
該
提
供

卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
条
件
又
は
当
該
卸
先
電
気
通
信
事
業
者
若
し
く
は

そ
の
利
用
者
の
権
利
若
し
く
は
義
務
に
重
要
な
関
係
を
有
す
る
当
該
提
供
卸

電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
と
併
せ
て
行
う
業
務
の
条
件
に
関
す
る
事
項

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
項 

 

十
二 

有
効
期
間
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
期
間 

 

２ 

前
項
の
報
告
を
し
た
者
は
、
当
該
報
告
を
し
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き

は
、
様
式
第
二
十
三
の
五
に
よ
り
、
当
該
事
項
に
関
す
る
契
約
書
そ
の
他
の
書

面
の
写
し
を
添
え
て
、
遅
滞
な
く
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軽
微
な
変
更
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 
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３ 

第
一
項
の
報
告
を
し
た
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
わ
な
く
な
つ
た

と
き
は
、
様
式
二
十
三
の
六
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
書
面
等
に
よ
り
総
務
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る

電
気
通
信
事
業
者
が
、
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
契
約
約
款
を
定
め
、
総
務
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
公
表

し
て
い
る
と
き
に
は
、
当
該
契
約
約
款
に
よ
る
提
供
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供

の
業
務
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。 

 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
十
三
の
七
に

よ
り
、
同
項
の
契
約
約
款
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

６ 

第
四
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
契
約
約
款
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
様
式
第
二
十
三
の
七
に
よ
り
、
当
該
契
約
約
款
の
新
旧
対
照
を
記
載
し
た

書
類
を
添
え
て
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

７ 

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
契
約
約
款
の
公
表
は
、
そ
の
実
施
の
日
か
ら
、
営
業

所
そ
の
他
の
事
業
所
（
商
業
登
記
簿
に
登
記
し
た
本
店
又
は
支
店
に
限
る
。
）

に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に

よ
り
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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改
 

 
正

 
 

案
 

現
 

 
 

 
 

行
 

様
式

第
1
5
の

３
（

第
２

条
第

１
項

関
係

）
 

 

電
気

通
信

役
務

契
約

状
況

報
告

 

契
約

数
 

年
 

 
月

 
 

日
現

在
 

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
 

 
 

 
 

 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

契
 

約
 

数
 

電
気

通
信

事
業

法
施

行
規

則
（

以
下

「
施

行
規

則
」

と
い

う
。

）
第

5
9
条

の
２

第
１

項
第

１
号

イ
に

掲
げ

る
も

の
 

（
 

 
 

）
 

施
行

規
則

第
5
9
条

の
２

第
１

項
第

１
号

ロ

に
掲

げ
る

も
の

 
（

 
 

 
）

 

施
行

規
則

第
5
9
条

の
２

第
１

項
第

２
号

に

掲
げ

る
も

の
 

 

参
 

考
 

事
 

項
 

 
 

注
１

 
「

電
気

通
信

事
業

法
施

行
規

則
（

以
下

「
施

行
規

則
」

と
い

う
。

）
第

5
9

条
の

２
第

１

項
第

１
号

イ
に

掲
げ

る
も

の
」

及
び

「
施

行
規

則
第

5
9

条
の

２
第

１
項

第
１

号
ロ

に
掲

げ

る
も

の
」

の
欄

は
、

ド
メ

イ
ン

名
電

気
通

信
役

務
に

係
る

ド
メ

イ
ン

名
の

一
部

ご
と

に
記

載
す

る
こ

と
。

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
括

弧
内

に
は

、
当

該
ド

メ
イ

ン
名

の
一

部
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

２
 

記
載

す
る

ド
メ

イ
ン

名
の

一
部

の
数

に
応

じ
、

項
を

適
宜

増
減

す
る

こ
と

。
 

３
 

一
の

契
約

で
複

数
の

ド
メ

イ
ン

名
電

気
通

信
役

務
を

提
供

す
る

契
約

形
態

の
場

合
は

、
当

該
ド

メ
イ

ン
名

電
気

通
信

役
務

の
数

を
契

約
数

と
し

て
報

告
す

る
こ

と
。

 

４
 

注
記

す
べ

き
事

情
が

あ
る

場
合

に
は

、
「

参
考

事
項

」
の

欄
に

そ
の

内
容

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

５
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
。
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様
式

第
2
3
（

第
４

条
関

係
）

 

 

特
定

移
動

端
末

設
備

と
接

続
さ

れ
る

伝
送

路
設

備
を

用
い

る
 

電
気

通
信

役
務

の
提

供
の

業
務

に
係

る
収

益
報

告
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

４
月

１
日

か
ら

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
３

月
3
1
日

ま
で

 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
単

位
 

円
）

 

 

電
気

通
信

事
業

営
業

収
益

 
 

     

 

  

注
１

～
３

（
略

）
 

       

  

     

様
式

第
2
3
（

第
４

条
関

係
）

 

 

特
定

移
動

端
末

設
備

と
接

続
さ

れ
る

伝
送

路
設

備
を

用
い

る
 

電
気

通
信

役
務

の
業

務
に

係
る

収
益

報
告

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

４
月

１
日

か
ら

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
３

月
3
1
日

ま
で

 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
単

位
 

円
）

 

 

電
気

通
信

事
業

営
業

収
益

 
 

附
帯

事
業

営
業

収
益

 
 

合
計

 
 

  

 

注
１

 
「

附
帯

事
業

営
業

収
益

」
の

欄
に

は
、

端
末

販
売

収
入

等
特

定
移

動
端

末
設

備
に

係
る

収

入
に

つ
い

て
項

目
ご

と
に

記
載

す
る

こ
と

。
 

２
～

４
 

（
略

）
 

183



様
式

第
2
3
の

２
（

第
４

条
の

２
関

係
）

 

 

第
3
0
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
指

定
さ

れ
た

電
気

通
信

事
業

者
の

 

特
定

関
係

法
人

で
あ

る
電

気
通

信
事

業
者

に
係

る
報

告
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年

４
月

１
日

か
ら

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
３

月
3
1
日

ま
で

 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

特
定

関
係

法
人

で
あ

る
電

気
通

信

事
業

者
の

名
称

 

   

注
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
。
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様
式

第
2
3
の

３
（

第
４

条
の

３
関

係
）

 

 

契
約

代
理

業
者

へ
の

支
払

金
支

出
状

況
報

告
 

 

（
略

）
 

       

様
式

第
2
3
の

２
（

第
４

条
の

２
関

係
）

 

 

契
約

代
理

業
者

へ
の

支
払

金
支

出
状

況
報

告
 

 

（
略

）
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様
式

第
2
3
の

４
（

第
４

条
の

４
第

１
項

関
係

）
 

 

特
定

移
動

端
末

設
備

と
接

続
さ

れ
る

伝
送

路
設

備
を

用
い

る
 

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

業
務

に
関

す
る

報
告

 

 
年

 
月

 
日

 

 
 

 
 

 
 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

卸
先

電
気

通
信

事
業

者
の

氏
名

又
は

名
称

 
 

 
 

当
該

提
供

卸
電

気
通

信
役

務
の

内
容

 
 

 
 

当
該

提
供

卸
電

気
通

信
役

務
に

関
す

る
料

金
 

 
 

 

当
該

提
供

卸
電

気
通

信
役

務
に

関
し

て
、

当
該

卸
先

電

気
通

信
事

業
者

に
対

し
て

支
払

う
金

銭
等

（
金

銭
そ

の

他
の

財
産

を
い

う
。

）
 

 
 

 

当
該

伝
送

路
設

備
を

設
置

す
る

電
気

通
信

事
業

者
及

び

当
該

卸
先

電
気

通
信

事
業

者
の

責
任

に
関

す
る

事
項

 

 
 

 

当
該

伝
送

路
設

備
を

設
置

す
る

電
気

通
信

事
業

者
及

び

当
該

卸
先

電
気

通
信

事
業

者
が

そ
の

利
用

者
に

対
し

て

負
う

べ
き

責
任

に
関

す
る

事
項

 

 
 

 

電
気

通
信

設
備

の
設

置
の

工
事

そ
の

他
の

工
事

に
関

す

る
費

用
の

負
担

の
方

法
 

 
 

 

電
気

通
信

回
線

設
備

の
使

用
の

態
様

に
関

し
制

限
を

設

け
る

と
き

は
、

そ
の

事
項

 

 
 

 

重
要

通
信

の
取

扱
方

法
 

 
 

 

当
該

提
供

卸
電

気
通

信
役

務
を

円
滑

に
提

供
す

る
た

め

に
必

要
な

技
術

的
事

項
 

 
 

 

上
記

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

当
該

卸
先

電
気

通
信

事

業
者

若
し

く
は

そ
の

利
用

者
の

権
利

若
し

く
は

義
務

に

重
要

な
関

係
を

有
す

る
当

該
提

供
卸

電
気

通
信

役
務

の

提
供

条
件

又
は

当
該

卸
先

電
気

通
信

事
業

者
若

し
く

は

そ
の

利
用

者
の

権
利

若
し

く
は

義
務

に
重

要
な

関
係

を

有
す

る
当

該
提

供
卸

電
気

通
信

役
務

の
提

供
の

業
務

と

併
せ

て
行

う
業

務
の

条
件

に
関

す
る

事
項

が
あ

る
と

き

は
、

そ
の

事
項

 

 
 

 

有
効

期
間

を
定

め
る

と
き

は
、

そ
の

期
間

 
 

 
 

注
１

 
添

付
す

る
契

約
書

そ
の

他
の

書
面

の
写

し
に

記
載

が
あ

る
項

目
に

つ
い

て
は

、
該

当
箇

所
を

示
す

こ
と

。
 

２
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
。
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様
式

第
2
3
の

５
（

第
４

条
の

４
第

２
項

関
係

）
 

 

特
定

移
動

端
末

設
備

と
接

続
さ

れ
る

伝
送

路
設

備
を

用
い

る
 

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

業
務

変
更

の
報

告
 

 

 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

変
更

事
項

 
 

変
更

内
容

 
変

更
前

 
変

更
後

 

 
 

変
更

し
た

年
月

日
 

 

変
更

の
理

由
 

 

注
１

 
添

付
す

る
契

約
書

そ
の

他
の

書
面

の
写

し
に

記
載

が
あ

る
項

目
に

つ
い

て
は

、
該

当
箇

所
を

示
す

こ
と

。
 

２
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
。
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様
式

第
2
3
の

６
（

第
４

条
の

４
第

３
項

関
係

）
 

 

特
定

移
動

端
末

設
備

と
接

続
さ

れ
る

伝
送

路
設

備
を

用
い

る
 

卸
電

気
通

信
役

務
の

提
供

業
務

に
関

す
る

第
４

条
の

４
第

３
項

の
報

告
 

 

 

年
 

月
 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
４

条
の

４
第

１
項

に
規

定
す

る
業

務

を
行

わ
な

く
な

つ
た

年
月

日
 

 

注
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
。
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様
式

第
2
3
の

７
（

第
４

条
の

４
第

５
項

、
第

６
項

関
係

）
 

 

特
定

移
動

端
末

設
備

と
接

続
さ

れ
る

伝
送

路
設

備
を

用
い

る
 

卸
電

気
通

信
役

務
に

関
す

る
契

約
約

款
設

定
（

変
更

）
の

報
告

 

 

年
 

月
 

日
 

 

 

事
業

者
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

設
定

（
変

更
）

期
日

 
 

設
定

（
変

更
）

を
必

要
と

す
る

理
由

 
 

注
 

用
紙

の
大

き
さ

は
、

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
。
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附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

１ 
こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日(

平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

日)

か
ら
施
行
し

、
報
告
期
限
が
施
行
日
以
後
で
あ
る
報
告
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第 

 

号
）
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
そ
の
一
端
が
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
移
動
端
末
設

備
と
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
は
、
前
報
告
年
度
（
こ
の
省
令
の
施
行
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信

事
業
報
告
規
則
（
以
下
「
新
報
告
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
報
告
年
度
を
い
う
。
）
及
び
前
々
報
告
年
度
に
係
る
新
報
告
規
則
第
三
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
等
を
新
報
告
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
一
月
以
内
に
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
新
施
行
規
則
第
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
移
動
端
末
設
備
と
接
続
さ
れ
る

伝
送
路
設
備
を
用
い
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
を
行
う
電
気
通
信
事
業
者
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
は
、
前
報
告
年
度
に
係
る
新
報
告
規
則
第
四
条
の

規
定
に
よ
る
書
面
等
を
施
行
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

改 
 
 
 
 
 

正 
 

 
 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行 

（
用
語
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）、
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第

八
十
六
号
）
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令

第
六
十
四
号
。
以
下
「
接
続
料
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
接
続
料
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
十
四
号
。
以
下
「
改
正
接
続
料
規
則
」
と

い
う
。）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
用
語
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）、
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第

八
十
六
号
）
、
接
続
料
規
則
（
平
成
十
二
年
郵
政
省
令
第
六
十
四
号
）
及
び
接
続
料

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
十
四
号
。
以
下
「
改
正

接
続
料
規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

（
特
定
接
続
料
の
算
定
方
法
） 

第
四
条 

法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
各
事
業
年
度
に

お
い
て
前
条
に
規
定
す
る
接
続
料
を
算
定
す
る
際
に
用
い
た
方
法
（
改
正
接
続
料
規

則
附
則
第
十
七
項
に
規
定
す
る
方
法
を
除
く
。）
と
同
一
の
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、

接
続
料
規
則
第
八
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
東
会
社
の
原
価

及
び
利
潤
並
び
に
通
信
量
等
と
西
会
社
の
原
価
及
び
利
潤
並
び
に
通
信
量
等
と
を

合
算
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
特
定
接
続
料
の
算
定
方
法
） 

第
四
条 

法
附
則
第
十
六
条
第
二
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
各
事
業
年
度
に

お
い
て
前
条
に
規
定
す
る
接
続
料
を
算
定
す
る
際
に
用
い
た
方
法
（
改
正
接
続
料
規

則
附
則
第
十
七
項
に
規
定
す
る
方
法
を
除
く
。）
と
同
一
の
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、

接
続
料
規
則
第
八
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
東
会
社
の
原
価

及
び
通
信
量
等
と
西
会
社
の
原
価
及
び
通
信
量
等
と
を
合
算
し
て
算
定
す
る
も
の

と
す
る
。 

（
交
付
金
額
の
算
定
方
法
） 

第
五
条 

法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た

額
（
以
下
「
交
付
金
額
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ

か
少
な
い
額
と
す
る
。 

一 

東
会
社
の
、
イ
に
掲
げ
る
額
か
ら
ロ
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額

に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。） 

 
 

イ 

（
略
） 

 
 

ロ 

第
三
条
に
規
定
す
る
機
能
ご
と
に
、
算
定
値
（
同
条
に
規
定
す
る
機
能
ご
と

（
交
付
金
額
の
算
定
方
法
） 

第
五
条 

（
略
） 

  
一 
（
略
） 

 

 
 

イ 

（
略
） 

 
 

ロ 

第
三
条
に
規
定
す
る
機
能
ご
と
に
、
算
定
値
（
同
条
に
規
定
す
る
機
能
ご
と

○
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
に
対
す
る
金
銭
の
交
付
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日
総
務
省
令
第
百
十
九
号
）
の
一
部
改
正
案 

新
旧
対
照
条
文 
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に
、
東
会
社
の
原
価
及
び
利
潤
並
び
に
通
信
量
等
と
西
会
社
の
原
価
及
び
利
潤

並
び
に
通
信
量
等
と
を
合
算
し
な
い
で
前
条
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
に
規
定

す
る
方
法
を
用
い
て
算
定
し
た
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
他
事
業
者
に
係

る
需
要
の
実
績
値
を
乗
じ
て
得
た
額
を
合
計
し
た
額 

二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

に
、
東
会
社
の
原
価
及
び
通
信
量
等
と
西
会
社
の
原
価
及
び
通
信
量
等
と
を
合

算
し
な
い
で
前
条
（
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
方
法
を
用
い
て
算
定

し
た
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
他
事
業
者
に
係
る
需
要
の
実
績
値
を
乗
じ

て
得
た
額
を
合
計
し
た
額 

二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

日
）
か
ら
施
行
す
る
。 
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○
特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開
示
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
発
信
者
情
報
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
総
務

省
令
第
五
十
七
号
）
の
一
部
改
正
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

改 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開

示
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
侵
害
情
報
の
発
信
者
の
特
定
に
資

す
る
情
報
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 
 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

侵
害
情
報
に
係
る
ア
イ
・
ピ
ー
・
ア
ド
レ
ス
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和

五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
百
六
十
四
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る

ア
イ
・
ピ
ー
・
ア
ド
レ
ス
を
い
う
。
） 

 

五 

侵
害
情
報
に
係
る
携
帯
電
話
端
末
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
（
以
下
「
携
帯
電
話

端
末
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
識

別
符
号
（
携
帯
電
話
端
末
等
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
（
利

用
者
の
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
電

気
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
接
続
さ
れ
る
一
端
が
無
線
に
よ
り

構
成
さ
れ
る
端
末
系
伝
送
路
設
備
（
端
末
設
備
（
同
法
第
五
十
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
端
末
設
備
を
い
う
。
）
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
（
同
法
第
七

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
営
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
）
と
接
続
さ
れ
る

伝
送
路
設
備
を
い
う
。
）
の
う
ち
そ
の
一
端
が
ブ
ラ
ウ
ザ
を
搭
載
し
た
携
帯

電
話
端
末
等
と
接
続
さ
れ
る
も
の
及
び
当
該
ブ
ラ
ウ
ザ
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー

 

特
定
電
気
通
信
役
務
提
供
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
制
限
及
び
発
信
者
情
報
の
開

示
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
侵
害
情
報
の
発
信
者
の
特
定
に
資

す
る
情
報
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

侵
害
情
報
に
係
る
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
個

々
の
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
識
別
す
る
た
め
に
割
り
当
て
ら
れ
る
番
号
を
い
う
。
） 

五 

侵
害
情
報
に
係
る
携
帯
電
話
端
末
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
端
末
（
以
下
「
携
帯
電
話

端
末
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
識

別
符
号
（
携
帯
電
話
端
末
等
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
（
利

用
者
の
電
気
通
信
設
備
と
接
続
さ
れ
る
一
端
が
無
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
端

末
系
伝
送
路
設
備
（
端
末
設
備
（
電
気
通
信
事
業
法
第
五
十
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
端
末
設
備
を
い
う
。
）
又
は
自
営
電
気
通
信
設
備
（
同
法
第
七
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
営
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
）
と
接
続
さ
れ
る
伝

送
路
設
備
を
い
う
。
）
の
う
ち
そ
の
一
端
が
ブ
ラ
ウ
ザ
を
搭
載
し
た
携
帯
電

話
端
末
等
と
接
続
さ
れ
る
も
の
及
び
当
該
ブ
ラ
ウ
ザ
を
用
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
へ
の
接
続
を
可
能
と
す
る
電
気
通
信
役
務
（
同
法
第
二
条
第
三
号
に
規
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附 

則 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

日
）
か
ら
施
行
す

る
。 

 

ネ
ッ
ト
へ
の
接
続
を
可
能
と
す
る
電
気
通
信
役
務
（
同
法
第
二
条
第
三
号
に

規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
者

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
に
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

す
る
電
気
通
信
事
業
者
（
同
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
割
り
当
て
ら
れ
る
文
字
、
番
号
、
記
号

そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
電
気
通
信
（
同
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る

電
気
通
信
を
い
う
。
）
に
よ
り
送
信
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

六 

（
略
） 

七 

第
四
号
の
ア
イ
・
ピ
ー
・
ア
ド
レ
ス
を
割
り
当
て
ら
れ
た
電
気
通
信
設
備

、
第
五
号
の
携
帯
電
話
端
末
等
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
利

用
者
識
別
符
号
に
係
る
携
帯
電
話
端
末
等
又
は
前
号
の
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
識
別

番
号
（
携
帯
電
話
端
末
等
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り

送
信
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
携
帯
電
話
端
末
等
か
ら
開
示
関
係
役

務
提
供
者
の
用
い
る
特
定
電
気
通
信
設
備
に
侵
害
情
報
が
送
信
さ
れ
た
年
月

日
及
び
時
刻 

定
す
る
電
気
通
信
役
務
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
者
を

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
に
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
電
気
通
信
事
業
者
（
同
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
割
り
当
て
ら
れ
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ

の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
電
気
通
信
（
同
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電

気
通
信
を
い
う
。
）
に
よ
り
送
信
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

 

六 

（
略
） 

七 

第
四
号
の
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
を
割
り
当
て
ら
れ
た
電
気
通
信
設
備
、
第
五
号

の
携
帯
電
話
端
末
等
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
識
別

符
号
に
係
る
携
帯
電
話
端
末
等
又
は
前
号
の
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
識
別
番
号
（
携

帯
電
話
端
末
等
か
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
送
信
さ
れ

た
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
携
帯
電
話
端
末
等
か
ら
開
示
関
係
役
務
提
供
者

の
用
い
る
特
定
電
気
通
信
設
備
に
侵
害
情
報
が
送
信
さ
れ
た
年
月
日
及
び
時

刻 
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○
平
成
六
年
総
務
省
告
示
第
七
十
二
号
（
端
末
設
備
で
あ
っ
て
電
波
を
使
用
す
る
も
の
の
う
ち
、
利
用
者
か
ら
の
接
続
の
請
求
を
拒
め
な
い
も
の
）
の
一
部
改
正
案 

新

旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

日
）
か
ら
施
行
す

る
。 

  

改 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

二 

電
気
通
信
事
業
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
回
線
設
備
と
の
接
続
に
お
い
て
電
波

を
使
用
す
る
端
末
設
備 

１
～
７ 

（
略
） 

８ 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る

小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
端
末
設
備 

９
～
12 

（
略
） 

二 

（
略
） 

 

１
～
７ 

（
略
） 

８ 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る

小
電
力
デ
ー
タ
通
信
シ
ス
テ
ム
の
無
線
局
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
端
末
設
備 

９
～
12 

（
略
） 
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○
平
成
十
三
年
総
務
省
告
示
第
三
百
九
十
五
号
（
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
情
報
の
開
示
に
関
す
る
件
）
の
一
部
改
正
案 

新
旧
対

照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

改 
 
 
 
 
 

正 
 

 
 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行 

第
一
条 

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三

条
の
四
第
二
項
第
一
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
情
報
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

端
末
系
伝
送
路
設
備
の
敷
設
概
況
等
に
関
す
る
次
の
事
項 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

光
信
号
用
の
伝
送
路
設
備
が
敷
設
さ
れ
て
い
る
収
容
局
ご
と
の
光
配
線
区

画
に
設
置
さ
れ
て
い
る
全
て
の
電
柱
等
の
位
置
情
報 

ニ
～
リ 

（
略
） 

三
～
七 

（
略
） 

第
一
条 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

二 

（
略
） 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

光
信
号
用
の
伝
送
路
設
備
が
敷
設
さ
れ
て
い
る
収
容
局
ご
と
の
光
配
線
区

画
の
外
縁
に
位
置
し
て
い
る
電
柱
等
の
位
置
情
報 

ニ
～
リ 

（
略
） 

三
～
七 

（
略
） 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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○
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
九
十
九
号
（
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
試
験
方
法
を
定
め
る
件
）
の
一
部
改
正
案 

新
旧
対
照
表 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

附 

則 

こ
の
告
示
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

日
）
か
ら
施
行
す

る
。 

改 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

別
表
第
二
号
 

電
波
を
使

用
す
る
端
末
機
器

の
測
定
方

法
 

一
～
二
十
四
 

（
略
）

 

二
十
五
 

小
電

力
デ
ー
タ

通
信
シ
ス
テ
ム
端

末
（

無
線

設
備
規
則
第
四
十

九
条
の
二

十

第
一

号
か

ら
第

五
号
ま

で
に
規

定
す

る
無

線
局

の
無

線
設
備

を
い

う
。
）

の
電

気
的

条
件
等

 

別
表
第
一
号
四

３
に
同
じ

。
 

別
表
第
二
号
 

電
波
を
使

用
す
る
端
末
機
器

の
測
定
方

法
 

一
～
二
十
四
 

（
略
）
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○
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
八
十
七
号
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
及
び
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
の
電
気
的
条
件
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
改

正
案 

新
旧
対
照
条
文 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
） 

改 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

別
表
第
五
号

 無
線
設

備
を
使

用
す
る
専
用
通

信
回
線
設

備
等
端
末

 

 
第
１
～
６
 

（
略
）

 

第
７

 
無

線
設

備
規

則
第

四
十

九
条

の
二

十
第

一
号

か
ら

第
五

号
ま

で
に

規
定

す

る
小

電
力

デ
ー

タ
通

信
シ

ス
テ

ム
の

無
線

局
の

無
線

設
備

を
使

用
す

る
端

末
設

備
の
電
気

的
条

件
等

 

１
 

識
別
符
号

の
符
号
長

 

識
別

符
号

の
符

号
長

は
、

4
8

ビ
ッ

ト
以

上
で

あ
る

こ
と

。
た

だ
し

、

5
,
1
5
0
M
H
z
を

超
え

5
,
3
5
0
M
H
z
以
下
又
は

5
,
4
7
0
M
H
z
を
超

え
5
,
7
2
5
M
H
z
以
下

の
周

波
数

の
電

波
を

使
用

す
る
も

の
に

つ
い

て
は

、
1
9

ビ
ッ
ト

以
上

で
あ
る

こ
と
。

 

２
 

使
用
す
る

電
波
の
周

波
数
が
空
き
状

態
で
あ
る
と

の
判
定
 

使
用
す
る
電
波

の
周
波
数

が
空
き
状
態
で
あ

る
と
の
判

定
は
、
次
の
方
法

に

よ
る
も
の
で
あ

る
こ
と

。
た

だ
し
、
5
,
1
5
0
M
H
z
を
超

え
5
,
3
5
0
M
H
z
以
下

又
は

5
,
4
7
0
M
H
z

を
超
え

5
,
7
2
5
M
H
z
 
以

下
の

周
波
数

の
電
波

を
使
用

す
る
も

の
に

あ
っ
て
は
、
他
の
無
線

設
備
か

ら
送
受
信

を
制

御
さ
れ
て

い
る
場
合
及
び
送

信

を
行

っ
た

無
線

設
備

が
当

該
判
定

後
4

ミ
リ

秒
以

内
に
送

信
を

再
開

す
る
場

合
は
、
当
該
判

定
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

別
表
第
五
号

 無
線
設

備
を
使

用
す
る
専
用
通

信
回
線
設

備
等
端
末

 

 
第
１
～
６
 

（
略
）
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附 

則 

こ
の
告
示
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年 

 

月 
 

日
）
か
ら
施
行
す

る
。

 

⑴
 

2
,
4
0
0
M
H
z
以

上
2
,
4
8
3
.
5
M
H
z
以
下

の
周
波
数

の
電
波

を
使
用
す
る
も

の

に
あ
っ
て
は
、
他
の
無
線

局
か
ら
発
射
さ
れ

る
電
波
を

検
出
し
、
又
は
受

信

信
号

と
拡

散
の

た
め

の
信

号
を

演
算

し
信

号
レ

ベ
ル

を
検

出
す

る
こ

と
に

よ
り
判
定
を
行

う
。
た
だ

し
、
通
信
品
質
劣
化

時
に
通
信

路
の
切
断
を
行
う

機
能
を
有
す
る

も
の
に
あ

っ
て
は
、
通
信
路

の
正
常
性

を
確

認
す
る
こ
と
に

よ
り
判
定
を
行

う
こ
と
が

で
き
る
。

 

⑵
 

2
,
4
7
1
M
H
z
以

上
2
,
4
9
7
M
H
z
以
下
の

周
波
数
の

電
波
を

使
用
す
る
も
の

に

あ
っ
て
は
、
他

の
無
線
局

か
ら
発
射
さ

れ
る

電
波
を
検

出
し
、
又
は
受
信

信

号
と

拡
散

の
た

め
の

信
号

を
演

算
し

信
号

レ
ベ

ル
を

検
出

す
る

こ
と

に
よ

り
判
定
を
行
う

。
 

⑶
 

5
,
1
5
0
M
H
z
を
超

え
5
,
3
5
0
M
H
z
以
下

又
は

5
,
4
7
0
M
H
z
を
超
え

5
,
7
2
5
M
H
z
 

以
下
の
周
波
数

の
電
波
を

使
用
す
る
も
の
に

つ
い
て
は

、
通

信
の
相
手
方
以

外
の
無
線
局
の

無
線
設
備

か
ら
発
射
さ
れ
た

電
波
を
受

信
し
、
受
信
空
中

線

の
最

大
利

得
方

向
に

お
け
る

電
界

強
度

が
毎

メ
ー

ト
ル

1
0
0
ミ

リ
ボ

ル
ト

を
超

え
る

場
合

に
当

該
無

線
設

備
が

発
射

す
る

周
波

数
の

電
波

と
同

一
の

周
波
数
の
電
波

の
発
射
を

行
わ
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と

。
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○
総
務
省
告
示
第

号

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
情
報
の
開
示
に
関
す
る
事
項
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年

月

日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う

）
。

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
開
示
さ
れ
る
情
報
）

第
二
条

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
情
報
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

( )1

一

接
続
協
議
等
に
関
す
る
情
報

二

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提

供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
カ
バ
ー
エ
リ
ア

三

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
他
事
業
者
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
電

気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
他
の
電
気
通
信
事
業
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

）
に
よ
る
電
気
通
信

。

役
務
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
接
続
す
る
当
該
他
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
も
の
に
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限
る

）
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
設
置
す
る
そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
に
接
続

。

さ
れ
る
伝
送
路
設
備
に
関
す
る
情
報
の
管
理
等
を
行
う
シ
ス
テ
ム
、
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
、
特
定
移
動
端
末
設
備
と
当

該
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
試
験
又
は
ふ
く
そ
う
、
事
故
等
に
よ
り
当
該
電
気
通
信
事
業

者
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
生
じ
た
支
障
に
係
る
情
報

（
開
示
の
方
法
）

第
三
条

施
行
規
則
第
二
十
三
条
の
九
の
五
第
一
項
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
情
報
の
開
示
は
、
次
の
と
お
り
行
う
も

( )1

の
と
す
る
。

一

情
報
の
開
示
は
無
償
で
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

二

前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
情
報
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
た
閲
覧
を
可
能
と
す
る
こ
と
と
し
、
同
条

第
三
号
に
掲
げ
る
情
報
は
開
示
の
請
求
が
あ
っ
た
者
に
限
り
開
示
す
る
も
の
と
す
る
。

三

情
報
の
更
新
周
期
は
極
力
短
期
間
と
し
、
情
報
の
更
新
に
際
し
て
は
更
新
情
報
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
八
年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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○
総
務
省
告
示
第

号

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
三
十
二
条
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
基
づ

き
、
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
に
定
め
る
技
術
基
準
に
相
当
す
る

技
術
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成

年

月

日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

一

米
国
電
気
電
子
学
会
が
定
め
る
標
準
規
格
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
の
も
の

１

8
0
2
.
1
1
b

Ｉ
Ｅ

Ｅ
Ｅ

8
0
2
.
1
1
a

２

Ｉ
Ｅ

Ｅ
Ｅ

３

8
0
2
.
1
5
.
1

Ｉ
Ｅ

Ｅ
Ｅ

４

8
0
2
.
1
1
g

Ｉ
Ｅ

Ｅ
Ｅ

５

8
0
2
.
1
1
n

Ｉ
Ｅ

Ｅ
Ｅ

６

8
0
2
.
1
1
a
c

Ｉ
Ｅ

Ｅ
Ｅ

二

国
際
標
準
化
機
構
が
定
め
る
標
準
規
格
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
の
も
の

8
8
0
2
-
3

S
e
c
t
i
o
n

1
4

１

Ｉ
Ｓ

Ｏ

２

8
8
0
2
-
3

S
e
c
t
i
o
n

2
5

Ｉ
Ｓ

Ｏ
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３
8
8
0
2
-
3

S
e
c
t
i
o
n

4
0

Ｉ
Ｓ

Ｏ

附

則

こ
の
告
示
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
八
年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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○
総
務
省
告
示
第

号

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
の
規
定

に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
ド
メ
イ
ン
名
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年

月

日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
ド
メ
イ
ン
名
の
一
部
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

.jp

一

.nagoya

二

.tokyo

三

.okinaw
a

四

.yokoham
a

五

.osaka

六

.kyoto

七

附

則

こ
の
告
示
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
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（
平
成
二
十
八
年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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○
総
務
省
告
示
第

号

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
平
成
二
十
八
年
総
務
省
令
第

号
）
第
八
条
第
九
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
接
続
料
の
算
定
に
用
い
る
値
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年

月

日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い

う

）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

。
（
合
理
的
に
期
待
し
得
る
利
回
り
を
勘
案
し
た
値
）

第
二
条

規
則
第
八
条
第
九
項
に
規
定
す
る
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
の
性
質
及
び
安
全
な
資
産
に
対
す
る
資
金
運
用

を
行
う
場
合
に
合
理
的
に
期
待
し
得
る
利
回
り
を
勘
案
し
た
値
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

日
本
証
券
業
協
会
が
発
表
す
る
公
社
債
店
頭
売
買
参
考
統
計
値
表
に
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
る
値
を
用
い
て
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
算
定
期
間
に
発
行
さ
れ
た
長
期
国
債
で
あ
っ
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
に
発
行
さ
れ
た
も
の
の
単
利

の
平
均
値
を
合
算
し
、
三
で
除
し
た
値

一

原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間

当
該
算
定
期
間
の
期
末
に
最
も
近
い
日

二

原
価
及
び
利
潤
の
前
算
定
期
間

当
該
算
定
期
間
の
期
末
に
最
も
近
い
日
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三

原
価
及
び
利
潤
の
前
々
算
定
期
間

当
該
算
定
期
間
の
期
末
に
最
も
近
い
日

附

則

こ
の
告
示
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
八
年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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○
 
電
気
通
信
事
業
法
関
係
審
査
基
準
（
平
成

1
3
年
総
務
省
訓
令
第

7
5
号
）
の
一
部
改
正
案
 
新
旧
対
照
条
文
 

（
傍
線
部

分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
）
 

改
 
正
 
後
 

改
 
正
 
前
 

目
次
 

第
１
章
 

（
略

）
 

第
２
章
 
電
気
通
信
事
業
の
登
録
（
第
３
条
－
第
５
条
）
 

第
２
章
の

２
 
電
気
通
信
事
業
の
登
録
の
更
新
（
第
５
条
の
２
・
第
５
条
の
３
）
 

第
３
章
～

第
１
６
章
 
（
略
）
 

 
 
附
則
 

目
次
 

第
１
章
 
（
略
）
 

第
２
章
 
（
略
）
 

 第
３
章
～
第
１
６
章
 
（
略
）
 

 
 
附
則
 

（
審
査
基
準
）
 

第
５
条
 

登
録

は
、
法

第
１
０

条
第
１

項
の

申
請
書

及
び
同

条
第
２

項
の

添
付
書

類

に
記
載

さ
れ
た

事
項

に
つ
い
て

審
査

し
、

次
の
各

号
に
適
合

し
て

い
る
と

認
め

ら

れ
る
と
き
に
行
う
。
 

 
(
1
) 

申
請

者
が

次
の

い
ず
れ

か
に
該

当
す
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
で
あ
っ
て
、
そ

の
事
業

が
電

気
通

信
市

場
の
公

正
な

競
争

を
阻

害
す

る
お
そ

れ
が

な
い

等
電

気
通

信
の
健
全
な
発
達
の
た
め
に
適
切

で
あ
る
こ
と
。
 

ア
～
ウ
 
（
略

）
 

 
(
2
) 

（
略

）
 

（
審
査
基
準
）
 

第
５
条
 
（
略
）
 

   
(
1
)  

申
請
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
で
あ
っ
て
、
そ

の
事
業

の
開

始
が

電
気

通
信
市

場
の

公
正

な
競

争
を

阻
害
す

る
お

そ
れ

が
な

い
等
電
気
通
信

の
健
全
な
発
達
の
た
め
に
適
切
で
あ
る
こ
と
。
 

ア
～
ウ
 
（
略
）
 

 
(
2
) 

（
略
）
 

第
２

章
の
２
 
電
気
通
信
事
業
の
登
録
の
更
新
 

 

（
趣
旨
）
 

第
５

条
の

２
 

法
第
１

２
条
の

２
の
規

定
に

よ
り
電

気
通
信

事
業
の

登
録
の

更
新

を

行
う
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
章
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
審
査
基
準
）
 

第
５

条
の
３
 
登
録

の
更
新
は
、

法
第
１
２

条
の

２
第
２
項
に

お
い
て
準
用
す

る
法

第
１

０
条
第
１
項

の
申
請
書
及
び

同
条
第
２
項

の
添
付
書
類
に

記
載
さ
れ
た

事
項
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に
つ
い
て
審
査
し
、
次
の
各
号
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
行
う
。
 

 
(
1
)
 

申
請

者
が
そ

の
電
気

通
信

事
業
を

適
確
に

遂
行

す
る

に
足

り
る

経
理
的

基

礎
を
有
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
次
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。
 

ア
 

事
業

収
支

見
積

り
の

算
出

が
適
正
か
つ
明
確
で
あ
り
、
事
業
収
支
見
積
り

が
合
理
的
に
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

イ
 

事
業
に
要
す
る
資
金
の
調
達
方
法
が
合
理
的
で
あ
る
こ
と
。
 

ウ
 

事
業

に
要

す
る

資
金

に
充

て
る

借
入

金
の

返
済

計
画

が
合

理
的

に
作

成

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

(
2
)
 

申
請
者

が
そ

の
電

気
通
信

事
業

を
適
確

に
遂

行
す

る
に

足
り

る
体
制

の
整

備
（
法
第
３
３
第
２
項
に
規
定
す
る
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る

電
気
通
信
事
業
者
に
あ
っ

て
は
、
法
第
３
１
条
第
５
項
に
規
定
す
る
体
制
の
整

備
を

含
む

。
）

が
行

わ
れ
て

い
る

も
の

と
し
て

、
法

令
等

の
遵

守
に

関
す
る

方

針
及
び
手
続
を
含
む
、
電
気
通

信
役
務
の
安

定
的
な
提
供
を
確
実
に
行
う

た
め

の
社
内
規
則
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
。
 

 
(
3
)
 

前
号

に
掲
げ

る
も
の

の
ほ

か
、
そ

の
事
業

が
、

利
用

者
の

利
益

の
確
保

に

反
し
な
い

等
法

の
目

的
に

照
ら

し
、
電
気
通
信
の
健
全
な
発
達
の
た
め
に
適
切

で
あ
り
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

こ
と
。
 

ア
 

電
気
通

信
設
備

の
接
続
、

共
用

又
は

卸
電
気

通
信
役
務

の
提

供
に

つ
い
て

特
定

の
電

気
通

信
事
業

者
に
対

し
不

当
な
差

別
的
取

扱
い

そ
の

他
こ

れ
ら

の

業
務

に
関

し
不

当
な
運

営
を
行

わ
な

い
こ
と

を
確
保

す
る
た

め
の

措
置
が

明

確
に

定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
 

イ
 

登
録
の

更
新
を

必
要
と
す

る
事

由
が

、
特
定

電
気
通
信

設
備

を
設

置
す
る

電
気

通
信

事
業

者
の
数

の
減
少

を
伴

う
も
の

又
は
申

請
者
の

特
定

関
係
法

人

以
外

の
者
（
特
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
者
に
限
る
。）

が
、
申
請
者
の

特
定

関
係

法
人

と
な
る

も
の

で
あ

る
場

合
に

は
、
当

該
事
由

に
よ

り
、

電
気
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通
信

回
線

設
備

を
設
置

す
る
電

気
通

信
事
業

者
に
よ

る
競
争

を
阻

害
す
る

お

そ
れ

が
な
い
こ
と
。
 

（
審
査
基
準
) 

第
１
５
条
 
認
可
は
次
の
各
号
（
協
定
の
認
可
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
(
1)
ア
及
び

イ
を
除
く

。）
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
行
う
。
 

(
審
査
基
準
) 

第
１
５
条
 
（
略
）
 

 

(
1
)
 
法
第
３

３
条

第
４

項
第
１

号
関
係
 

次
に
掲
げ
る
事
項
が
適
正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
 

ア
 

（
略

）
 

イ
 

第
一
種

指
定
電

気
通
信
設

備
接

続
料

規
則

（
平

成
１
２

年
郵

政
省

令
第
６

４
号

）
第
４
条
で
定
め
る
機
能
ご
と
の
接
続
料
 

ウ
～
オ
 
（
略

）
 

(
1
)
 
（
略
）
 

 ア
 
（
略
）
 

イ
 

接
続
料

規
則

（
平

成
１
２

年
郵

政
省

令
第
６

４
号
）
第

４
条

で
定

め
る
機

能
ご
と
の
接
続

料
 

ウ
～
オ
 
（
略
）
 

(
2
)
 
法
第
３

３
条

第
４

項
第
２

号
関
係
 

接
続

料
が

第
一

種
指

定
電
気
通

信
設

備
接

続
料
規

則
に
定
め

る
方

法
に

よ
り
算

定
さ

れ
た

原
価

に
利

潤
を

加
え

た
金

額
に

照
ら

し
公

正
妥

当
な

も
の

で
あ

る
こ

と
。
 

(
2
)
 
法
第
３
３
条
第
４
項
第
２
号
関
係
 

接
続

料
が

接
続

料
規

則
に
定

め
る

方
法
に

よ
り
算

定
さ
れ
た

原
価

に
照

ら
し
公

正
妥
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 

（
3
）
・（

4
）
 
（
略

）
 

（
3
）
・（

4
）
 
（
略
）
 

附
 

則
 

こ
の
訓
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

2
7
年
法
律
第

26
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成

28
年
 
 
月
 
 
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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○
電

気
通

信
事

業
法

第
３

０
条

第
１

項
及

び
第

３
項

第
２

号
の

規
定

に
よ

る
電

気
通

信
事

業
者

の
指

定
に

当
た

っ
て

の
基

本
的

考
え

方
の

一
部

改
正

案
 
新
旧
対
照
条
文
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
必
要
的
諮
問
事
項
）
 

改
定
案

 
現

行
（
平
成

2
4
年
公

表
）

 

電
気

通
信
事

業
法
第
３
０
条
第
１
項
及
び

第
３
項

第
２
号
の

規
定

に
よ

る
電
気

通
信

事
業
者

の
指
定
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
考
え

方
 

 

平
成
２
８
年
 
 
月
 
 
日

 

総
務

省
 

 １
 

電
気
通

信
事
業
法
第
３
０
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
禁

止
行

為
等

の
規
定

の
適

用
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
（
移

動
通
信

分
野
に
お

け
る

市
場

支
配

的
な

電
気
通
信
事
業
者
）
の
指
定
に
当
た

っ
て
の

基
本
的
考

え
方
 

電
気

通
信
事
業
法
（
昭
和
５
９
年
法

律
第

８
６
号

）
第
３
０
条
第
１
項

の

規
定

に
よ
る
「
指
定
」
は
、
 

①
 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置

し
て
い

る
電
気
通

信
事

業
者

に
つ

い
て

、
 

②
 

当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
第
二
種
指

定
電
気

通
信
設
備

を
用

い
る

電
気

通
信

役
務
の
提
供
の
業
務
に
係
る
最
近
１

年
間
に

お
け
る
収

益
の

額
の

市

場
に

占
め
る
割
合
（
以
下
「
市
場
シ
ェ
ア

」
と
い

う
。
）
が

２
５

％
を

超

え
て

い
る
場
合
に
お
い
て
、
 

③
 

市
場
シ
ェ
ア
の
推
移
そ
の
他
の
事
情

を
勘
案

し
て
 

 
 

行
わ
れ

る
。
 

 
 

し
た
が

っ
て
、
市
場
シ
ェ
ア
が
２
５
％

を
割

り
込
む
な

ど
上

記
①

又
は
②

電
気

通
信
事

業
法
第

３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
禁
止
行
為
等
の
規
定
の

適
用

を
受
け

る
電
気

通
信
事
業
者
（
移
動
通
信
分
野
に
お
け
る
市
場
支
配
的
な

電
気

通
信
事

業
者
）

の
指
定
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
考
え
方

 

平
成

２
４

年
 
４

月
２

７
日
 

総
務

省
 

  
 

  

電
気

通
信
事

業
法
第
３
０
条
第
１
項
に
基
づ
く
「
指
定
」
は
、
 

 

①
 
第

二
種

指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
し
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
に
つ

い
て

、
 

②
 
当

該
電

気
通
信
事
業
者
の
最
近
１
年
間
に
お
け
る
収
益
の
額
の
市
場
に

占
め

る
割
合

（
以
下
「
市
場
シ
ェ
ア
」
と
い
う
。
）
が
２
５
％
を
超
え
て

い
る

場
合
に

お
い
て
、
 

 ③
 
市

場
シ

ェ
ア
の
推
移
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
 

 
 

行
わ
れ

る
。
 

 
 

従
っ
て

、
市
場

シ
ェ
ア
が
２
５
％
を
割
り
込
む
な
ど
上
記
①
又
は
②
の
条  
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の
条

件
を
満
た
さ
な
く
な
れ
ば
、
指
定
は

解
除
さ

れ
る
。
 

 
 

「
そ
の

他
の
事
情
」
と
し
て
は
、
当
該
電
気

通
信
事
業

者
の

市
場

シ
ェ
ア

の
推

移
に
加
え
て
、
市
場
シ
ェ
ア
の
順
位

、
競
争

事
業
者
と

の
市

場
シ

ェ
ア

の
格

差
及
び
こ
れ
ら
の
変
化
の
程
度
を
中

心
に
勘

案
す
る
。

 

 
 

具
体
的

に
は
、
以
下
の
よ
う
な
基
本
的
考
え

方
に
沿
っ

て
制

度
を

運
用
す

る
。
 

 

件
を

満
た
さ

な
く
な
れ
ば
、
指
定
は
解
除
さ
れ
る
。
 

 
 

「
そ
の

他
の
事
情
」
と
し
て
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
市
場
シ
ェ
ア

の
推

移
に
加

え
て
、
市
場
シ
ェ
ア
の
順
位
、
競
争
事
業
者
と
の
市
場
シ
ェ
ア

の
格

差
及
び

こ
れ
ら
の
変
化
の
程
度
を
中
心
に
勘
案

す
る
。

 

 
 

具
体
的

に
は
、
以
下
の
よ
う
な
基
本
的
考
え
方
に
沿
っ
て
制
度
を
運
用
す

る
。

 

【
基

本
的
考
え
方
】
 

①
 

当
該
電
気
通
信
事
業
者
が
一
定
期
間

継
続
し

て
４
０
％

を
超

え
る

高
い

市
場

シ
ェ
ア
を
有
す
る
場
合
に
は
、
市
場

支
配
力

が
推
定
さ

れ
る

こ
と

か

ら
、

下
記
④
で
説
明
す
る
諸
要
因
を

勘
案

し
た
結

果
、
特
段

の
事

情
が

認

め
ら

れ
な
い
限
り
指
定
す
る
。

 

 

②
 

一
定
期
間
継
続
し
て
２
５
％
を
超
え

４
０
％

以
下
の
市

場
シ

ェ
ア

を
有

す
る

電
気
通
信
事
業
者
が
存
在
す
る

場
合

に
お
い

て
、
 

ア
 

当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
市
場
シ
ェ

ア
が
１

位
で
あ
る

と
き

は
、

当

該
市
場
シ
ェ
ア
の
水
準
及
び
下
記

④
で
説

明
す
る

諸
要
因
を

勘
案

し
た

結
果
、
特
に
市
場
支
配
力
が
推
定
さ

れ
る

場
合
に

限
り
指
定

す
る

。
 

イ
 

当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
市
場
シ
ェ

ア
が
２

位
以
下
で

あ
る

と
き

は
、
市
場
シ
ェ
ア
の
順
位
が
１
位
の

電
気

通
信
事

業
者
と
の

市
場

シ
ェ

ア
の
格
差
が
小
さ
く
、
か
つ
、
下
記

④
で

説
明
す

る
諸
要
因

を
勘

案
し

た
結
果
、
特
に
市
場
支
配
力
が
推
定

さ
れ

る
場
合

に
限
り
指

定
す

る
。
 

な
お

、
こ
の
考
え
方
如
何
に
か
か
わ

ら
ず

、
こ
れ

ま
で
２
５

％
を

下
回

【
基

本
的
考

え
方
】
 

①
 
当

該
電

気
通
信
事
業
者
が
一
定
期
間
継
続
し
て
４
０
％
を
超
え
る
高
い

市
場

シ
ェ
ア

を
有
す
る
場
合
に
は
、
市
場
支
配
力
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、

下
記
③

で
説
明
す
る
諸
要
因
を
勘
案
し
た
結
果
、
特
段
の
事
情
が
認

め
ら

れ
な
い

限
り
指
定
す
る
。

 

 

②
 
一

定
期

間
継
続
し
て
２
５
％
を
超
え
４
０
％
以
下
の
市
場
シ
ェ
ア
を
有

す
る

電
気
通

信
事
業
者
が
存
在
す
る
場
合
に
お
い
て
、
 

ア
 
当

該
電

気
通
信
事
業
者
の
市
場
シ
ェ
ア
が
１
位
で
あ
る
場
合
、
当
該

市
場

シ
ェ
ア
の
水
準
及
び
下
記

③
で
説
明
す
る
諸
要
因
を
勘
案
し
た
結

果
、

特
に
市
場
支
配
力
が
推
定
さ
れ
る
場
合
に
限
り
指
定
す
る
。
 

イ
 
当

該
電

気
通
信
事
業
者
の
市
場
シ
ェ
ア
が
２
位
以
下
で
あ
る
場
合

、

市
場

シ
ェ
ア
の
順
位
が
１
位
の
電
気
通
信
事
業
者
と
の
市
場
シ
ェ
ア
の

格
差

が
小
さ
く
、
か
つ
、
下
記

③
で
説
明
す
る
諸
要
因
を
勘
案
し
た
結

果
、

特
に
市
場
支
配
力
が
推
定
さ
れ
る
場
合
に
限
り
指
定
す
る
。
 

な
お

、
こ
の

考
え
方
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
２
５
％
を
下
回
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る
市

場
シ
ェ
ア
を
有
す
る
電
気
通
信
事
業

者
が
、

一
時
的
に

２
５

％
を

上

回
る

市
場
シ
ェ
ア
を
有
す
る
に
至
っ
た
場

合
に
お

い
て
は
、

暫
く

は
そ

の

推
移

を
見
守
る
こ
と
と
し
、
直
ち
に
指
定

し
な
い

。
 

 
 

ま
た
、
２
５
％
を
上
回
る
市
場
シ
ェ

ア
を
有

す
る
電
気

通
信

事
業

者
に

つ
い

て
、
短
期
間
に
急
激
に
市
場
シ
ェ
ア

が
低
下

し
て
い
る

場
合

や
数

年

間
に

わ
た
り
市
場
シ
ェ
ア
が
相
当
程
度
低

下
し
て

い
る
場
合

に
お

い
て

も
、

暫
く
は
そ
の
推
移
等
を
見
守
る
こ
と

と
し
、

直
ち
に
指

定
せ

ず
、

又

は
指

定
を
解
除
す
る
。
 

 

③
 

上
記
①
及
び
②
の
市
場
シ
ェ
ア
に
基

づ
く
市

場
支
配
力

の
有

無
の

判
断

に
当

た
っ
て
は
、
各
電
気
通
信
事
業
者
の

総
合
的

な
事
業
能

力
を

測
定

す

る
必

要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
電
気
通

信
事
業

者
の
市
場

シ
ェ

ア
に

、

当
該

電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人

（
電
気

通
信
事
業

法
第

１
２

条

の
２

第
４
項
第
１
号
に
規
定
す
る
特
定
関

係
法
人

を
い
う
。
以

下
同

じ
。
）

で
あ

る
電
気
通
信
事
業
者
の
特
定
移

動
端

末
設
備

（
電
気
通
信
事
業
法

施

行
規

則
（
昭
和

6
0年

郵
政
省
令
第
2
5
号
）

第
４
条

の
４
第
１

項
に

規
定

す

る
特

定
移
動
端
末
設
備
を
い
う
。
）
と
接

続
さ
れ

る
伝
送
路

設
備

を
用

い

る
電

気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
に
係
る

最
近
１

年
間
に
お

け
る

収
益

の

額
の

市
場
に
占
め
る
割
合
を
加
え
た
も
の

で
判
断

す
る
。
 

 ④
 

上
記
①
か
ら
③
ま
で
の
考
え
方
を
基

本
と
す

る
が
、
そ

の
際

に
は

、
例

え
ば

以
下
の
よ
う
な
当
該
電
気
通
信
事
業

者
の
総

合
的
な
事

業
能

力
を

測

定
す

る
た
め
の
諸
要
因
も
踏
ま
え
、
総
合

的
に
判

断
す
る
。

 

・
事

業
規
模
（
資
本
金
、
収
益
、
従
業
員

数
）
 

る
市

場
シ
ェ

ア
を
有
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
一
時
的
に
２
５
％
を
上

回
る

市
場
シ

ェ
ア
を
有
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
暫
く
は
そ
の

推
移

を
見
守

る
こ
と
と
し
、
直
ち
に
指
定
し
な
い
。
 

 
 

ま
た
、

２
５
％
を
上
回
る
市
場
シ
ェ
ア
を
有
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に

つ
い

て
、
短

期
間
に
急
激
に
市
場
シ
ェ
ア
が
低
下
し
て
い
る
場
合
や
数
年

間
に

わ
た
り

市
場
シ
ェ
ア
が
相
当
程
度
低
下
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て

も
、

暫
く
は

そ
の
推
移
等
を
見
守
る
こ
と
と
し
、
直
ち
に
指
定
せ
ず
、
又

は
指

定
を
解

除
す
る
。
 

             

③
 
上

記
①

及
び
②
の
考
え
方
を
基
本
と
す
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
例
え
ば

以
下

の
よ
う

な
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
総
合
的
な
事
業
能
力
を
測
定
す

る
た

め
の
諸

要
因
も
踏
ま
え
、
総
合
的
に
判
断
す
る
。
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・
市

場
へ
の
影
響
力
、
ブ
ラ
ン
ド
力
 

・
製

品
・
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
性
 

・
潜

在
的
な
競
争
の
不
在
 

・
技

術
上
の
優
位
性
・
卓
越
性
 

・
需

要
及
び
供
給
の
代
替
性
、
価
格

の
弾

力
性
 

 ・
共

同
支
配
 

 
 

た
だ
し
、
制
度
上
、
市
場
シ
ェ
ア
に

基
づ
く

市
場
支
配

力
の

有
無

の
判

断
は

、
各
電
気
通
信
事
業
者
の
業
務
区
域

を
基
本

と
し
て
行

わ
れ

る
こ

と

か
ら

、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
総
合
的

な
事
業

能
力
に
つ

い
て

も
、

当

該
業

務
区
域
に
即
し
て
判
断
す
る
。
 

 ２
 

電
気
通

信
事
業
法
第
３
０
条
第
３
項
第
２
号

の
規
定
に

よ
り

禁
止

さ
れ
る

行
為

の
相
手
方
と
な
る
電
気
通
信
事
業
者

の
指
定

に
当
た
っ

て
の

基
本

的
考

え
方
 

電
気

通
信
事
業
法
第
３
０
条
第
３
項
第
２

号
の
規

定
に
よ
る
「

指
定

」
は

、

同
条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た

電
気
通

信
事
業
者

（
以

下
「

禁
止

行
為

等
規
定
適
用
事
業
者
」
と
い
う
。
）

の
特
定
関
係
法
人

で
あ

る
電

気
通

信
事

業
者
の
う
ち
か
ら
行
わ
れ
る
。
 

こ
れ

は
、
当
該
禁
止
行
為
等
規
定
適

用
事

業
者
の

特
定
関
係

法
人

に
関

し

て
は

、
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重

要
な
影

響
を
与
え

る
こ

と
等

が
で

き
る

た
め
、
不
当
に
優
先
的
な
取
扱
い
を

し
、
又

は
利
益
を

与
え

る
お

そ
れ

が
高

い
一
方
で
、
当

該
電
気
通

信
事

業
者
で

あ
っ

て
も
、
事

業
内

容
や

事
業

規
模

に
よ
っ
て
は
、
電
気
通
信
事
業
者
間

の
公
正

な
競
争
等

を
含

め
た

電
気

・
事

業
規
模

（
資
本
金
、
収
益
、
従
業
員
数
）
 

・
市

場
へ
の

影
響
力
、
ブ
ラ
ン
ド
力
 

・
製

品
・
サ

ー
ビ
ス
の
多
様
性
 

・
潜

在
的
な

競
争
の
不
在
 

・
技

術
上
の

優
位
性
・
卓
越
性
 

・
需

要
及
び

供
給
の
代
替
性
、
価
格
の
弾
力
性
 

・
サ

ー
ビ
ス

や
端
末
等
の
販
売
・
流
通
に
お
け
る
優
位
性
 

・
共

同
支
配
 

た
だ

し
、
制
度
上
、
市
場
シ
ェ
ア
に
基
づ
く
市
場
支
配
力
の
有
無
の
判

断
は

、
各
電

気
通
信
事
業
者
の
業
務
区
域
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と

か
ら

、
当
該

電
気
通
信
事
業
者
の
総
合
的
な
事
業
能
力
に
つ
い
て
も
、
当

該
業

務
区
域

に
即
し
て
判
断
す
る
。
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通
信

の
健
全
な
発
達
に
及
ぼ
す
弊
害
が
大

き
く
な

い
場
合
が

あ
る

た
め

で
あ

る
。
 

 
 

こ
の
た

め
、
具
体
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
な

基
本
的
考

え
方

に
沿

っ
て
制

度
を

運
用
す
る
。
 

 【
基

本
的
考
え
方
】
 

 
禁

止
行
為
等
規
定
適
用
事
業
者
の
特
定

関
係
法

人
で
あ
る

電
気

通
信

事

業
者

で
あ
っ
て
も
、
 

 
 

①
 
移
動
通
信
分
野
の
電
気
通
信
役
務

や
、
こ

れ
と
の

セ
ッ

ト
提

供
等
が

想
定

さ
れ
る
電
気
通
信
役
務
を
提
供

し
な
い
場
合

（
移
動
通

信
分

野
の

電
気

通
信
役
務
に
あ
っ
て
は
、
通
信
モ
ジ

ュ
ー
ル

（
特
定
の

業
務

の
用

に
供

す
る
通
信
に
用
途
が
限
定
さ
れ
て
い

る
利
用

者
の
電
気

通
信

設
備

を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
向
け
に
提
供
す

る
場
合

を
含
む
。

）
 

②
 

上
記
①
に
該
当
し
な
い
場
合
で

あ
っ

て
も
、

そ
の
事
業

規
模

が
著

し

く
小
さ
い
と
き
 

に
つ

い
て
は
、
電
気
通
信
事
業
者
間

の
公

正
な
競

争
等
を
含

め
た

電
気

通

信
の

健
全
な
発
達
に
及
ぼ
す
弊
害
が
大
き

い
も
の

と
は
な
ら

な
い

。
 

 
 

 
こ
の

た
め
、
禁
止
行
為
等
規
定
適
用
事
業

者
の
特
定

関
係

法
人

で
あ
る

電
気

通
信
事
業
者
の
う
ち
、
以
下
の
電
気

通
信
役

務
（
通
信

モ
ジ

ュ
ー

ル

向
け

に
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か

を
提
供
し

、
当

該
電

気

通
信

役
務
の
い
ず
れ
か
の
契
約
数
等
が
５

万
以
上

で
あ
る
も

の
に

つ
い
て

指
定

す
る
。
 

・
携

帯
電
話
 

・
Ｐ

Ｈ
Ｓ
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・
携

帯
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ

ス
 

・
３

．
９
世
代
携
帯
電
話
ア
ク
セ
ス
サ
ー

ビ
ス
 

・
Ｂ

Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス

 

・
仮

想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
 

・
加

入
電
話
 

・
総

合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ
ー
ビ
ス
（
中
継

電
話
又

は
公
衆
電

話
で

あ
る

も

の
及
び
国
際
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
サ

ー
ビ

ス
を
除

く
。
）
 

・
Ｉ

Ｐ
電
話
 

・
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
 

・
Ｆ

Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
 

・
Ｄ

Ｓ
Ｌ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス

 

・
Ｆ

Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス

 

・
Ｃ

Ａ
Ｔ
Ｖ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
 

・
公

衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
 

な
お
、
こ
の
考
え
方
如
何
に
か
か
わ

ら
ず

、
こ
れ

ま
で
当
該

電
気

通
信

事
業

者
の
直
近
の
四
半
期
末
に
お
け

る
上

記
の
電

気
通
信
役

務
の

契
約

数

等
が

い
ず
れ
も
５
万
未
満
で
あ

る
場

合
に

お
い
て

、
当
該
契

約
数

等
の

い

ず
れ

か
が
一
時
的
に
５
万
以
上
と
な
っ
た

と
き
は

、
暫
く
は

そ
の

推
移

を

見
守

る
こ
と
と
し
、
直
ち
に
指
定
し
な
い

。
 

ま
た
、
指
定
さ
れ
て
い
る
電
気
通
信

事
業

者
の
直

近
の
四
半

期
末

に
お

け
る

当
該
契
約
数
等
の

い
ず
れ

も
が
一
時

的
に
５

万
未
満
と

な
っ

た
場

合

に
は

、
暫
く
は
そ
の
推
移
を
見
守
る
こ
と

と
し
、

直
ち
に
は

指
定

を
解

除

し
な

い
。
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○
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
係
る
電
気
通
信
事
業
法
及
び
電
波
法
の
適
用
関
係
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
一
部
改
正
案
 
新
旧
対
照
表
 

（「
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
制
度
の
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
廃
止
）」

に
つ
い
て
、
本
改
正
案
に
関
連
す
る
該
当
部
分
の
み
を
参
考
と
し
て
記
載
）
 

改
正
案
 

現
行
 

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
係
る
電
気
通
信
事
業
法
及
び
電
波
法
の
適
用
関
係
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
 

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
係
る
電
気
通
信
事
業
法
及
び
電
波
法
の
適
用
関
係
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
 

目
次
 

１
 
（
略
）
 

目
次
 

１
 
（
略
）
 

２
 
電
気
通
信
事
業
法
に
係
る
事
項
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
)Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
の
関
係
 

１
）
 
（
略
）
 

２
）
事
業
者
間
接
続
に
よ
る
場
合
 

ア
 
事
業
法
第
３
２
条
に
基
づ
く
一
般
的
規
律
 

（
ア
）
 
（
略
）
 

（
イ
）
利
用
者
料
金
の
設
定
権
の
帰
属
 

（
ウ
）
接
続
料
の
課
金
方
式
 

（
エ
）
接
続
料
の
算
定
 

（
オ
）
接
続
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
開
発
等
 

（
カ
）
接
続
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
の
提
供
 

イ
 
二
種
指
定
事
業
者
の
接
続
に
係
る
規
律
 

（
ア
）
ア
ン
バ
ン
ド
ル
機
能
等
を
設
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
考
え
方
 

（
イ
）
接
続
料
の
算
定
方
法
に
関
す
る
考
え
方
 

（
ウ
）
接
続
料
の
精
算
方
法
 

（
エ
）
標
準
的
接
続
箇
所
 

（
オ
）
接
続
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
の
提
供
 

（
カ
）
接
続
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
（
努
力
義
務
）
 

 

２
 
電
気
通
信
事
業
法
に
係
る
事
項
 

(１
) 

（
略
）
 

(２
) Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
の
関
係
 

１
）
 
（
略
）
 

２
）
事
業
者
間
接
続
に
よ
る
場
合
 

ア
 
事
業
法
第
３
２
条
に
基
づ
く
一
般
的
規
律
 

（
ア
）
 
（
略
）
 

（
イ
）
利
用
者
料
金
の
設
定
権
の
帰
属
に
つ
い
て
 

（
ウ
）
接
続
料
の
課
金
方
式
に
つ
い
て
 

   

イ
 
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
Ｍ
Ｎ
Ｏ
の
接
続
に
係
る
規
律
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３
）
市
場
支
配
的
な
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
係
る
規
律
 

４
）
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
の
協
議
に
関
す
る
事
項
 

ア
 
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
お
け
る
コ
ン
タ
ク
ト
ポ
イ
ン
ト
の
明
確
化
 

イ
 
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
事
業
計
画
等
に
係
る
聴
取
範
囲
の
明
確
化
 

ウ
 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ふ
く
そ
う
対
策
 

エ
 
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
よ
る
端
末
の
調
達
 

 オ
 
電
気
通
信
番
号
(電

話
番
号
)管

理
 

（
ア
）
電
話
番
号
等
の
利
用
 

（
イ
）
携
帯
電
話
の
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
 

 
５
）
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
の
協
議
が
円
滑
に
行
わ
れ
な
い
場
合
 

ア
 
法
制
上
の
解
釈
に
関
す
る
相
談
 

 
 
イ
 
意
見
申
出
制
度
 

ウ
 
協
議
が
調
わ
な
か
っ
た
場
合
の
手
続
 

 
 
 
（
ア
）
総
務
大
臣
に
よ
る
協
議
命
令
・
裁
定
 

 
 
 
（
イ
）
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
・
仲
裁
 

 

  (３
) Ｍ

Ｎ
Ｏ
に
お
け
る
コ
ン
タ
ク
ト
ポ
イ
ン
ト
の
明
確
化
 

(４
) Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
事
業
計
画
等
に
係
る
聴
取
範
囲
の
明
確
化
 

 
１
）
基
本
的
考
え
方
 

２
）
市
場
支
配
的
な
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
係
る
規
律
 

(５
) ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
輻
輳
対
策
 

    (６
) 法

制
上
の
解
釈
に
関
す
る
相
談
 

(７
) 意

見
申
出
制
度
 

(８
) 協

議
が
調
わ
な
か
っ
た
場
合
の
手
続
 

(９
) Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
よ
る
端
末
の
調
達
 

(１
０
) 
電
気
通
信
番
号
(電

話
番
号
)管

理
 

１
）
電
話
番
号
の
利
用
 

２
）
携
帯
電
話
の
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
 

（
３
）
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
利
用
者
と
の
間
の
関
係
 

 
 
１
）
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
利
用
者
と
の
間
の
契
約
関
係
 

 
 
２
）
提
供
条
件
の
説
明
及
び
苦
情
等
の
処
理
 

（
４
）
そ
の
他
 

 
 
１
）
業
務
協
定
の
認
可
の
申
請
 

 
 
２
）
通
信
量
等
の
報
告
 

 
 
３
）
事
業
開
始
の
届
出
内
容
の
変
更
の
届
出
等
 

 
 
４
）
契
約
数
等
の
報
告
 

 (１
１
) Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
利
用
者
と
の
間
の
契
約
関
係
 

(１
２
) 提

供
条
件
の
説
明
及
び
苦
情
等
の
処
理
 

(１
３
) そ

の
他
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３
・
４
 
（
略
）
 

３
・
４
 
（
略
）
 

５
 
開
設
計
画
に
お
い
て
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
よ
る
無
線
設
備
の
利
用
を
促
進
す
る
計
画
を
有
す
る

Ｍ
Ｎ
Ｏ
 

(１
) 電

波
法
第
２
７
条
の
１
３
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
開

設
計
画
の
遂
行
 

(２
) 

（
略
）
 

５
 
開
設
計
画
に
お
い
て
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
よ
る
無
線
設
備
の
利
用
を
促
進
す
る
計
画
を
有
す
る

Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
つ
い
て
 

(１
) 電

波
法
第
２
７
条
の
１
３
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
開
設
計

画
の
遂
行
に
つ
い
て
 

(２
) 

（
略
）
 

６
 
（
略
）
 

６
 
（
略
）
 

 
 

１
 
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
目
的
等
 

１
 
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
目
的
等
 

(１
)ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
目
的
 

(１
) ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
目
的
 

（
前
略
）
 

具
体
的
に
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
事
業
展
開
や
Ｍ
Ｎ
Ｏ
間
の
接
続
等
に
関
連
す
る
電
気
通

信
事
業
法
（
昭
和
５
９
年
法
律
第
８
６
号
。
以
下
「
事
業
法
」
と
い
う
。）

及
び
電
波

法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
３
１
号
）
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
明
確
化
を
図
り
、
競
争

の
枠
組
み
の
透
明
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

よ
り
新
た
な
規
制
の
導
入
を
企
図
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 

（
前
略
）
 

具
体
的
に
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
事
業
展
開
を
図
る
上
で
関
連
す
る
電
気
通
信
事
業
法

（
昭
和
５
９
年
法
律
第
８
６
号
。
以
下
「
事
業
法
」
と
い
う
。）

及
び
電
波
法
（
昭
和

２
５
年
法
律
第
１
３
１
号
）
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
明
確
化
を
図
り
、
競
争
の
枠
組
み

の
透
明
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
り
新
た

な
規
制
の
導
入
を
企
図
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 

(２
)ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
対
象
と
す
る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
等
の
事
業
範
囲
 

(２
) ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
対
象
と
す
る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
等
の
事
業
範
囲
 

（
前
略
）
 

そ
こ
で
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
及
び
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｅ
を

次
の
よ
う
に
便
宜
的
に
定
義
(working definition)し

、
用
い
る
こ
と
と
す
る
（
今

後
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
事
業
範
囲
等
の
変
化
に
伴
い
、
当
該
定
義
に
つ
い
て
は
必
要
に
応
じ

て
見
直
す
こ
と
も
あ
り
得
る
。）。

 

（
後
略
）
 

（
前
略
）
 

そ
こ
で
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
及
び
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｅ
を

次
の
よ
う
に
便
宜
的
に
定
義
(working definition)し

、
用
い
る
こ
と
と
す
る
（
今

後
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
事
業
範
囲
等
の
変
化
に
伴
い
、
当
該
定
義
に
つ
い
て
は
必
要
に
応
じ

て
見
直
す
こ
と
も
あ
り
得
る
）。

 

（
後
略
）
 

１
）・

２
）
 
（
略
）
 

１
）・

２
）
 
（
略
）
 

３
）
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｅ
 

３
）
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｅ
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Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｅ
（
Mobile Virtual Network Enabler）

と
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
の
契

約
に
基
づ
き
当
該
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
事
業
の
構
築
を
支
援
す
る
事
業
を
営
む
者
（
当
該
事

業
に
係
る
無
線
局
を
自
ら
開
設
・
運
用
し
て
い
る
者
を
除
く
。）

と
定
義
す
る
。
Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｅ
は
今
後
の
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
多
様
な
ビ
ジ
ネ
ス
展
開
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を

果
た
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
時
点
で
は
そ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
必
ず
し
も
確
定

し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
こ
こ
で
は
、
当
面
、
次
の
２
つ
の
形
態
を

想
定
す
る
。
 

（
後
略
）
 

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｅ
（
Mobile Virtual Network Enabler ）

と
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
の
契

約
に
基
づ
き
当
該
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
事
業
の
構
築
を
支
援
す
る
事
業
を
営
む
者
（
当
該
事

業
に
係
る
無
線
局
を
自
ら
開
設
・
運
用
し
て
い
る
者
を
除
く
。）

と
定
義
す
る
。
Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｅ
は
今
後
の
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
多
様
な
ビ
ジ
ネ
ス
展
開
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を

果
た
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
時
点
で
は
そ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
必
ず
し
も
確
定

し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
、
こ
こ
で
は
、
当
面
、
次
の
２
つ
の
形

態
を
想
定
す
る
。
 

（
後
略
）
 

２
 
電
気
通
信
事
業
法
に
係
る
事
項
 

２
 
電
気
通
信
事
業
法
に
係
る
事
項
 

(１
) 

 
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
は
、
当
該
事
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
、
事
業
法
及
び
電
気
通
信
事

業
法
施
行
規
則
（
昭
和
６
２
年
郵
政
省
令
第
２
５
号
。
以
下
「
事
業
法
施
行
規
則
」

と
い
う
。）

に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
の
登
録
を
受
け
る
か
、
当
該
事
業
を
営
も
う
と
す

る
旨
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 （
事
業
法
第
９
条
及
び
第
１
６
条

第
１
項
、
事
業
法
施
行
規
則
第
４
条
及
び
第
９
条
第
１
項
）。

ま
た
、
事
業
法
に
基
づ

き
既
に
登
録
又
は
届
出
を
行
っ
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
が
新
た
に
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
し

て
事
業
を
営
む
こ
と
に
よ
り
、
提
供
す
る
電
気
通
信
役
務
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
、

遅
滞
な
く
、
当
該
変
更
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
事
業
法
施
行

規
則
第
１
０
条
第
１
項
）

4。
 

(１
) 

 
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
は
、
当
該
事
業
を
営
も
う
と
す
る
場
合
、
事
業
法
及
び
電
気
通
信
事

業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
事
業
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。）

に
基
づ
き
、
総
務
大
臣
の

登
録
を
受
け
る
か
、
当
該
事
業
を
営
も
う
と
す
る
旨
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
 （

事
業
法
第
９
条
及
び
第
１
６
条
第
１
項
、
事
業
法
施
行
規
則
第
４
条

及
び
第
９
条
第
１
項
）。

ま
た
、
事
業
法
に
基
づ
き
既
に
登
録
又
は
届
出
を
行
っ
て
い

る
電
気
通
信
事
業
者
が
新
た
に
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
し
て
事
業
を
営
む
こ
と
に
よ
り
、
提
供

す
る
電
気
通
信
役
務
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
、
遅
滞
な
く
、
当
該
変
更
を
総
務
大
臣

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
事
業
法
施
行
規
則
第
１
０
条
第
１
項
）

4。
 

(２
)Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
の
関
係
 

(２
) Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
の
関
係
 

（
略
）
 

（
略
）
 

１
）
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
よ
る
場
合
 

１
）
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
よ
る
場
合
 

（
前
略
）
 

電
気
通
信
事
業
者
は
、
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
つ
い
て
不
当
な
差
別
的
取
扱
い

を
し
て
は
な
ら
な
い
（
事
業
法
第
６
条
）。

そ
の
た
め
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
か

ら
他
の
一
般
利
用
者
や
他
の
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
提
供
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
と
同
一
の
サ

（
前
略
）
 

電
気
通
信
事
業
者
は
、
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
つ
い
て
不
当
な
差
別
的
取
扱
い

を
し
て
は
な
ら
な
い
（
事
業
法
第
６
条
）。

そ
の
た
め
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
か

ら
他
の
一
般
利
用
者
や
他
の
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
提
供
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
と
同
一
の
サ
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ー
ビ
ス
の
提
供
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
合
理
的
な
理
由
が
な
い
限
り
、
こ
れ

を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
他
の
一
般
利
用
者
や
他
の
Ｍ
Ｖ
Ｎ

Ｏ
に
提
供
し
て
い
な
い
条
件
で
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
ま
で
は
義
務
付
け

ら
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
認
定
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
る
場
合
は
、
正
当

な
理
由
が
な
い
限
り
、
認
定
電
気
通
信
事
業
に
係
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
拒
ん

で
は
な
ら
な
い
（
事
業
法
第
１
２
１
条
）。

 

ー
ビ
ス
の
提
供
の
申
込
み
が
あ
っ
た
と
き
は
、
合
理
的
な
理
由
が
な
い
限
り
、
こ
れ

を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
他
の
一
般
利
用
者
や
他
の
Ｍ
Ｖ
Ｎ

Ｏ
に
提
供
し
て
い
な
い
条
件
で
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
ま
で
は
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
な
い
。
 

Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
卸
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
場
合
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
あ
ら
か

じ
め
設
定
し
た
提
供
条
件
を
定
め
る
契
約
約
款
に
基
づ
く
契
約
に
よ
り
提
供
す
る

形
態
と
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
で
個
別
に
合
意
し
た
提
供
条
件
に
基
づ
く
契
約
に
よ
り

提
供
す
る
形
態
が
想
定
さ
れ
る
。
 

Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
卸
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
場
合
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
あ
ら
か

じ
め
設
定
し
た
提
供
条
件
を
定
め
る
契
約
約
款
に
基
づ
く
契
約
に
よ
り
提
供
す
る

形
態
と
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
で
個
別
に
合
意
し
た
提
供
条
件
に
基
づ
く
契
約
に
よ
り

提
供
す
る
形
態
が
想
定
さ
れ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
事
業
法
上
必
要
と
な

る
行
政
手
続
は
な
い
。
 

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
事
業
計
画
を
策
定
す
る
上
で
必
要
と
な
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提

供
条
件
等
に
つ
い
て
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
新
規
参
入
に
際
し
て
の
予
見
可
能
性
を
高
め
る

観
点
か
ら
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
お
い
て
、
卸
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
標
準
プ
ラ
ン
（
標
準

的
な
ケ
ー
ス
を
想
定
し
た
卸
電
気
通
信
役
務
の
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）

を
策
定
す
る
等
の
情
報
開
示
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
な
お
、
Ｍ

Ｎ
Ｏ
及
び
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
は
、
当
該
標
準
プ
ラ
ン
の
内
容
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
当
事
者

双
方
の
間
で
個
別
に
合
意
し
た
提
供
条
件
に
基
づ
い
て
、
卸
電
気
通
信
役
務
契
約
の

締
結
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
 

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
事
業
計
画
を
策
定
す
る
上
で
必
要
と
な
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提

供
条
件
等
に
つ
い
て
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
新
規
参
入
に
際
し
て
の
予
見
可
能
性
を
高
め
る

観
点
か
ら
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
お
い
て
、
卸
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
標
準
プ
ラ
ン
（
標
準

的
な
ケ
ー
ス
を
想
定
し
た
卸
電
気
通
信
役
務
の
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
）
を
策
定

す
る
等
の
情
報
開
示
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
な
お
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
及
び
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
は
、

当
該
標
準
プ
ラ
ン
の
内
容
に
か
か
わ
ら
ず
、
協
議
当
事
者
双
方
の
間
で
個
別
に
合
意

し
た
提
供
条
件
に
基
づ
い
て
、
卸
電
気
通
信
役
務
契
約
の
締
結
を
行
う
こ
と
を
妨
げ

ら
れ
な
い
。
 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
Ｍ
Ｎ
Ｏ
（
以
下
「
二
種
指
定
事
業
者
」

と
い
う
。）

は
、
当
該
設
備
を
用
い
る
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
を
開
始
し

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
、
卸
電
気
通
信
役
務
の
種
類
そ
の
他
総
務
省
令
で

定
め
る
事
項
（
特
定
の
卸
電
気
通
信
役
務

5に
つ
い
て
、
当
該
Ｍ
Ｎ
Ｏ
の
特
定
関
係

法
人

6で
あ
る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
特
定
の
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い

ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
の
数
が
５
万
未
満
の
も
の
を
除
く
。）

又

は
そ
の
提
供
を
受
け
る
特
定
の
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
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接
続
さ
れ
る
端
末
の
数
が
５
０
万
以
上
の
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
ご
と
の
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
等
を
含
む
。）

7を
総
務
大
臣
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
こ
れ
ら
を
変
更
等
す
る
と
き
も
同
様
）（

事
業
法
第
３
８
条

の
２
）

8。
 

ま
た
、
二
種
指
定
事
業
者
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
当
該
Ｍ
Ｎ
Ｏ
の

特
定
関
係
法
人
で
あ
る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
（
そ
の
提
供
を
受
け
る
特
定
の
卸
電
気
通
信
役
務

に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路
設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
の
数
が
５
万
未
満
の
も
の
を
除

く
。）

又
は
そ
の
提
供
を
受
け
る
特
定
の
卸
電
気
通
信
役
務
に
用
い
ら
れ
る
伝
送
路

設
備
に
接
続
さ
れ
る
端
末
の
数
が
５
０
万
以
上
の
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
て
、
特
定
の
卸

電
気
通
信
役
務
の
提
供
の
業
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
Ｍ
Ｖ
Ｎ

Ｏ
ご
と
の
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
等
に
つ
い
て
、
遅
滞
な
く
、
総
務
大
臣
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
こ
れ
ら
を
変
更
等
す
る
と
き
も
同
様
）（

報
告
規
則
第
４

条
の
４
）。

 

（
後
略
）
 

（
後
略
）
 

２
）
事
業
者
間
接
続
に
よ
る
場
合
 

２
）
事
業
者
間
接
続
に
よ
る
場
合
 

ア
 
事
業
法
第
３
２
条
に
基
づ
く
一
般
的
規
律
 

ア
 
事
業
法
第
３
２
条
に
基
づ
く
一
般
的
規
律
 

（
ア
）
基
本
的
な
考
え
方
 

（
ア
）
基
本
的
な
考
え
方
 

（
前
略
）
 

①
 
電
気
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

き
（
事
業
法
第
３
２
条
第
１
号
）
 

（
例
）
 

（
中
略
）
 

・
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
て
、
合
理
的
な
必
要
性
を
示
し
て
、
Ｍ

Ｎ
Ｏ
に
よ
る
適
切
な
ふ
く
そ
う
対
策
の
実
施
に
対
す
る
協
力
又
は
Ｍ
Ｖ

Ｎ
Ｏ
に
よ
る
適
切
な
ふ
く
そ
う
対
策
の
実
施
を
求
め
た
場
合
で
あ
っ

て
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
合
理
的
な
理
由
な
く
こ
れ
に
同
意
し
な
い
場
合

16 

（
前
略
）
 

①
 
電
気
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

き
（
事
業
法
第
３
２
条
第
１
号
）
 

（
例
）
 

（
中
略
）
 

・
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
て
、
合
理
的
な
必
要
性
を
示
し
て
、
Ｍ

Ｎ
Ｏ
に
よ
る
適
切
な
輻
輳
対
策
の
実
施
に
対
す
る
協
力
又
は
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ

に
よ
る
適
切
な
輻
輳
対
策
の
実
施
を
求
め
た
場
合
で
あ
っ
て
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ

Ｏ
が
合
理
的
な
理
由
な
く
こ
れ
に
同
意
し
な
い
場
合

12 
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（
後
略
）
 

（
後
略
）
 

（
イ
）
利
用
者
料
金
の
設
定
権
の
帰
属
 

（
略
）
 

（
イ
）
利
用
者
料
金
の
設
定
権
の
帰
属
に
つ
い
て
 

（
略
）
 

（
ウ
）
接
続
料
の
課
金
方
式
 

（
略
）
 

（
ウ
）
接
続
料
の
課
金
方
式
に
つ
い
て
 

（
略
）
 

（
エ
）
接
続
料
の
算
定
 

 

接
続
料
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
間
の
協
議
で
行
わ
れ
る
こ
と

が
原
則
で
あ
る
が
、
二
種
指
定
事
業
者
以
外
の
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
お
い
て
も
、
そ
の

検
証
可
能
性
に
留
意
し
た
上
で
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
料
規
則

（
平
成
２
８
年
総
務
省
令
第
 
 
 
号
。
以
下
「
二
種
接
続
料
規
則
」
と
い

う
。）

を
踏
ま
え
た
機
能
ご
と
の
接
続
料
の
設
定
を
可
能
な
限
り
行
う
こ
と
が

望
ま
し
い
。
 

 

   事
業
者
間
協
議
に
お
い
て
接
続
料
の
水
準
が
争
点
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

算
定
方
法
と
代
入
す
べ
き
デ
ー
タ
に
議
論
を
峻
別
し
た
上
で
、
前
者
に
つ
い

て
は
、
二
種
接
続
料
規
則
及
び
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
示
す
考
え
方
を
踏
ま
え

つ
つ
、
例
え
ば
、
両
当
事
者
か
ら
案
を
提
示
し
、
そ
の
合
理
性
を
検
証
し
、

後
者
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
接
続
料
の
算
出
の
根
拠
に
関
す
る
説
明
を
記

載
す
る
書
類
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
用
い
る
な
ど
に
よ
り
、
可
能
な
限
り
情

報
開
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
 

＜
参
考
＞
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
制
度
の
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
 

第
５
 事

業
者
間
協
議
に
お
け
る
留
意
事
項
 

（
１
）
接
続
料
の
水
準
 

イ
 
事
業
者
間
協
議
に
お
い
て
接
続
料
の
水
準
が
争
点
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
算
定

方
法
と
代
入
す
べ
き
デ
ー
タ
に
議
論
を
峻
別
し
た
上
で
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
第

３
に
示
す
考
え
方
を
踏
ま
え
つ
つ
、
例
え
ば
、
両
当
事
者
か
ら
案
を
提
示
し
、
そ

の
合
理
性
を
検
証
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
情
報
開
示
す
る
こ
と
が

適
当
で
あ
る
。
 

 

（
オ
）
接
続
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
開
発
等
 

接
続
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
開
発
等
の
内
容
、
方
法
及
び
期
間
に
つ
い
て
は
、

合
理
性
の
観
点
か
ら
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 

事
業
者
間
協
議
に
お
い
て
接
続
に
必
要
な
開
発
の
内
容
、
方
法
又
は
期
間

（
３
）
接
続
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
開
発
等
の
内
容
、
方
法
及
び
期
間
 

ア
 
接
続
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
開
発
等
の
内
容
、
方
法
及
び
期
間
に
つ
い
て
は
、
合

理
性
の
観
点
か
ら
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
 

イ
 
事
業
者
間
協
議
に
お
い
て
接
続
に
必
要
な
開
発
の
内
容
、
方
法
又
は
期
間
が
争
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が
争
点
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
可
能
な
限
り
技
術
開
発
部
門
の
者
（
関
連
開

発
の
委
託
先
の
技
術
者
を
含
む
。）

を
直
接
関
与
さ
せ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
検

討
の
迅
速
化
・
精
緻
化
を
図
り
、
相
互
の
見
解
の
理
解
に
お
い
て
齟
齬
が
生

じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
 

  接
続
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
開
発
等
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
合
理
性
の
観
点

か
ら
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
負

担
方
法
に
つ
い
て
は
、
接
続
要
望
に
伴
う
追
加
費
用
で
あ
る
場
合
に
は
、
原

則
と
し
て
、
接
続
事
業
者
に
お
い
て
応
分
負
担
す
べ
き
で
あ
る
が
、
他
の
接

続
事
業
者
が
開
発
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
等
を
共
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に

は
、
負
担
の
公
平
性
の
観
点
か
ら
、
当
該
追
加
費
用
の
負
担
方
法
に
つ
い
て

案
分
比
例
に
す
る
な
ど
の
措
置
が
求
め
ら
れ
る
。
 

事
業
者
間
協
議
に
お
い
て
接
続
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
開
発
等
の
費
用
が
争

点
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
総
費
用
の
み
を
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
細
分
し

た
機
能
ご
と
の
費
用
を
提
示
す
る
な
ど
し
、
必
要
な
機
能
の
取
捨
選
択
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
ま
た
、
金
額
の
検
証
に
客
観
性
を

確
保
す
る
と
と
も
に
、
当
事
者
間
で
守
秘
義
務
を
課
す
な
ど
必
要
な
措
置
を

講
じ
た
上
で
、
そ
の
内
訳
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
情
報
開
示
す
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
。
 

点
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
可
能
な
限
り
技
術
開
発
部
門
の
者
（
関
連
開
発
の
委
託

先
の
技
術
者
を
含
む
。）

を
直
接
関
与
さ
せ
る
こ
と
等
に
よ
り
、
検
討
の
迅
速
化
・

精
緻
化
を
図
り
、
相
互
の
見
解
の
理
解
に
お
い
て
齟
齬
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
 

 （
４
）
接
続
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
開
発
等
の
費
用
及
び
そ
の
負
担
方
法
 

ア
 
接
続
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
開
発
等
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
合
理
性
の
観
点
か
ら

必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
負
担
方
法
に

つ
い
て
は
、
接
続
要
望
に
伴
う
追
加
コ
ス
ト
で
あ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、

接
続
事
業
者
に
お
い
て
応
分
負
担
す
べ
き
で
あ
る
が
、
他
の
接
続
事
業
者
が
開
発

さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
等
を
共
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
負
担
の
公
平
性
の

観
点
か
ら
、
当
該
追
加
コ
ス
ト
の
負
担
方
法
に
つ
い
て
案
分
比
例
に
す
る
な
ど
の

措
置
が
求
め
ら
れ
る
。
 

イ
 
事
業
者
間
協
議
に
お
い
て
接
続
に
必
要
な
シ
ス
テ
ム
開
発
等
の
費
用
が
争
点

と
な
っ
た
場
合
に
は
、
総
コ
ス
ト
の
み
を
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
細
分
し
た
機

能
ご
と
の
コ
ス
ト
を
提
示
す
る
な
ど
し
、
必
要
な
機
能
の
取
捨
選
択
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
ま
た
、
金
額
の
検
証
に
客
観
性
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、
当
事
者
間
で
守
秘
義
務
を
課
す
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
上
で
、
そ

の
内
訳
に
つ
い
て
可
能
な
限
り
情
報
開
示
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
 

（
カ
）
接
続
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
の
提
供
 

 

接
続
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
当
事
者

間
の
協
議
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
が
、
二
種
指
定
事
業
者
以
外
の

Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
お
い
て
も
、
事
業
法
施
行
規
則
第
２
３
条
の
９
の
５
第
１
項
各
号

に
定
め
る
事
項
を
可
能
な
限
り
提
供
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

 

 
 イ

 
二
種
指
定
事
業
者
の
接
続
に
係
る
規
律
 

イ
 
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
Ｍ
Ｎ
Ｏ
の
接
続
に
係
る
規
律
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二
種
指
定
事
業
者
は
、
上
述
の
事
業
法
第
３
２
条
に
基
づ
く
一
般
的
規
律
に
加
え
、

接
続
料
及
び
接
続
条
件
に
つ
い
て
接
続
約
款
を
定
め
、
そ
の
実
施
前
に
総
務
大
臣
に
届

け
出
る
（
こ
れ
を
変
更
す
る
と
き
も
同
様
）（

事
業
法
第
３
４
条
第
２
項
）
と
と
も
に
、

当
該
接
続
約
款
を
公
表

23
す
る
義
務
を
負
う
（
事
業
法
第
３
４
条
第
５
項
）。

ま
た
、

二
種
指
定
事
業
者
の
定
め
る
接
続
約
款
が
次
の
①
～
⑧
に
掲
げ
る
と
き
に
該
当
す
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
接
続
約
款
の
変
更
の
命
令
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
（
事
業
法
第
３
４
条
第
３
項
）
 

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
上
述
の
事
業
法
第
３
２
条

に
基
づ
く
一
般
的
規
律
に
加
え
、
接
続
料
及
び
接
続
条
件
に
つ
い
て
接
続
約
款
を
定

め
、
そ
の
実
施
前
に
総
務
大
臣
に
届
け
出
る
（
こ
れ
を
変
更
す
る
と
き
も
同
様
）（

事

業
法
第
３
４
条
第
２
項
）
と
と
も
に
、
当
該
接
続
約
款
を
公
表

19す
る
義
務
を
負
う

（
事
業
法
第
３
４
条
第
５
項
）。

ま
た
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
の
定
め
る
接
続
約
款
が
次
の
①
～

⑥
に
掲
げ
る
と
き
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
は
、
当
該
接
続

約
款
の
変
更
の
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
事
業
法
第
３
４
条
第
３
項
）。

 

①
 
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
こ
と
が
技
術
的
及
び

経
済
的
に
可
能
な
接
続
箇
所
の
う
ち
標
準
的
な
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め

る
箇
所
に
お
け
る
技
術
的
条
件
が
適
正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き

（
事
業
法
第
３
４
条
第
３
項
第
１
号
イ
）
 

 

②
 
総
務
省
令
で
定
め
る
機
能
ご
と
の
二
種
指
定
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
金
額
が

適
正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
（
事
業
法
第
３
４
条
第
３
項
第
１
号

ロ
）
 

 

③
 
二
種
指
定
事
業
者
及
び
こ
れ
と
そ
の
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ

の
責
任
に
関
す
る
事
項
が
適
正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
（
事
業
法

第
３
４
条
第
３
項
第
１
号
ハ
）
 

①
 
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
Ｍ
Ｎ
Ｏ
及
び
こ
れ
と
そ
の
電
気

通
信
設
備
を
接
続
す
る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
責
任
に
関
す
る
事
項
が
適
正
か
つ
明
確

に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
（
事
業
法
第
３
４
条
第
３
項
第
１
号
）
 

 
②
 
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
箇
所
に
お
け
る
技
術
的
条
件
が
適

正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
（
事
業
法
第
３
４
条
第
３
項
第
２

号
）
 

④
 
電
気
通
信
役
務
に
関
す
る
料
金
を
定
め
る
電
気
通
信
事
業
者
の
別
が
適
正
か

つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
（
事
業
法
第
３
４
条
第
３
項
第
１
号
ニ
）
 

③
 
電
気
通
信
役
務
に
係
る
料
金
を
定
め
る
電
気
通
信
事
業
者
の
別
が
適
正
か

つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
（
事
業
法
第
３
４
条
第
３
項
第
３
号
）
 

⑤
 
①
か
ら
④
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接

続
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項
が
適

正
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
と
き
（
事
業
法
第
３
４
条
第
３
項
第
１
号

ホ
）
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⑥
 
二
種
指
定
事
業
者
が
取
得
す
べ
き
金
額
が
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適

正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の
を
算
定
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令

で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
金
額
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
き

24（
事
業

法
第
３
４
条
第
３
項
第
２
号
）
 

④
 
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
取
得
す
べ
き
金
額
が

能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の

を
超
え
る
も
の
で
あ
る
と
き

20（
事
業
法
第
３
４
条
第
３
項
第
４
号
）
 

⑦
 
接
続
条
件
が
、
二
種
指
定
事
業
者
が
そ
の
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
自
己

の
電
気
通
信
設
備
を
接
続
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
の
条
件
に
比
し
て
不
利
な
も

の
で
あ
る
と
き
（
事
業
法
第
３
４
条
第
３
項
第
３
号
）
 

⑤
 
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
不
当
な
条
件
を
付
す
も
の
で
あ
る
と
き
（
事
業
法
第
３
４

条
第
３
項
第
５
号
）
 

⑧
 
特
定
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
な
取
扱
い
を
す
る
も
の
で

あ
る
と
き
（
事
業
法
第
３
４
条
第
３
項
第
４
号
）
 

⑥
 
特
定
の
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で

あ
る
と
き
（
事
業
法
第
３
４
条
第
３
項
第
６
号
）
 

（
後
略
）
 

（
後
略
）
 

 （
ア
）
ア
ン
バ
ン
ド
ル
機
能
等
 

ア
）
基
本
的
な
考
え
方
 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
多
機
能
化
・
高
度
化
に
伴
い
、
他
の
事
業
者
が
二
種
指
定
事
業

者
に
対
し
て
一
方
的
に
使
用
を
求
め
る
機
能
の
重
要
性
が
高
ま
り
、
ア
ン
バ
ン
ド
ル

25を
巡
る
紛
争
事
案
が
発
生
す
る
中
で
、
二
種
指
定
事
業
者
は
、
総
務
省
令
で
定
め

る
機
能
（
ア
ン
バ
ン
ド
ル
機
能
）
ご
と
の
接
続
料
を
接
続
約
款
に
定
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
事
業
法
第
３
４
条
第
３
項
第
１
号
ロ
）
等
を
踏
ま
え
、

ａ
の
と
お
り
「
ア
ン
バ
ン
ド
ル
等
の
判
断
基
準
」
を
定
め
る
と
と
も
に
、
イ
）
の
と

お
り
「
ア
ン
バ
ン
ド
ル
機
能
」
を
定
め
、
ウ
）
の
と
お
り
「
開
放
を
促
進
す
べ
き
機

能
」
を
定
め
る
。
 

な
お
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
は
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
よ
う

な
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
性
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
移
動
通
信
市
場
に
お
い
て
は
サ
ー

ビ
ス
競
争
が
一
定
程
度
進
展
し
て
い
る
こ
と
等
の
移
動
通
信
分
野
の
特
性
に
鑑

み
、
二
種
指
定
事
業
者
の
設
備
投
資
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
に
配
意
す
る
ほ
か
、
ア
ン
バ
ン
ド
ル
に
係
る
仕
組
み
に
は
、
事
業
者
間
協
議
に

＜
参
考
＞
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
制
度
の
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
 

第
２
 
ア
ン
バ
ン
ド
ル
 

１
 
基
本
的
な
考
え
方
 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
多
機
能
化
・
高
度
化
に
伴
い
、
他
の
事
業
者
が
二
種
指
定
事
業
者
に

対
し
て
一
方
的
に
使
用
を
求
め
る
機
能
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
ア
ン
バ
ン
ド

ル
を
巡
る
紛
争
事
案
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
第
２
の
２
の
と
お
り
ア
ン
バ

ン
ド
ル
に
係
る
仕
組
み
を
設
け
る
と
と
も
に
、
第
２
の
３
の
と
お
り
「
ア
ン
バ
ン
ド
ル
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
機
能
」
を
定
め
、
第
２
の
４
の
と
お
り
「
注
視
す
べ
き
機
能
」
を
定

め
る
。
 

  な
お
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
は
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
よ
う
な
ボ
ト

ル
ネ
ッ
ク
性
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
移
動
通
信
市
場
に
お
い
て
は
サ
ー
ビ
ス
競
争
が
一

定
程
度
進
展
し
て
い
る
こ
と
等
の
移
動
通
信
分
野
の
特
性
に
か
ん
が
み
、
ア
ン
バ
ン
ド
ル

に
係
る
仕
組
み
に
は
、
事
業
者
間
協
議
に
よ
る
合
意
形
成
を
尊
重
し
、
そ
の
促
進
を
図
る

視
点
を
盛
り
込
む
。
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よ
る
合
意
形
成
を
尊
重
し
、
そ
の
促
進
を
図
る
視
点
を
盛
り
込
む
。
 

 
 
 
ａ
 
ア
ン
バ
ン
ド
ル
等
の
判
断
基
準
 

（
ａ
）
ア
ン
バ
ン
ド
ル
機
能
を
設
定
す
る
場
合
 

「
ア
ン
バ
ン
ド
ル
機
能
」
は
、
以
下
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
設
定
す
る
。 

 
 
 
①
 
他
の
事
業
者
か
ら
機
能
の
ア
ン
バ
ン
ド
ル
に
係
る
要
望
が
あ
る
こ
と
 

②
 
ア
ン
バ
ン
ド
ル
す
る
こ
と
が
技
術
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
 

③
 
ア
ン
バ
ン
ド
ル
に
当
た
っ
て
二
種
指
定
事
業
者
に
過
度
な
経
済
的
負

担
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
こ
と
 

④
 
必
要
性
・
重
要
性
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
機
能
で
あ
る
こ
と
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２
 
ア
ン
バ
ン
ド
ル
に
係
る
仕
組
み
 

（
１
）
判
断
基
準
 

ア
 
他
の
事
業
者
か
ら
機
能
の
ア
ン
バ
ン
ド
ル
に
係
る
要
望
が
あ
り
、
こ
れ
が
技
術
的

に
可
能
な
場
合
に
は
、
二
種
指
定
事
業
者
に
過
度
に
経
済
的
負
担
を
与
え
る
こ
と
の

な
い
範
囲
で
、
当
該
機
能
を
ア
ン
バ
ン
ド
ル
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
た
だ
し
、
需

要
の
立
上
げ
期
に
あ
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
機
能
を
除
き
、
必
要
性
・
重
要
性
の
高
い

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
機
能
（
例
：
利
用
者
利
便
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
機
能
、
公
正

競
争
促
進
の
観
点
か
ら
多
様
な
事
業
者
に
よ
る
提
供
が
望
ま
し
い
サ
ー
ビ
ス
に
係

る
機
能
、
多
数
の
利
用
者
に
実
際
に
利
用
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
機
能
）
に

限
る
。
 

（
ｂ
）
開
放
を
促
進
す
べ
き
機
能
を
設
定
す
る
場
合
 

上
記
ア
ン
バ
ン
ド
ル
の
要
件
を
全
て
満
た
さ
な
い
機
能
で
も
、
上
記
④
の

要
件
を
満
た
し
、
い
ず
れ
か
の
事
業
者
に
他
の
事
業
者
か
ら
の
要
望
が
あ
り
、

上
記
②
・
③
の
要
件
を
満
た
す
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
接
続
又
は
卸
電

気
通
信
役
務
に
よ
る
提
供
が
望
ま
し
い
た
め
、
事
業
者
間
協
議
の
更
な
る
促

進
を
図
る
も
の
と
し
て
、「

開
放
を
促
進
す
べ
き
機
能
」
に
定
め
る
。
 

 

ｂ
 
プ
ロ
セ
ス
 

 
 
 
総
務
省
は
、「

ア
ン
バ
ン
ド
ル
機
能
」
及
び
「
開
放
を
促
進
す
べ
き
機
能
」
に

該
当
す
る
機
能
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
見
直
し

に
当
た
っ
て
は
、
意
見
公
募
を
実
施
す
る
な
ど
、
手
続
の
公
正
性
・
透
明
性
の

確
保
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

（
２
）
プ
ロ
セ
ス
 

イ
 
総
務
省
は
、「

ア
ン
バ
ン
ド
ル
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
機
能
」
及
び
「
注
視
す

べ
き
機
能
」
に
該
当
す
る
機
能
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
す

る
。
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
意
見
公
募
を
実
施
す
る
な
ど
、
手
続
の
公
正
性
・

透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

イ
）
ア
ン
バ
ン
ド
ル
機
能
 

「
ア
ン
バ
ン
ド
ル
機
能
」
に
は
、
二
種
接
続
料
規
則
第
４
条
各
号
に
掲
げ
る
次
の

①
か
ら
④
ま
で
の
機
能
が
該
当
す
る
。
 

 
 
①
 
音
声
伝
送
交
換
機
能
 

３
 
ア
ン
バ
ン
ド
ル
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
機
能
  

ア
ン
バ
ン
ド
ル
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
機
能
に
は
、
次
の
①
か
ら
④
ま
で
に
掲
げ
る

機
能
が
該
当
す
る
。
 

①
音
声
接
続
機
能
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②
 
デ
ー
タ
伝
送
交
換
機
能
 

③
 
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
転
送
機
能
 

④
 
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
送
交
換
機
能
 

②
Ｉ
Ｓ
Ｐ
接
続
機
能

２
 

③
レ
イ
ヤ
３
接
続
機
能

３
 

④
レ
イ
ヤ
２
接
続
機
能

４
 

ウ
）
開
放
を
促
進
す
べ
き
機
能
 

 

「
開
放
を
促
進
す
べ
き
機
能
」
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
サ
ー
ビ
ス
安
心
・
安
全
研
究
会
 携

帯

電
話
の
料
金
そ
の
他
の
提
供
条
件
に
関
す
る
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
に
お
け
る
議
論

を
踏
ま
え
、
検
討
。
 

 

４
 
注
視
す
べ
き
機
能
 

 注
視
す
べ
き
機
能
に
は
、
次
の
①
か
ら
⑧
ま
で
に
掲
げ
る
機
能
が
該
当
す
る
。
 

①
 料

金
情
報
提
供
機
能
 

②
 課

金
機
能
・
コ
ン
テ
ン
ツ
情
報
料
の
回
収
代
行
機
能
 

③
 大

容
量
コ
ン
テ
ン
ツ
配
信
機
能
 

④
 Ｇ

Ｐ
Ｓ
位
置
情
報
の
継
続
提
供
機
能
 

⑤
 Ｓ

Ｍ
Ｓ
接
続
機
能
 

⑥
 携

帯
電
話
の
Ｅ
メ
ー
ル
転
送
機
能
 

⑦
 パ

ケ
ッ
ト
着
信
機
能
 

⑧
 端

末
情
報
提
供
機
能
 

（
イ
）
接
続
料
の
算
定
方
法
 

 
 
ア
）
基
本
的
な
考
え
方
 

第
３
 接

続
料
の
算
定
方
法
に
係
る
標
準
的
な
考
え
方
及
び
算
定
根
拠
  

１
 
基
本
的
な
考
え
方
  

ａ
 
算
定
方
法
に
関
す
る
考
え
方
を
示
す
目
的
 

事
業
法
第
３
４
条
第
３
項
第
２
号
は
、
二
種
指
定
事
業
者
の
接
続
料
が
、
能

率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の
を
算

定
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
金
額
を
超

え
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
接
続
約
款
の
変
更
命
令
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
規
定

し
て
い
る
。
同
号
に
基
づ
く
接
続
料
の
算
定
方
法
は
、
二
種
接
続
料
規
則
に
規

定
さ
れ
て
い
る
が
、
本
章
に
お
い
て
は
、
そ
の
解
釈
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
ど

の
よ
う
な
場
合
に
接
続
約
款
の
変
更
命
令
を
行
う
可
能
性
が
あ
る
の
か
に
つ
い

て
二
種
指
定
事
業
者
に
一
定
の
予
見
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

（
１
）
算
定
方
法
に
係
る
標
準
的
な
考
え
方
及
び
算
定
根
拠
を
示
す
目
的
  

ア
 
法
第
３
４
条
第
３
項
第
４
号
は
、
二
種
指
定
事
業
者
の
接
続
料
が
、
能
率
的
な

経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の
を
超
え
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
接
続
約
款
変
更
命
令
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
示
す
算
定
方
法
に
係
る
標
準
的
な
考
え
方
は
、
能
率
的
な
経
営

の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の
を
算
定
す
る
に
当

た
っ
て
の
標
準
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
同
考
え
方
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
ど
の
よ

う
な
場
合
に
接
続
約
款
変
更
命
令
を
行
う
可
能
性
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
二
種

指
定
事
業
者
に
一
定
の
予
見
可
能
性
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
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る
。
 

 
 
 
 
 
 
総
務
省
は
、
二
種
指
定
事
業
者
の
算
定
が
二
種
接
続
料
規
則
及
び
本
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
に
示
す
解
釈
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
必
要
な
検
証

を
行
う
必
要
が
あ
る
た
め
、
事
業
法
施
行
規
則
第
２
３
条
の
９
の
３
に
基
づ
き
、

二
種
指
定
事
業
者
に
様
式
第
１
７
の
４
の
２
か
ら
第
１
７
の
４
の
７
ま
で
の
接

続
料
の
算
出
の
根
拠
に
関
す
る
説
明
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
必
要
な
書
類
を

提
出
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

ウ
 
総
務
省
は
、
二
種
指
定
事
業
者
の
算
定
が
標
準
的
な
考
え
方
に
沿
っ
た
も
の
で

あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
必
要
な
検
証
を
行
う
必
要
が
あ
る
た
め
、
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
お
い
て
当
該
検
証
に
資
す
る
算
定
根
拠
の
様
式
を
示
し
、
こ
れ
に
よ
り
二
種

指
定
事
業
者
に
算
定
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

 
 
 
 
ｂ
 
対
象
と
な
る
接
続
料
 

 
（
イ
）
に
示
す
考
え
方
は
、（

ア
）
イ
）
の
①
か
ら
④
ま
で
に
掲
げ
る
機
能
に

係
る
接
続
料
を
対
象
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
以
外
の
機
能
に
係
る
接
続
料
に
つ

い
て
も
、
法
第
３
４
条
第
３
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
、
能
率
的
な
経
営
の
下
に

お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
が
当
然
に
求
め
ら
れ
る
。
 

（
２
）
対
象
と
な
る
接
続
料
 

第
３
に
示
す
考
え
方
は
、
第
２
の
３
の
①
か
ら
④
ま
で
に
掲
げ
る
機
能
に
係
る

接
続
料
を
対
象
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
以
外
の
機
能
に
係
る
接
続
料
に
つ
い
て

も
、
法
第
３
４
条
第
３
項
第
４
号
の
規
定
に
よ
り
、
能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け

る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の
を
超
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

が
当
然
に
求
め
ら
れ
る
。
 

 
 
 
 
ｃ
 
接
続
料
の
構
成
 

（
ａ
）
接
続
料
は
、
機
能
に
係
る
接
続
料
原
価
（
第
二
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
）

及
び
利
潤
（
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及
び
利
益
対
応
税
を
加
え

た
額
）
の
合
計
額
を
当
該
接
続
料
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
に
係
る
需

要
で
除
す
こ
と
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
（
二
種
接
続
料
規
則
第
１
１
条
第
１

項
）。

 

（
ｂ
）
音
声
伝
送
交
換
機
能
に
係
る
接
続
料
原
価
、
利
潤
及
び
需
要
は
、
適
正
な

方
法
に
よ
り
次
の
①
か
ら
⑪
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
区
分
に
よ
る
ほ
か
、
適

正
な
区
分
を
設
定
し
、
そ
れ
ら
の
区
分
に
よ
り
整
理
し
た
も
の
を
事
業
法

施
行
規
則
様
式
第
１
７
の
４
の
５
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
 

①
 
第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
設
備
 

②
 
第
二
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
 

（
３
）
接
続
料
の
構
成
 

ア
 
接
続
料
は
、
機
能
ご
と
に
、
第
３
の
２
及
び
３
に
示
す
考
え
方
に
基
づ
い
て
算

定
さ
れ
る
接
続
料
原
価
に
第
３
の
４
に
示
す
考
え
方
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る

利
潤
を
加
え
た
額
を
第
３
の
５
に
示
す
考
え
方
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
需
要

で
案
分
し
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
で
設
定
さ
れ
る
。
 

 イ
 
音
声
接
続
機
能
に
係
る
接
続
料
原
価
、
利
潤
及
び
需
要
は
、
適
正
な
方
法
に
よ

り
設
備
区
分
等
に
帰
属
さ
せ
る
。
設
備
区
分
等
は
、
次
の
①
か
ら
⑩
ま
で
に
掲
げ

る
設
備
区
分
等
に
よ
る
ほ
か
、
適
正
な
区
分
を
設
定
す
る
。
 

  ①
第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
設
備
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③
 
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
設
備
 

④
 
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
設
備
間
の
伝
送
路
設
備
 

⑤
 
第
二
種
指
定
端
末
系
無
線
基
地
局
 

⑥
 
第
二
種
指
定
端
末
系
無
線
基
地
局
と
第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
局

間
の
伝
送
路
設
備
 

⑦
 
信
号
用
伝
送
路
設
備
 

⑧
 
信
号
用
中
継
交
換
機
 

⑨
 
携
帯
電
話
の
端
末
の
認
証
等
を
行
う
た
め
に
用
い
ら
れ
る
サ
ー
ビ

ス
制
御
局
 

⑩
 
他
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
①
～
⑨
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る
伝

送
路
設
備
 

⑪
 
設
備
へ
の
帰
属
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
 

②
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
設
備
 

③
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
設
備
間
の
伝
送
路
設
備
 

④
第
二
種
指
定
端
末
系
無
線
基
地
局
 

⑤
第
二
種
指
定
端
末
系
無
線
基
地
局
と
第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
局
間
の
伝
送

路
設
備
 

⑥
信
号
用
伝
送
路
設
備
 

⑦
信
号
用
中
継
交
換
機
 

⑧
携
帯
電
話
の
端
末
の
認
証
等
を
行
う
た
め
に
用
い
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
制
御
局
 

 ⑨
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
電
気
通
信
設
備
と
①
～
⑧
と
の
間
に
設
置
さ
れ
る

伝
送
路
設
備
 

⑩
設
備
へ
の
帰
属
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
 

ｄ
 
接
続
料
の
算
定
期
間
 

接
続
料
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
は
、
原
則
と
し
て
１
年
と
す
る
（
二

種
接
続
料
規
則
第
６
条
第
３
項
）。

接
続
料
の
算
定
は
、
算
定
期
間
に
係
る
実

績
値
を
基
に
行
う
。
 

（
４
）
接
続
料
の
算
定
期
間
等
  

接
続
料
の
算
定
期
間
は
、
原
則
と
し
て
１
年
と
す
る
。
接
続
料
の
算
定
は
、
原

則
と
し
て
当
該
接
続
料
の
適
用
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
実
績
値
を
基
に
行
う
。
 

た
だ
し
、
第
２
の
３
の
③
及
び
④
に
掲
げ
る
機
能
を
利
用
し
て
提
供
し
よ
う
と

す
る
電
気
通
信
役
務
が
、
相
当
の
需
要
の
増
加
等
に
よ
り
、
当
該
機
能
に
係
る
接

続
料
の
急
激
な
変
動
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
、
適
用
年
度
の
当
年
度
に
お

け
る
実
績
値
を
基
に
行
う
。
 

な
お
、
総
務
省
は
、
接
続
料
の
算
定
期
間
等
が
、
第
３
の
１
（
１
）
の
ア
及
び

イ
に
示
す
基
本
的
な
考
え
方
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
必
要
な

検
証
を
行
う
。
 

ｅ
 
用
語
 

（
イ
）
に
お
い
て
使
用
す
る
次
の
①
か
ら
⑳
ま
で
に
掲
げ
る
用
語
は
、
第

二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
（
平
成
２
３
年
総
務
省
令
第
２
４

号
。
以
下
「
接
続
会
計
規
則
」
と
い
う
。）

第
４
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

（
５
）
用
語
 

第
３
に
お
い
て
使
用
す
る
次
の
①
か
ら
⑳
ま
で
に
掲
げ
る
用
語
は
、第

二
種
指

定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
（
平
成
２
３
年
総
務
省
令
第
２
４
号
）
第
４
条

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則（

昭
和
６
０
年
郵
政
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用
す
る
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
６
０
年
郵
政
省
令
第
２
６
号
）
別

表
第
１
（
勘
定
科
目
表
）
及
び
別
表
第
２
（
財
務
諸
表
様
式
）
に
お
い
て
使

用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。
 

①
 
固
定
資
産
 

 
 
 
 
 
⑪
 
施
設
保
全
費
 

②
 
投
資
そ
の
他
の
資
産
 

 
 
 
 
⑫
 
共
通
費
 

③
 
貯
蔵
品
 

 
 
 
 
 
⑬
 
管
理
費
 

④
 
負
債
 

 
 
 
 
 
⑭
 
試
験
研
究
費
 

⑤
 
社
債
 

 
 
 
 
 
⑮
 
研
究
費
償
却
 

⑥
 
借
入
金
 

 
 
 
 
 
⑯
 
減
価
償
却
費
 

⑦
 
純
資
産
 

 
 
 
 
 
⑰
 
固
定
資
産
除
却
費
 

⑧
 
営
業
費
用
 

 
 
 
 
 
⑱
 
通
信
設
備
使
用
料
 

⑨
 
営
業
費
 

 
 
 
 
 
⑲
 
租
税
公
課
 

⑩
 
運
用
費
 

 
 
 
 
 
⑳
 
営
業
外
費
用
 

省
令
第
２
６
号
）
別
表
第
一
（
勘
定
科
目
表
）
及
び
別
表
第
二
（
財
務
諸
表
様
式
）

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。
 

 ①
 
固
定
資
産
 

 
 
 
 
 
⑪
 
施
設
保
全
費
 

②
 
投
資
そ
の
他
の
資
産
 

 
 
 
 
⑫
 
共
通
費
 

③
 
貯
蔵
品
 

 
 
 
 
 
⑬
 
管
理
費
 

④
 
負
債
 

 
 
 
 
 
⑭
 
試
験
研
究
費
 

⑤
 
社
債
 

 
 
 
 
 
⑮
 
研
究
費
償
却
 

⑥
 
借
入
金
 

 
 
 
 
 
⑯
 
減
価
償
却
費
 

⑦
 
純
資
産
 

 
 
 
 
 
⑰
 
固
定
資
産
除
却
費
 

⑧
 
営
業
費
用
 

 
 
 
 
 
⑱
 
通
信
設
備
使
用
料
 

⑨
 
営
業
費
 

 
 
 
 
 
⑲
 
租
税
公
課
 

⑩
 
運
用
費
 

 
 
 
 
 
⑳
 
営
業
外
費
用
 

イ
）
接
続
料
原
価
 

ａ
 
算
定
プ
ロ
セ
ス
 

 
接
続
料
原
価
は
、
ｂ
及
び
ｃ
に
示
す
３
ス
テ
ッ
プ
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
算

定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
種
指
定
事
業
者
が
採
用
す
る
プ
ロ
セ

ス
が
３
ス
テ
ッ
プ
・
プ
ロ
セ
ス
と
完
全
に
同
一
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

最
終
的
に
算
定
さ
れ
る
接
続
料
原
価
に
含
ま
れ
る
費
用
の
内
容
が
同
程
度
で

あ
る
と
き
は
、
当
該
二
種
指
定
事
業
者
が
採
用
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
直
ち
に
否

定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

２
 
接
続
料
原
価
 

 
 
（
１
）
算
定
プ
ロ
セ
ス
 

接
続
料
原
価
は
、
第
３
の
２
の
（
２
）
及
び
（
３
）
に
示
す
３
ス
テ
ッ
プ
・
プ
ロ

セ
ス
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
二
種
指
定
事
業
者
が
採
用
す
る

プ
ロ
セ
ス
が
３
ス
テ
ッ
プ
・
プ
ロ
セ
ス
と
完
全
に
同
一
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

最
終
的
に
算
定
さ
れ
る
接
続
料
原
価
に
含
ま
れ
る
コ
ス
ト
の
内
容
が
同
程
度
で
あ

る
と
き
は
、
当
該
二
種
指
定
事
業
者
が
採
用
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
直
ち
に
否
定
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
 

ｂ
 
音
声
伝
送
交
換
機
能
、
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
転
送
機
能
、
シ
ョ
ー
ト
メ

ッ
セ
ー
ジ
伝
送
交
換
機
能
 

（
２
）
音
声
接
続
機
能
 

（
ａ
）
ス
テ
ッ
プ
１
に
お
い
て
は
、
移
動
電
気
通
信
役
務
に
係
る
総
費
用
（
営

業
費
用
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）

か
ら
デ
ー
タ
伝
送
役
務
に
係
る
費
用
を
控

除
し
て
音
声
伝
送
役
務
に
係
る
費
用
を
抽
出
す
る
。
 

ア
 
ス
テ
ッ
プ
１
に
お
い
て
は
、
移
動
電
気
通
信
役
務
に
係
る
総
コ
ス
ト
（
営
業

費
用
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）

か
ら
デ
ー
タ
伝
送
役
務
に
係
る
コ
ス
ト
を
控
除

し
て
音
声
伝
送
役
務
に
係
る
コ
ス
ト
を
抽
出
す
る
。
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ａ
）
移
動
電
気
通
信
役
務
に
係
る
総
費
用
は
、
設
備
費
、
営
業
費
及
び

間
接
費
に
大
別
さ
れ
る
。
設
備
費
に
は
、
運
用
費
、
施
設
保
全
費
、

試
験
研
究
費
、
研
究
費
償
却
、
減
価
償
却
費
、
固
定
資
産
除
却
費
、

通
信
設
備
使
用
料
及
び
租
税
公
課
が
該
当
し
、
間
接
費
に
は
、
共

通
費
及
び
管
理
費
が
該
当
す
る
。
 

 ｂ
）
音
声
伝
送
役
務
及
び
デ
ー
タ
伝
送
役
務
に
関
連
す
る
費
用
は
、
接

続
会
計
規
則
別
表
第
３
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
ほ
か
、
適
正
な
基

準
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
役
務
に
配
賦
す
る
。
 

（
ア
）
移
動
電
気
通
信
役
務
に
係
る
総
コ
ス
ト
は
、
設
備
コ
ス
ト
、
営
業
コ

ス
ト
及
び
間
接
コ
ス
ト
に
大
別
さ
れ
る
。
設
備
コ
ス
ト
に
は
、
運
用
費
、

施
設
保
全
費
、
試
験
研
究
費
、
研
究
費
償
却
、
減
価
償
却
費
、
固
定
資

産
除
却
費
、
通
信
設
備
使
用
料
及
び
租
税
公
課
が
該
当
し
、
営
業
コ
ス

ト
に
は
、
営
業
費
が
該
当
し
、
間
接
コ
ス
ト
に
は
、
共
通
費
及
び
管
理

費
が
該
当
す
る
。
 

（
イ
）
音
声
伝
送
役
務
及
び
デ
ー
タ
伝
送
役
務
に
関
連
す
る
コ
ス
ト
は
、
別

表
第
１
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
ほ
か
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ

の
役
務
に
配
賦
す
る
。
 

（
ｂ
）
ス
テ
ッ
プ
２
に
お
い
て
は
、
音
声
伝
送
役
務
に
係
る
費
用
か
ら
契
約

数
連
動
費
用
を
控
除
し
て
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
連
動
費
用
を
抽
出
す
る
。
 

ａ
）
契
約
数
連
動
費
用
に
は
、
設
備
費
の
う
ち
各
契
約
者
が
専
有
的
に

使
用
す
る
設
備
に
係
る
費
用

27が
該
当
し
、
営
業
費
の
う
ち
料
金

の
請
求
・
回
収
に
係
る
費
用
及
び
基
本
料
収
入
の
確
保
に
係
る
費

用
が
該
当
す
る
。
 

  ｂ
）
契
約
数
連
動
費
用
及
び
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
連
動
費
用
に
明
確
に
分
計
す

る
こ
と
が
困
難
な
も
の
（
間
接
費
を
含
む
。）

が
あ
る
場
合
に
は
、

接
続
会
計
規
則
別
表
第
３
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
ほ
か
、
適
正
な

基
準
に
よ
り
配
賦
す
る
。
 

イ
 
ス
テ
ッ
プ
２
に
お
い
て
は
、音

声
伝
送
役
務
に
係
る
コ
ス
ト
か
ら
契
約
数
連

動
コ
ス
ト
を
控
除
し
て
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
連
動
コ
ス
ト
を
抽
出
す
る
。
 

（
ア
）
契
約
数
連
動
コ
ス
ト
に
は
、
設
備
コ
ス
ト
の
う
ち
各
契
約
者
が
専
有

的
に
使
用
す
る
設
備
に
係
る
コ
ス
ト
（
例
：
サ
ー
ビ
ス
制
御
装
置
に
係

る
コ
ス
ト
、
位
置
登
録
信
号
に
係
る
コ
ス
ト
、
顧
客
・
料
金
シ
ス
テ
ム

に
係
る
コ
ス
ト
）
が
該
当
し
、
営
業
コ
ス
ト
の
う
ち
料
金
の
請
求
・
回

収
に
係
る
コ
ス
ト
及
び
基
本
料
収
入
の
確
保
に
係
る
コ
ス
ト
が
該
当
す

る
。
 

（
イ
）
契
約
数
連
動
コ
ス
ト
及
び
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
連
動
コ
ス
ト
に
明
確
に
分
計

す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
（
間
接
コ
ス
ト
を
含
む
。）

が
あ
る
場
合
に
は
、

別
表
第
１
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
ほ
か
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
契
約
数

連
動
コ
ス
ト
及
び
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
連
動
コ
ス
ト
に
分
計
す
る
。
 

（
ｃ
）
ス
テ
ッ
プ
３
に
お
い
て
は
、
ト
ラ
ヒ
ッ
ク
連
動
費
用
か
ら
接
続
料
原

価
対
象
外
費
用
を
控
除
し
て
接
続
料
原
価
対
象
費
用
を
抽
出
し
、
こ
れ
を

接
続
料
原
価
と
す
る
。
 

ａ
）
接
続
料
原
価
対
象
外
費
用
は
、
ｄ
に
示
す
考
え
方
に
基
づ
い
て
特

定
す
る
。
 

ウ
 
ス
テ
ッ
プ
３
に
お
い
て
は
、ト

ラ
ヒ
ッ
ク
連
動
コ
ス
ト
か
ら
接
続
料
原
価
対

象
外
コ
ス
ト
を
控
除
し
て
接
続
料
原
価
対
象
コ
ス
ト
を
抽
出
し
、こ

れ
を
接
続

料
原
価
と
す
る
。
 

（
ア
）
接
続
料
原
価
対
象
外
コ
ス
ト
は
、
第
３
の
３
に
示
す
考
え
方
に
基
づ

い
て
特
定
す
る
。
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ｂ
）
接
続
料
原
価
対
象
外
費
用
及
び
接
続
料
原
価
対
象
費
用
に
明
確
に

分
計
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
（
間
接
費
を
含
む
。）

が
あ
る
場
合

に
は
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
３
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
ほ
か
、

適
正
な
基
準
に
よ
り
配
賦
す
る
。
 

（
イ
）
接
続
料
原
価
対
象
外
コ
ス
ト
及
び
接
続
料
原
価
対
象
コ
ス
ト
に
明
確

に
分
計
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
（
間
接
コ
ス
ト
を
含
む
。）

が
あ
る
場

合
に
は
、
別
表
第
１
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
ほ
か
、
適
正
な
基
準
に
よ

り
接
続
料
原
価
対
象
外
コ
ス
ト
及
び
接
続
料
原
価
対
象
コ
ス
ト
に
分
計

す
る
。
 

ｃ
 
デ
ー
タ
伝
送
交
換
機
能
 

（
ａ
）
ス
テ
ッ
プ
１
に
お
い
て
は
、
移
動
電
気
通
信
役
務
に
係
る
総
費
用
か

ら
音
声
伝
送
役
務
に
係
る
費
用
を
控
除
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
に
係
る
費

用
を
抽
出
す
る
。
 

ａ
）
移
動
電
気
通
信
役
務
に
係
る
総
費
用
は
、
設
備
費
、
営
業
費
及
び

間
接
費
に
大
別
さ
れ
る
。
設
備
費
に
は
、
運
用
費
、
施
設
保
全
費
、

試
験
研
究
費
、
研
究
費
償
却
、
減
価
償
却
費
、
固
定
資
産
除
却
費
、

通
信
設
備
使
用
料
及
び
租
税
公
課
が
該
当
し
、
間
接
費
に
は
、
共

通
費
及
び
管
理
費
が
該
当
す
る
。
 

 ｂ
）
音
声
伝
送
役
務
及
び
デ
ー
タ
伝
送
役
務
に
関
連
す
る
費
用
は
、
接

続
会
計
規
則
別
表
第
３
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
ほ
か
、
適
正
な
基

準
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
役
務
に
配
賦
す
る
。
 

（
３
）
Ｉ
Ｓ
Ｐ
接
続
機
能
、
レ
イ
ヤ
３
接
続
機
能
及
び
レ
イ
ヤ
２
接
続
機
能
 

ア
 
ス
テ
ッ
プ
１
に
お
い
て
は
、移

動
電
気
通
信
役
務
に
係
る
総
コ
ス
ト
か
ら
音

声
伝
送
役
務
に
係
る
コ
ス
ト
を
控
除
し
て
デ
ー
タ
伝
送
役
務
に
係
る
コ
ス
ト

を
抽
出
す
る
。
 

（
ア
）
移
動
電
気
通
信
役
務
に
係
る
総
コ
ス
ト
は
、
設
備
コ
ス
ト
、
営
業
コ

ス
ト
及
び
間
接
コ
ス
ト
に
大
別
さ
れ
る
。
設
備
コ
ス
ト
に
は
、
運
用
費
、

施
設
保
全
費
、
試
験
研
究
費
、
研
究
費
償
却
、
減
価
償
却
費
、
固
定
資

産
除
却
費
、
通
信
設
備
使
用
料
及
び
租
税
公
課
が
該
当
し
、
営
業
コ
ス

ト
に
は
、
営
業
費
が
該
当
し
、
間
接
コ
ス
ト
に
は
、
共
通
費
及
び
管
理

費
が
該
当
す
る
。
 

（
イ
）
音
声
伝
送
役
務
及
び
デ
ー
タ
伝
送
役
務
に
関
連
す
る
コ
ス
ト
は
、
別

表
第
１
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
ほ
か
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ

の
役
務
に
配
賦
す
る
。
 

（
ｂ
）
ス
テ
ッ
プ
２
に
お
い
て
は
、
デ
ー
タ
伝
送
役
務
に
係
る
費
用
か
ら
回

線
容
量
課
金
対
象
外
費
用
を
控
除
し
て
回
線
容
量
課
金
対
象
費
用
を
抽
出

す
る
。
 

ａ
）
回
線
容
量
課
金
対
象
外
費
用
に
は
、
設
備
費
の
う
ち
各
契
約
者
が

専
有
的
に
使
用
す
る
設
備
に
係
る
費
用

28及
び
接
続
事
業
者
が
使

用
し
な
い
設
備
に
係
る
費
用

29が
該
当
し
、
営
業
費
の
う
ち
料
金

の
請
求
・
回
収
に
係
る
費
用
及
び
基
本
料
収
入
の
確
保
に
係
る
費

用
が
該
当
す
る
。
 

イ
 
ス
テ
ッ
プ
２
に
お
い
て
は
、デ

ー
タ
伝
送
役
務
に
係
る
コ
ス
ト
か
ら
帯
域
幅

課
金
対
象
外
コ
ス
ト
を
控
除
し
て
帯
域
幅
課
金
対
象
コ
ス
ト
を
抽
出
す
る
。
 

 

（
ア
）
帯
域
幅
課
金
対
象
外
コ
ス
ト
に
は
、
設
備
コ
ス
ト
の
う
ち
各
契
約
者

が
専
有
的
に
使
用
す
る
設
備
に
係
る
コ
ス
ト
（
例
：
サ
ー
ビ
ス
制
御
装

置
に
係
る
コ
ス
ト
、
位
置
登
録
信
号
に
係
る
コ
ス
ト
、
顧
客
・
料
金
シ

ス
テ
ム
に
係
る
コ
ス
ト
）
及
び
接
続
事
業
者
が
使
用
し
な
い
設
備
に
係

る
コ
ス
ト
（
例
：
二
種
指
定
事
業
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
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   ｂ
）
回
線
容
量
課
金
対
象
外
費
用
及
び
回
線
容
量
課
金
対
象
費
用
に
明

確
に
分
計
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
（
間
接
費
を
含
む
。）

が
あ
る

場
合
に
は
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
３
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
ほ

か
、
適
正
な
基
準
に
よ
り
配
賦
す
る
。
 

ス
を
提
供
す
る
た
め
の
設
備
に
係
る
コ
ス
ト
）
が
該
当
し
、
営
業
コ
ス

ト
の
う
ち
料
金
の
請
求
・
回
収
に
係
る
コ
ス
ト
及
び
基
本
料
収
入
の
確

保
に
係
る
コ
ス
ト
が
該
当
す
る
。
 

（
イ
）
帯
域
幅
課
金
対
象
外
コ
ス
ト
及
び
帯
域
幅
課
金
対
象
コ
ス
ト
に
明
確

に
分
計
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
（
間
接
コ
ス
ト
を
含
む
。）

が
あ
る
場

合
に
は
、
別
表
第
１
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
ほ
か
、
適
正
な
基
準
に
よ

り
帯
域
幅
課
金
対
象
外
コ
ス
ト
及
び
帯
域
幅
課
金
対
象
コ
ス
ト
に
分
計

す
る
。
 

（
ｃ
）
ス
テ
ッ
プ
３
に
お
い
て
は
、
回
線
容
量
課
金
対
象
費
用
か
ら
接
続
料

原
価
対
象
外
費
用
を
控
除
し
て
接
続
料
原
価
対
象
費
用
を
抽
出
し
、
こ
れ

を
接
続
料
原
価
と
す
る
。
 

ａ
）
接
続
料
原
価
対
象
外
費
用
は
、
ｄ
に
示
す
考
え
方
に
基
づ
い
て
特

定
す
る
。
 

ｂ
）
接
続
料
原
価
対
象
外
費
用
及
び
接
続
料
原
価
対
象
費
用
に
明
確
に

分
計
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
（
間
接
費
を
含
む
。）

が
あ
る
場
合

に
は
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
３
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
ほ
か
、

適
正
な
基
準
に
よ
り
配
賦
す
る
。
 

ウ
 
ス
テ
ッ
プ
３
に
お
い
て
は
、
帯
域
幅
課
金
対
象
コ
ス
ト
か
ら
接
続
料
原
価
対

象
外
コ
ス
ト
を
控
除
し
て
接
続
料
原
価
対
象
コ
ス
ト
を
抽
出
し
、
こ
れ
を
接
続

料
原
価
と
す
る
。
 

（
ア
）
接
続
料
原
価
対
象
外
コ
ス
ト
は
、
第
３
の
３
に
示
す
考
え
方
に
基
づ

い
て
特
定
す
る
。
 

（
イ
）
接
続
料
原
価
対
象
外
コ
ス
ト
及
び
接
続
料
原
価
対
象
コ
ス
ト
に
明
確

に
分
計
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
（
間
接
コ
ス
ト
を
含
む
。）

が
あ
る
場

合
に
は
、
別
表
第
１
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
ほ
か
、
適
正
な
基
準
に
よ

り
接
続
料
原
価
対
象
外
コ
ス
ト
及
び
接
続
料
原
価
対
象
コ
ス
ト
に
分
計

す
る
。
 

ｄ
 
接
続
料
原
価
対
象
外
費
用
と
な
る
営
業
費
用
 

（
ａ
）
営
業
費
 

接
続
料
は
、
設
備
の
使
用
料
と
と
ら
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
適
正
な
原
価

は
、
基
本
的
に
設
備
費
で
あ
り
、
営
業
費
は
、
原
則
と
し
て
接
続
料
原
価
に

算
入
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
①
か
ら
③
ま
で
に
掲

げ
る
営
業
費
に
つ
い
て
は
、
設
備
の
安
定
的
な
運
用
又
は
効
率
的
な
展
開
に

資
す
る
こ
と
か
ら
、
設
備
へ
の
帰
属
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
、
接
続
料
原

価
へ
の
算
入
が
否
定
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

３
 
接
続
料
原
価
対
象
外
コ
ス
ト
 

（
１
）
営
業
コ
ス
ト
 

接
続
料
は
、
設
備
の
使
用
料
と
と
ら
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
適
正
な
原
価
は
、
基

本
的
に
設
備
コ
ス
ト
で
あ
り
、
営
業
コ
ス
ト
は
、
原
則
と
し
て
接
続
料
原
価
に
算
入

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
①
か
ら
③
ま
で
に
掲
げ
る
営
業
コ
ス
ト
に

つ
い
て
は
、
設
備
の
安
定
的
な
運
用
又
は
効
率
的
な
展
開
に
資
す
る
こ
と
か
ら
、
設

備
へ
の
帰
属
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
、
接
続
料
原
価
へ
の
算
入
が
否
定
さ
れ
な
い

も
の
と
す
る
。
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①
 
電
気
通
信
の
啓
発
活
動
に
係
る
営
業
費
 

 
 
 
 
 
 
 
電
気
通
信
の
啓
発
活
動

30に
係
る
営
業
費
は
、
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の

健
全
な
利
用
を
確
保
し
、
特
定
地
域
・
時
間
に
お
け
る
設
備
へ
の
負
担
の

集
中
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
設
備
の
安
定
的
な
運
用
に
資
す
る
。
 

  

②
 
エ
リ
ア
整
備
・
改
善
を
目
的
と
す
る
情
報
収
集
に
係
る
営
業
費
 

エ
リ
ア
整
備
・
改
善
を
目
的
と
す
る
情
報
収
集

31に
係
る
営
業
費
は
、

エ
リ
ア
整
備
・
改
善
に
係
る
調
査
・
計
画
を
補
完
す
る
こ
と
に
よ
り
、
設

備
の
効
率
的
な
展
開
に
資
す
る
。
 

 

③
 
周
波
数
再
編
の
周
知
に
係
る
営
業
費
 

周
波
数
再
編
の
周
知
に
係
る
営
業
費
は
、
設
備
の
改
変
等
を
要
す
る
周

波
数
再
編
の
円
滑
な
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
設
備
の
効
率
的
な

展
開
に
資
す
る
。
 

①
 
電
気
通
信
の
啓
発
活
動
に
係
る
営
業
コ
ス
ト
 

電
気
通
信
の
啓
発
活
動
（
例
：
迷
惑
メ
ー
ル
へ
の
対
処
方
法
や
災
害
時
の
通

信
手
段
等
の
啓
発
を
内
容
と
す
る
ケ
ー
タ
イ
教
室
）
に
係
る
営
業
コ
ス
ト
は
、

電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
健
全
な
利
用
を
確
保
し
、
特
定
地
域
・
時
間
に
お
け

る
設
備
へ
の
負
担
の
集
中
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
設
備
の
安
定
的
な
運

用
に
資
す
る
。
 

②
 
エ
リ
ア
整
備
・
改
善
を
目
的
と
す
る
情
報
収
集
に
係
る
営
業
コ
ス
ト
 

エ
リ
ア
整
備
・
改
善
を
目
的
と
す
る
情
報
収
集
（
例
：
不
感
エ
リ
ア
に
係
る

情
報
の
ウ
ェ
ブ
上
で
の
受
付
）
に
係
る
営
業
コ
ス
ト
は
、
エ
リ
ア
整
備
・
改

善
に
係
る
調
査
・
計
画
を
補
完
す
る
こ
と
に
よ
り
、
設
備
の
効
率
的
な
展
開

に
資
す
る
。
 

③
 
周
波
数
再
編
の
周
知
に
係
る
営
業
コ
ス
ト
 

周
波
数
再
編
の
周
知
に
係
る
営
業
コ
ス
ト
は
、
設
備
の
改
変
等
を
要
す
る
周

波
数
再
編
の
円
滑
な
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
設
備
の
効
率
的
な
展

開
に
資
す
る
。
 

（
ｂ
）
設
備
費
 

設
備
費
で
あ
っ
て
も
、
次
の
①
か
ら
③
ま
で
に
掲
げ
る
よ
う
な
も
の
に
つ

い
て
は
、
接
続
料
と
し
て
他
の
事
業
者
に
負
担
を
求
め
る
こ
と
が
適
当
で
な

い
こ
と
か
ら
、
接
続
料
原
価
に
算
入
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
 

①
 
通
信
設
備
使
用
料
（
自
社
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に
係
る
も
の
を

除
く
。）

 

②
 
他
の
事
業
者
が
個
別
に
負
担
し
て
い
る
設
備
費

32 

 ③
 
付
加
機
能

33の
用
に
供
す
る
設
備
費
 

（
２
）
設
備
コ
ス
ト
 

設
備
コ
ス
ト
で
あ
っ
て
も
、
次
の
①
か
ら
③
ま
で
に
掲
げ
る
よ
う
な
も
の
に
つ

い
て
は
、
接
続
料
と
し
て
他
の
事
業
者
に
負
担
を
求
め
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
こ

と
か
ら
、
接
続
料
原
価
に
算
入
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
 

①
 
通
信
設
備
使
用
料
（
自
社
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
に
係
る
も
の
を
除
く
。） 

 ②
 
他
の
事
業
者
が
個
別
に
負
担
し
て
い
る
設
備
コ
ス
ト
（
例
：
Ｐ
Ｏ
Ｉ
回
線
に

係
る
コ
ス
ト
）
 

③
 
付
加
機
能
（
例
：
留
守
番
電
話
機
能
）
に
係
る
設
備
コ
ス
ト
 

 
 ウ

）
利
潤
 

 
 
 ａ

 
基
本
的
な
考
え
方
 

４
 
利
潤
 

 
（
１
）
利
潤
の
構
成
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利
潤
の
額
は
、
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及
び
利
益
対
応
税
の
合
計
額

と
し
、
そ
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
時
価
で
は
な
く
、
公
開
さ
れ
て
い
る
財
務
諸

表
に
記
載
さ
れ
て
い
る
簿
価
を
用
い
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
貸
借
対
照
表
の

値
は
、
期
首
末
平
均
値

34を
用
い
る
こ
と
と
す
る
（
二
種
接
続
料
規
則
第
６
条
第

２
項
後
段
）。

 

利
潤
の
額
は
、
他
人
資
本
費
用
、
自
己
資
本
費
用
及
び
利
益
対
応
税
の
合
計
額
と

す
る
。
 

 
 

 
ｂ
 
他
人
資
本
費
用
の
計
算
 

（
ａ
）
他
人
資
本
費
用
の
額
の
計
算
は
、
二
種
接
続
料
規
則
第
８
条
及
び
平
成
２
８

年
総
務
省
告
示
第
○
号
（
二
種
接
続
料
規
則
第
８
条
第
９
項
の
規
定
に
基
づ
き

接
続
料
の
算
定
に
用
い
る
値
を
定
め
る
件
。
以
下
「
二
種
接
続
料
告
示
」
と
い

う
。）

第
２
条
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
規
定
さ
れ
て
い
る
。
 

ａ
）
他
人
資
本
費
用
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。
 

他
人
資
本
費
用
＝
機
能
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
×
他
人
資
本
比
率
×

他
人
資
本
利
子
率
 

ｂ
）
機
能
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。 

機
能
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
＝
対
象
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産
価
額

＋
繰
延
資
産
＋
投
資
そ
の
他
の
資
産

＋
貯
蔵
品
＋
運
転
資
本
 

ｃ
）
対
象
設
備
等
の
正
味
固
定
資
産
価
額
は
、
接
続
会
計
規
則
別
表
第
２
の
役

務
別
固
定
資
産
帰
属
明
細
表
の
帳
簿
価
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
た
額

と
す
る
。
 

ｄ
）
繰
延
資
産
、
投
資
そ
の
他
の
資
産
及
び
貯
蔵
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
電
気
通
信

事
業
会
計
規
則
第
５
条
第
１
項
前
段
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
る
貸
借

対
照
表
に
記
載
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
管

理
運
営
に
不
可
欠
で
あ
り
、
か
つ
、
収
益
の
見
込
ま
れ
な
い
も
の
の
額
を

基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。
 

（
２
）
他
人
資
本
費
用
 

    ア
 
他
人
資
本
費
用
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。
 

他
人
資
本
費
用
＝
機
能
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
×
他
人
資
本
比
率
×
他
人
資

本
利
子
率
 

 

イ
 
機
能
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
の
額
は
、
当
該
機
能
に
係
る
正
味
固
定
資
産
価

額
、
繰
延
資
産
、
投
資
そ
の
他
の
資
産
、
貯
蔵
品
及
び
運
転
資
本
の
合
計
額
と

す
る
。
 

  ウ
 
機
能
に
係
る
正
味
固
定
資
産
価
額
は
、
当
該
機
能
に
係
る
固
定
資
産
の
取
得
原

価
か
ら
減
価
償
却
相
当
額
を
控
除
し
た
額
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。
 

 エ
 
機
能
に
係
る
固
定
資
産
、
繰
延
資
産
、
投
資
そ
の
他
の
資
産
及
び
貯
蔵
品
は
、

当
該
機
能
に
係
る
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
に
不
可
欠
、
か

つ
、
収
益
の
見
込
ま
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
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ｅ
）
運
転
資
本
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。
 

運
転
資
本
＝
対
象
設
備
等
の
第
二
種
指
定
設
備
管
理
運
営
費
（
減
価
償

却
費
、
固
定
資
産
除
却
損
及
び
租
税
公
課
相
当
額
を
除

く
。）

×
�
機
能
の
提
供
か
ら
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
の
収
納
ま
で
の
平
均
的
な
日
数

３
６
５
日

� 

ｆ
）
他
人
資
本
比
率
は
、
負
債
の
額
が
負
債
資
本
合
計
の
額
に
占
め
る
割
合
の

実
績
値
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。
 

ｇ
）
他
人
資
本
利
子
率
は
、
社
債
、
借
入
金
及
び
リ
ー
ス
債
務
（
以
下
「
有
利

子
負
債
」
と
い
う
。）

に
対
す
る
利
子
率
並
び
に
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債

に
対
す
る
利
子
相
当
率
を
、
有
利
子
負
債
及
び
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債

が
負
債
の
合
計
に
占
め
る
比
率
に
よ
り
加
重
平
均
し
た
も
の
と
す
る
。
 

ｈ
）
有
利
子
負
債
に
対
す
る
利
子
率
は
、
有
利
子
負
債
の
額
に
対
す
る
営
業
外

費
用
の
う
ち
有
利
子
負
債
に
係
る
も
の
の
額
の
比
率
の
実
績
値
を
基
礎
と

し
て
算
定
す
る
。
 

ｉ
）
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
に
対
す
る
利
子
相
当
率
は
、
当
該
負
債
の
性
質
及

び
安
全
な
資
産
に
対
す
る
資
金
運
用
を
行
う
場
合
に
合
理
的
に
期
待
し
得
る

利
回
り
を
勘
案
し
た
値
と
し
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。
 

二
種
接
続
料
告
示
第
２
条
に
基
づ
き
、
当
該
値
は
、
日
本
証
券
業
協
会
が

発
表
す
る
公
社
債
店
頭
売
買
参
考
統
計
値
表
に
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
る
値
を

用
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
算
定
期
間
に
発
行
さ
れ
た
長
期
国
債
で
あ
っ

て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
に
発
行
さ
れ
た
も
の
の
単
利
の
平
均
値
を
合
算

し
、
３
で
除
し
た
値
と
す
る
。
 

・
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
 
当
該
算
定
期
間
の
期
末
に
最
も
近
い
日
 

・
原
価
及
び
利
潤
の
前
算
定
期
間
 
当
該
算
定
期
間
の
期
末
に
最
も
近
い
 

日
 

・
原
価
及
び
利
潤
の
前
々
算
定
期
間
 
当
該
算
定
期
間
の
期
末
に
最
も
近
 

  オ
 
機
能
に
係
る
運
転
資
本
の
額
は
、
当
該
機
能
の
提
供
か
ら
当
該
機
能
に
係
る
接

続
料
の
収
納
ま
で
の
平
均
的
な
期
間
に
お
け
る
、
当
該
機
能
に
係
る
第
二
種
指

定
電
気
通
信
設
備
の
管
理
運
営
に
不
可
欠
な
営
業
費
用
と
す
る
。
た
だ
し
、
減

価
償
却
費
、
固
定
資
産
除
却
費
及
び
租
税
公
課
を
除
く
。
 

 

カ
 
他
人
資
本
比
率
は
､貸

借
対
照
表
上
の
負
債
及
び
純
資
産
の
合
計
額
に
占
め

る
､貸

借
対
照
表
上
の
負
債
の
額
の
割
合
の
実
績
値
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。
 

キ
 
他
人
資
本
利
子
率
は
、
社
債
及
び
借
入
金
（
以
下
「
有
利
子
負
債
」
と
い
う
。）

に
対
す
る
利
子
率
並
び
に
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
の
利
子
相
当
率
を
、
有
利

子
負
債
及
び
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
が
負
債
の
合
計
に
占
め
る
比
率
に
よ
り

加
重
平
均
し
た
も
の
と
す
る
。
 

ク
 
有
利
子
負
債
に
対
す
る
利
子
率
は
、
有
利
子
負
債
の
額
に
対
す
る
営
業
外
費
用

の
う
ち
有
利
子
負
債
に
係
る
も
の
の
額
の
比
率
の
実
績
値
を
基
礎
と
し
て
算
定

す
る
。
 

ケ
 
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
に
対
す
る
利
子
相
当
率
は
、
当
該
負
債
の
性
質
及
び

安
全
な
資
産
に
対
す
る
資
金
運
用
を
行
う
場
合
に
合
理
的
に
期
待
し
得
る
利
回

り
を
勘
案
し
た
値
と
す
る
。
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い
日
 

 

（
ｂ
）
他
人
資
本
比
率
の
算
定
 

「
負
債
の
額
」
及
び
「
負
債
資
本
合
計
」
は
、
ウ
）
ａ
の
基
本
的
な
考
え

方
を
踏
ま
え
、
貸
借
対
照
表
上
の
「
負
債
の
額
」
及
び
「
純
資
産
の
額
」
と

し
て
計
上
さ
れ
て
い
る
簿
価
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
時
価
を
用
い
る
算
定
は

行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。
 

   

（
ｃ
）
有
利
子
負
債
の
範
囲
 

社
債
に
つ
い
て
は
、
貸
借
対
照
表
上
の
勘
定
科
目
と
し
て
は
、
固
定
負
債

又
は
流
動
負
債
と
い
っ
た
区
分
に
よ
り
、
固
定
負
債
で
あ
る
「
社
債
」
又
は

流
動
負
債
で
あ
る
「
１
年
以
内
に
期
限
到
来
の
固
定
負
債
」
に
分
類
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
が
、
こ
う
い
っ
た
分
類
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
性
質
が
同
じ
場

合
に
は
有
利
子
負
債
と
す
る
。
 

 

 
ｃ
 
自
己
資
本
費
用
の
計
算
 

（
ａ
）
自
己
資
本
費
用
の
額
の
計
算
は
、
二
種
接
続
料
規
則
第
９
条
に
お
い
て
、
次

の
と
お
り
規
定
さ
れ
て
い
る
。
 

ａ
）
自
己
資
本
費
用
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。
 

自
己
資
本
費
用
＝
機
能
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
×
自
己
資
本
比
率
×

自
己
資
本
利
益
率
 

ｂ
）
自
己
資
本
比
率
は
、
１
か
ら
他
人
資
本
比
率
を
差
し
引
い
た
も
の
と
す
る
。 

ｃ
）
自
己
資
本
利
益
率
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
期
待
自
己
資

本
利
益
率
の
過
去
三
年
間
（
リ
ス
ク
（
通
常
の
予
測
を
超
え
て
発
生
し
得

る
危
険
を
い
う
。
以
下

c
に
お
い
て
同
じ
。）

の
低
い
金
融
商
品
の
平
均
金

利
が
、
主
要
企
業
平
均
自
己
資
本
利
益
率
に
比
し
て
高
い
年
度
を
除
く
。）

の
平
均
値
を
基
礎
と
し
た
合
理
的
な
値
と
す
る
。
 

 
 
 期

待
自
己
資
本
利
益
率
＝
リ
ス
ク
の
低
い
金
融
商
品
の
平
均
金
利
＋
β
×

（
３
）
自
己
資
本
費
用
  

  

ア
 
自
己
資
本
費
用
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。
 

自
己
資
本
費
用
＝
機
能
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
×
自
己
資
本
比
率
×
自
己
資

本
利
益
率
 

イ
 
自
己
資
本
比
率
は
、
１
か
ら
他
人
資
本
比
率
を
差
し
引
い
た
も
の
と
す
る
。
 

ウ
 
自
己
資
本
利
益
率
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
期
待
自
己
資
本
利

益
率
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。
た
だ
し
、
平
均
自
己
資
本
利
益
率
に
替
え
て
株

式
価
格
を
採
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
 

  

期
待
自
己
資
本
利
益
率
＝
リ
ス
ク
の
低
い
金
融
商
品
の
平
均
金
利
＋
β
×
（
主
要
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（
主
要
企
業
の
平
均
自
己
資
本
利
益
率
－
リ
ス

ク
の
低
い
金
融
商
品
の
平
均
金
利
）
 

ｄ
）
β
は
、
主
要
企
業
の
実
績
自
己
資
本
利
益
率
の
変
動
に
対
す
る
二
種
指
定

事
業
者
の
実
績
自
己
資
本
利
益
率
の
変
動
に
よ
り
計
測
さ
れ
た
数
値
を
基

礎
と
し
、
移
動
電
気
通
信
事
業
に
係
る
リ
ス
ク
及
び
当
該
二
種
指
定
事
業

者
の
財
務
状
況
に
係
る
リ
ス
ク
を
勘
案
し
た
合
理
的
な
値
と
す
る
。
た
だ

し
、
実
績
自
己
資
本
利
益
率
に
替
え
て
株
式
価
格
を
採
用
す
る
こ
と
を
妨

げ
な
い
。
 

企
業
の
平
均
自
己
資
本
利
益
率
－
リ
ス
ク
の
低
い
金
融

商
品
の
平
均
金
利
）
 

エ
 
β
は
、
主
要
企
業
の
実
績
自
己
資
本
利
益
率
の
変
動
に
対
す
る
二
種
指
定
事
業

者
の
実
績
自
己
資
本
利
益
率
の
変
動
に
よ
り
計
測
さ
れ
た
数
値
を
基
礎
と
し
、
移

動
電
気
通
信
事
業
に
係
る
リ
ス
ク
及
び
当
該
二
種
指
定
事
業
者
の
財
務
状
況
に
係

る
リ
ス
ク
を
勘
案
し
た
合
理
的
な
値
と
す
る
。
た
だ
し
、
実
績
自
己
資
本
利
益
率

に
替
え
て
株
式
価
格
を
採
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
 

（
ｂ
）
リ
ス
ク
の
低
い
金
融
商
品
の
平
均
金
利
 

リ
ス
ク
の
低
い
金
融
商
品
の
平
均
金
利
は
、
日
本
証
券
業
協
会
が
発
表
す

る
公
社
債
店
頭
売
買
参
考
統
計
値
表
に
よ
り
公
表
さ
れ
て
い
る
値
を
用
い

て
、
算
定
期
間
に
発
行
さ
れ
た
長
期
国
債
で
あ
っ
て
当
該
算
定
期
間
の
期
末

に
最
も
近
い
日
に
発
行
さ
れ
た
も
の
の
単
利
の
平
均
値
と
す
る
。
 

（
ｃ
）
主
要
企
業
の
平
均
自
己
資
本
利
益
率
－
リ
ス
ク
の
低
い
金
融
商
品
の
平
均
金

利
 

 
主
要
企
業
の
平
均
自
己
資
本
利
益
率
－
リ
ス
ク
の
低
い
金
融
商
品
の
平
均

金
利
は
、
イ
ボ
ッ
ト
ソ
ン
・
ア
ソ
シ
エ
イ
ツ
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社
が
発
行

す
る

Japanese Equity Risk Premia Report
の
う
ち
、
１
９
５
２
年
か

ら
算
定
期
間
末
月
ま
で
の
長
期
投
資
用
の
エ
ク
イ
テ
ィ
・
リ
ス
ク
・
プ
レ
ミ

ア
ム
と
す
る
。
 

オ
 
リ
ス
ク
の
低
い
金
融
商
品
の
平
均
金
利
及
び
（
主
要
企
業
の
平
均
自
己
資
本
利

益
率
－
リ
ス
ク
の
低
い
金
融
商
品
の
平
均
金
利
）
の
値
の
算
定
は
、
一
定
程
度
長

期
間
に
お
け
る
実
績
値
を
基
に
行
う

5。
 

 

ｄ
 
利
益
対
応
税
の
計
算
 

（
ａ
）
利
益
対
応
税
の
額
の
計
算
は
、
二
種
接
続
料
規
則
第
１
０
条
に
お
い
て
、
次

の
と
お
り
規
定
さ
れ
て
い
る
。
 

ａ
）
利
益
対
応
税
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。
 

利
益
対
応
税
＝
（
自
己
資
本
費
用
＋
（
機
能
に
係
る
レ
ー
ト
ベ
ー
ス
×

他
人
資
本
比
率
×
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
比
率
×
利

（
４
）
利
益
対
応
税
 

  ア
 
利
益
対
応
税
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
式
に
よ
り
計
算
す
る
。
 

利
益
対
応
税
＝
（
自
己
資
本
費
用
＋
（
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
の
額
×
利

子
相
当
率
））

×
利
益
対
応
税
率
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子
相
当
率
））

×
利
益
対
応
税
率
 

ｂ
）
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
比
率
は
、
有
利
子
負
債
以
外
の
負
債
の
額
が
負
 

債
の
額
に
占
め
る
比
率
の
実
績
値
を
基
礎
と
し
て
算
定
す
る
。
 

ｃ
）
利
益
対
応
税
率
は
、
法
人
税
、
事
業
税
及
び
そ
の
他
所
得
に
課
さ
れ
る
税
 

の
税
率
の
合
計
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
た
値
と
す
る
。
 

  

 イ
 
利
益
対
応
税
率
は
、
法
人
税
、
事
業
税
及
び
そ
の
他
所
得
に
課
さ
れ
る
税
の
税

率
の
合
計
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
た
値
と
す
る
。
 

エ
）
需
要
 

 
ａ
 
音
声
伝
送
交
換
機
能
 

音
声
伝
送
交
換
機
能
に
係
る
接
続
料
の
単
位
（
二
種
接
続
料
規
則
第
１
２
条
）

を
踏
ま
え
、
そ
の
需
要
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

ａ
）
音
声
伝
送
交
換
機
能
の
接
続
料
が
通
信
時
間
を
そ
の
単
位
と
す
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
需
要
は
、
ア
）
c（

ｂ
）
に
掲
げ
る
設
備
区
分
ご
と
に
、
設

備
の
使
用
の
違
い
を
考
慮
し
て
算
定
さ
れ
る
総
通
信
時
間
と
す
る
。
 

 
ｂ
 
デ
ー
タ
伝
送
交
換
機
能
 

デ
ー
タ
伝
送
交
換
機
能
に
係
る
接
続
料
の
単
位
（
二
種
接
続
料
規
則
第
１
３

条
）
を
踏
ま
え
、
そ
の
需
要
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

ａ
）
デ
ー
タ
伝
送
交
換
機
能
の
接
続
料
が
回
線
容
量
を
そ
の
単
位
と
す
る
こ

と
か
ら
、
そ
の
需
要
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
デ
ー
タ
伝
送
容
量
か
ら
合
理
的

に
算
定
さ
れ
る
総
回
線
容
量
と
す
る
。
 

５
 需

要
 

（
１
）
音
声
接
続
機
能
 

  

音
声
接
続
機
能
に
係
る
接
続
料
の
需
要
は
、
第
３
の
１
の
（
３
）
の
イ
に
掲
げ
る

設
備
区
分
ご
と
に
、
設
備
の
使
用
の
違
い
を
考
慮
し
て
総
通
信
時
間
を
算
定
す
る
。
 

 

（
２
）
Ｉ
Ｓ
Ｐ
接
続
機
能
、
レ
イ
ヤ
３
接
続
機
能
及
び
レ
イ
ヤ
２
接
続
機
能
 

  Ｉ
Ｓ
Ｐ
接
続
機
能
、
レ
イ
ヤ
３
接
続
機
能
及
び
レ
イ
ヤ
２
接
続
機
能
に
係
る
接
続

料
は
、
一
定
の
帯
域
幅
を
課
金
の
単
位
と
す
る
帯
域
幅
課
金
を
基
本
と
し
、
そ
の
需

要
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
デ
ー
タ
伝
送
容
量
か
ら
合
理
的
に
算
定
さ
れ
る
総
帯
域
幅

と
す
る
。
 

 
ｃ
 
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
転
送
機
能
 

番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
転
送
機
能
に
係
る
接
続
料
の
単
位
（
二
種
接
続
料
規

則
第
１
４
条
）
を
踏
ま
え
、
そ
の
需
要
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

ａ
）
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
転
送
機
能
の
接
続
料
が
通
信
時
間
を
そ
の
単
位

と
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
需
要
は
総
通
信
時
間
と
す
る
。
 

 

 
ｄ
 
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
送
交
換
機
能
 

シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
送
交
換
機
能
に
係
る
接
続
料
の
単
位
（
二
種
接
続

 

240



料
規
則
第
１
５
条
）
を
踏
ま
え
、
そ
の
需
要
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

ａ
）
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
送
交
換
機
能
の
接
続
料
が
通
信
回
数
を
そ
の

単
位
と
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
需
要
は
総
通
信
回
数
と
す
る
。
 

（
ウ
）
接
続
料
の
精
算
方
法
 

ア
）
精
算
に
関
す
る
遡
及
時
点
 

 
 
接
続
料
の
精
算
は
、
毎
事
業
年
度
の
会
計
を
整
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

会
計
の
整
理
の
結
果
及
び
通
信
量
等
の
実
績
値
に
基
づ
き
接
続
料
を
計
算
し
、
そ

の
結
果
に
基
づ
き
接
続
料
を
変
更
し
た
と
き
は
、
接
続
料
の
変
更
前
後
の
差
額
に

需
要
の
実
績
値
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
原
則
と
し
て
算
定
期
間
の
翌
年
度
の
期

首
ま
で
遡
及
し
て
精
算
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
二
種
接
続
料
規
則
第
１
６

条
本
文
）。

 

第
５
 
事
業
者
間
協
議
に
お
け
る
留
意
事
項
 

（
５
）
接
続
料
の
精
算
方
法
 

ア
 
接
続
料
は
、
原
則
と
し
て
第
３
に
示
す
考
え
方
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
、
算
定

作
業
の
た
め
に
相
当
程
度
の
期
間
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
適
用
年
度

開
始
ま
で
に
接
続
料
を
確
定
値
と
し
て
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
接
続

料
確
定
ま
で
の
間
の
暫
定
値
と
し
て
前
年
度
適
用
接
続
料
を
採
用
し
、
暫
定
値
に

基
づ
く
既
払
接
続
料
に
つ
き
、
確
定
値
と
の
間
の
差
分
の
精
算
を
行
う
こ
と
は
合

理
的
と
認
め
ら
れ
る
。
 

     
 
し
か
し
な
が
ら
、
相
当
の
需
要
の
増
加
等
に
よ
り
、
接
続
料
の
急
激
な
変
動
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
接
続
料
の
精
算
に
つ
い
て
は
、
算
定
期
間

の
期
首
ま
で
遡
及
し
て
精
算
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
二
種
接
続
料
規
則
第

１
６
条
た
だ
し
書
）。

 

 
 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
デ
ー
タ
伝
送
交
換
機
能
が
、
相
当
の
需
要
の
増

加
等
に
よ
り
、
当
該
機
能
に
係
る
接
続
料
の
急
激
な
変
動
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る

場
合
が
該
当
す
る
。
 

 

第
３
 接

続
料
の
算
定
方
法
に
係
る
標
準
的
な
考
え
方
及
び
算
定
根
拠
  

１
 
基
本
的
な
考
え
方
（
４
）
接
続
料
の
算
定
期
間
等
 接

続
料
の
算
定
期
間
は
、
原

則
と
し
て
１
年
と
す
る
。
接
続
料
の
算
定
は
、
原
則
と
し
て
当
該
接
続
料
の
適
用

年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
実
績
値
を
基
に
行
う
。
 

た
だ
し
、
第
２
の
３
の
③
及
び
④
に
掲
げ
る
機
能
を
利
用
し
て
提
供
し
よ
う
と

す
る
電
気
通
信
役
務
が
、
相
当
の
需
要
の
増
加
等
に
よ
り
、
当
該
機
能
に
係
る
接

続
料
の
急
激
な
変
動
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
、
適
用
年
度
の
当
年
度
に
お

け
る
実
績
値
を
基
に
行
う
。
 

 イ
）
暫
定
接
続
料
 

 
 
 
 
 
算
定
期
間
の
実
績
値
に
基
づ
く
接
続
料
の
額
が
確
定
す
る
の
は
、
お
お
む
ね
当

第
５
 
事
業
者
間
協
議
に
お
け
る
留
意
事
項
 

（
５
）
接
続
料
の
精
算
方
法
 

イ
 
し
か
し
な
が
ら
、
第
３
（
４
）
に
示
す
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
接
続
料
の
算
定
期
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該
算
定
期
間
の
翌
年
度
末
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
当
該
算
定
期
間
に
お
け

る
接
続
料
の
仮
払
い
に
は
、
当
該
算
定
期
間
の
前
々
算
定
期
間
の
実
績
値
に
基
づ

く
接
続
料
（
以
下
「
仮
払
い
接
続
料
」
と
い
う
。）

を
用
い
る
こ
と
と
な
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
例
え
ば
、
二
種
接
続
料
規
則
第
１
６
条
た
だ
し
書
が
適
用
さ
れ
る
接

続
料
の
急
激
な
変
動
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
等
に
お
い
て
は
、
当
該
算
定
期

間
の
実
績
値
に
基
づ
く
接
続
料
と
仮
払
い
接
続
料
と
の
精
算
額
が
過
大
と
な
る
お

そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
接
続
料
の
過
去
の
増
減
ト
レ
ン
ド
を
当
て
は
め
た
額

や
仮
払
い
接
続
料
に
一
定
の
割
引
率
を
乗
じ
た
額
等
を
踏
ま
え
合
理
的
に
設
定
し

た
暫
定
の
接
続
料
（
以
下
「
暫
定
接
続
料
」
と
い
う
。）

を
仮
払
い
接
続
料
と
し
て

設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
接
続
事
業
者
に
と
っ
て
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
面
で
過

大
又
は
不
公
平
な
負
担
が
課
さ
れ
な
い
よ
う
方
策
を
講
じ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

間
に
つ
い
て
適
用
年
度
の
実
績
値
を
基
に
接
続
料
の
算
定
を
行
う
場
合
は
、
暫
定
的

な
支
払
額
と
し
て
、
前
年
度
適
用
接
続
料
に
替
え
て
合
理
的
な
暫
定
値

6を
用
い
る

こ
と
に
よ
り
、
接
続
事
業
者
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
面
で
過
大
あ
る
い
は
不
公
平

な
負
担
が
課
さ
れ
な
い
よ
う
方
策
を
講
じ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

（
脚
注
６
) 

合
理
的
な
暫
定
値
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
接
続
料
の
過
去
の
増
減
ト

レ
ン
ド
を
当
て
は
め
て
得
た
額
や
接
続
料
に
一
定
の
割
引
率
を
乗
じ
た

額
等
と
す
る
考
え
方
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
、
接
続
料
の
確
定
後
は
、

二
種
指
定
事
業
者
と
接
続
事
業
者
と
の
間
に
お
い
て
、
速
や
か
に
精
算

す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
 

 

暫
定
接
続
料
の
設
定
に
関
す
る
事
業
者
間
協
議
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
金
額
の

み
を
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
設
定
に
係
る
考
え
方
や
基
礎
と
な
る
数
値
等

に
つ
い
て
、
接
続
事
業
者
に
十
分
に
説
明
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

ウ
 
暫
定
値
の
設
定
に
関
す
る
事
業
者
間
協
議
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
暫
定
値
の
み
を

提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
設
定
に
係
る
考
え
方
や
基
礎
と
な
る
数
値
等
に
つ
い

て
、
接
続
事
業
者
に
十
分
に
説
明
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

（
エ
）
標
準
的
接
続
箇
所
 

第
４
 
標
準
的
接
続
箇
所
の
設
定
等
 

標
準
的
接
続
箇
所
は
、
事
業
法
施
行
規
則
第
２
３
条
の
９
の
４
に
お
い
て
、
次
の

と
お
り
規
定
さ
れ
て
い
る
。
 

ア
）
音
声
伝
送
交
換
機
能
、
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
転
送
機
能
に
係
る
も
の
 

第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
設
備

（
主
と
し
て
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。）

に
お
け
る
、

第
二
種
指
定
中
継
系
伝
送
路
設
備
の
反
対
側
の
箇
所
 

イ
）
デ
ー
タ
伝
送
交
換
機
能
に
係
る
も
の
 

第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
第
二
種
指
定
端
末
系
交
換
設
備

（
他
事
業
者
が
設
置
す
る
電
気
通
信
設
備
を
Ｇ
Ｐ
Ｒ
Ｓ
ト
ン
ネ
リ
ン
グ
プ
ロ
ト

コ
ル
が
用
い
ら
れ
る
通
信
方
式
を
用
い
て
接
続
す
る
ル
ー
タ
で
あ
っ
て
、
デ
ー
タ

伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
り
、
専
ら
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九

標
準
的
接
続
箇
所
の
設
定
や
相
互
接
続
点
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
移
動
通
信
分
野
の

特
性
に
加
え
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
制
度
に
お
い
て
も
ア
ン
バ
ン
ド
ル
と
比
較

し
て
公
正
競
争
上
の
問
題
と
な
る
ケ
ー
ス
が
少
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
、
事
業
者
間
協

議
に
よ
る
合
意
形
成
を
尊
重
し
、
そ
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
こ
と
と
す

る
。
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条
の
六
の
四
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
五
の
無
線
設
備
の
う
ち
、
拡
散
符
号
速
度

が
一
の
搬
送
波
当
た
り
毎
秒
一
・
二
二
八
八
メ
ガ
チ
ッ
プ
の
も
の
を
使
用
し
て
、

デ
ー
タ
伝
送
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
ル
ー
タ
を
除
く
。）

 

ウ
）
シ
ョ
ー
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
伝
送
交
換
機
能
に
係
る
も
の
 

第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
局
に
設
置
さ
れ
る
第
二
種
指
定
中
継
系
交
換
設
備

（
特
定
移
動
端
末
設
備
間
に
お
い
て
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
行
わ
れ
る
文
字

の
伝
送
交
換
の
み
に
用
い
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。）

に
お
け
る
、
第
二
種
指
定
中

継
系
伝
送
路
設
備
の
反
対
側
の
箇
所
 

（
オ
）
接
続
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
の
提
供
 

二
種
指
定
事
業
者
は
、
接
続
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
接
続

約
款
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
当
該
事
項
は
、
事
業
法
施
行
規
則
第
２
３

条
の
９
の
５
第
１
項
各
号
及
び
平
成
２
８
年
総
務
省
告
示
第
○
号
（
電
気
通
信
事
業

法
施
行
規
則
第
２
３
条
の
９
の
５
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
情
報
の
開
示
に
関
す

る
事
項
を
定
め
る
件
）
に
定
め
る
次
の
①
か
ら
⑩
ま
で
の
事
項
が
該
当
す
る
。
 

①
 
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
接
続
の
請
求
等
を
行
う
場
合
の
手
続
（
情
報
の
開
示
手
続

35を
含

む
。）

等
 

②
 
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
接
続
に
必
要
な
装
置
の
設
置
若
し
く
は
保
守
又
は
建
物
等
の
利

用
を
接
続
に
関
し
て
行
う
場
合
に
お
け
る
手
続
 

③
 
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
よ
る
電
気
通
信
役
務
（
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
接
続
す
る

当
該
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
電
気
通
信
設
備
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
④

及
び
⑤
に
お
い
て
同
じ
。）

の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
二
種
指
定
事
業
者
が
設
置
す

る
そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
に
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
に
関
す
る
情

報
の
管
理
等
を
行
う
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
業
務
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。）

若
し
く

は
Ｓ
Ｉ
Ｍ
カ
ー
ド
の
提
供
又
は
特
定
移
動
端
末
設
備
と
第
二
種
指
定
電
気
通
信

設
備
と
の
接
続
に
関
す
る
試
験
を
行
う
場
合
に
お
け
る
手
続
 

④
 
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
よ
る
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
用
い
ら
れ
る
二
種
指
定
事
業
者

 

243



が
設
置
す
る
そ
の
一
端
が
特
定
移
動
端
末
設
備
に
接
続
さ
れ
る
伝
送
路
設
備
に

関
す
る
情
報
の
管
理
等
、
工
事
又
は
保
守
そ
の
他
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と

の
接
続
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合
に
、
こ
れ
に
関
し
て
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
負
担
す
べ
き

能
率
的
な
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
金
額
に

照
ら
し
公
正
妥
当
な
も
の
 

⑤
 
ふ
く
そ
う
、
事
故
等
に
よ
り
二
種
指
定
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
生

じ
た
支
障
の
影
響
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
利
用
者
に
対
す
る
説

明
そ
の
他
の
二
種
指
定
事
業
者
及
び
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
そ
の
利
用
者
に
対
し
て
負
う

べ
き
責
任
に
関
す
る
事
項
 

⑥
 
重
要
通
信
の
取
扱
方
法
 

⑦
 
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
接
続
に
関
し
て
行
う
請
求
及
び
二
種
指
定
事
業
者
が
当
該
請
求

に
対
し
て
行
う
回
答
に
お
い
て
用
い
る
べ
き
様
式
 

⑧
 
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
の
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
の
事
業
法
第
１
５
４
条
第
１
項
若
し

く
は
第
１
５
７
条
第
１
項
の
あ
っ
せ
ん
又
は
法
第
１
５
５
条
第
１
項
若
し
く
は

第
１
５
７
条
第
３
項
の
仲
裁
に
よ
る
解
決
方
法
 

⑨
 
上
記
①
か
ら
⑧
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
権
利
又
は
義
務
に

重
要
な
関
係
を
有
す
る
電
気
通
信
設
備
の
接
続
条
件
に
関
す
る
事
項
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
事
項
 

⑩
 
有
効
期
間
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
期
間
 

（
カ
）
接
続
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
（
努
力
義
務
）
 

二
種
指
定
事
業
者
は
、
接
続
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
に
つ
い
て
、
接

続
事
業
者
に
提
供
す
る
努
力
義
務
が
あ
る
（
事
業
法
３
４
条
第
７
項
）
た
め
、
例
え

ば
、
次
の
①
及
び
②
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
情
報
提
供
す
る
よ
う
努

め
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
 

①
 
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
に
将
来
追
加
さ
れ
る
新
た
な
機
能
等
に
関
す
る

情
報
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②
 
業
務
シ
ス
テ
ム
等
、
接
続
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
に
関
す
る
機
能

追
加
等
の
情
報
 

 
(４

) Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
事
業
計
画
等
に
係
る
聴
取
範
囲
の
明
確
化
 

３
）
市
場
支
配
的
な
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
係
る
規
律
 

２
）
市
場
支
配
的
な
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
係
る
規
律
 

事
業
法
第
３
０
条
に
規
定
す
る
禁
止
行
為
等
に
係
る
規
律
が
適
用
さ
れ
る
市
場
支

配
的
な
Ｍ
Ｎ
Ｏ
（
事
業
法
第
３
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
総
務
大
臣
の
指
定
を
受
け

た
も
の
を
い
う
。
以
下
３
）
に
お
い
て
同
じ
。）

は
、
次
の
①
又
は
②
の
行
為
を
行
っ

た
と
き
は
、
行
為
の
停
止
又
は
変
更
命
令
の
対
象
と
な
る
ほ
か
、
公
共
の
利
益
を
阻
害

す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
事
業
法
第
９
条
の
電
気
通
信
事
業
の
登
録
及
び
事
業
法

第
１
１
７
条
第
１
項
の
認
定
の
取
消
対
象
と
な
る
（
事
業
法
第
３
０
条
第
５
項
、
第
１

４
条
第
１
項
及
び
第
１
２
６
条
第
１
項
第
３
号
）。

 

①
 
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
当
該
Ｍ
Ｖ

Ｎ
Ｏ
及
び
そ
の
利
用
者
に
関
す
る
情
報
を
当
該
接
続
の
業
務
の
用
に
供
す
る
目
的

以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
こ
と
（
事
業
法
第
３
０
条
第
３
項

第
１
号
）。

 

②
 
市
場
支
配
的
な
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
電
気
通
信
業
務
に

つ
い
て
、
当
該
市
場
支
配
的
な
Ｍ
Ｎ
Ｏ
の
特
定
関
係
法
人
で
あ
る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
で
あ
っ

て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
対
し
、
不
当
に
優
先
的
な
取
扱
い
を
し
、
又
は
利

益
を
与
え
る
こ
と
（
事
業
法
第
３
０
条
第
３
項
第
２
号
）
。
 

事
業
法
第
３
０
条
に
規
定
す
る
禁
止
行
為
等
に
係
る
規
律
が
適
用
さ
れ
る
市
場

支
配
的
な
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
次
の
行
為
を
行
っ
た
と
き
は
、
行
為
の
停
止
又
は
変
更
命
令

の
対
象
と
な
る
ほ
か
、
公
共
の
利
益
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
事
業
法

第
９
条
の
電
気
通
信
事
業
の
登
録
及
び
事
業
法
第
１
１
７
条
第
１
項
の
認
定
の
取

消
対
象
と
な
る
（
事
業
法
第
３
０
条
第
４
項
、
第
１
４
条
第
１
項
及
び
第
１
２
６
条

第
１
項
第
３
号
）。

 

 ・
 Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
当
該
Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｏ
及
び
そ
の
利
用
者
に
関
す
る
情
報
を
当
該
接
続
の
業
務
の
用
に
供
す

る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
こ
と
（
事
業
法
第

３
０
条
第
３
項
第
１
号
）。

 

・
 そ

の
電
気
通
信
業
務
に
つ
い
て
、
特
定
の
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
、
不
当
に
優
先

的
な
取
扱
い
を
し
、
若
し
く
は
利
益
を
与
え
、
又
は
不
当
に
不
利
な
取
扱
い

を
し
、
若
し
く
は
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
（
事
業
法
第
３
０
条
第
３
項
第
２

号
）
。
  

・
 Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
つ
い
て
、
不
当
に
規
律
を
し
、
又
は
干
渉

を
す
る
こ
と
（
事
業
法
第
３
０
条
第
３
項
第
３
号
）。

 

４
）
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
の
協
議
に
関
す
る
事
項
 

 

ア
 
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
お
け
る
コ
ン
タ
ク
ト
ポ
イ
ン
ト
の
明
確
化
 

(３
) Ｍ

Ｎ
Ｏ
に
お
け
る
コ
ン
タ
ク
ト
ポ
イ
ン
ト
の
明
確
化
 

電
気
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
を
確
保
す
る
等
の
観
点
か
ら
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
お
い

て
、
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
又
は
接
続
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
一
元
的
な
窓
口
（
コ

ン
タ
ク
ト
ポ
イ
ン
ト
）
を
設
け
、
こ
れ
を
対
外
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
と
も
に
、

電
気
通
信
役
務
の
円
滑
な
提
供
を
確
保
す
る
等
の
観
点
か
ら
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
お
い
て
、
卸

電
気
通
信
役
務
の
提
供
又
は
接
続
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
一
元
的
な
窓
口
（
コ
ン
タ
ク
ト
ポ

イ
ン
ト
）
を
設
け
、
こ
れ
を
対
外
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
と
も
に
、
一
般
的
な
事
務
処
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一
般
的
な
事
務
処
理
手
続
（
申
請
手
続
・
書
式
・
標
準
処
理
期
間
）
を
公
表
す
る

等
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
の
協
議
を
適
正
か
つ
円
滑
に
行
う
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い

36。
 

ま
た
、
当
該
窓
口
や
事
務
処
理
手
続
等
に
つ
い
て
変
更
が
あ
る
場
合
は
、
速
や

か
に
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
通
知
す
る
な
ど
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
大
き
な

影
響
を
与
え
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

理
手
続
（
申
請
手
続
・
書
式
・
標
準
処
理
期
間
）
を
公
表
す
る
等
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
の
協
議

を
適
正
か
つ
円
滑
に
行
う
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

21。
 

イ
 
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
事
業
計
画
等
に
係
る
聴
取
範
囲
の
明
確
化
 

(４
) Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
事
業
計
画
等
に
係
る
聴
取
範
囲
の
明
確
化
 

 
１
）
基
本
的
考
え
方

 

（
略
）
 

 
（
略
）

 

ウ
 
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ふ
く
そ
う
対
策
 

(５
) ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
輻
輳
対
策
 

（
前
略
）
 

こ
の
た
め
、
疎
通
制
御
機
能
の
開
発
等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ふ
く
そ
う
対
策
に
つ

い
て
、
電
気
通
信
の
健
全
な
発
達
等
を
図
る
観
点
か
ら
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と

の
間
で
十
分
な
協
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 

な
お
、
当
該
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ふ
く
そ
う
対
策
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
及
び

Ｍ
Ｎ
Ｏ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
円
滑
な
運
用
及
び
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
Ｍ
Ｎ

Ｏ
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
て
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 

（
後
略
）
 

（
前
略
）
 

こ
の
た
め
、
疎
通
制
御
機
能
の
開
発
等
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
輻
輳
対
策
に
つ
い
て
、

電
気
通
信
の
健
全
な
発
達
等
を
図
る
観
点
か
ら
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
で

十
分
な
協
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 

な
お
、
当
該
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
輻
輳
対
策
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
及
び
Ｍ
Ｎ

Ｏ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
円
滑
な
運
用
及
び
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
て
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 

（
後
略
）

 

エ
 
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
よ
る
端
末
の
調
達
 

(９
) Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
よ
る
端
末
の
調
達
 

（
前
略
）
 

（
前
略
）
 

な
お
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
端
末
設
備
を
Ｍ
Ｎ
Ｏ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
端
末
設
備
と
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
関
す

る
試
験
（
以
下
「
事
前
確
認
試
験
」
と
い
う
。）

等
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る

が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
の
協
議
に
よ
る
べ
き
事

項
で
あ
る
。
当
該
事
項
の
う
ち
、
端
末
設
備
の
事
前
確
認
試
験
等
に
係
る
費
用
は
、

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
利
用
者
料
金
に
影
響
を
与
え
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
た
め
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ

な
お
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
端
末
設
備
を
Ｍ
Ｎ
Ｏ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
事
前
確
認
試
験
等
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
Ｍ
Ｖ

Ｎ
Ｏ
と
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
の
協
議
に
よ
る
べ
き
事
項
で
あ
る
。
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は
、
当
該
費
用
の
請
求
に
つ
い
て
、
①
Ｍ
Ｎ
Ｏ
及
び
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
間
で
事
前
確
認
試

験
等
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
そ
の
算
定
根
拠
、
②
Ｍ
Ｎ
Ｏ
及

び
端
末
ベ
ン
ダ
間
で
事
前
確
認
試
験
等
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
端
末
ベ
ン
ダ
の

了
解
が
あ
る
と
き
に
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
そ
の
費
用
及
び
算
定
根
拠
を
可
能
な

範
囲
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

ま
た
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
端
末
の
調
達
・
開
発
、
動
作
改
善
等
の
た
め
端
末
ベ
ン
ダ

と
協
議
を
行
う
際
に
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
係
る
情
報
が
必
要
と
な
る
場

合
な
ど
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
み
で
は
端
末
ベ
ン
ダ
と
の
協
議
が
成
立
し
な
い
場
合
に

は
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
端
末
ベ
ン
ダ
と
の
協
議
に
可
能
な
範
囲
で
協
力
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

（
後
略
）
 

         

（
後
略
）
 

オ
 
電
気
通
信
番
号
(電

話
番
号
)管

理
 

(１
０
) 電

気
通
信
番
号
(電

話
番
号
)管

理
 

（
ア
）
電
話
番
号
の
利
用
 

１
）
電
話
番
号
の
利
用
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
イ
）
携
帯
電
話
の
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
 

２
）
携
帯
電
話
の
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
 

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
Ｍ
Ｎ
Ｏ
か
ら
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
サ
ー
ビ
ス

41
を

提
供
す
る
場
合
、
携
帯
電
話
の
電
話
番
号
の
指
定
を
受
け
た
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ

Ｏ
の
利
用
者
に
係
る
電
話
番
号
に
つ
い
て
、
次
の
①
か
ら
③
ま
で
に
掲
げ
る
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
２
０
条
）。

 

①
 
当
該
Ｍ
Ｎ
Ｏ
か
ら
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
（
以
下
「
卸
先
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
」
と
い
う
。）

の
利
用
者
が
、
そ
の
電

話
番
号
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
電

気
通
信
事
業
者
を
卸
先
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
か
ら
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
変
更
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
２
０
条
第
１
号
）。

 

②
 
他
の
電
気
通
信
事
業
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
が
、
そ
の
電
話
番
号
を
変

更
す
る
こ
と
な
く
、
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
Ｍ
Ｎ
Ｏ
か
ら
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
サ
ー
ビ
ス

24
を
提

供
す
る
場
合
、
携
帯
電
話
の
電
話
番
号
の
指
定
を
受
け
た
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の

利
用
者
に
係
る
電
話
番
号
に
つ
い
て
、
以
下
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
２
０
条
）。

 

・
 当

該
Ｍ
Ｎ
Ｏ
か
ら
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
受
け
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｏ
（
以
下
「
卸
先
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
」
と
い
う
。）

の
利
用
者
が
、
そ
の
電
話
番
号

を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事

業
者
を
卸
先
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
か
ら
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
変
更
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
の
措
置
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
２
０
条
第
１
号
）。

 

・
 他

の
電
気
通
信
事
業
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
が
、
そ
の
電
話
番
号
を
変
更
す

る
こ
と
な
く
、
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
を
卸
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者
を
卸
先
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
変
更
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
（
電
気
通
信

番
号
規
則
第
２
０
条
第
２
号
）。

 

③
 
当
該
Ｍ
Ｎ
Ｏ
又
は
卸
先
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
利
用
者
が
、
そ
の
電
話
番
号
を
変
更

す
る
こ
と
な
く
、
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者

を
当
該
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
卸
先
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
及
び
卸
先
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
間
で
変
更
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
２
０
条
第
３
号
）。

 

（
中
略
）
 

ま
た
、
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
係
る
利
用
者
利
便
の
観
点
か
ら
、
利
用
者

に
と
っ
て
簡
便
で
利
用
し
や
す
い
手
続
と
な
る
よ
う
、
両
者
の
間
で
調
整
及
び

そ
れ
ぞ
れ
で
検
討
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

先
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
変
更
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
措
置
（
電
気
通
信
番
号
規
則

第
２
０
条
第
２
号
）。

 

・
 当

該
Ｍ
Ｎ
Ｏ
又
は
卸
先
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
利
用
者
が
、
そ
の
電
話
番
号
を
変
更
す
る

こ
と
な
く
、
携
帯
電
話
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
電
気
通
信
事
業
者
を
当
該

Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
卸
先
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
及
び
卸
先
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
間
で
変
更
で
き
る
よ
う

に
す
る
た
め
の
措
置
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
２
０
条
第
３
号
）。

 

（
中
略
）
 

ま
た
、
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
係
る
利
用
者
利
便
の
観
点
か
ら
、
利
用
者
に
と

っ
て
簡
便
で
利
用
し
や
す
い
手
続
と
な
る
よ
う
、
両
者
の
間
で
調
整
及
び
そ
れ
ぞ
れ

で
検
討
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

特
に
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
へ
の
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
用
い
た
回
線
開
通
時
に
、
元

の
回
線
と
新
し
い
回
線
が
ど
ち
ら
も
利
用
で
き
な
い
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
利

用
者
利
便
が
阻
害
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
こ
の
よ
う
な
期
間

が
生
じ
な
い
よ
う
に
、
例
え
ば
、
利
用
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
即
時
に

回
線
開
通
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
仕
組
み
な
ど
、
必
要
な
機
能
を
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
へ
提

供
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
店
頭
で
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
へ
の
番
号
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ

ィ
を
用
い
た
回
線
開
通
を
行
う
場
合
に
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
Ｓ
Ｉ
Ｍ
を
書

き
換
え
る
装
置
を
設
置
し
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
、
例
え
ば
、
利
用
者
の
端
末
を

用
い
て
遠
隔
で
Ｓ
Ｉ
Ｍ
を
書
き
換
え
る
仕
組
み
な
ど
、
必
要
な
機
能
を
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ

へ
提
供
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 

 

５
）
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
の
協
議
が
円
滑
に
行
わ
れ
な
い
場
合
 

 

ア
 
法
制
上
の
解
釈
に
関
す
る
相
談
 

(６
) 法

制
上
の
解
釈
に
関
す
る
相
談
 

（
前
略
）
 

こ
の
点
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
及
び
Ｍ
Ｎ
Ｏ
間
で
協
議
を
行
う
に
当
た
り
、
そ
の
過
程

で
知
り
得
た
事
項
に
つ
い
て
守
秘
義
務
を
課
す
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締

結
は
、
基
本
的
に
は
当
事
者
間
の
合
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
有
効
性

（
前
略
）
 

こ
の
点
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
及
び
Ｍ
Ｎ
Ｏ
間
で
協
議
を
行
う
に
当
た
り
、
そ
の
過
程
で
知
り

得
た
事
項
に
つ
い
て
守
秘
義
務
を
課
す
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
の
締
結
は
、
基
本
的

に
は
当
事
者
間
の
合
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
有
効
性
は
一
般
の
民
事
規
律
に

248



は
一
般
の
民
事
規
律
に
委
ね
ら
れ
る
が
、
一
方
当
事
者
が
、
守
秘
義
務
契
約
の

内
容
と
し
て
行
政
に
対
す
る
相
談
や
問
合
せ
を
行
わ
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、

こ
れ
を
拒
否
し
た
相
手
方
と
の
協
議
を
行
わ
ず
、
又
は
遅
延
さ
せ
る
行
為
は
、

一
般
に
正
当
性
を
有
す
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
協
議
開
始
（
再
開
）
命
令

の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ
る
（
事
業
法
第
３
５
条
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び
に

第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
８
条
）。

 

委
ね
ら
れ
る
が
、
一
方
当
事
者
が
、
守
秘
義
務
契
約
の
内
容
と
し
て
行
政
に
対
す
る
相

談
や
問
い
合
わ
せ
を
行
わ
な
い
旨
の
条
件
を
付
し
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
相
手
方
と
の
協

議
を
行
わ
ず
、
又
は
遅
延
さ
せ
る
行
為
は
、
一
般
に
正
当
性
を
有
す
る
も
の
と
は
認
め

ら
れ
ず
、
協
議
開
始
（
再
開
）
命
令
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ
る
（
事
業
法
第
３
５
条

第
１
項
及
び
第
２
項
並
び
に
第
３
９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
３
８
条
）。

 

イ
 
意
見
申
出
制
度
 

(７
) 意

見
申
出
制
度
 

（
略
）
 

（
略
）
 

ウ
 
協
議
が
調
わ
な
か
っ
た
場
合
の
手
続
 

(８
) 協

議
が
調
わ
な
か
っ
た
場
合
の
手
続
 

（
ア
）
総
務
大
臣
に
よ
る
協
議
命
令
・
裁
定
 

１
）
総
務
大
臣
に
よ
る
協
議
命
令
・
裁
定
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
イ
）
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
・
仲
裁
 

２
）
電
気
通
信
紛
争
処
理
委
員
会
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
・
仲
裁
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
３
）
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
利
用
者
と
の
間
の
関
係
 

 

１
)Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
利
用
者
と
の
間
の
契
約
関
係

46 
(１

１
) Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
利
用
者
と
の
間
の
契
約
関
係

31 

（
略
）
 

（
略
）
 

２
)提

供
条
件
の
説
明
及
び
苦
情
等
の
処
理
 

(１
２
) 提

供
条
件
の
説
明
及
び
苦
情
等
の
処
理
 

（
略
）
 

（
略
）
 

（
４
）
そ
の
他
 

(１
３
) そ

の
他
 

（
略
）
 

（
略
）
 

１
）
業
務
協
定
の
認
可
の
申
請
 

①
 
業
務
協
定
の
認
可
の
申
請
 

（
略
）
 

（
略
）
 

２
）
通
信
量
等
の
報
告
 

②
 
通
信
量
等
の
報
告
 

 
上
記
１
）
の
業
務
協
定
の
認
可
が
必
要
と
な
る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
及
び
国
際
間
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
ベ
ー
ス
に
構
築
し
て
国
際
電
話
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
す
る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
並
び
に
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
接
続
し
て
音
声
の
移
動
通
信
サ
ー
ビ
ス

 
上
記
①
の
業
務
協
定
の
認
可
が
必
要
と
な
る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
及
び
国
際
間
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
ベ
ー
ス
に
構
築
し
て
国
際
電
話
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
並
び
に
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
接
続
し
て
音
声
の
移
動
通
信
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
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を
提
供
す
る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
（
自
ら
料
金
を
定
め
る
場
合
に
限
る
。）

は
、
毎
四
半
期
ご

と
に
当
該
国
際
電
話
サ
ー
ビ
ス
の
通
信
量
等
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
報
告
規
則
第
２
条
第
３
項
及
び
第
５
条
）。

 

す
る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
（
自
ら
料
金
を
定
め
る
場
合
に
限
る
。）

は
、
毎
四
半
期
ご
と
に
当
該

国
際
電
話
サ
ー
ビ
ス
の
通
信
量
等
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
報

告
規
則
第
２
条
第
３
項
及
び
第
５
条
）。

 

３
）
事
業
開
始
の
届
出
内
容
の
変
更
の
届
出
等
 

③
 
事
業
開
始
の
届
出
内
容
の
変
更
の
届
出
等
 

（
略
）
 

（
略
）
 

４
）
契
約
数
等
の
報
告
 

④
 
契
約
数
等
の
報
告
 

（
前
略
）
 

具
体
的
に
は
、
次
の
と
お
り
。
 

・
事
業
者
名
（
卸
電
気
通
信
役
務
の
契
約
又
は
接
続
の
協
定
を
締
結
し
て
い
る
事

業
者
名

51）（
③
）
 

・
契
約
数
（
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
全
て
の
契
約
数

52）（
④
）
 

（
後
略
）
 

（
前
略
）
 

具
体
的
に
は
、
次
の
と
お
り
。
 

・
事
業
者
名
（
卸
電
気
通
信
役
務
の
契
約
又
は
接
続
の
協
定
を
締
結
し
て
い
る
事

業
者
名

36）（
③
）
 

・
契
約
数
（
仮
想
移
動
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
す
べ
て
の
契
約
数

37）（
④
）
 

（
後
略
）
 

３
 
電
波
法
に
係
る
事
項
 

３
 
電
波
法
に
係
る
事
項
 

(１
)事

業
開
始
の
際
に
必
要
な
手
続
 

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
は
、
そ
の
事
業
に
用
い
る
無
線
局
（
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
及
び
陸

上
移
動
局
）
を
自
ら
開
設
し
な
い
（
１
（
２
）
の
定
義
）
こ
と
か
ら
、
無
線
局
免
許
の

申
請
等
の
手
続
を
採
る
必
要
は
な
い
。
 

 無
線
局
の
運
用
の
特
例
制
度
を
活
用
し
て
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ

と
み
な
さ
れ
る
者
（
以
下
「
み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
」
と
い
う
（
脚
注
１
参
照
）。）

が
無
線

局
の
運
用
を
行
う
場
合
に
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、

当
該
無
線
局
の
適
正
な
運
用
の
方
法
等
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
電
波
法
施
行

規
則
第
４
１
条
の
２
の
４
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
４
１
条
の
２
）。

ま

た
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
遅
滞
な
く
、
み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
氏
名
又
は
名
称
、
み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ

Ｏ
に
よ
る
運
用
の
期
間
等
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
電
波
法
第
７

０
条
の
８
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
７
０
条
の
７
第
２
項
）。

 

(１
)事

業
開
始
の
際
に
必
要
な
手
続
 

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
は
、
そ
の
事
業
に
用
い
る
無
線
局
（
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
及
び
陸

上
移
動
局
（
以
下
「
端
末
」
と
い
う
。）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

を
自
ら
開
設
し
な
い

（
１
（
２
）
の
定
義
）
こ
と
か
ら
、
無
線
局
免
許
の
申
請
等
の
手
続
を
採
る
必
要
は
な

い
。
 

無
線
局
の
運
用
の
特
例
制
度
を
活
用
し
て
、
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ

と
み
な
さ
れ
る
者
（
以
下
「
み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
」
と
い
う
（
脚
注
１
参
照
）。）

が
無
線

局
の
運
用
を
行
う
場
合
に
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
め
、

当
該
無
線
局
の
適
正
な
運
用
の
方
法
等
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
電
波
法
施
行

規
則
第
４
１
条
の
２
の
３
第
１
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
４
１
条
の
２
）。

ま

た
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
遅
滞
な
く
、
み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
氏
名
又
は
名
称
、
み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ

Ｏ
に
よ
る
運
用
の
期
間
等
を
総
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
電
波
法
第
７

０
条
の
８
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
７
０
条
の
７
第
２
項
）。
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(２
)Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
Ｍ
Ｎ
Ｏ
の
関
係
 

Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
無
線
局
を
自
ら
運
用
す
る
場
合
に
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
そ
の
運
用
に
係
る
責

任
を
有
す
る

53。
当
該
運
用
の
責
任
を
担
保
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
無
線
局
の
開
設
・

運
用
は
認
め
ら
れ
な
い
。
 

Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
無
線
局
の
運
用
を
行
う
場
合
に
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
利
用
者
が
利
用
す
る
無

線
設
備
を
用
い
る
無
線
局
（
以
下
「
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
利
用
者
が
用
い
る
携
帯
電
話
端
末
等
」

と
い
う
。）

が
何
ら
か
の
不
具
合
に
よ
り
他
の
無
線
シ
ス
テ
ム
に
有
害
な
混
信
を
与
え

た
場
合
、
そ
の
混
信
の
除
去
を
行
う
責
務
は
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
課
せ
ら
れ
る
。
こ
の
混
信
の
除

去
に
つ
い
て
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
は
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
、
両
当
事
者
間
で
締
結
さ
れ
た
契
約
の
範

囲
内
で
協
力
す
る
必
要
が
あ
る

54。
 

み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
無
線
局
の
運
用
を
行
う
場
合
に
は
、
み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
そ
の

運
用
責
任
を
有
し
、
当
該
無
線
局
に
つ
い
て
不
適
正
な
運
用
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、

運
用
停
止
命
令
等
は
、
み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
電
波
法

第
７
０
条
の
８
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
７
６
条
第
１
項
）。

 

ま
た
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
、
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
（
電
波
法
第
７
０
条
の
８
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
７
０
条

の
７
第
３
項
）、

Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
て
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行

っ
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
有
す
る
無
線
局
免
許
等
が
取
り
消
さ
れ
る
こ

と
も
あ
り
得
る
（
電
波
法
第
７
６
条
第
５
項
第
４
号
）。

 

      こ
の
他
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
て
、
実
際
に
運
用
さ
れ
て
い
る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ

(２
)Ｍ

Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
Ｍ
Ｎ
Ｏ
の
関
係
 

Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
基
地
局
、
陸
上
移
動
中
継
局
及
び
端
末
を
自
ら
運
用
す
る
場
合
に
は
、
Ｍ

Ｎ
Ｏ
は
、
そ
の
運
用
に
係
る
責
任
を
有
す
る

38。
当
該
運
用
の
責
任
を
担
保
す
る
こ
と

が
不
可
能
な
無
線
局
の
開
設
・
運
用
は
認
め
ら
れ
な
い
。
 

Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
無
線
局
の
運
用
を
行
う
場
合
に
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
利
用
者
が
用
い
る
端
末

が
何
ら
か
の
不
具
合
に
よ
り
他
の
無
線
シ
ス
テ
ム
に
有
害
な
混
信
を
与
え
た
場
合
、
そ

の
混
信
の
除
去
を
行
う
責
務
は
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
課
せ
ら
れ
る
。
こ
の
混
信
の
除
去
に
つ
い

て
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
は
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
、
両
当
事
者
間
で
締
結
さ
れ
た
契
約
の
範
囲
内
で
協

力
す
る
必
要
が
あ
る

39。
 

 み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
無
線
局
の
運
用
を
行
う
場
合
に
は
、
み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
そ
の

運
用
責
任
を
有
す
る
。
 

  Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
、
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
電
波
法
第
７
０
条
の
８
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
７
０
条
の
７

第
３
項
）。

 

  こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
無
線
局
に
つ
い
て
不
適
正
な
運
用
が
行
わ
れ
た
場
合
、

そ
の
運
用
に
関
す
る
直
接
的
な
責
任
は
、
実
際
に
そ
の
運
用
を
行
っ
た
み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ

Ｏ
が
負
う
こ
と
と
な
り
、
運
用
停
止
命
令
等
は
、
み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
て
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
み
な
し
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
て
必
要
か
つ
適
切
な
監

督
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
監
督
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
り
、
そ

の
結
果
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
有
す
る
無
線
局
免
許
等
が
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
 

こ
の
他
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
対
し
て
実
際
に
運
用
す
る
端
末
台
数
に
つ
い
て

251



の
利
用
者
が
用
い
る
携
帯
電
話
端
末
等
の
数
に
つ
い
て
の
情
報
も
提
供
す
る
必
要
が

あ
る
。
 

の
情
報
も
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

４
 
ロ
ー
ミ
ン
グ
に
係
る
事
項
（
電
気
通
信
事
業
法
及
び
電
波
法
関
連
）
 

４
 
ロ
ー
ミ
ン
グ
に
係
る
事
項
（
電
気
通
信
事
業
法
及
び
電
波
法
関
連
）
 

 
(１

) 
（
略
）
 

 
(１

) 
（
略
）
 

(２
)国

際
ロ
ー
ミ
ン
グ
 

(２
) 国

際
ロ
ー
ミ
ン
グ
 

（
前
略
）
 

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
外
国
で
利
用
す
る
携
帯
電
話
端
末
等
を
国
内
に
持
ち
込
ん
で
利
用
す

る
者
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
、
当
該
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
で
卸
電
気
通
信
役
務
又

は
接
続
に
関
す
る
協
定
を
締
結
す
る
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
国
内
で
当
該
携
帯
電
話
端
末
等
を
用

い
る
無
線
局
（
以
下
「
外
国
の
携
帯
電
話
端
末
等
」
と
い
う
。）

を
運
用
す
る
た
め
の

許
可
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
当
該
許
可
の
条
件
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
電
波

法
第
１
０
３
条
の
５
第
１
項
及
び
第
２
項
）。

 

①
 
外
国
の
携
帯
電
話
端
末
等
が
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
と
通
信

を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

②
 
外
国
の
携
帯
電
話
端
末
等
が
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
か
ら
の

電
波
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
初
め
て
電
波
を
発
射
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

③
 
外
国
で
利
用
す
る
携
帯
電
話
端
末
等
の
技
術
基
準
が
国
内
の
技
術
基
準
に
適
合

し
て
い
る
こ
と
（
当
該
端
末
が
海
外
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
当

該
端
末
が
我
が
国
の
技
術
基
準
に
相
当
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

場
合
を
含
む
。）

が
証
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

 

な
お
、
国
内
の
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
か
ら
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
者
が
そ
の
利
用
す
る
携

帯
電
話
端
末
等
を
国
外
に
持
ち
出
す
場
合
、
こ
れ
に
適
用
さ
れ
る
国
内
規
制
は
存
在
し

な
い
が
、
ロ
ー
ミ
ン
グ
先
の
国
に
お
け
る
持
ち
込
み
端
末
に
対
す
る
規
制
の
対
象
に
な

る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

（
前
略
）
 

Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
外
国
の
端
末
で
あ
る
無
線
局
を
国
内
に
持
ち
込
ま
せ
て
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
場
合
、
当
該
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
で
卸
電
気
通
信
役
務
又
は
接
続
に
関
す
る
協

定
を
締
結
す
る
Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
国
内
で
当
該
端
末
を
運
用
す
る
た
め
の
許
可
を
得
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
当
該
許
可
の
条
件
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
（
電
波
法
第
１
０
３
条
の

５
）。

 

 

①
 
当
該
端
末
が
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
と
通
信
を
行
う
も
の
で

あ
る
こ
と
。
 

②
 
当
該
端
末
が
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
の
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
か
ら
の
電
波
を
受
け
る

こ
と
に
よ
り
初
め
て
電
波
を
発
射
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

③
 
当
該
端
末
の
技
術
基
準
が
国
内
の
技
術
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ

れ
て
い
る
こ
と
。
 

   

な
お
、
国
内
の
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
そ
の
端
末
を
国
外
に
持
ち
出
さ
せ
る
場
合
、
こ
れ
に
適

用
さ
れ
る
国
内
規
制
は
存
在
し
な
い
が
、
ロ
ー
ミ
ン
グ
先
の
国
に
お
け
る
持
ち
込
み
端

末
に
対
す
る
規
制
の
対
象
に
な
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

５
 
開
設
計
画
に
お
い
て
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
よ
る
無
線
設
備
の
利
用
を
促
進
す
る
計
画
を
有
す
る

５
 
開
設
計
画
に
お
い
て
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
よ
る
無
線
設
備
の
利
用
を
促
進
す
る
計
画
を
有
す
る

252



Ｍ
Ｎ
Ｏ
 

Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
つ
い
て
 

(１
)電

波
法
第
２
７
条
の
１
３
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
開

設
計
画
の
遂
行
 

(１
)電

波
法
第
２
７
条
の
１
３
の
規
定
に
基
づ
き
総
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
開
設
計
画

の
遂
行
に
つ
い
て
 

 
 
 
（
前
略
）
 

Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
無
線
設
備
の
利
用
を
促
進
す
る
計
画
を

履
行
し
て
い
な
い
場
合

57、
こ
れ
は
当
該
Ｍ
Ｎ
Ｏ
の
基
地
局
な
ど
の
無
線
局
の
免
許
及

び
再
免
許
の
拒
否
事
由
と
な
り
得
る
（
無
線
局
（
放
送
局
を
除
く
。）

の
開
設
の
根
本

的
基
準
（
昭
和
２
５
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
１
２
号
）
第
３
条
第
７
項
）

58 

 
 
 
（
前
略
）
 

Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
、
他
の
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
無
線
設
備
の
利
用
を
促
進
す
る
計
画
を

履
行
し
て
い
な
い
場
合

42、
こ
れ
は
当
該
Ｍ
Ｎ
Ｏ
の
基
地
局
な
ど
の
無
線
局
の
免
許
及

び
再
免
許
の
拒
否
事
由
と
な
り
得
る
（
無
線
局
（
放
送
局
を
除
く
。）

の
開
設
の
根
本

的
基
準
（
昭
和
２
５
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
１
２
号
）
第
３
条
）。

43 

(２
)電

気
通
信
事
業
法
第
９
条
の
電
気
通
信
事
業
の
登
録
等
に
付
さ
れ
た
条
件
の
履
行
 

(２
)電

気
通
信
事
業
法
第
９
条
の
電
気
通
信
事
業
の
登
録
等
に
付
さ
れ
た
条
件
の
履
行
 

Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
事
業
法
第
９
条
の
電
気
通
信
事
業
の
登
録
、
同
法
第
１
２
条
の
２
の
登

録
の
更
新
又
は
同
法
第
１
３
条
に
基
づ
く
変
更
登
録
の
際
に
付
さ
れ
た
条
件
（
事
業
法

第
１
６
３
条
）
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

59。
 

Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
、
当
該
条
件
を
履
行
し
な
い
場
合
、
事
案
に
応
じ
、
総
務
大
臣
に
よ
る
業

務
改
善
命
令
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ
る
（
事
業
法
第
２
９
条
第
１
項
）。

 

ま
た
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
上
記
の
条
件
を
履
行
せ
ず
、
公
共
の
利
益
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
事
業
法
第
９
条
の
電
気
通
信
事
業
の
登
録
の
取
消
事
由
と
な
り
得
る

（
事
業
法
第
１
４
条
第
１
号
）。

 

 
 
な
お
、
当
該
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
事
業
法
第
９
条
の
電
気
通
信
事
業
の
登
録
の
取
消
し
を
受
け

た
場
合
に
は
、
電
気
通
信
業
務
に
用
い
る
特
定
基
地
局
の
開
設
計
画
の
認
定
も
取
り
消

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
（
電
波
法
第
２
７
条
の
１
５
第
１
項
）。

 

Ｍ
Ｎ
Ｏ
は
、
事
業
法
第
９
条
の
電
気
通
信
事
業
の
登
録
又
は
同
法
第
１
３
条
に
基
づ

く
変
更
登
録
の
際
に
付
さ
れ
た
条
件
（
事
業
法
第
１
６
３
条
）
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

44 

Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
、
当
該
条
件
を
履
行
し
な
い
場
合
、
事
案
に
応
じ
、
総
務
大
臣
に
よ
る
業

務
改
善
命
令
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ
る
（
事
業
法
第
２
９
条
第
１
項
）。

 

ま
た
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
上
記
の
条
件
を
履
行
せ
ず
、
公
共
の
利
益
を
阻
害
す
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
事
業
法
第
９
条
の
電
気
通
信
事
業
の
登
録
の
取
消
事
由
と
な
り
得
る

（
事
業
法
第
１
４
条
第
１
号
）。

 

６
 
見
直
し
 

６
 
見
直
し
 

 
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
現
時
点
で
想
定
さ
れ
る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
前
提

と
し
て
策
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
登
場
な
ど
を
踏
ま
え
た
も

の
と
す
る
観
点
や
、
毎
年
度
の
接
続
料
の
検
証
等
を
踏
ま
え
た
算
定
方
法
等
に
係
る
考
え

 
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
現
時
点
で
想
定
さ
れ
る
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
前
提

と
し
て
策
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
登
場
な
ど
を
踏
ま
え
、
必

要
に
応
じ
て
、
そ
の
内
容
を
見
直
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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方
の
一
層
の
明
確
化
を
図
る
観
点
か
ら
、
今
後
、
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
内
容
を
見
直
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
。
 

＜
参
考
＞
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
制
度
の
運
用
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
 

第
６
 
そ
の
他
 

 
総
務
省
は
、
接
続
料
の
算
定
方
法
等
に
係
る
考
え
方
の
一
層
の
明
確
化
を
図
っ
て
い
く

観
点
か
ら
、
今
後
、
必
要
に
応
じ
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と

す
る
。
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○
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
に
係
る
電
気
通
信
事
業
法
及
び
電
波
法
の
適
用
関
係
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
注
釈
 
新
旧
対
照
表
 

 

改
正
案
 

現
行
 

1～
4 

（
略
）
 

1～
4 

（
略
）
 

5
 
携
帯
電
話
又
は
Ｂ
Ｗ
Ａ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
（
Ｗ
ｉ
Ｍ
Ａ
Ｘ
２
＋
及
び
Ａ
Ｘ
Ｇ
Ｐ
に
限

る
。）（

通
信
モ
ジ
ュ
ー
ル
向
け
に
提
供
す
る
も
の
を
除
く
。）。

以
下
１
）
に
お
い
て
同
じ
。
 

 

6 
特
定
関
係
法
人
と
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
子
会
社
等
、
親
会
社
等
、
兄
弟
会
社
等

及
び
政
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
が
あ
る
法
人
を
い
う
（
事
業
法
第
１
２
条
の
２
第
４
項
第

１
号
）。

以
下
同
じ
。
 

 

7 
具
体
的
に
は
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
２
５
条
の
７
 に

規
定
す
る
事
項
を
届
け
出

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
 

 

8 
総
務
大
臣
は
、
そ
の
保
有
す
る
当
該
届
出
の
内
容
等
を
含
む
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備

に
関
す
る
情
報
を
整
理
し
、
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
し
て
い
る
（
事
業
法
第
３
９
条
の
２
）。 

 

9～
15 

（
略
）
 

5～
11 

（
略
）
 

16  ふ
く
そ
う
対
策
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
双
方
に
と
っ
て
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
適
切
な

方
法
・
基
準
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
Ｍ
Ｖ
Ｎ

Ｏ
に
対
し
て
、
合
理
的
な
必
要
性
・
利
用
用
途
を
明
示
し
て
、
対
策
に
必
要
な
情
報
の
開
示

を
求
め
た
場
合
に
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
は
当
該
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 

ま
た
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
は
、
情
報
開
示
を
求
め
る
に
当
た
っ
て
公
正
競
争
の
確
保
に
支
障
が
生

じ
な
い
よ
う
留
 

12  輻
輳
対
策
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
双
方
に
と
っ
て
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
適
切
な
方

法
・
基
準
に
基
づ
い
て
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ

に
対
し
て
、
合
理
的
な
必
要
性
・
利
用
用
途
を
明
示
し
て
、
対
策
に
必
要
な
情
報
の
開
示
を

求
め
た
場
合
に
は
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
は
当
該
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
 

ま
た
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
に
は
、
情
報
開
示
を
求
め
る
に
当
た
っ
て
公
正
競
争
の
確
保
に
支
障
が
生

じ
な
い
よ
う
留
 

17～
23 

（
略
）
 

13～
19 

（
略
）
 

24  第
二
種
指
定
事
業
者
と
の
接
続
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
種
指
定
事
業
者
の
接
続
料
が
「
能

率
的
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の
」（

適
正
な
減
価
償

却
費
、
施
設
保
全
費
等
の
コ
ス
ト
に
、
適
正
な
自
己
資
本
利
益
等
を
加
え
た
も
の
と
し
て
算

出
す
る
も
の
）
を
超
え
な
い
水
準
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
抵
触
す
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
接
続
約
款
の
変
更
命
令
の
対
象
と
な
る
（
事
業
法
第
３
４
条
第
３
項
第
２

号
）。

 
な
お
、
こ
れ
に
抵
触
す
る
相
当
の
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
行
政
に
お
い
て
変
更
命

20  第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
の
接
続
に
あ
っ
て
は
、
当
該
Ｍ
Ｎ
Ｏ

の
接
続
料
が
「
能
率
的
経
営
の
下
に
お
け
る
適
正
な
原
価
に
適
正
な
利
潤
を
加
え
た
も
の
」

（
適
正
な
減
価
償
却
費
、
施
設
保
全
費
等
の
コ
ス
ト
に
、
適
正
な
自
己
資
本
利
益
等
を
加
え

た
も
の
と
し
て
算
出
す
る
も
の
）
を
超
え
な
い
水
準
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に

抵
触
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
接
続
約
款
の
変
更
命
令
の
対
象
と
な
る
（
事
業
法
第
３

４
条
第
３
項
第
４
号
）。

 
な
お
、
こ
れ
に
抵
触
す
る
相
当
の
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
行
政
に
お
い
て
変
更
命
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令
の
対
象
と
な
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
法
令
上
予
定
さ
れ

て
い
る
聴
聞
手
続
（
事
業
法
第
１
６
１
条
）
に
加
え
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
か
ら
必
要
な
事
項
を
報
告
さ

せ
る
な
ど
（
事
業
法
第
１
６
６
条
第
１
項
）
に
よ
り
審
査
す
る
。
 

令
の
対
象
と
な
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
法
令
上
予
定
さ
れ

て
い
る
聴
聞
手
続
（
事
業
法
第
１
６
１
条
）
に
加
え
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
か
ら
必
要
な
事
項
を
報
告
さ

せ
る
な
ど
（
事
業
法
第
１
６
６
条
第
１
項
）
に
よ
り
審
査
す
る
。
 

25 
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
と
の
接
続
に
係
る
機
能
の
う
ち
、
他
の
事
業
者
が
必
要
と
す

る
も
の
の
み
を
細
分
し
て
使
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
 

 

26 
具
体
的
に
は
、
利
用
者
利
便
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
機
能
、
公
正
競
争
促
進
の
観
点
か

ら
多
様
な
事
業
者
に
よ
る
提
供
が
望
ま
し
い
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
機
能
、
多
数
の
利
用
者
に
実

際
に
利
用
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
機
能
が
該
当
す
る
。
 

 

27 
例
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
制
御
装
置
に
係
る
費
用
、
位
置
登
録
信
号
に
係
る
費
用
、
顧
客
・

料
金
シ
ス
テ
ム
に
係
る
費
用
。
 

 

28 
例
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
制
御
装
置
に
係
る
費
用
、
位
置
登
録
信
号
に
係
る
費
用
、
顧
客
・

料
金
シ
ス
テ
ム
に
係
る
費
用
。
 

 

29 
例
と
し
て
、
二
種
指
定
事
業
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
の

設
備
に
係
る
費
用
。
 

 

30 
例
と
し
て
、
迷
惑
メ
ー
ル
へ
の
対
処
方
法
や
災
害
時
の
通
信
手
段
等
の
啓
発
を
内
容
と
す

る
ケ
ー
タ
イ
教
室
。
 

 

31 
例
と
し
て
、
不
感
エ
リ
ア
に
係
る
情
報
の
ウ
ェ
ブ
上
で
の
受
付
。
 

 

32 
例
と
し
て
、
Ｐ
Ｏ
Ｉ
回
線
に
係
る
費
用
。
 

 

33 
例
と
し
て
、
留
守
番
電
話
機
能
。
 

 

34 
期
首
末
平
均
値
と
は
、
①
原
価
及
び
利
潤
の
算
定
期
間
の
期
末
時
点
に
お
け
る
貸
借
対
照

表
の
値
と
②
原
価
及
び
利
潤
の
前
算
定
期
間
の
期
末
時
点
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
の
値
の

平
均
値
の
こ
と
。
 

 

35 
①
接
続
協
議
等
に
関
す
る
情
報
、
②
カ
バ
ー
エ
リ
ア
、
③
業
務
シ
ス
テ
ム
、
SIM

カ
ー
ド

又
は
ふ
く
そ
う
、
事
故
等
に
よ
り
二
種
指
定
事
業
者
の
電
気
通
信
役
務
の
提
供
に
生
じ
た
支

障
に
係
る
情
報
 

 

36 
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
で
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
又
は
接
続
に
係
る
協
議
を
行

う
際
、
例
え
ば
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
次
の
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
業
務
の
適
正
な

実
施
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
た
め
、
公
共
の
利
益
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

21 
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
が
Ｍ
Ｎ
Ｏ
と
の
間
で
卸
電
気
通
信
役
務
の
提
供
又
は
接
続
に
係
る
協
議
を
行

う
際
、
例
え
ば
、
Ｍ
Ｎ
Ｏ
が
次
の
行
為
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
Ｍ
Ｖ
Ｎ
Ｏ
の
業
務
の
適
正
な
実

施
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
た
め
、
公
共
の
利
益
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
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認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
に
よ
る
業
務
改
善
命
令
の
対
象
と
な
る
（
事
業
法
第
２
９

条
第
１
項
第
１
０
号
及
び
共
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
11

頁
）
を
参
照
）
 

ら
れ
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
に
よ
る
業
務
改
善
命
令
の
対
象
と
な
る
（
事
業
法
第
２
９
条
第
１

項
第
１
０
号
及
び
共
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

11
頁
参
照
）
を
参
照
）
 

37・
38 

（
略
）
 

22・
23 

（
略
）
 

 
24 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000160775.pdf 

 
25 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hunso/guidance/manual.html 

39～
43 

（
略
）
 

26～
30 

（
略
）
 

44 
http://www.soumu.go.jp/main_content/000160775.pdf 

 

45 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hunso/guidance/manual.html 

 

46～
48 

（
略
）
 

31～
33 

（
略
）
 

49 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/kankei_houre

i-guideline.html 
34 

http://w
w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000183066.pdf 

50～
59 

（
略
）
 

35～
44 

（
略
）
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